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負担水準の区分 負 担 調 整 率

０．４以上のもの １．０２５

０．３以上０．４未満のもの １．０５

０．２以上０．３未満のもの １．０７５

０．１以上０．２未満のもの １．１

０．１未満のもの １．１５

条 例

新潟市特別会計条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第４号

新潟市特別会計の一部を改正する条例

新潟市特別会計条例（昭和３９年新潟市条例第１号）の

一部を次のように改正する。

第１条第６号を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正前の新潟市特別会計条例第１条第６号の規定に

基づくガス事業精算事業会計に係る平成１５年度の出納

の閉鎖は，なお従前の例による。

新潟市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条

例をここに公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第５号

新潟市行政財産目的外使用料条例の一部を改正

する条例

新潟市行政財産目的外使用料条例（昭和３９年新潟市条

例第５号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１条を加える。

（平成１６年度から平成１８年度までの使用料の特例）

第８条 平成１６年度から平成１８年度までの別表表１に規

定する上記以外の使用によるものに係る各年度分の使

用料の額は，当該年度分の使用料の額が前年度分の使

用料の額（当該年度から新規のものは，前年度使用料

を仮に算出したもの）に次の表の左欄に掲げる負担水

準の区分に応じ，同表の右欄に掲げる負担調整率を乗

じて得た額（以下「調整使用料額」という。）を越える

場合には，当該調整使用料額をもって当該年度分の使

用料の額とする。

備考 負担水準とは，非住宅用地（地方税法第３４９条の

３の２第１項に規定する住宅用地以外の用地をい

う。）にあつては，前年度使用料（平成１５年度分につ

いては，附則第７条の規定により算出したものをい

う。）を当該年度基準使用料（別表表１に規定する上

記以外の使用によるものにより算出したものをい

う。以下この条において同じ。）で除したものをい

い，住宅幼稚にあつては，当該除したものに１００分の

１５０を乗じたものをいう。

２ 住宅用地にあつては，当該年度の負担水準が０．８以上

のものに係る前項の規定の適用については，同項の表

中「１．０２５」とあるのは「１」とし，非住宅用地にあつ

ては，当該年度の負担水準が０．６以上０．７以下のものに

係る同項の規定の適用については，同項の表中「１．０２

５」とあるのは「１」とする。

３ 当該公有財産台帳か書くの下落率（（１－当該年度公

有財産台帳価格／平成１５年度公有財産台帳価格）によ

り求められるものをいう。）が０．１５以上であり，かつ，

当該年度の負担水準が０．５以上である住宅用地及び当

該年度の負担水準が０．４５以上である非住宅用地に係る

第１項の規定の適用については，同項の表中「１．０２５」

とあるのは「１」とする。

４ 非住宅用地にあつては，当該年度の負担水準が０．７を

８ 新潟市職員共済組合の組合員が選挙する議

員の当選人について ……………………………１８９

９ 新潟市職員共済組合役員の就職について ……１８９

辞 令
市長事務部局 ………………………………………１９０

議 会 事 務 局 ………………………………………１９３

教 育 委 員 会 ………………………………………１９４

選挙管理委員会 ………………………………………１９６

監査委員事務局 ………………………………………１９６

農 業 委 員 会 ………………………………………１９６

消 防 局 ………………………………………１９６

水 道 局 ………………………………………１９６
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超えるものに係る第１項の規定の適用については，当

該年度基準使用料に０．７を乗じたものを使用料の額と

する。

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第６号

新潟市特別職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例

新潟市特別職の職員の給与に関する条例（昭和３２年新

潟市条例第６６号）の一部を次のように改正する。

第２条第１号中「１，１８３，０００円」を「１，１６９，０００円」に改

め，同条第２号中「９５５，０００円」を「９４４，０００円」に改め，

同条第３号中「８２５，０００円」を「８１５，０００円」に改める。

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例をここに公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第７号

新潟市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例

新潟市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

（昭和３１年新潟市条例第３８号）の一部を次のように改正

する。

第２条中「７９１，０００円」を「７８２，０００円」に，「７１３，０００円」

を「７０４，０００円」に，「６６４，０００円」を「６５６，０００円」に改め

る。

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市教育長の給与，勤務時間等に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第８号

新潟市教育長の給与，勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例

新潟市教育長の給与，勤務時間等に関する条例（昭和２７

年新潟市条例第４９号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第１７条第２項」を「第１６条第２項」に改め

る。

第３条中「８１１，０００円」を「８０１，０００円」に改める。

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第９号

新潟市水道事業管理者の給与に関する条例の一

部を改正する条例

新潟市水道事業管理者の給与に関する条例（昭和４１年

新潟市条例第６４号）の一部を次のように改正する。

第３条中「８１１，０００円」を「８０１，０００円」に改める。

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市常勤の監査委員の給与に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１０号

新潟市常勤の監査委員の給与に関する条例の一

部を改正する条例

新潟市常勤の監査委員の給与に関する条例（昭和３５年

新潟市条例第２５号）の一部を次のように改正する。

第３条中「７９１，０００円」を「７８２，０００円」に改める。

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例をここに公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１１号

新潟市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例

新潟市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３６年新潟市条例第４号）の一部を次のように改正

する。

第３条第２項中「又は死亡した」を「した場合は，年

額で定められている者については月割計算により，月額

で定められている者についてはその退任の日までの日割

計算により支給し，死亡した」に改め，同条第３項を次

のように改める。

３ 前項の規定にかかわらず，会長，会長職務代理者，

部会長，委員長又は委員の間の職の異動により委員の

受ける報酬額に異動があつた場合は，その職に就いた
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「 投票管理者 １日につき ２５，２００円
開票管理者 同（即日開票のとき（開票

が翌日にわたるときも，こ
れを１日とみなす。以下開
票立会人の場合も同様とす
る。）。）

１３，６００円

同（翌日開票のとき。） １３，６００円
期日前投票管理者 １日につき １８，５００円
選挙長 同 １４，６００円
投票立会人 同 １４，６００円
期日前投票立会人 同 １３，０００円
開票立会人 同 １２，６００円
選挙立会人 同 １２，６００円 」

「 投票管理者 １日につき ２４，５００円
開票管理者 同（即日開票のとき（開票

が翌日にわたるときも，こ
れを１日とみなす。以下開
票立会人の場合も同様とす
る。）。）

１３，２００円

同（翌日開票のとき。） １３，２００円
期日前投票管理者 １日につき １８，０００円
選挙長 同 １４，２００円
投票立会人 同 １４，２００円。ただし，

立会時間中に交替
した場合は，報酬
額に立会いをした
時間数を乗じ，こ
れを投票開始時刻
から終了時刻まで
の時間数で除した
額（１００円未満の端
数がある場合は，
これを切り捨てる。）

期日前投票立会人 同 １２，７００円。ただし，
立会時間中に交替
した場合は，報酬
額に立会いをした
時間数を乗じ，こ
れを投票開始時刻
から終了時刻まで
の時間数で除した
額（１００円未満の端
数がある場合は，
これを切り捨てる。）

開票立会人 同 １２，３００円
選挙立会人 同 １２，３００円 」

ときはその日から，その職を離れたときはその翌日か

ら，新たな額の報酬を支給する。この場合において，

異動があつた日の属する月分の報酬額は，当該月の現

日数を基礎として日割りによつて計算する。ただし，

報酬は重複して支給しない。

第３条第５項第２号中「又は死亡した」を「した場合

はその退任の日までの日割計算により支給し，死亡し

た」に改める。

別表第１中

を

に改める。

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１２号

新潟市職員退職手当支給条例の一部を改正する

条例

新潟市職員退職手当支給条例（昭和２８年新潟市条例第

５４号）の一部を次のように改正する。

第１条中「地方公営企業労働関係法（昭和２７年法律第

２８９号）第３条第２項」を「地方公営企業等の労働関係に

関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第３条第４号」に改

める。

第５条第５項各号列記以外の部分中「関する規定」の

次に「又は特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成１５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する特定地

方独立行政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の

基準（同法第４８条第２項又は第５１条第２項に規定する基

準をいう。以下同じ。）」を加え，同項第２号中「他の地

方公共団体」の次に「又は特定地方独立行政法人（以下

「地方公共団体等」という。）」を，「退職手当に関する規

定」の次に「又は退職手当の支給の基準」を加え，「当該

地方公共団体」を「当該地方公共団体等」に改め，「以外

の地方公共団体」の次に「若しくは特定地方独立行政法

人」を加え，「地方公社若しくは公庫等（」を「一般地方

独立行政法人（地方独立行政法人法第５５条に規定する一

般地方独立行政法人をいう。以下同じ。），地方公社若し

くは公庫等（」に改め，「以下同じ。）」の次に「（以下「一

般地方独立行政法人等」という。）」を加え，「地方公社等

職員」を「一般地方独立行政法人等職員」に，「地方公社

若しくは公庫等の」を「一般地方独立行政法人等の」に

改め，「（以下「通算制度を有する地方公共団体」とい

う。）」を削り，「地方公社で」を「一般地方独立行政法人

又は地方公社で」に，「地方公社に」を「一般地方独立行

政法人又は地方公社に」に改め，「（以下「通算制度を有

する地方公社」という。）」を削り，「「特定地方公社職員」

を「それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特

定地方公社職員」に，「引き続き特定地方公社職員」を

「引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方

公社職員」に改め，同項第３号中「地方公社等職員」を

「一般地方独立行政法人等職員」に，「地方公社若しくは
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公庫等」を「一般地方独立行政法人等」に改め，「（以下

「通算制度を有する公庫等」という。）」を削り，同項第

４号中「特定地方公社職員」を「特定一般地方独立行政

法人職員，特定地方公社職員」に，「特定地方公社等職員」

を「特定一般地方独立行政法人等職員」に，「地方公社又

は公庫等」を「一般地方独立行政法人等」に改め，同項

第６号中「任命権者」の次に「又はその委任を受けた者」

を加え，「特定地方公社等職員」を「特定一般地方独立行

政法人等職員」に改め，同条第８項中「前７項」を「前

８項」に改め，同項を同条第９項とし，同条第７項を同

条第８項とし，同条第６項中「前５項」を「前６項」に

改め，同項を同条第７項とし，同条第５項の次に次の１

項を加える。

６ 移行型一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法

第５９条第２項に規定する移行型一般地方独立行政法人

をいう。以下同じ。）の成立の日の前日に特定地方公務

員として在職し，同項の規定により引き続いて特定一

般地方独立行政法人職員となつた者に対する前項第２

号の規定の適用については，同条第２項の規定により

地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要

請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退

職したこととみなす。

第５条の４の見出し中「特定地方公社等」を「一般地

方独立行政法人等」に改め，同条第１項中「任命権者」

の次に「又はその委任を受けた者」を加え，「特定地方公

社等職員」を「特定一般地方独立行政法人等職員」に改

め，同条第２項中「特定地方公社等職員」を「特定一般

地方独立行政法人等職員」に，「地方公社又は公庫等」を

「一般地方独立行政法人等」に改め，同条第３項各号列

記以外の部分中「特定地方公社等職員」を「特定一般地

方独立行政法人等職員」に改め，「第５項」の次に「及び

第６項」を加え，同項第１号中「任命権者」の次に「又

はその委任を受けた者」を加え，「特定地方公社等職員」

を「特定一般地方独立行政法人等職員」に改め，同項第

３号中「特定地方公社等職員」を「特定一般地方独立行

政法人等職員」に改め，同項第５号中「特定地方公社等

職員」を「特定一般地方独立行政法人等職員」に，「地方

公社又は公庫等」を「一般地方独立行政法人等」に改め，

同条第４項中「特定地方公社等職員」を「特定一般地方

独立行政法人等職員」に改め，同条中第５項を第７項と

し，第４項の次に次の２項を加える。

５ 地方独立行政法人法第５９条第２項の規定により職員

が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合に

は，その者に対しては，この条例の規定による退職手

当は，支給しない。

６ 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職

員として在職する者が，地方独立行政法人法第５９条第

２項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立

行政法人の職員となり，かつ，引き続き当該移行型一

般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続い

て職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定

の基礎となる勤続期間の計算については，その者の当

該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期

間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただ

し，その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職

したことにより退職手当の支給を受けているときは，

この限りでない。

第１３条中「関する規定」の次に「又は退職手当の支給

の基準」を加える。

附則に次の２項を加える。

２５ 平成１６年３月３１日に国立大学法人法（平成１５年法律

第１１２号）附則別表第１の上欄に掲げる機関（以下「旧

機関」という。）の職員として在職する者が，同法附則

第４条の規定により引き続いて国立大学法人等（同法

第２条第１項に規定する国立大学法人及び同条第３項

に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。）

の職員となり，かつ，引き続き国立大学法人等の職員

として在職した後引き続いて職員となつた場合におけ

るその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計

算については，その者の国立大学法人等の職員として

の引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職

期間とみなす。ただし，その者が国立大学法人等を退

職したことにより退職手当（これに相当する給付を含

む。）の支給を受けているときは，この限りでない。

２６ 旧機関の職員が，第５条第５項に規定する事由によ

つて引き続いて職員となり，かつ，引き続いて職員と

して在職した後引き続いて国立大学法人等の職員とな

つた場合において，その者の職員としての勤続期間

が，当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準（国

立大学法人法第３５条において準用する独立行政法人通

則法（平成１１年法律第１０３号）第６３条第２項に規定する

基準をいう。）により，当該国立大学法人等の職員とし

ての勤続期間に通算されることに定められているとき

は，規則で定める場合を除き，この条例の規定による

退職手当は，支給しない。

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める

条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１３号

新潟市水道局企業職員の給与の種類及び基準を

定める条例等の一部を改正する条例

（新潟市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める
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５４ 旅館業の許可申請手数料及び承継承認申
請手数料
� 旅館業法施行規則（昭和２３年厚生省
令第２８号）第５条第１項第１号から第
３号までに掲げる施設（同項第１号に
掲げる施設にあっては，客室の延べ有
効面積が５０平方メートルを超える施設
を除く。）を設ける旅館業の許可申請手
数料

１件につき ７，４００円

� 上記以外の旅館業の許可申請手数料 １件につき ２２，０００円
� 旅館業の許可を受けた地位の承継の
承認申請手数料

１件につき ７，４００円

条例の一部改正）

第１条 新潟市水道局企業職員の給与の種類及び基準を

定める条例（昭和３２年新潟市条例第８４号）の一部を次

のように改正する。

第１４第２項第３号中「地方公営企業労働関係法」を

「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改め

る。

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される新潟市職員

の処遇等に関する条例の一部改正）

第２条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される新潟

市職員の処遇等に関する条例（平成元年新潟市条例第

３４号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「地方公営企業労働関係法（昭和２７

年法律第２８９号）第３条第２項」を「地方公営企業等の

労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第３条

第４号」に改める。

（新潟市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部改

正）

第３条 新潟市職員の勤務時間，休暇等に関する条例（平

成７年新潟市条例第２号）の一部を次のように改正す

る。

第１２条第１項第３号中「地方公営企業労働関係法」

を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に，「地

方公営企業労働関係法適用職員等」を「地方公営企業

等の労働関係に関する法律適用職員等」に改める。

（新潟市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条

例の一部改正）

第４条 新潟市職員の公益法人等への職員の派遣等に関

する条例（平成１３年新潟市条例第３５号）の一部を次の

ように改正する。

第４条中「地方公営企業労働関係法（昭和２７年法律

第２８９号）第３条第２項」を「地方公営企業等の労働関

係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第３条第４

号」に改める。

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関

する特別措置に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１４号

新潟市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与

等に関する特別措置に関する条例の一部を改正

する条例

新潟市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関

する特別措置に関する条例（昭和４６年新潟市条例第４２

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職

員の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法律第７７号）

第８条及び第１１条」を「公立の義務教育諸学校等の教育

職員の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法律第７７

号）第３条及び第６条」に改める。

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１５号

新潟市印鑑条例の一部を改正する条例

新潟市印鑑条例（昭和４５年新潟市条例第５号）の一部

を次のように改正する。

第６条第２項中「，性別」を削る。

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１６号

新潟市手数料条例の一部を改正する条例

第１条 新潟市手数料条例（昭和１２年新潟市条例第１２

号）の一部を次のように改正する。

第３条中「別表�４０の項及び４３の項」を「別表�４１
の項及び４５の項」に改める。

別表�４１の項中「１，１００円」を「１，２００円」に，「山羊，
めん

緬羊」を「めん羊，山羊」に，「３６０円」を「４００円」に

改め，同表�５４の項を次のように改める。

別表�に次のように加える。
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７７ 使用済自動車解体業許可申請手数料 １件につき ７８，０００円
７８ 使用済自動車解体業許可更新申請手数料 １件につき ７０，０００円
７９ 使用済自動車破砕業許可申請手数料 １件につき ８４，０００円
８０ 使用済自動車破砕業許可更新申請手数料 １件につき ７７，０００円
８１ 使用済自動車破砕業の変更許可申請手数

料
１件につき ７５，０００円

７７ 使用済自動車引取業者登録申請手数料 １件につき ３，０００円
７８ 使用済自動車引取業者登録更新申請手数

料
１件につき ３，０００円

７９ 使用済自動車フロン類回収業者登録申請
手数料

１件につき ５，０００円

８０ 使用済自動車フロン類回収業者登録更新
申請手数料

１件につき ５，０００円

新潟市山二ツ運動広場 新潟市山二ツ５丁目１２番１号

別表�４の項及び５の項を削る。
第２条 新潟市手数料条例の一部を次のように改正す

る。

別表�中８１の項を８５の項とし，７７の項から８０の項ま
でを４項ずつ繰り下げ，７６の項の次に次のように加え

る。

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。ただし，

第１条中別表�に７７の項から８１の項までを加える改正規
定は平成１６年７月１日から，第２条の規定は平成１７年１

月１日から施行する。

新潟市立高等学校条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１７号

新潟市立高等学校条例の一部を改正する条例

新潟市立高等学校条例（昭和３９年新潟市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「者」を「生徒」に，「もの」を「生徒」

に改め，同条第２項ただし書中「者」を「生徒」に改め

る。

第６条中「入学の許可を受けた者」を「生徒」に改め，

同条第１号中「１０８，０００円」を「１１１，６００円」に改め，同条

第２号を削り，同条第３号中「）の場合」を「をいう。

以下同じ。）の場合」に，「１，４４０円」を「１，５００円」に改め，

同号を同条第２号とする。

第７条第２項中「，及び月の途中において，同一高等

学校の全日制課程及び定時制課程相互間において転籍し

た生徒に係る授業料についてはその転籍した日の属する

月の翌月分から」を削り，同条第４項中「（単位制による

課程）」を削り，同条第５項中「入学の許可を受けた者」

を「生徒」に改める。

第８条中「（単位制による課程）」を削り，「１，４４０円」を

「１，５００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前

日に在学する生徒に係る授業料の額は，改正後の第６

条の規定にかかわらず，なお従前の例による。

３ 施行日以後において転学又は編入学をしてきた生徒

（定時制課程に転学又は編入学をしてきた者を除

く。）に係る授業料の額は，改正後の第６条の規定にか

かわらず，当該生徒の属する年次の在学者に係る授業

料の額と同額とする。

新潟市立幼稚園条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１８号

新潟市立幼稚園条例の一部を改正する条例

新潟市立幼稚園条例（昭和３９年新潟市条例第３１号）の

一部を次のように改正する。

第５条中「７０，８００円」を「７３，２００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前

日に在園する園児に係る授業料の額は，改正後の第５

条の規定にかかわらず，なお従前の例による。

３ 前項に規定する者で施行日以後に他の新潟市立幼稚

園へ転園した園児に係る授業料の額は，改正後の第５

条の規定にかかわらず，なお従前の例による。

新潟市体育施設条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第１９号

新潟市体育施設条例の一部を改正する条例

新潟市体育施設条例（昭和３９年新潟市条例第３３号）の

一部を次のように改正する。

別表第１ １に次のように加える。

別表第１ ２新潟市山二ツ運動広場の項を削る。

別表第２ １�中「１，５００」を「１，７５０」に，「２，５００」を
「２，７５０」に，「２，１００」を「２，４５０」に「３，１００」を「３，４５０」
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利 用 者
使 用 料 の 額（円）

普 通 券 回 数 券 定 期 券

小学校の児童及び
中学校の生徒

１人１回につき ７０ １１枚 ７００ ３か月１，６８０

前項の者以外の者
（未就学児を除く。）

１人１回につき２００ １１枚 ２，０００ ３か月４，８００

利 用 者
使 用 料 の 額（円）

普 通 券 回 数 券 定 期 券

小学校の児童及び
中学校の生徒

１人１回につき ７０ １１枚 ７００ ３か月１，６８０

前項の者以外の者
（未就学児を除く。）

１人１回につき２００ １１枚 ２，０００ ３か月４，８００

備考
陸上競技場を利用する者が補助競技場を利用する場合は，補助競技

場に係る料金は徴収しない。

「
会員 高等学校の生徒 １月につき １，０００

上記の者以外の者 １月につき ２，０００

会員以外の者 小学校の児童及び
中学校の生徒

１人１回につき ７０

上記の者以外の者 １人１回につき ２００
」

「
会員 小学校の児童，中

学校の生徒及び高
等学校の生徒

１月につき １，２５０
３月につき ３，０００

上記の者以外の者 １月につき ２，５００
３月につき ６，０００

会員以外の者 小学校の児童及び
中学校の生徒

１人１回につき １００

上記の者以外の者 １人１回につき ２５０
」

利 用 者
使 用 料 の 額（円）

普 通 券 回 数 券 定 期 券

小学校の児童及び
中学校の生徒

１人１回につき１００ １１枚 １，０００ ３か月２，４００

前項の者以外の者
（未就学児を除く。）

１人１回につき２５０ １１枚 ２，５００ ３か月６，０００

利 用 者
使 用 料 の 額（円）

普 通 券 回 数 券 定 期 券

大人 １人１回につき４５０ １１枚 ４，５００ ３か月１０，８００

中学生以下の者
（未就学児を除く。）

１人１回につき１７０ １１枚 １，７００ ３か月４，０８０

利 用 者
使 用 料 の 額（円）

普 通 券 回 数 券 定 期 券

小学校の児童及び
中学校の生徒

１人１回につき１００ １１枚 １，０００ ３か月２，４００

前項の者以外の者
（未就学児を除く。）

１人１回につき２５０ １１枚 ２，５００ ３か月６，０００

に，「３，０００」を「３，５００」に，「４，０００」を「４，５００」に，

「４，２００」を「４，９００」に，「５，２００」を「５，９００」に，「６，０００」

を「７，０００」に，「７，０００」を「８，０００」に改め，同表１�中
「１回につき ６，６００」を「１時間につき １，６５０」に，

「１回につき ３５０」を「１時間につき １００」に，「１回

につき １，２００」を「１時間につき ３００」に，「１回につき

２，４００」を「１時間につき ６００」に改め，同表２�ア中
「１，５００」を「１，７５０」に，「２，１００」を「２，４５０」に，「３，０００」

を「３，５００」に改め，同表２�イを次のように改める。
イ 個人利用

別表第２ ２�ウ中「１回につき ２，４００」を「１時間

につき ６００」に，「１回につき １５，０００」を「１時間につ

き ３，７５０」に改め，同表２�ア中「４００」を「５００」に，
「２，１００」を「２，２００」に，「５６０」を「７００」に，「２，２６０」を

「２，４００」に，「８００」を「１，００００」に，「２，５００」を「２，７００」

に改め，同表２�イを次のように改める。
イ 個人利用

別表第２ ３�中

を

に改め，同表４�中「１回につき １，２００」を「１時間に

つき ３００」に改め，同表５�中「９５０」を「１，０５０」に，
「１，３３０」を「１，４７０」に，「１，９００」を「２，１００」に改め，

同表５�中「１回につき ６００」を「１時間につき １５０」

に改め，同表６�ア中「１，５００」を「１，７５０」に，「２，５００」
を「２，７５０」に，「２，１００」を「２，４５０」に，「３，１００」を「３，４５０」

に，「３，０００」を「３，５００」に，「４，０００」を「４，５００」に，

「４，２００」を「４，９００」に，「５，２００」を「５，９００」に，「６，０００」

を「７，０００」に，「７，０００」を「８，０００」に改め，同表６�イ
を次のように改める。

イ 個人利用

別表第２ ６�ウ中「１回につき １，２００」を「１時間

につき ３００」に，「１回につき ２，４００」を「１時間につ

き ６００」に改め，同表６�イを次のように改める。
イ 個人利用

別表第２ ６�イを次のように改める。
イ 個人利用
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利 用 者
使 用 料 の 額（円）

普 通 券 回 数 券 定 期 券

小学校の児童及び
中学校の生徒

１人１回につき１００ １１枚 １，０００ ３か月２，４００

前項の者以外の者
（未就学児を除く。）

１人１回につき２５０ １１枚 ２，５００ ３か月６，０００

利 用 者
使 用 料 の 額（円）

普 通 券 回 数 券 定 期 券

小学校の児童及び
中学校の生徒

１人１回につき１００ １１枚 １，０００ ３か月２，４００

前項の者以外の者
（未就学児を除く。）

１人１回につき２５０ １１枚 ２，５００ ３か月６，０００

利 用 者
使 用 料 の 額（円）

普 通 券 回 数 券 定 期 券

大人 １人１回につき４５０ １１枚 ４，５００ ３か月１０，８００

中学生以下の者
（未就学児を除く。）

１人１回につき１７０ １１枚 １，７００ ３か月４，０８０

利 用 者
使 用 料 の 額（円）

普 通 券 回 数 券 定 期 券

小学校の児童及び
中学校の生徒

１人１回につき１００ １１枚 １，０００ ３か月２，４００

前項の者以外の者
（未就学児を除く。）

１人１回につき２５０ １１枚 ２，５００ ３か月６，０００

室 名 利 用 者
使 用 料 の 額（円）

普 通 券 回 数 券 定 期 券

クライミング
ルーム

小学校の児童及び
中学校の生徒

１人１回につき
１００

１１枚 １，０００ ３か月２，４００

前項の者以外の者
（未就学児を除く。）

１人１回につき
３００

１１枚 ３，０００ ３か月７，２００

前項のもの以外

小学校の児童及び
中学校の生徒

１人１回につき
１００

１１枚 １，０００ ３か月２，４００

前項の者以外の者
（未就学児を除く。）

１人１回につき
２５０

１１枚 ２，５００ ３か月６，０００

備考
クライミングルームを利用する者がトレーニングルームを利用する場合は，ト
レーニングルームに係る料金は徴収しない。

利 用 者
使用料の額（３０分につき）（円）

照明設備を利用しない場合 照明設備を利用する場合

学校及び学校をもつ
て構成する団体

２５０ ５５０

競技団体並びに大学
及び大学をもつて構
成する団体

３５０ ６５０

前２項の者以外の者 ５００ ８００

別表第２ ６�ウ中「１回につき １，２００」を「１時間

につき ３００」に改め，同表７�ア中「１，５００」を「１，７５０」
に，「２，５００」を「２，７５０」に，「２，１００」を「２，４５０」に，

「３，１００」を「３，４５０」に，「３，０００」を「３，５００」に，「４，０００」

を「４，５００」に，「４，２００」を「４，９００」に，「５，２００」を「５，９００」

に，「６，０００」を「７，０００」に，「７，０００」を「８，０００」に改め，

同表７�イを次のように改める。
イ 個人利用

別表第２ ７�ウ中「１回につき １，２００」を「１時間

につき ３００」に，「１回につき ２，４００」を「１時間につ

き ６００」に改め，同表７�イを次のように改める。
イ 個人利用

別表第２ ７�中「４００」を「５００」に，「７００」を「８００」
に，「５６０」を「７００」に，「８６０」を「１，０００」に，「８００」を

「１，０００」に，「１，１００」を「１，３００」に改め，同表７�イを
次のように改める。

イ 個人利用

別表第２ ９�を次のように改める。
� 個人利用

別表第２ ９�中「１回につき １，２００」を「１時間に

つき ３００」に，「１回につき ２，４００」を「１時間につき

６００」に改め，同表１０�中「１，５００」を「１，９５０」に，
「２，５００」を「２，９５０」に，「２，１００」を「２，７３０」に，「３，１００」

を「３，７３０」に，「３，０００」を「３，９００」に，「４，０００」を

「４，９００」に，「４，２００」を「５，４６０」に，「５，２００」を「６，４６０」

に，「６，０００」を「７，８００」に，「７，０００」を「８，８００」に，

「１４，０００」を「１６，０００」に，「１５，０００」を「１７，０００」に，

「２８，０００」を「３３，０００」に，「２９，０００」を「３，４０００」に改

め，同表１０�を次のように改める。
� 個人利用

別表第２ １０�中「１回につき １，２００」を「１時間に

つき ３００」に，「１回につき ２，４００」を「１時間につき

６００」に改める。

別表第２に次のように加える。

１４ 新潟市山二ツ運動広場

専用利用

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成１６年５月１日から施行する。
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運動広場 津島屋公園 新潟市津島屋６丁目２７３番地９７９３

庭球場 善久河川敷公園 新潟市善久河川敷

運動広場 １時間につき １，０００

庭球場 １面１時間につき ６００

区 分
使 用 料 の 額（円）

普 通 券 回 数 券 定 期 券

大人 １人１回につき５００ １１枚 ５，０００ ３か月１２，０００

中学生以下の者
（未就学児を除く。）

１人１回につき２００ １１枚 ２，０００ ３か月４，８００

新潟市曽野木地域下水道 天野の一部，嘉木の一部，舞潟の一部，平賀の一部

（経過措置）

２ 改正後の新潟市体育施設条例の規定は，この条例の

施行の日以後に利用の許可を受けるものについて適用

し，同日前に利用の許可を受けているものについて

は，なお従前の例による。

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２０号

新潟市都市公園条例の一部を改正する条例

新潟市都市公園条例（昭和３２年新潟市条例第４４号）の

一部を次のように改正する。

第１０条の１２の表津島屋公園の項及び善久河川敷公園の

項を削る。

別表第１少年野球広場の項の次に次のように加える。

別表第３�ア中「２，３００」を「２，５００」に，「２３，２００」を
「２９，０００」に，「８００」を「１，０００」に改め，同表�ア馬場
の項の次に次のように加える。

別表第３�ア備考４中「及び市営プール」を「，市営
プール，運動広場及び庭球場」に改め，同表�ア備考５
中「及び球技場」を「，球技場，運動広場及び庭球場」

に改める。

別表第３�イを次のように改める。
イ 市営プールの個人使用の使用料

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成１６年５月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の新潟市都市公園条例の規定は，この条例の

施行の日以後に利用の許可を受けるものについて適用

し，同日前に利用の許可を受けているものについて

は，なお従前の例による。

新潟市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２１号

新潟市下水道条例の一部を改正する条例

新潟市下水道条例（平成７年新潟市条例第３２号）の一

部を次のように改正する。

第２１条第１項の表中「１，０３０円」を「１，１９０円」に，「１３７

円」を「１５８円」に，「１６５円」を「１９１円」に，「２１３円」を

「２４６円」に，「２７２円」を「３１４円」に，「１２円」を「１４円」

に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成１６年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の新潟市下水道条例の規定は，この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後の使用に係る使

用料から適用し，施行日前の使用に係る使用料につい

ては，なお従前の例による。

３ 施行日以後徴収する使用料のうち，その算定の基礎

となる使用期間が施行日前にまたがるものについて

は，使用水量を各日均等に使用したものとみなして，

１月を３０日とした日割りにより算定する。

新潟市地域下水道条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２２号

新潟市地域下水道条例の一部を改正する条例

新潟市地域下水道条例（昭和５８年新潟市条例第７号）

の一部を次のように改正する。

第３条の表に次のように加える。

第６条第１項の表中「１，０３０円」を「１，１９０円」に「１３７

円」を「１５８円」に「１６５円」を「１９１円 に」「２１３円」を

「２４６円」に，「２７２円」を「３１４円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成１６年７月１日から施行する。ただ

し，第３条の表の改正規定は，平成１６年４月１日から

施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第６条第１項の表の規定は，平成１６年７月

１日（以下「施行日」という。）以後の使用に係る使用
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空港西１・２丁目地区地区計画
平成１６年新潟市告示第１号に定める新潟都市計
画空港西１・２丁目地区地区計画の区域

「
�共同住宅
�学校
�病院
�畜舎

」

を

「
�学校
�病院
�畜舎

」
に改める。

料から適用し，施行日前の使用に係る使用料について

は，なお従前の例による。

３ 施行日以後徴収する使用料のうち，その算定の基礎

となる使用期間が施行日前にまたがるものについて

は，使用水量を各日均等に使用したものとみなして，

１月を３０日とした日割りにより算定する。

新潟市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２３号

新潟市国民健康保険条例の一部を改正する条例

新潟市国民健康保険条例（昭和３４年新潟市条例第５

号）の一部を次のように改正する。

附則第１２項（見出しを含む。）中「商品先物取引」を

「先物取引」に改め，同項の次に次の１項を加える。

１３ 地方税法附則第３５条の４の２第７項において準用す

る同条第１項の規定の適用がある場合における前項の

規定の適用については，同項中「先物取引に係る雑所

得等の金額」とあるのは，「先物取引に係る雑所得等の

金額（同法附則第３５条の４の２第７項において準用す

る同条第１項の規定の適用がある場合には，その適用

後の金額）」とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 平成１６年度に限り，改正後の新潟市国民健康保険条

例（以下「改正後の条例」という。）第１７条第１項第１

号ア及びイ中「１０分の７」とあるのは「１０分の７．１５」と

し，同項第２号ア及びイ中「１０分の５」とあるのは

「１０分の５．１５」とし，同項第３号ア及びイ中「１０分の

２」とあるのは「１０分の２．１５」とする。ただし，同条

第６項による同条第１項各号の準用については，この

限りでない。

３ 前項の規定によるもののほか，追加軽減措置として

規則で定めるところにより，規則で定める区分に従い

減額することができる。

４ 改正後の条例の規定は，平成１６年度分の保険料から

適用し，平成１５年度分までの保険料については，なお

従前の例による。

新潟市地区計画等の区域内における建築物の制限に関

する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２４号

新潟市地区計画等の区域内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例

新潟市地区計画等の区域内における建築物の制限に関

する条例（平成８年新潟市条例第２１号）の一部を次のよ

うに改正する。

第３条第５項各号列記以外の部分中「河渡・浜谷町地

区地区計画」を「空港西１・２丁目地区地区計画」に改

め，同項第１号中「河渡・浜谷町地区地区計画」を「空

港西１・２丁目地区地区計画」に，「河渡・浜谷町Ａ地

区」を「空港西１・２丁目Ａ地区」に改め，同項第２号

中「河渡・浜谷町地区地区計画」を「空港西１・２丁目

地区地区計画」に，「河渡・浜谷町Ｂ地区」を「空港西・

２丁目Ｂ地区」に改め，同項第３号中「河渡・浜谷町地

区地区計画」を「空港西１・２丁目地区地区計画」に，

「河渡・浜谷町Ｃ地区」を「空港西１・２丁目Ｃ地区」

に改める。

別表第１河渡・浜谷町地区地区計画の項を次のように

改める。

別表第２河渡・浜谷町地区地区計画区域の項中「河

渡・浜谷町地区地区計画」を「空港西１・２丁目地区地

区計画」に，「河渡・浜谷町Ａ地区」を「空港西１・２丁

目Ａ地区」に，「河渡・浜谷町Ｂ地区」を「空港西１・２

丁目Ｂ地区」に，「河渡・浜谷町Ｃ地区」を「空港西１・

２丁目Ｃ地区」に，

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市特別職の職員の退職手当支給条例の一部を改正

する条例をここに公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２５号

新潟市特別職の職員の退職手当支給条例の一部

を改正する条例

新潟市特別職の職員の退職手当支給条例（昭和４７年新

潟市条例第１号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項第１号中「１００分の６８」を「１００分の６４」に

改め，同項第２号中「１００分の４５」を「１００分の４２」に改め，

同項第３号及び第４号中「１００分の２８」を「１００分の２６」に

改め，同項第５号中「１００分の１８」を「１００分の１７」に改め
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る。

第５条の次に次の１条を加える。

（退職手当の特例）

第５条の２ 他の地方公共団体の地方公務員又は国家公

務員（以下この条において「国家公務員等」という。）

が退職手当の支給を受けないで引き続いて助役となつ

たときは，その者の国家公務員等としての在職期間

は，助役としての在職期間に通算する。

２ 前項に規定する助役の退職手当の額は，第４条の規

定にかかわらず，次の各号に掲げる額の合計額とす

る。

� 助役としての在職期間について第４条の規定によ

り計算した額

� 国家公務員等を退職した日における俸給月額に相

当する助役を退職した日における国家公務員等の俸

給月額及び前項に規定する国家公務員等としての在

職期間を基礎として新潟市職員退職手当支給条例

（昭和２８年新潟市条例第５４号）の適用を受ける職員

の例により計算した額

３ 第１項に規定する助役が退職した場合において，そ

の者が退職の日又はその翌日に再び助役となつたとき

は，第３条の規定にかかわらず，当該退職に係る退職

手当は，支給しない。この場合において，前条の規定

にかかわらず，その者の先の助役としての在職期間

は，後の助役としての在職期間に通算する。

４ 第１項に規定する助役が，引き続いて国家公務員と

なつたとき，又は引き続いて他の地方公共団体の地方

公務員となつた場合においてその者の助役としての在

職期間が当該他の地方公共団体の退職手当に関する規

定によりその者の当該地方公務員としての在職期間に

通算されることに定められているときは，退職手当は

支給しない。

第９条中「（昭和２８年新潟市条例第５４号）」を削る。

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

規 則

新潟市都市景観審議会規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１６年３月２３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第６号

新潟市都市景観審議会規則の一部を改正する規則

新潟市都市景観審議会規則（平成４年新潟市規則第２３

号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第２号を次のように改める。

� 市民

第２条第２項に次の１号を加える。

� その他市長が必要と認める者

第９条中「都市整備局開発建築部建築指導課」を「都

市整備局開発建築部街づくり推進課」に改める。

附 則

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

平成１６年３月２３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第７号

新潟市漁港管理条例施行規則の一部を改正する

規則

新潟市漁港管理条例施行規則（昭和４６年新潟市規則第

４号）の一部を次のように改正する。

第６条第４号中「四類感染症」を「五類感染症」に改

める。

第１１条第１項第１号中「漁港法」を「漁港漁場整備法」

に改める。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

新潟市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の

一部を改正する規則をここに公布する。

平成１６年３月２３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第８号

新潟市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

細則の一部を改正する規則

新潟市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

（平成１２年新潟市規則第７５号）の一部を次のように改正

する。

第１７条の次に次の１条を加える。

（産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係

る届出）

第１８条 法第１５条の２の４の規定による産業廃棄物処理

施設において処理する一般廃棄物に係る届出は，別記

様式第１４号によるものとする。

２ 省令第１２条の７の７第４項の規定による前項の届出

の受理書は，別記様式第１５号によるものとする。

３ 省令第１２条の７の７第５項の規定による変更又は廃

止の届出は，別記様式第１６号によるものとする。

別記様式第１号（第３面）中「第７条第３項第４号へ」
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を「第７条第５項第４号チ」に，「第７条第３項第４号ト」

を「第７条第５項第４号リ」に改め，同様式（第４面）

中「第４条の６」を「第４条の７」に改める。

別記様式第５号（第２面）中「第７条第３項第４号へ」

を「第７条第５項第４号チ」に，「第７条第３項第４号ト」

を「第７条第５項第４号リ」に改め，同様式（第３面）

中「第４条の６」を「第４条の７」に改める。

別記様式第１１号（第２面）中「第７条第３項第４号へ」

を「第７条第５項第４号チ」に，「第７条第３項第４号ト」

を「第７条第５項第４号リ」に改め，同様式（第３面）

中「第４条の６」を「第４条の７」に改める。

別記様式第１２号（第２面）中「７条第３項第４号ト」

を「第７条第５項第４号リ」に改め，同様式（第３面）

中「第４条の６」を「第４条の７」に，「第７条第３項第

４号ト」を「第７条第５項第４号リ」に改め，同様式（第

４面）中「第４条の６」を「第４条の７」に改める。

別記様式第１３号（裏面）中「第７条第３項第４号へ」

を「第７条第５項第４号チ」に，「第４条の６」を「第４

条の７」に改め，同様式の次に次の３様式を加える。
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産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書
年 月 日

（あて先）新潟市長
届出者
住所

（法人にあっては所在地）
氏名

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）
電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の２の４の規定により，産業廃棄物処理施
設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を処理するので，関係
書類を添えて届け出ます。

産業廃棄物処理施設の設置の場所

産業廃棄物処理施設の種類

産業廃棄物処理施設において処理
する産業廃棄物の種類

産業廃棄物処理施設に係る
許可の年月日及び許可番号

年 月 日 第 号

産業廃棄物処理施設の処理能力
（当該施設が産業廃棄物の最終処
分場である場合にあっては，廃棄
物の埋立処分の用に供される場所
（既に廃棄物が埋め立てられてい
る場所を除く。）の面積及び残余の
埋立容量）

�／日（ ）時間
ｔ／日（ ）時間
�／時間
ｔ／時間

面積 ㎡
埋立容量 �

産業廃棄物処理施設に係る
許 可 に 付 さ れ た 条 件

一般廃棄物の種類と種類ごとの処
理量の見込み

処 理 開 始 予 定 日 年 月 日

添付書類
１ 届出に係る産業廃棄物処理施設に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規
則第１２条の５に規定する許可証の写し

２ 他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあっては次に掲げるいずれかの書類
� 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第７条第６項
の規定に基づく許可を受けたことを示す書類

� 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であること
を示す書類

� 省令第２条の３第１号，第２号又は第４号に該当する者であることを示す書類
� 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第５条の９に規定する認定証の写し

備考
一般廃棄物の処理を開始する日の３０日前までに届け出てください。

受 理 書

第 号
年 月 日

様

新潟市長 印

年 月 日付けで，次の届出書を受理しました。

届 出 の 根 拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の２の４

届 出 の 内 容 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出

産業廃棄物処理施設の
設 置 場 所

産業廃棄物処理施設の
種 類

産業廃棄物処理施設にお
いて処理する一般廃棄物
の種類

産業廃棄物処理施設に係
る許可の年月日及び許可
番号

産業廃棄物処理施設に係
る許可に付された条件

別記様式第１４号（第１８条関係）別記様式第１５号（第１８条関係） 平
成
１６
年
４
月
１５
日
第
７３４
号
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「
フリガナ 性 別

を
氏 名 男・女

」

「
フリガナ

に
氏 名

」

「
生年
月日

性

別 」

を

「
生年
月日

」

に改める。

「
利用人数 人（男 人・女 人）

」
を

「
利用人数 人

」
に

「
人数 人（男 人・女 人） 人（男 人・女 人）

」
を

「
人数 人 人

」
に

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

新潟市印鑑条例施行規則等の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第９号

新潟市印鑑条例施行規則等の一部を改正する規則

（新潟市印鑑条例施行規則の一部改正）

第１条 新潟市印鑑条例施行規則（昭和４５年新潟市規則

第３２号）の一部を次のように改正する。

第３条中「，性別」を削る。

別記様式第１号中

改める。

別記様式第４号及び別記様式第５号中

（新潟市老人憩の家条例施行規則の一部改正）

第２条 新潟市老人憩の家条例施行規則（昭和５２年新潟

市規則第５２号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号中「新潟市長 様」を「（あて先）新

潟市長」に，

改める。

別記様式第２号中「新潟市長 様」を「（あて先）新

潟市長」に，

改める。

別記様式第３号中「男・女」，「明治」，「大正」及び

「昭和」を削る。

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類
の
変
更
等
届
出
書

年
月

日
（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

届
出
者

住
所

（
法
人
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類
の
変
更
等
を
し
た
の
で
，
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
第
１２
条
の
７
の
７
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
，
関
係
書
類
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る

許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

変
更
の
内
容

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

の
種
類
の
変
更

処
理
を
す
る
産
業
廃
棄

物
の
種
類
の
変
更

上
記
の
変
更
又
は
一
般
廃
棄
物
の
処
理

事
業
を
廃
止
し
た
年
月
日

一
般
廃
棄
物
の
処
理
事
業
の
廃
止
理
由

添
付
書
類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
１５
条
の
２
の
４
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
に
係
る
届
出
書
の
受
理
書

備
考 １

変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
，
変
更
前
及
び
変
更
後
を
対
照
さ
せ
る
も
の
と
し
て
く
だ
さ
い
。

２
変
更
又
は
廃
止
の
日
か
ら
１０
日
以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

別
記
様
式
第
１６
号
（
第
１８
条
関
係
）
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「
利用人数 人（男 人・女 人）

」
を

「
利用人数 人

」
に

「
ふりがな
本人氏名

性別
男
・
女」

を

「
ふりがな
本人氏名

」

に改める。

「
生年月日 年 月 日 性別

」
を

「
生年月日 年 月 日

」
に

「
氏 名 男・女

」
を

「
氏 名

」
に

「

受給者氏名
性

別
男・女

」

を

「

受給者氏名

」

に改める。

「
利用予定人員 男 人 女 人 計 人

」
を

「
利用予定人員 人

」
に

「
利用予定人員 男 人 女 人 計 人

」
を

「
利用予定人員 人

」
に

「

死

胎

父母の住所

父母の氏名 父 母

性 別 男 女 不詳

妊娠月数及び
分べん日時

か月 年 月 日 午
前
後

時 分
」

「

死

胎

父母の住所

父母の氏名 父 母

妊娠月数及び
分べん日時

か月 年 月 日 午
前
後

時 分
」

「死
産
児
の
死
胎

父母の住所

父母の氏名 父 母

性 別 男 女 不詳
」

「死
産
児
の
死
胎

父母の住所

」
父母の氏名 父 母

別記様式第４号中

改める。

（新潟市重度心身障害者医療費助成規則の一部改正）

第３条 新潟市重度心身障害者医療費助成規則（昭和５８

年新潟市規則第１１号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号中

別記様式第２号（表）及び別記様式第２号の２（表）

中

改める。

別記様式第２号の３（表）中

改める。

別記様式第３号中

（新潟市万代市民会館条例施行規則の一部改正）

第４条 新潟市万代市民会館条例施行規則（平成３年新

潟市規則第４６号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号中「新潟市長 様」を「（あて先）新

潟市長」に改める。

別記様式第３号中「新潟市長 様」を「（あて先）新

潟市長」に，

改める。

別記様式第４号中

改める。

別記様式第５号中「新潟市長 様」を「（あて先）新

潟市長」に改める。

（新潟市青山斎場条例施行規則の一部改正）

第５条 新潟市青山斎場条例施行規則（平成７年新潟市

規則第４３号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号中「新潟市長 様」を「（あて先）新

潟市長」に改め，「男 女」を削り，

を

に改める。

別記様式第２号中「新潟市長 様」を「（あて先）新

潟市長」に改め，「男 女」を削る。

別記様式第５号中「新潟市長 様」を「（あて先）新

潟市長」に改め， 「男 女」を削り，

を

に改める。

別記様式第６号から別記様式第８号までの規定中

「新潟市長 様」を「（あて先）新潟市長」に改める。

（新潟市身体障害者福祉法施行細則の一部改正）

第６条 新潟市身体障害者福祉法施行細則（平成８年新
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「
生年月日 年 月 日 男・女

」
を

「
生年月日 年 月 日

」
に改める。

「 ふりがな
氏 名 本籍地

性 別 男・女 生年月日 年 月 日
」

「 ふりがな
氏 名

生年月日 年 月 日 本籍地
」

「
現 入 居 者

氏 名
性別（年齢）

男・女（ 歳）

を
承継しよう
と す る 者

氏 名
性別（年齢）

男・女（ 歳）
」

「
現 入 居 者

氏 名
（ 年 齢 ） （ 歳）

に
承継しよう
と す る 者

氏 名
（ 年 齢 ） （ 歳）

」

「
利用年月日 年 月 日（ ）利用予定人員 男 人 女 人 計 人

」

「
利用年月日 年 月 日（ ） 利用予定人員 人

」

「
利用年月日 年 月 日（ ）利用予定人員 男 人 女 人 計 人

」

「
利用年月日 年 月 日（ ） 利用予定人員 人

」

「
区分 幼小中 大人 計

を
男

女

計
」

「
区 分 人 数

に改める。
幼 小 中

大 人

計
」

「
区分 小中高生 大人 計

を
男

女

計
」

「
区 分 人 数

に改める。
幼 小 中

大 人

計
」

潟市規則第６号）の一部を次のように改正する。

別記様式第２号中

別記様式第３号及び別記様式第４号中

を

に改める。

（新潟市営住宅条例施行規則の一部改正）

第７条 新潟市営住宅条例施行規則（平成９年新潟市規

則第２２号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号（表）及び別記様式第４号から別記

様式第８号までの規定中「新潟市長 様」を「（あて先）

新潟市長」に改める。

別記様式第１０号中「新潟市長 様」を（あて先）新

潟市長」に，

改める。

別記様式第１２号，別記様式第１４号，別記様式第１９号，

別記様式第２０号，別記様式第２４号及び別記様式第２８号

中「新潟市長 様」を「（あて先）新潟市長」に改める。

（新潟市西新潟市民会館条例施行規則の一部改正）

第８条 新潟市西新潟市民会館条例施行規則（平成９年

新潟市規則第３０号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号中「新潟市長 様」を「（あて先）新

潟市長」に改める。

別記様式第３号中「新潟市長 様」を「（あて先）新

潟市長」に，

を

に改める。

別記様式第４号中

を

に改める。

別記様式第５号中「新潟市長 様」を「（あて先）新

潟市長」に改める。

（新潟市海辺の森条例施行規則の一部改正）

第９条 新潟市海辺の森条例施行規則（平成１０年新潟市

規則第３５号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号及び別記様式第２号中「新潟市長

様」を「（あて先）新潟市長」に改める。

別記様式第３号中「新潟市長 様」を「（あて先）新

潟市長」に，

別記様式第４号中「新潟市長 様」を「（あて先）新

潟市長」に，
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「
区分 小 中

高 校 大人 計

を
男

女

計
」

「
区 分 人 数

に改める。
幼 小 中

大 人

計
」

「
区分 小中高校 大人 計

を
男

女

計
」

「
区 分 人 数

に改める。
幼 小 中

大 人

計
」

「
利用人数 （男 人）

人 （女 人）
」

を

「
利用人数

人
」

に改める。

世 帯 内
被保険者数

総所得金額等
ア及びイに加算する
軽 減 割 合

１人世帯 ３３万円を超え３６万円以下
条例第１７条第１項第３号（以
下「第３号」という。）に１０分
の０．４１１

３６万円を超え３７万円以下 第３号に１０分の０．３９５

３７万円を超え４１万円以下 第３号に１０分の０．２７４

４１万円を超え４５万円以下 第３号に１０分の０．１１３

２人世帯 ３３万円以下
条例第１７条第１項第１号（以
下「第１号」という。）に１０分
の０．０１４

３３万円を超え３６万円以下
条例第１７条第１項第２号（以
下「第２号」という。）に１０分
の０．２８４

３６万円を超え３８万円以下 第２号に１０分の０．２３４

３８万円を超え４１万円以下 第２号に１０分の０．１５６

４１万円を超え４４万円以下 第２号に１０分の０．０６９

３人世帯 ３３万円以下 第１号に１０分の０．０２２

３３万円を超え３７万円以下 第２号に１０分の０．２９２

３７万円を超え３９万円以下 第２号に１０分の０．２４２

３９万円を超え４３万円以下 第２号に１０分の０．１６４

４３万円を超え４７万円以下 第２号に１０分の０．０７６

４人世帯 ３３万円以下 第１号に１０分の０．０２７

３３万円を超え３８万円以下 第２号に１０分の０．３０６

別記様式第６号中

別記第８号中

別記様式第９号，別記様式第１０号，別記様式第１３号

及び別記様式第１５号中「新潟市長 様」を「（あて先）

新潟市長」に改める。

（新潟市老人福祉センター黒埼荘条例施行規則の一部改

正）

第１０条 新潟市老人福祉センター黒埼荘条例施行規則

（平成１２年新潟市規則第７８号）の一部を次のように改

正する。

別記様式第１号から別記様式第４号までの規定中

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際，残存する用紙については，当

分の間，これを適宜修正して使用することができる。

新潟市国民健康保険条例の一部を改正する条例の施行

に伴う経過措置に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１０号

新潟市国民健康保険条例の一部を改正する条例

の施行に伴う経過措置に関する規則の一部を改

正する規則

新潟市国民健康保険条例の一部を改正する条例の施行

に伴う経過措置に関する規則（平成８年新潟市規則第１９

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「平成１４年新潟市条例第１２号」を「平成１６年

新潟市条例第２３号」に，「平成１４年度及び平成１５年度」を

「平成１６年度」に改める。

第２条第１項中「，平成１４年度に限り」を削り，同条

第２項及び第３項を削る。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第２条関係）
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３８万円を超え４０万円以下 第２号に１０分の０．２５６

４０万円を超え４４万円以下 第２号に１０分の０．１７５

４４万円を超え５０万円以下 第２号に１０分の０．０８８

５人世帯以上 ３３万円以下 第１号に１０分の０．０２３

３３万円を超え３６万円以下 第２号に１０分の０．３０８

３６万円を超え３８万円以下 第２号に１０分の０．３０５

３８万円を超え４１万円以下 第２号に１０分の０．２６６

４１万円を超え４７万円以下 第２号に１０分の０．１７８

４７万円を超え５２万円以下 第２号に１０分の０．０９６

別表第２及び別表第３を削る。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の新潟市国民健康保険条例の一部を改正する

条例の施行に伴う経過措置に関する規則は，平成１６年

度分の保険料から適用し，平成１５年度分までの保険料

については，なお従前の例による。

新潟市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１１号

新潟市都市公園条例施行規則の一部を改正する

規則

新潟市都市公園条例施行規則（昭和３２年新潟市規則第

２９号）の一部を次のように改正する。

第１条の２中「北山池公園」の次に「及び金巻の池公

園」を加える。

第１条の３の表山の下海浜公園プールの項中「午後５

時」を「午後６時」に改める。

第１１条第３項中「新潟市黒埼常民文化史料館条例施行

規則（平成１２年新潟市規則第７７号）別記様式第７号の２」

を「新潟市体育施設及び都市公園体育施設使用料徴収規

則（昭和４０年新潟市規則第１８号）別記様式第２号の２」

に改める。

第１９条中「及び市営プール」を「，市営プール，少年

野球広場，運動広場及び庭球場」に，「第１０条の１１」を

「第１０条の１２」に改め，「児童プール」の次に「及び濁川

公園の分区園」を加える。

別記様式第１号（正本），別記様式第２号（正本），別

記様式第３号（正本），別記様式第４号（正本），別記様

式第５号（正本），別記様式第６号（正本）及び別記様式

第８号（正本）中「新潟市長 様」を「（あて先）新潟市

長」に改める。

附 則

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市職員の勤務時間，休暇等に関する条例施行規則

の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１６年３月３０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１２号

新潟市職員の勤務時間，休暇等に関する条例施

行規則の一部を改正する規則

新潟市職員の勤務時間，休暇等に関する条例施行規則

（平成７年新潟市規則第９号）の一部を次のように改正

する。

第９条中「地方公営企業労働関係法適用職員等」を「地

方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」に改

める。

第１１条第１項第３号を次のように改める。

� 前２号以外の負傷又は疾病の場合 ６月の範囲内

で任命権者がその療養上必要と認める期間

第１１条第１項に次の１号を加える。

� 療養休暇の期間（事前の年次有給休暇の期間を含

む。）を１月以上経過後出勤し，又は地方公務員法第

２８条第２項第１号の規定に該当して休職とされ，復

職する場合 １月の範囲内で任命権者が健康管理上

その勤務の制限に必要と認める時間

第１１条第５項中「療養休暇」の次に「（第１項第５号に

規定する療養休暇は除く。）」を加え，同項を同条第６項

とし，同条第４項中「療養休暇の期間が終了した日の翌

日から，６月」を「第１項第２号に規定する療養休暇の

期間が終了した日の翌日から６月以内若しくは第１項第

３号に規定する療養休暇の期間が終了した日の翌日から

３月」に改め，同項を同条第５項とし，同条第３項を同

条第４項とし，同条第２項中「前項」を「第１項」に改

め，同項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項

を加える。

２ 療養休暇の単位は，１日とする。ただし，前項第５

号に規定する療養休暇の単位は，半日又は１時間とす

る。この場合において，１時間を単位とする療養休暇

は，１日を通じ４時間を超えることはできない。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第１１条第１項第３号の規定は，この規則の

施行の日（以下「施行日」という。）以後新たに取得す

る療養休暇から適用し，施行日前に施行日以後も療養
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「
条例第７０条 地籍図 別記様式第７２号

条例第７０条 土地使用図 別記様式第７３号

条例第７０条 土壌分類図 別記様式第７４号

条例第７０条 家屋見取図 別記様式第７５号

条例第７０条 固定資産売買記録簿 別記様式第７６号
」

「
条例第６９条 地籍図 別記様式第７２号

条例第６９条 土地使用図 別記様式第７３号

条例第６９条 土壌分類図 別記様式第７４号

条例第６９条 家屋見取図 別記様式第７５号

条例第６９条 固定資産売買記録簿 別記様式第７６号
」

「
条例第８３条第１項，第３項，
第８７条第１項及び第２項

軽自動車税申告書兼課税台帳
別記様式第７９号

条例第８３条第２項 軽自動車廃車申告（受付）書
別記様式第８０号

」

休暇を引き続き取得する承認を受けている場合及び施

行日以後に施行日前に承認を受けている療養休暇につ

いて引き続き取得する場合における施行日以後の当該

療養休暇の期間については，なお従前の例による。

３ 施行日以後，新たに療養休暇を取得しようとする職

員が，当該療養休暇を取得する日前３月以内に改正前

の第１１条第１項第３号の規定により療養休暇を取得し

ていた場合において，これを取得する原因となった疾

患と同一の疾患のため療養休暇の承認を受けるとき

は，当該療養休暇の期間については，なお従前の例に

よる。

新潟市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１６年３月３０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１３号

新潟市職員の公益法人等への職員の派遣等に関

する規則の一部を改正する規則

新潟市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する規

則（平成１４年新潟市規則第３７号）の一部を次のように改

正する。

第２条第１項中第９号を削り，第１０号を第９号とし，

第１１号を第１０号とし，第１２号を第１１号とする。

附 則

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成１６年３月３０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１４号

新潟市市税条例施行規則の一部を改正する規則

新潟市市税条例施行規則（昭和４１年新潟市規則第３９

号）の一部を次のように改正する。

第９条の表中「その７」を「その８」に改める。

第１０条第１項の表中「別記様式第３４号」の次に「（その

１からその３まで）」を加え，法第１７条の２の項を削り，

「証明書交付申請書」を「税証明交付申請書」に改める。

第１６条固定資産税の表中「第５７条第２項及び第５項」

を「第５７条第２項」に，「第５７条第３項及び第５項」を

「第５７条第３項」に，「第５条」を「第６条」に，

を

に改め，同条軽自動車税の表中

を削る。

別記様式第５号その７の次に次の１様式を加える。
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市税の口座振替不能について（お知らせ）

様

あなたから依頼を受けています，市税の口座振替は，下記理由により，振替できませんで
した。
つきましては，納期限が過ぎていますので，右の領収証書等をお持ちのうえ，至急，新潟

市指定金融機関等で納付してください。（領収証書等は納税者用切り取り線から切り取り，お
使いください。金融機関専用ミシン目は切り取らないでください。）

年度 税 第 期
税額 円

（振替日（納期限）： 年 月 日）
年 月 日

新潟市長 印

○本書は， 年 月 日納付現在で作成しま
した。本書と行き違いに納付されたときはご容赦くだ
さい。（金融機関や郵便局の窓口で納付された場合，納
付の確認に日数がかかりますので，行き違いになるこ
とがあります。）
また，納付されても上記理由等で督促状が発送され

る場合がありますのでご容赦ください。

領 収 証 書

年度
税
第 期

氏名

様

この納付済通知書は直接機械で処理しますので汚したり折り曲げたりしないでください。
年度 税 納付済通知書

第 期

住所

氏名

納

年度
税
第 期

納 付 書

氏名

通知者番号

納付税額 円

延滞金 円

計 円

領収日付印

Ａ１

新潟市

通知書番号 入力区分 年度 税目 調区 課税 期別 納付金額 円

領収日付印 納期限
年 月 日

延滞金 円

合計納付金 円

：：：：：：：

：：：：：：：

通知者番号

納付税額 円

延滞金 円

計 円

領収日付印

別記様式第５号その８（第９条関係）

�

�

新 潟 市

�ここからゆっくりはがしてください。

金
融
機
関
専
用

本書の金額を領収したので通知します。
（あて先）新潟市収入役

新潟市役所

〒

新潟市

ＴＥＬ

内線

新 潟 市

金
融
機
関
専
用

〈納 付 場 所〉

①下記金融機関（日本国内の全店舗）

②市役所

納
税
者
用
切
り
取
り
線

※振替不能理由の「その他」は金融
機関にお問い合わせください。

振替不能理由

新 潟 市
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別
記
様
式
第
３４
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
３４
号
の
次
に
次
の
２
様
式
を
加
え
る
。

支
払
済
通
知
書

所属 収年 調年 税目コード 税目 通知書番号 課年 支払年月日 支 払 金 額
百万 千 円

期別
過 誤 納 金 額

還付加算金
決済年月日 整理番号

本 税 延 滞 金

計

過誤納金
還付（充当）通知書

この通知書を紛失したとき
は，支払期限経過後１か月
以内は再発行できません。

〒

方

様

市税等をお返しします。 年 月 日
までに，この通知書と印鑑（法人は代表者の職
印と社印）及び身分証明書をお持ちのうえ，市
内の第四銀行で，お受取りください。

年 月 日

新潟市長 印
（担当 電話：

内線
※支払期限が過ぎた場合は，この通知書と印鑑をお持ちのうえ，新潟市役所
（受付時間…開庁日の午前９時から午後３時まで）においでください。

一 般 会 計 認

印

支
払
金
額

百万 千 円 整理番号
通知書番号 事業年度

年 月 日
年 月 日

納
め
す
ぎ
た
金
額（
過
誤
納
金
）の
内
訳

年度 納期 税 目 納付年月日 納 付 金 額 改 税 額 充当額 還付額
本 税
延滞金
本 税
延滞金
本 税
延滞金
本 税
延滞金
本 税
延滞金
本 税
延滞金

合 計
還
付
理
由
等

（前回納付 年 月 日） 還 付 加 算 金
起算日 計算日数 起算日 計算日数 計算金額

充当額

加算金還付額

未
納
の
微
収
金
に
充
当
し
た

金
額（
充
当
受
明
細
）

調定
年度 税 目 通知書番号 課税

年度
期別
（申告） 事業開始日 未 納 額（円） 充当する額（円）

本税 延滞金 本税 延滞金

指定金融機関
支 払 印

還 付 金 振 込 口 座 上記の支払金額を領収しました。
（あて先）
新潟市収入役 年 月 日

氏名 印

金融機関名 本・支店名
銀行

金庫・組合
本店
支店

預金種目 口座番号 口座名義人

支
払
済
通
知
書

所属 収年 調年 税目コード 税目 通知書番号 課年 支払年月日 支 払 金 額
百万 千 円

期別
過 誤 納 金 額

還付加算金
決済年月日 整理番号

本 税 延 滞 金

計

過誤納金
還付（充当）通知書

〒

方

様

市税等を下記口座にお返しします。
（振込年月日 年 月 日）

年 月 日

新潟市長 印
（担当 電話：

内線

一 般 会 計 認

印

支
払
金
額

百万 千 円 整理番号
通知書番号 事業年度

年 月 日
年 月 日

納
め
す
ぎ
た
金
額（
過
誤
納
金
）の
内
訳

年度 納期 税 目 納付年月日 納 付 金 額 改 税 額 充当額 還付額
本 税
延滞金
本 税
延滞金
本 税
延滞金
本 税
延滞金
本 税
延滞金
本 税
延滞金

合 計
還
付
理
由
等

（前回納付 年 月 日） 還 付 加 算 金
起算日 計算日数 起算日 計算日数 計算金額

充当額

加算金還付額

未
納
の
微
収
金
に
充
当
し
た

金
額（
充
当
受
明
細
）

調定
年度 税 目 通知書番号 課税

年度
期別
（申告） 事業開始日 未 納 額（円） 充当する額（円）

本税 延滞金 本税 延滞金

指定金融機関
支 払 印

還 付 金 振 込 口 座
金融機関名 本・支店名

銀行
金庫・組合

本店
支店

預金種目 口座番号 口座名義人

別記様式第３４号その１（第１０条関係）

出納済印

きりとらないでください

（ ）

別記様式第３４号その２（第１０条関係）

出納済印

きりとらないでください

平
成
１６
年
４
月
１５
日
第
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別
記
様
式
第
３５
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
３５
号

削
除

別
記
様
式
第
４６
号
及
び
別
記
様
式
第
４７
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

支
払
済
通
知
書

所属 収年 調年 税目コード 税目 通知書番号 課年 支払年月日 支 払 金 額
百万 千 円

期別
過 誤 納 金 額

還付加算金
決済年月日 整理番号

本 税 延 滞 金

計

過誤納金
還付（充当）通知書

〒

方

様

市税等をお返しします。同封の小切手をお持
ちのうえ，記載された金融機関でお受取りくだ
さい。

年 月 日

新潟市長 印
（担当 電話：

内線

一 般 会 計 認

印

支
払
金
額

百万 千 円 整理番号
通知書番号 事業年度

年 月 日
年 月 日

納
め
す
ぎ
た
金
額（
過
誤
納
金
）の
内
訳

年度 納期 税 目 納付年月日 納 付 金 額 改 税 額 充当額 還付額
本 税
延滞金
本 税
延滞金
本 税
延滞金
本 税
延滞金
本 税
延滞金
本 税
延滞金

合 計
還
付
理
由
等

（前回納付 年 月 日） 還 付 加 算 金
起算日 計算日数 起算日 計算日数 計算金額

充当額

加算金還付額

未
納
の
微
収
金
に
充
当
し
た

金
額（
充
当
受
明
細
）

調定
年度 税 目 通知書番号 課税

年度
期別
（申告） 事業開始日 未 納 額（円） 充当する額（円）

本税 延滞金 本税 延滞金

指定金融機関
支 払 印

還 付 金 振 込 口 座 支払方法等不明な点がありましたら，お問
い合わせください。

問い合わせ先
新潟市役所
電話

金融機関名 本・支店名
銀行

金庫・組合
本店
支店

預金種目 口座番号 口座名義人

別記様式第３４号その３（第１０条関係）

出納済印

きりとらないでください
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税証明交付申請書
年 月 日

（あて先）新潟市長
１ 窓口に来られた人 住 所 新潟市

フリガナ
氏 名 印
生年月日 年 月 日
電話番号 （ ） －

（印鑑がない場合は，申請者の本人の確認できるもの
を提示してください。）

２ 誰の証明が必要ですか 住 所
（納税義務者等） フリガナ

氏 名
又は
名 称
生年月日 年 月 日

（法人関係の証明の場合は，社印及び代表者印の押印
してある委任状が必要です。）

※窓口に来られた人との関係
□ 本 人 □ 相続人
□ 同居家族 □ その他 →

３ 必要な証明書

市 民 税 関 係 資 産 税 関 係 納 税 関 係

１１ 市・県民税課税（所得）証明
件

（課税・非課税証明，所得証明）
年度課税 年分所得

１２ 営業（所在地）証明 件

※１１の申請は次の目的に○印
を記入

２１ 評 価 証 明 件

２２ 公 課 証 明 件

２３ 資 産 証 明 件

２４ 土地証明車庫用 件

２５ 住宅用家屋証明 件

２６ そ の 他 件
（無資産・登載・ ）

２７ 名 寄 帳 件
（土地・家屋・償却）

３１ 納 税 証 明
市・県民税 年度 件
法人市民税 年度 件
固定資産税 年度 件
軽自動車 年度 件
市営住宅入居用 件
制度融資用 件
新潟市入札用 件
その他（ ） 件

３２ 登記用固定資産税 件
３３ 車検用軽自動車税 件

車両番号
新潟

使
用
目
的

保証 借入 扶養（健康保険）
年金 医療費関係 公営住宅
児童手当 児童扶養手当
学校・幼稚園 ひまわりクラブ
入国管理 裁判所 弁護士
その他（ ）

物
件
の
所
在
地

（
２１
・
２２
・
２４
の
証
明
）

（土地）新潟市

（家屋）新潟市

受 付 処 理 件 数 手数料

証明番号 第 号～

納税証明書

納税義務者

住 所

（所在地）

氏 名

（名 称）

年度 税 目 納付すべき税額 納 付 税 額 未 納 税 額
未納税額のうち納期
限のきていない税額

摘要

備考

第 号

上記のとおり相違ないことを証明します。

年 月 日

新潟市長 印

別記様式第４６号（第１０条関係）

本人の委任状等を添付
して下さい。ただし，
１２，２４，３３の証明につい
ては必要ありません。

別記様式第４７号（第１０条関係） 平
成
１６
年
４
月
１５
日
第
７３４
号

25
新

潟
市

公
報



「
新税（税証）第 号

」
を

「
第 号

」
に，

「
新潟

」
を

「

」
に改める。

別記様式第４８号中

別記様式第４９号を次のように改める。
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別記様式第４９号（第１０条関係）

（表）

年度分 市民税・県民税申告書 〈提出用〉

（あて先） 新潟市長 年 月 日提出

受 付 者

１月１日現在
の 住 所

フリガナ 生
年
月
日氏名 印 年 月 日生

現 住 所
職業 電 話

自 宅

勤務先

３ 所得から差し引かれる金額に関する事項
整理番号

⑩

雑損控除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

１

収

入

金

額

等

事
業

営 業 等 ア 円

農 業 イ
損害金額 保険金などで補てんされる金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

不 動 産 ウ円 円 円

利 子 エ⑪
医療費控除

支払った医療費の合計 保険金などで補てんされる金額

円 円 配 当 オ
⑫

社会保険料
控 除

国民健康保険料 介護保険料 国民保険料 給 与 カ
円 円 円

雑
公的年金等 キ

源泉徴収票記載額 合 計

そ の 他 ク円 円 円

総
合
譲
渡

短 期 ケ⑭
生命保険料
控 除

一般の保険料の計（支払額） 個人年金保険料の計（支払額）

円 円 長 期 コ
⑮
損害保険料
控 除

長期保険料の計（支払額） 短期保険料の計（支払額） 一 時 サ
円 円

２

所

得

金

額

事

業

営 業 等 ①
⑯

寄附金控除

都道府県，市町村又は特別区に対する寄附金，住所地の道府県共同募金会又は日本赤
十字社の支部に対する寄附金の合計が１０万円以上の場合に記入してください。 農 業 ②
寄 附 先 の
所在地・名称 不 動 産 ③

寄 附 金 の 合 計 利 子 ④
⑰～⑲
老年者，寡婦（寡夫），
勤 労 学 生 控 除

⑰
□ 老年者
控 除

⑱ □ 寡婦（寡夫）控除
□ 死別 □ 生死不明
□ 離別 □ 未帰還

⑲ □ 勤労学生控除
（学校名）

配 当 ⑤

給 与 ⑥
⑳
障害者控除

氏 名 障害の程度 級
度 雑 ⑦

氏 名 障害の程度 級
度 総合譲渡・一時 ⑧

�～�
配偶者控除・
配偶者特別控除

配 偶 者 の 氏 名 生 年 月 日 ・ ・ 合 計 ⑨
配 偶 者 の
合計所得金額

円

４

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑 損 控 除 ⑩
�

扶

養

控

除

氏 名 生 年 月 日 続柄 同居・別居
の区分

該当に
○ 印 控除額 医 療 費 控 除 ⑪

・ ・ □ 同居
□ 別居

特定 老人
同老 同特

万円
社会保険料控除 ⑫

・ ・ □ 同居
□ 別居

特定 老人
同老 同特 小規模企業共済等

掛 金 控 除 ⑬
・ ・ □ 同居

□ 別居
特定 老人
同老 同特 生命保険料控除 ⑭

・ ・ □ 同居
□ 別居

特定 老人
同老 同特 損害保険料控除 ⑮

・ ・ □ 同居
□ 別居

特定 老人
同老 同特 寄 附 金 控 除 ⑯

・ ・ □ 同居
□ 別居

特定 老人
同老 同特 老 年 者 ， 寡 婦

（ 寡 夫 ） 控 除
⑰～
⑱控

除
額

・扶養親族１人つき３３万円 ・特定扶養親族４５万円
・老人扶養親族３８万円 ・同居老親等４５万円
（同居特別障害者は２３万円加算）

扶 養 控 除
額 の 合 計

円 勤 労 学 生 ，
障 害 者 控 除

⑲～
⑳

配 偶 者 控 除 �別居の扶養親族等がいる場合には裏面「１３」に氏名及び住所を記入してください。

５ 事業専従者に関する事項 配偶者特別控除 �
氏 名 続柄 生 年 月 日 従事

月数
同居・別居
の区分 専従者給与（控除）額 扶 養 控 除 �
□同居
□別居

円 基 礎 控 除 �
□同居
□別居 合 計 �
□同居
□別居 この下の欄は記入しないでください。

□同居
□別居

控配 扶養親族 扶養障害
有 老 特定 同老 老 他 配 同特 特別 他

所得税における青色申告の
承 認 の 有 無 承認あり・承認なし 合計額

内 内 内 内

別居の事業専従者がいる場合には裏面「１３」に氏名及び住所を記入してください。 本人障害 寡婦 寡夫 勤労学本人専青色申 専従 事・家 次年送
特別 他 一般 特別 配 他

６ 給与所得以外の市民税・県民税の納税方法
□ 給与から差し引き（特別徴収） □ 自分で納付（普通徴収）

分離課税に係る所得等のある方は，「市民税・県民税申告書（分離課税等用）」をあわせて提出してください。
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（裏）

７ 収入の内訳 ８ 配当所得・雑所得（公的年金以外）・総合譲渡所得・一時所得に関する事項
所得の種類 支払者名・住所 収 入 金 額 所得の種類 種目・所得の生ずる場所 収 入 金 額 必 要 経 費 差 引 金 額

円 円 円 円

９ 給与所得の内訳 １０ 事業所得に関する事項 １１ 不動産所得に関する事項
日給などの給与所得のある人で源泉徴収票のない人は記入
してください。 科 目 金 額 科 目 金 額

売上（収入）金額計
（雑収入を含む）

①
円

収
入
金
額

家 賃 収 入 円
月 日 給 勤務

日数 月 収

地 代 収 入
１ 円 円

必

要

経

費

売 上 原 価
（棚卸高加減後の仕入金額）

２
給 料 賃 金

計 ①３ 減 価 償 却 費

必

要

経

費

固 定 資 産 税４

損 害 保 険 料５ 地 代 家 賃

修 繕 費６ 借入金利子等

減 価 償 却 費７ 租 税 公 課

水 道 光 熱 費８

借入金利子等旅 費 交 通 費９

通 信 費１０
損 害 保 険 料

１１
修 繕 費 計 ②１２
消 耗 品 費

賞 与 等
円 ① － ②

専従者控除額
合 計

所 得 金 額

勤務先所在地
計 ② 家賃収入などの内訳

借受人氏名（名称） 家賃・地代 期間 賃貸金額計

勤 務 先 名
① － ② 月 円

専従者控除額

電 話 番 号 所 得 金 額

１２ 減価償却費の計算

減価償却資産の名称 面積又は
数量 取得年月

�
取得価額

� 償却の基準に
なる金額（�×９０％）

耐用
年数

�
償却率

�
月割

�本年分の償却費
（�×�×�）

�
専用割合

必要経費算入額
（�×�） 未償却残高

年 月
・

円 円 年 月
１２

円 ％ 円 円

・ １２

・ １２

計

１３ 別居の扶養親族等、事業専従者に関する事項 １４ 事業税に関する事項
氏 名 住 所 非 課 税 所 得 な ど 番号 所得金額 円

損 益 通 算 の 特 例 適 用 前
の 不 動 産 所 得

円

技 術 等 海 外 取 引 に
係 る 所 得 の 特 別 控 除

事業用資産の譲渡損失など 資産の種類 損失額、被災損失額（白）
円

年 開 廃 業 開始・廃止 月 日

□ 他 都 道 府 県 の 事 業 所 等

１５ 前年中所得のなかった人などの記入欄

① 病気療養中 年 月から
入院
通院

病気等の名称

⑤ １月１日現在他市町村
に 居 住 し て い た

１月１日現在の住所

② 学 生
学校名 卒業見込

学年
年 月

⑥ 勤務先から給与支払
報 告 書 提 出 済

会社名

勤務先電話（ ）
③ 非課税所得により生活

している

該当のものを で囲んでください。

遺族年金 ・ 障害年金 ・ 福祉年金 ・ 雇用保険

④ 右記の者から扶養又は
仕送りを受けている

住所 電話（ ）

氏名 続柄

⑦ そ の 他 の 事 情
（生活費の出所など）
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「

減
免
理
由

６
号
法
人
で
あ
る
政
党
又
は
政
治
団
体
で
あ
る
。

７
号
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
２
条
第
２
項
の
特
定
非

営
利
活
動
法
人

８
号
公
益
事
業
等
を
行
う
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で

代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

」

「

減
免
理
由

６
号
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
２
条
第
２
項
の
特
定
非

営
利
活
動
法
人
で
あ
る
。

７
号
公
益
事
業
等
を
行
う
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で

代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

」

別
記
様
式
第
５９
号
そ
の
２
中

をに
改
め
る
。

別
記
様
式
第
７０
号
そ
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
５２
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

整 理 番 号 法 人 番 号 申告区分

法人市民税更正・決定通知書

納 税 義 務 者
所在地
法人名

事 業 年 度 年度
（自） 年 月 日
（至） 年 月 日

区 分 すでに申告した税額 更正・決定後の税額 増・減（－）

課税標準となる
法 人 税 額 円 円

分割
基準（ ） 人 人

新潟市
全従業者数

課 税 標 準 額 円 円

税 率

外 国 税 額
控 除 額 等 円 円

法 人 税 割 額 円 円 円

均 等 割 額 円 円 円

合 計 税 額 円 円 円

更 正 ・ 決 定
の 理 由

上記のとおり地方税法第３２１条の１１の規定により法人市民税を したので通知し
ます。

新潟市長
年 月 日

注１ 上記の不足税額に延滞金を加算して納めてください。減額による還付の場
合は後日還付通知書を送付します。

２ この処分に不服のあるときは，この通知を受けた日の翌日から起算して６０
日以内に市長に意義の申立てをすることができます。

（異義申立ては文書によらなければなりません。）
問い合わせ先 新潟市
電話

別記様式第５２号（第１１条関係） 平
成
１６
年
４
月
１５
日
第
７３４
号
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別記様式第７１号を次のように改める。

年度 固定資産税・都市計画税納税通知書

様

下記の の納付額があなたの指定
された口座から振替納付されます。

年 月 日
新潟市長 印

通 知 書 番 号

金 融 機 関 名

課税標準額

科 目 � 土 地 （円） � 家 屋 （円） � 償却資産 （円） �合計�＋�＋�（円） �税率

固定資産税 １．４％ 種 別 口座番号

都市計画税 ０．２８％

税 額

税 目 �算出税額�×�（円）�軽減等税額（円）�共用分税額（円）	共用分軽減等税額（円）
合計税額�－�＋�－	（円） 口 座 名 義 人

固定資産税 �

都市計画税 �

納 付 額

年 税 額
（�＋�）

期 別 税 額 全 期

第 １ 期 第 ２ 期 第 ３ 期 第 ４ 期 納 付 額

円 円 円 円 円 円

振 替 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

納 期 年 月 日から
年 月 日まで

年 月 日から
年 月 日まで

年 月 日から
年 月 日まで

年 月 日から
年 月 日まで

年度 固 定 資 産 価 格 決 定（修 正）
固定資産税・都市計画税決定（更 正）通知書

あなたの固定資産の価格等を決定（修正）し，固定資産課税台帳に登録しました。これにともない税額を決定（更正）しましたので，
あわせて通知します。なお，減額により税金が納め過ぎになった方へは，後日還付通知書をお送りします。

年 月 日
様 新潟市長 印

税 目
課 税 標 準 額

算 出 税 額
土 地 家 屋 償 却 資 産 合 計

変
更
前

固定 ①

都計 ②

変
更
後

固定 ①

都計 ②

増
減
額

固定 ①

都計 ②

③ 固定資産税
軽減等税額

④ 都市計画税
軽減等税額

共 用 分 税 額

⑤ 固定資産税 ⑥固定資産税軽減等税額 ⑦ 都市計画税 ⑧都市計画税軽減等税額

変更前

変更後

増減額

合 計 税 額
（①－③）＋（②－④）＋（⑤－⑥）＋（⑦－⑧）

期 別 等 の 税 額

第 １ 期 第 ２ 期 第 ３ 期 第 ４ 期 随時・過年度

変更前

変更後

増減額

別記様式第７０号その２（第１６条関係）

別記様式第７１号（第１６条関係）

�
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日額の清掃手当 日額のポンプ運転手当

別記様式第７９号及び別記様式第８０号を次のように改め

る。

別記様式第７９号及び別記様式第８０号削除

附 則

（施行期日）

第１条 この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 この規則の施行前に，改正前の新潟市市税条例

施行規則の規定によってなされた申請，手続その他の

行為は，改正後の新潟市市税条例施行規則の規定に

よってなされた申請，手続きその他の行為とみなす。

２ この規則の施行の際，残存する用紙については，当

分の間，これを適宜修正して使用することができる。

新潟市職員の特殊勤務手当支給規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成１６年３月３０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１５号

新潟市職員の特殊勤務手当支給規則の一部を改

正する規則

新潟市職員の特殊勤務手当支給規則（昭和３２年新潟市

規則第４７号）の一部を次のように改正する。

第１０条第３項の表中「清掃手当」を「日額の清掃手当」

に，「ポンプ運転手当」を「月額のポンプ運転手当」に改

め，同条第４項の表に次のように加える。

附 則

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市給与条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成１６年３月３０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１６号

新潟市給与条例施行規則の一部を改正する規則

新潟市給与条例施行規則（昭和３２年新潟市規則第２３

号）の一部を次のように改正する。

第１３条の４中「月額」を「額」に改める。

第１３条の５の見出し中「運賃額」を「普通交通機関等

に係る通勤手当の額」に改め，同条第１項中「条例第１４

条の２第２項に規定する通勤に要する運賃額の算出」を

「普通交通機関等（新幹線鉄道等以外の交通機関等をい

う。以下同じ。）に係る通勤手当の額」に，「当該交通機

関を利用するため定期券の購入により職員が既に支払つ

た運賃額による」を「算出する」に改める。

第１３条の６第１項中「運賃額」を「運賃等相当額」に，

「交通機関」を「普通交通機関等」に，「１月の」を「が

支給単位期間（条例第１４条の２第１２項に規定する支給単

年度 固 定 資 産 価 格 決 定（修 正）
固定資産税・都市計画税決定（更 正）内 訳

資産 マーク 町 名 所 在 地 番 棟 番 SEQ
号 家 屋 番 号 更 正 理 由

変更前
変更後

変更前
変更後

変更前
変更後

変更前
変更後

変更前
変更後

償

却

資

産

区 分 変更前課税標準額 変更後決定価格 変更後特例軽減額 変更後課税標準額 償却資産更正理由
構 築 物
機 械 及 び 装 置 担 当 者

土地１・土地２
家屋１・家屋２
償却資産・管理

船 舶
航 空 機
車両及び運搬具
工具・器具及び備品

審査の申出……この価格について不服があるときは，この通知を受けた日から６０日以内に文書により固定資産評価審査委員会に審査の
申出をすることができます。

地 目
構 造

住宅用地
家屋用途

地 積
床 面 積㎡ 評 価 額 固定資産税課税標準額 都市計画税課税標準額 軽減等税額

�
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位期間をいう。以下同じ。）である」に改め，同条第２項

中「交通機関」を「普通交通機関等」に，「月額」を「額」

に，「運賃額」を「運賃等相当額」に改める。

第１３条の８第２項中「又は第４項」を「，第４項又は

第５項」に改める。

第１３条の９第２項中「月額」を「額」に改める。

第１３条の１０中「月の１日」を「支給単位期間（第１３条

の１２第４項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。）又

は当該各号に定める期間（以下この条及び第１３条の１２に

おいて「支給単位期間等」という。）に係る最初の月の初

日」に，「その月の」を「当該支給単位期間等に係る」に

改める。

第１３条の１１中「月額」を「額」に改める。

第１３条の１１の２中「の特別急行列車，高速自動車国道

その他の交通機関等（以下「新幹線鉄道等」という。）を

利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照ら

して困難であると認められる」を「を利用しないで通勤

するものとした場合における通勤距離が６０キロメートル

以上若しくは通勤時間が９０分以上であるもの又は交通事

情等に照らして通勤が困難であると市長が認める」に改

める。

第１３条の１１の４中「次に掲げるもの」を「新幹線鉄道

等の利用により通勤時間が３０分以上短縮されること又は

その利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当す

ると市長が認めるものであること」に改め，各号を削る。

第１３条の１１の５を次のように改める。

（新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準）

第１３条の１１の５ 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は，

運賃等，時間，距離等の事情に照らし最も経済的かつ

合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合にお

ける通勤の経路及び方法により算出するものとする。

２ 第１３条の５第２項，第１３条の８第１項及び第４項の

規定は，新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出につ

いて準用する。

３ 第１３条の６の規定は，条例第１４条の２第８項第１号

に規定する特別料金等の額の２分の１に相当する額の

算出について準用する。この場合において，第１３条の

６第１項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄

道等」と，「定期券の価額」とあるのは「定期券の価額

の２分の１に相当する額」と，同条第２項中「普通交

通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と，「第１４条の

２第２項」とあるのは「第１４条の２第８項第１号」と

読み替えるものとする。

第１３条の１１の６第１号中「利用しなければ通勤するこ

とが市長の定める基準に照らして困難であると認められ

る」を「利用しないで通勤するものとした場合における

通勤距離が６０キロメートル以上若しくは通勤時間が９０分

以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難で

あると市長が認める」に改める。

第１３条の１２を次のように改める。

第１３条の１２ 通勤手当は，支給単位期間等に係る最初の

月の第６条に規定する俸給の支給日（以下この条にお

いて「支給日」という。）に支給する。ただし，支給日

までに第１３条の３の規定による届出に係る事実が確認

できない等のため，支給日に支給することができない

ときは，支給日後に支給することができる。

２ 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において

退職し，又は死亡した職員には，当該通勤手当をその

際支給する。

３ 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして異

動した場合であつて，その異動した日が支給単位期間

等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期

間等に係る通勤手当は，その月の初日に職員が所属す

る俸給の支給義務者において支給する。この場合にお

いて，職員の異動が当該通勤手当の支給日前であると

きは，その際支給するものとする。

４ 条例第１４条の２第１０項の市長が定める通勤手当は，

次の各号に掲げる通勤手当とし，同項の市長が定める

期間は，当該通勤手当の区分に応じ，当該各号に定め

る期間とする。

� 職員が２以上の普通交通機関等を利用するものと

して条例第１４条の２第２項に定める額の通勤手当を

支給される場合における当該通勤手当 その者の当

該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給

単位期間

� 職員が条例第１４条の２第３項又は第４項に定める

額の通勤手当を支給される場合において，１箇月当

たりの運賃等相当額及び同条第３項又は第４項にお

いてその者の利用に係る交通機関までの通勤距離に

応じて定める額の合計額が５万５，０００円を超えると

きにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に

係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

� 職員が２以上の新幹線鉄道等を利用するものとし

て新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合に

おいて，条例第１４条の２第８項第１号に規定する１

箇月当たりの特別料金等２分の１相当額（第１３条の

１２の２第３項第１号において「１箇月当たりの特別

料金等２分の１相当額」という。）の合計額が２万円

を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該

通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単

位期間

第１３条の１２の次に次の３条を加える。

（返納の事由及び額等）

第１３条の１２の２ 条例第１４条の２第１１項の市長が定める

事由は，通勤手当（１箇月の支給単位期間に係るもの

を除く。）を支給される職員について生じた次の各号の
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いずれかに掲げる事由とする。

� 離職し，若しくは死亡した場合又は条例第１４条の

２第１項の職員たる要件を欠くに至つた場合

� 通勤経路若しくは通勤方法を変更し，又は通勤の

ため負担する運賃等の額に変更があつたことによ

り，通勤手当の額が改定される場合

� 月の中途において法第２８条第２項の規定により休

職にされ，法第５５条の２第１項ただし書に規定する

許可を受け，派遣法第２条第１項の規定により派遣

され，育児休業法第２条の規定により育児休業を

し，又は法第２９条の規定により停職にされた場合で

あつて，これらの期間が２以上の月にわたることと

なるとき。

� 出張，休暇，欠勤その他の事由により，月の初日

から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しない

こととなる場合

２ 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第１４条の

２第１１項の市長が定める額は，次の各号に掲げる場合

の区分に応じ，当該各号に定める額とする。

� １箇月当たりの運賃等相当額等（条例第１４条の２

第３項又は第４項に掲げる職員にあつては，１箇月

当たりの運賃等相当額及び同条第３項又は第４項に

おいてその者の利用に係る交通機関までの通勤距離

に応じて定める額の合計額。以下この項において同

じ。）が５万５，０００円以下であつた場合 前項第２号

に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係

る普通交通機関等（同号の改定後に１箇月当たりの

運賃等相当額等が５万５，０００円を超えるときは，その

者の利用するすべての普通交通機関等），同項第１

号，第３号又は第４号に掲げる事由が生じた場合に

あつてはその者の利用するすべての普通交通機関等

につき，使用されるべき通用期間の定期券の運賃等

の払戻しを，市長が定める月（以下この条において

「事由発生月」という。）の末日にしたものとして得

られる額（次号において「払戻金相当額」という。）

� １箇月当たりの運賃等相当額等が５万５，０００円を

超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ，そ

れぞれ次に定める額

ア イに掲げる場合以外の場合 ５万５，０００円に事

由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月

までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる

事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当

額のいずれか低い額（事由発生月が支給単位期間

に係る最後の月である場合にあつては，０）

イ 第１３条の１２第４項第１号又は第２号に掲げる通

勤手当を支給されている場合 ５万５，０００円に事

由発生月の翌月から同項第１号若しくは第２号に

定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得

た額又はその者の利用するすべての普通交通機関

等についての払戻金相当額及び市長の定める額の

合計額のいずれか低い額（事由発生月が当該期間

に係る最後の月である場合にあつては，０）

３ 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第１４条の２

第１１項の市長が定める額は，次の各号に掲げる場合の

区分に応じ，当該各号に定める額とする。

� １箇月当たりの特別料金等２分の１相当額（２以

上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を

支給される場合にあつては，その合計額。以下この

項において「１箇月当たりの特別料金等２分の１相

当額等」という。）が２万円以下であつた場合 第１

項第２号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該

事由に係る新幹線鉄道等（同号の改定後に１箇月当

たりの特別料金等２分の１相当額等が２万円を超え

ることとなるときは，その者の利用するすべての新

幹線鉄道等），同項第１号，第３号又は第４号に掲げ

る事由が生じた場合にあつてはその者の利用するす

べての新幹線鉄道等につき，使用されるべき通用期

間の定期券の特別料金等の払戻しを，事由発生月の

末日にしたものとして得られる額の２分の１に相当

する額（次号において「払戻金２分の１相当額」と

いう。）

� １箇月当たりの特別料金等２分の１相当額等が２

万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応

じ，それぞれ次に定める額

ア イに掲げる場合以外の場合 ２万円に事由発生

月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの

月数を乗じて得た額又は第１項各号に掲げる事由

に係る新幹線鉄道等についての払戻金２分の１相

当額のいずれか低い額（事由発生月が支給単位期

間に係る最後の月である場合にあつては，０）

イ 第１３条の１２第４項第３号に掲げる通勤手当を支

給されている場合 ２万円に事由発生月の翌月か

ら同号に定める期間に係る最後の月までの月数を

乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹

線鉄道等についての払戻金２分の１相当額及び市

長が定める額の合計額のいずれか低い額（事由発

生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつ

ては，０）

４ 条例第１４条の２第１１項の規定により職員に前２項に

定める額を返納させる場合において，返納に係る通勤

手当の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給され

る給与の支給義務者が同一であるときは，当該給与か

ら当該額を差し引くことができる。

（支給単位期間）

第１３条の１２の３ 条例第１４条の２第１２項に規定する市長

が定める期間は，普通交通機関等又は新幹線鉄道等に

平成１６年４月１５日 第７３４号 33新 潟 市 公 報



おいて発行されている定期券の通用期間のうちそれぞ

れ６箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する

期間とする。ただし，定期券によらないで交通機関を

利用する場合にあつては１箇月とし，新幹線鉄道等に

係る通勤手当を支給されている場合であつて普通交通

機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が

一体として発行されているときにおける当該普通交通

機関等にあつては当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に

係る支給単位期間に相当する期間とする。

２ 前項に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等につ

いて，同項に定める期間に係る最後の月の前月以前

に，法第２８条の２第１項の規定による退職その他の離

職をすること，長期間の研修等のために旅行をするこ

と，勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等

の額に変更があることその他市長が定める事由が生ず

ることが前項に定める期間に係る最初の月の初日にお

いて明らかである場合には，当該事由が生ずることと

なる日の属する月（その日が月の初日である場合にあ

つては，その日の属する月の前月）までの期間につい

て，前項の規定にかかわらず，同項の規定に準じて支

給単位期間を定めることができる。

第１３条の１２の４ 支給単位期間は，第１３条の９第１項の

規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第

２項の規定により通勤手当の額が改定される月から開

始する。

２ 月の中途において法第２８条第２項の規定により休職

にされ，法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可

を受け，派遣法第２条第１項の規定により派遣され，

育児休業法第２条の規定により育児休業をし，又は法

第２９条の規定により停職にされた場合であつて，これ

らの期間が２以上の月にわたることとなつたとき（次

項に規定する場合に該当しているときを除く。）は，支

給単位期間は，その後復職し，又は職務に復帰した日

の属する月の翌月（その日が月の初日である場合にあ

つては，その日の属する月）から開始する。

３ 出張，休暇，欠勤その他の事由により，月の初日か

ら末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこと

となつた場合（前項に規定するときから復職等をしな

いで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しない

こととなつた場合を除く。）には，支給単位期間は，そ

の後再び通勤することとなつた日の属する月から開始

する。

第１８条の８第１項中「職員」の次に「（市長が別に定め

る職員に限る。）」を加える。

第１９条第５項中「，３０日」を「３０日」に，「１月」を

「１月とし，半日を日に換算する場合は２回をもつて１

日とし，時間を日に換算する場合は８時間をもつて１

日」に改める。

別表第１中「市民相談室長」を「市民相談室長 市民

協働政策室長」に改める。

附 則

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。

平成１６年３月３０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１７号

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規則

の一部を改正する規則

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規則（昭和

３１年新潟市規則第２５号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第１０号，第１１号，第１２号，第１４号」を「第

１１号，第１２号，第１３号，第１５号」に，「第１６号」を「第１７

号」に改め，同条第１号ア�中「２，５００円」を「２，５５０円」
に，「２，７００円」を「２，７４０円」に改め，同号ア�中「３，２２０
円」を「３，２７０円」に，「３，４２０円」を「３，４６０円」に改め，

同条第４号エ中「９，３９０円」を「９，３８０円」に，「４，７９０円」

を「４，７８０円」に改め，同条中第２１号を第２３号とし，同号

の前に次の１号を加える。

� 人工腎臓透析時食事提供料 １食につき ６３０円

第１条中第２０号を第２１号とし，第１９号を第２０号とし，第

１８号を第１９号とし，同条第１７号ア�中「，FCK」を「FCK
の金額に，チタンは金合金」に改め，同号エ�中「３０，０００
円」を「１００，０００円」に改め，同号エ�中「２０，０００円」を
「治療材料の購入価格に相当する額」に改め，同号を同

条第１８号とし，同条中第１６号を第１７号とし，第９号から

第１５号までを１号ずつ繰り下げ，第８号の次に次の１号

を加える。

� 人工妊娠中絶手術料

ア 妊娠３か月までの場合 ８５，０００円

イ 妊娠４か月の場合 １１５，０００円

ウ 妊娠５か月及び６か月の場合 １３５，０００円

なお，手術時において特別な経費を要したとき

は，実費相当額を徴収する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正前の新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行

規則の規定に基づき徴収した，又は徴収すべきであっ

た使用料及び手数料については，なお従前の例によ

る。

新潟市体育施設及び都市公園体育施設使用料徴収規則

及び新潟市水族館条例施行規則の一部を改正する規則を
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新 潟 市
小学生・中学生用

施設利用証（サタデーパスポート）

学校名

氏 名

【このパスポートの使い方】
○ 使える日は，土曜日です。

祝日と春，夏，冬休み中は使えません。

○ 使える所は，鳥屋野総合体育館屋内プール・西総合ス
ポーツセンター屋内プール・西海岸公園市営プール・山
の下海浜公園プール・水族館（マリンピア日本海）・ふ
れあい健康センター（アクアパークにいがた）です。

○ このカードを見せると水族館は２００円で，アクアパーク
にいがたは中学生４５０円，小学生２３０円で入れます。その
他の所は，無料で入れます。

ここに公布する。

平成１６年３月３０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１８号

新潟市体育施設及び都市公園体育施設使用料徴

収規則及び新潟市水族館条例施行規則の一部を

改正する規則

（新潟市体育施設及び都市公園体育施設使用料徴収規則

の一部改正）

第１条 新潟市体育施設及び都市公園体育施設使用料徴

収規則（昭和４０年新潟市規則第１８号）一部を次のよう

に改正する。

第３条第４項中「新潟市黒埼常民文化史料館条例施

行規則（平成１２年新潟市規則第７７号）別記様式第７号

の２」を「別記様式第２号の２」に改め，同条第６項

中「別記様式第２号の２」を「別記様式第２号の３」

に改める。

別記様式第２号の２を別記様式第２号の３とし，別

記様式第２号の次に次の１様式を加える。

別記様式第２号の２（第３条関係）

（表）

（裏）

（新潟市水族館条例施行規則の一部改正）

第２条 新潟市水族館条例施行規則（平成３年新潟市規

則第１４号）の一部を次のように改正する。

第５条第４項中「新潟市黒埼常民文化史料館条例施

行規則（平成１２年新潟市規則第７７号）別記様式第７号

の２」を「新潟市体育施設及び都市公園体育施設使用

料徴収規則（昭和４０年新潟市規則第１８号）別記様式第

２号の２」に改める。

附 則

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市補助金等交付規則をここに公布する。

平成１６年３月３０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１９号

新潟市補助金等交付規則

新潟市補助金等交付規則（昭和４４年新潟市規則第４１

号）の全部を改正する。

（目 的）

第１条 この規則は，法令，条例及び他の規則に定めの

あるもののほか，補助金等の交付に関する基本的事項

を規定することにより，補助金等の交付及び予算の執

行の適正化を図ることを目的とする。

（定 義）

第２条 この規定において，「補助金等」とは，市が市以

外の者に対して交付する補助金，助成金その他相当の

反対給付を受けない給付金（市長が別に定めるものを

除く。）をいう。

２ この規則において「補助事業」とは，補助金等の交

付の対象となる事務又は事業をいう。

３ この規則において「補助事業者」とは，補助事業を

行う者をいう。

（関係者の責務）

第３条 市長は，補助金等が市税その他の貴重な財源で

賄われるものであることに特に留意し，補助金等が法

令，条例，規則及び要綱（以下「法令等」）という。並

びに予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使

用されるよう努めなければならない。

２ 市長は，社会経済情勢等環境の変化に的確に対応し

た柔軟性を持った補助金制度となるよう，補助金等の

新設，廃止，整理，統合その他の見直しに努めなけれ

ばならない。

３ 補助事業者は，法令等の定め，補助金等の交付の目

的，交付決定の内容及びこれに付した条件並びに市長

の指示に従い，誠実に補助事業を行うよう努めなけれ

ばならない。

（取扱基準の設定）

第４条 市長は，次の事項について補助金等ごとに取扱

基準を定めるものとする。

� 補助事業の目標

� 補助対象経費

� 補助額及びその算定方法又は補助率

� 補助事業の評価の時期等

� 補助事業の終期
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� 情報の公表の方法等

� その他必要と認める事項

（情報の公表）

第５条 市長は，補助金等の交付に関する情報を公表す

るものとする。

２ 補助事業者は，当該補助事業に関する情報を前条の

取扱基準に基づき公表するものとする。

（交付の申請）

第６条 補助金等の交付を受けようとする者は，補助金

等交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて，市長に提出するものとする。

� 補助事業に係る収支予算書

� 補助事業に係る事業計画書

� その他市長が必要と認める書類

２ 補助事業の目的及び内容により，市長が特に認めた

場合は，前項に規定する書類の全部又は一部を省略す

ることができる。

（交付の決定及び通知）

第７条 市長は，補助金等の交付の申請があったとき

は，当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う

現地調査等により，補助金等を交付するか否かを決定

するものとする。

２ 前項の規定による審査等の結果，補助金等の交付を

決定したときはその決定の内容（交付の条件を付した

ときは，その決定の内容及び条件）を，補助金等の不

交付の決定をしたときはその旨を，速やかに補助金等

交付（不交付）決定通知書（別記様式第２号）により，

補助金等の交付の申請をした者に通知するものとす

る。

（交付の条件）

第８条 市長は，補助金等の交付を決定する場合におい

て，補助金等の交付の目的を達成するため必要がある

と認めるときは，これに必要な条件を付することがで

きる。

（申請の取下げ）

第９条 補助金等の交付の決定を受けた者は，当該申請

を取り下げようとするときは，速やかにその理由を付

して市長に届け出なければならない。

２ 前項の規定による届出があったときは，当該申請に

係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

（計画変更の承認等）

第１０条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場

合は，速やかに補助事業変更申請書（別記様式第３号）

を市長に提出し，市長の承認を得なければならない。

� 補助事業の内容又はこれに係る予算を変更しよう

とするとき（市長が定める軽微なものを除く。）。

� 補助事業を中止し，又は廃止しようとするとき。

２ 市長は，前項の規定による承認をする場合におい

て，当該補助事業者に係る補助金等の交付の決定の内

容及びこれに付した条件を変更することができる。

３ 市長は，前項の規定による変更をした場合は，補助

金等交付決定変更通知書（別記様式第４号）により，

補助事業者に通知するものとする。

（事故報告等）

第１１条 補助事業者は，補助事業が予定の期間内に完了

しないとき又は補助事業の遂行が困難となったとき

は，遅滞なくその旨を市長に報告し，その指示を受け

なければならない。

（補助事業の遂行の指示）

第１２条 市長は，補助事業者が補助金等の交付の決定の

内容又はこれに付した条件に従って補助事業を遂行し

ていないと認めるときは，当該補助事業者に対し，こ

れらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示す

ることができる。

（実績報告）

第１３条 補助事業者は，補助事業が完了したとき（補助

事業の廃止の承認を受けたときを含む。）は，市長が定

める期日までに，補助事業実績報告書（別記様式第５

号）に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければ

ならない。補助事業が完了する前に補助金等の交付の

決定に係る市の会計年度が終了したときも同様とす

る。

� 補助事業に係る収支決算書

� 補助事業に係る事業実績報告書

� その他市長が必要と認める書類

（額の確定等）

第１４条 市長は，前条の規定により実績報告書を受けた

場合においては，当該実績報告書の審査及び必要に応

じて行う現地調査等により，当該補助事業の成果が補

助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適

合すると認めたときは，交付すべき補助金等の額を確

定し，その旨を補助金等確定通知書（別記様式第６号）

により補助事業者に通知するものとする。

（是正のための措置）

第１５条 市長は，第１３条の実績報告書の提出があった場

合において，当該補助事業の成果が補助金等の交付の

決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認め

るときは，これに適合させるための措置をとるべきこ

とを当該補助事業者に指示することができる。

２ 第１３条の規定は，前項の規定による指示に従って行

う補助事業について準用する。

（交付の時期）

第１６条 補助金等の交付は，補助事業の完了後とする。

ただし，市長が必要があると認めるときは，この限り

でない。

（交付決定の取消し）
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第１７条 市長は，補助事業者が次の各号の一に該当する

と認めるときは，補助金等の交付の決定の全部又は一

部を取り消すことができる。

� 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けた

とき。

� 補助金等を補助事業以外の用途に使用したとき。

� 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条

件に違反したとき。

� 正当な理由なく第１２条又は第１５条第１項の規定に

よる市長の指示に従わなかったとき。

� その他この規則の規定に違反したとき。

２ 前項の規定は，交付すべき補助金等の額の確定が

あった後においても適用があるものとする。

３ 市長は，第１項の規定による取消しをした場合は，

補助金等交付決定取消通知書（別記様式第７号）によ

り，補助事業者に通知するものとする。

（補助金等の返還）

第１８条 市長は，補助金等の交付の決定を取り消した場

合においては，当該取消しに係る部分に関し既に補助

金等が交付されているときは，補助事業者に対し，補

助金等返還命令書（別記様式第８号）により期限を定

めてその返還を命ずるものとする。

２ 市長は，交付すべき補助金等の額を確定した場合に

おいて，既にその額を超えて補助金等が交付されてい

るときは，前項の規定の例によりその返還を命ずるも

のとする。

（関係書類の整備及び保存）

第１９条 補助事業者は，補助事業に係る経費の収支を明

らかにした書類及び帳簿を備え，当該補助事業の完了

した日の属する会計年度の終了後５年間保存しておか

なければならない。

（財産の処分の制限）

第２０条 補助事業者は，補助事業により取得し，又は効

用の増加した不動産その他市長が指定する財産を市長

の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使

用し，譲渡し，交換し，貸し付け又は担保に供しては

ならない。ただし，補助事業者が補助金等の全部に相

当する額を市に納入したとき，並びに補助金等の交付

の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定め

る期間を経過したときは，この限りではない。

（現地調査等）

第２１条 市長は，補助金等に係る予算の執行の適正を期

するため必要があると認めるときは，補助事業者から

報告若しくは資料の提出を求め，又は当該職員をその

事務所，事業所等に赴かせ，帳簿書類その他の物件を

調査させ，若しくは関係者に質問させることができ

る。

２ 前項の職員は，その身分を示す証票を携帯し，関係

者の要求があるときは，これを提示しなければならな

い。

（不当干渉等の防止）

第２２条 市長は，補助金等の交付に関する一切の事務を

不当に遅延させ，又は補助金等の交付の目的を達成す

るため必要な限度を超えて不当に補助事業者に対し干

渉してはならない。

（様式）

第２３条 市長は，この規則の規定による様式によりがた

い事情があると認めるときは，その都度これを変更す

ることができる。

（その他）

第２４条 この規則に定めるもののほか，補助金等の交付

に関し必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 平成１６年度分の補助金等のうち，新規の補助金等以

外の補助金等については，第４条の規定は適用しな

い。
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年 月 日

（あて先）新潟市長

申請者 住所（法人にあっては所在地）

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

印

補助金等交付申請書

の交付を受けたいので，次のとおり申請します。

記

１ 補助事業の名称

２ 補助事業の目的及び内容

３ 交付対象経費

４ 補助申請額及びその算定方法

５ 補助事業の着手（予定）年月日

６ 補助事業の完了（予定）年月日

７ 情報の公表の内容，方法及び時期

８ 添付書類

�

�

新 第 号

年 月 日

様

新潟市長 印

補助金等交付（不交付）決定通知書

年 月 日付けで申請のあった については，次のとおり

交付（不交付）の決定をしたので通知します。

記

１ 補助事業の名称

２ 交付決定額（不交付の理由）

３ 交付条件

�

�
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年 月 日

（あて先）新潟市長

申請者 住所（法人にあっては所在地）

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

印

補助事業変更申請書

年 月 日付け新 第 号で の交付決定のあった事業について，

次のとおり変更したので，申請します。

記

１ 補助事業の名称

２ 変更の内容

変 更 前 変 更 後

３ 変更の理由

４ 変更予定年月日

新 第 号

年 月 日

様

新潟市長 印

補助金等交付決定変更通知書

年 月 日付け新 第 号で交付決定した については，

次のとおり変更したので通知します。

記

１ 補助事業の名称

２ 既交付決定額

３ 変更交付決定額

４ 変更事項

変 更 前 変 更 後

５ 変更理由
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年 月 日

（あて先）新潟市長

補助事業者 住所（法人にあっては所在地）

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

印

補助事業実績報告書

年 月 日付け新 第 号で の交付決定のあった事業が

完了（を廃止）したので，次のとおり報告します。

記

１ 補助事業の名称

２ 交付決定額及びその精算額

３ 補助事業完了年月日

４ 補助事業の成果

５ 補助事業の精算に係る収支明細

６ 情報の公表の状況

７ 添付書類

�

�

新 第 号

年 月 日

様

新潟市長 印

補助金等確定通知書

年 月 日付けで実績報告のあった事業に対する に

ついて，次のとおり確定したので通知します。

記

１ 交付決定額

２ 交付済額

３ 確定額
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新 第 号

年 月 日

様

新潟市長 印

補助金等交付決定取消通知書

年 月 日付け新 第 号で交付決定した について

は，次のとおり交付決定の取消しをしたので通知します。

記

１ 補助事業の名称

２ 交付決定額

３ 交付決定取消額

４ 取消理由

新 第 号

年 月 日

様

新潟市長 印

補助金等返還命令書

年 月 日付け新 第 号で金額の確定した（交付決定を取り消

した）補助金等については，次のとおり返還を命ずる。

記

１ 返還額

２ 返還期限

３ 返還理由
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２ 児童等（市外の学校に通学する者を含む。）が土曜日，日曜日及び
国民の祝日に関する法律に規定する休日に観覧する場合

２ 児童等（市外の学校に通学をする者を含む。）が土曜日，日曜日及
び国民の祝日に関する法律に規定する休日に観覧する場合

２ 児童等（市外の学校に通学をする者を含む。）が土曜日，日曜日及
び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日
に観覧する場合

２ 児童等（市外の学校に通学をする者を含む。）が土曜日，日曜日及
び国民の祝日に関する法律に規定する休日に観覧する場合

収納事務

受託区域

解 除 者

住 所 氏 名

榎 一 榎町１８番地４ 渡邉 征春

新潟市黒埼常民文化史料館条例施行規則等の一部を改

正する規則をここに公布する。

平成１６年３月３０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第２０号

新潟市黒埼常民文化史料館条例施行規則等の一

部を改正する規則

（新潟市黒埼常民文化史料館条例施行規則の一部改正）

第１条 新潟市黒埼常民文化史料館条例施行規則（平成

１２年新潟市規則第７７号）の一部を次のように改正す

る。

第６条第２項に次のただし書を加える。

ただし，別表２に該当する者はこの限りでない。

第６条第４項中「，別表２に該当する者は，別記様

式第７号の２に定める施設利用証を」を削る。

別表２の項左欄を次のように改める。

別記様式第７号の２を削る。

（新潟市會津八一記念館条例施行規則の一部改正）

第２条 新潟市會津八一記念館条例施行規則（平成１０年

新潟市規則第５２号）の一部を次のように改正する。

第９条第２項に次のただし書を加える。

ただし，別表２に該当する者はこの限りでない。

第９条第４項中「，別表２に該当する者は，新潟市

黒埼常民文化史料館条例施行規則（平成１２年新潟市規

則第７７号）別記様式第７号の２に定める施設利用証

を」を削る。

別表２の項左欄を次のように改める。

（新潟市美術館条例施行規則の一部改正）

第３条 新潟市美術館条例施行規則（平成１１年新潟市規

則第３３号）の一部を次のように改正する。

第９条第２項に次のただし書を加える。

ただし，別表４ ２に該当する者はこの限りでな

い。

第９条第４項中「，別表第４ ２に該当する者は，

新潟市黒埼常民文化史料館条例施行規則（平成１２年新

潟市規則第７７号）別記様式第７号の２に定める施設利

用証を」を削る。

別表第４ ２の項左欄を次のように改める。

（新潟市歴史博物館条例施行規則の一部改正）

第４条 新潟市歴史博物館条例規則（平成１５年新潟市規

則第５４号）の一部を次のように改正する。

第８条第２項に次のただし書を加える。

ただし，別表第２ ２の項に該当する者はこの限

りでない。

第８条第４項中「，別表第２ ２の項に該当する者

は，新潟市黒埼常民文化史料館条例施行規則（平成１２

年新潟市規則第７７号）別記様式第７号の２に定める施

設利用証を」を削る。

別表第２ ２の項左欄を次のように改める。

附 則

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

告 示

新潟市告示第６２号

一般廃棄物処理手数料収納事務委託契約の解除

について

一般廃棄物処理手数料収納事務委託者が平成１６年２月

１日付けで，次のとおり解除になったので地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項に基づき告示

します。

平成１６年３月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

一般廃棄物処理手数料収納事務委託解除者

新潟市告示第６３号

予算の要領について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規

定により平成１５年度新潟市一般会計，特別会計及び企業

会計の各補正予算の要領を次のとおり告示します。
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平成１６年３月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 市 税 ８０，１１１，９００ １，００４，４８９ ８１，１１６，３８９

１ 市 民 税 ３０，９０１，２９１ ８８５，５２７ ３１，７８６，８１８

８ 事 業 所 税 ２，３０５，４３７ １１８，９６２ ２，４２４，３９９

１１ 分担金及び負担金 ２，４８３，１２２ ８６，５７１ ２，５６９，６９３

１ 負 担 金 ２，４５１，５６３ ８６，５７１ ２，５３８，１３４

１３ 国 庫 支 出 金 ２０，７１２，９８２ ４７９，７６２
△ ９５，２００ ２１，０９７，５４４

１ 国 庫 負 担 金 １５，８７８，８１４ ４７９，７６２ １６，３５８，５７６

２ 国 庫 補 助 金 ４，６８３，２４９ △ ９５，２００ ４，５８８，０４９

１４ 県 支 出 金 ３，５６０，７２７ △ ４６，６００ ３，５１４，１２７

２ 県 補 助 金 １，４８２，１７１ △ ４６，６００ １，４３５，５７１

歳 入 合 計 １９１，８１１，５３３ １，５７０，８２２
△ １４１，８００ １９３，２４０，５５５

平成１５年度新潟市一般会計補正予算（第６号）

平成１５年度新潟市の一般会計補正予算（第６号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出算それぞれ１，４２９，０２２千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１９３，２４０，５５５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は「第２表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の追加は，「第３表 債務負担行為補正」による。
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歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 ２０，３１８，３９９ ２７５，０００ ２０，５９３，３９９

１ 総 務 管 理 費 １７，２１８，１４４ ２７５，０００ １７，４９３，１４４

３ 民 生 費 ４５，１３２，２１２ ７７９，９２３ ４５，９１２，１３５

２ 児 童 福 祉 費 １３，１３８，１１１ １００，０４９ １３，２３８，１６０

４ 生 活 保 護 費 ９，４４７，１２４ ５７３，０９７ １０，０２０，２２１

５ 老 人 福 祉 費 １１，２８８，２５１ １０６，７７７ １１，３９５，０２８

６ 農 林 水 産 業 費 ３，１４９，７４０ ７０，０００
△ ３，８２２ ３，２１５，９１８

２ 農 地 費 １，４４９，１２７ ７０，０００
△ ３，８２２ １，５１５，３０５

７ 商 工 費 １３，５２０，８５０ ３２，１０５ １３，５５２，９５５

１ 商 業 費 １１，２３１，４８３ ３２，１０５ １１，２６３，５８８

８ 土 木 費 ３２，４７５，７７２ ８１０，０００
△ ６１３，２３５ ３２，６７２，５３７

２ 道 路 橋 梁 費 ７，４７２，８６７ ６０８，１００ ８，０８０，９６７

４ 都 市 計 画 費 １８，７１１，４１０ △ ６１３，２３５ １８，０９８，１７５

５ 公 園 緑 地 費 ３，２００，８０３ ６０，０００ ３，２６０，８０３

６ 都市排水応急対策費 ６３１，６５２ ４１，９００ ６７３，５５２

８ 住 宅 費 １，４５５，９６９ １００，０００ １，５５５，９６９

１０ 教 育 費 ２３，６１８，５２４ ２４８，０００ ２３，８６６，５２４

２ 小 学 校 費 ７，６４３，５６２ １０２，０００ ７，７４５，５６２

３ 中 学 校 費 ３，６５５，５３４ ９８，０００ ３，７５３，５３４

７ 生 涯 学 習 費 ２，８１５，８７７ ２０，０００ ２，８３５，８７７

９ 体 育 費 １，８８７，８１０ ２８，０００ １，９１５，８１０

１１ 公 債 費 ２３，３６３，６５２ △ １６８，９４９ ２３，１９４，７０３

１ 公 債 費 ２３，３６３，６５２ △ １６８，９４９ ２３，１９４，７０３

歳 出 合 計 １９１，８１１，５３３ ２，２１５，０２８
△ ７８６，００６ １９３，２４０，５５５
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第２表 繰越明許費補正

１ 追 加 （単位 千円）

款 項 事 業 名 金 額

３ 民 生 費

２ 児 童 福 祉 費 保育園大規模修繕事業 ３０，０００

５ 老 人 福 祉 費
デイサービスセンター建設事業費補助金 ７１，６００

グループホーム建設事業費補助金 １０５，２７０

４ 衛 生 費 １ 保 健 衛 生 費 訪問看護ステーション整備費補助金 ３，８８９

６ 農 林 水 産 業 費
２ 農 地 費 農村排水等整備事業 １０，０００

３ 水 産 業 費 新川漁港整備事業 ８４，９１２

７ 商 工 費 １ 商 業 費 商店街環境整備事業費補助金 １２，６００

８ 土 木 費

２ 道 路 橋 梁 費 道路改良事業 １，３２５，７７６

４ 都 市 計 画 費 街路事業 ８０７，０４２

５ 公 園 緑 地 費

公園緑地等改修事業 ３５，０００

信濃川やすらぎ堤緑地整備事業 ３０，０００

街区公園整備事業 ２５，０００

６ 都市排水応急対策費 都市排水路維持改良事業 ４１，９００

８ 住 宅 費 市営住宅大規模修繕事業 １００，０００

１０ 教 育 費

２ 小 学 校 費 小学校冷房設備設置事業 １０２，０００

３ 中 学 校 費 中学校冷房設備設置事業 ９８，０００

７ 生 涯 学 習 費 公民館改修事業 ２０，０００

９ 体 育 費 体育施設整備事業 ３５，０００

第３表 債務負担行為補正

１ 追 加 （単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

黒埼２－１３号線道路新設改良事業 平 成 １６ 年 度 ５０，０００

学校建設事業設計委託料 平 成 １６ 年 度 ２４，８００
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

４ 国 庫 支 出 金 １１，４０９，９７９ ３８２，９４６ １１，７９２，９２５

１ 国 庫 負 担 金 ８，９７４，９６５ ３３１，７０６ ９，３０６，６７１

２ 国 庫 補 助 金 ２，４３５，０１４ ５１，２４０ ２，４８６，２５４

５ 療養給付費交付金 ６，７０１，６３０ ５２４，３７３ ７，２２６，００３

１ 療養給付費交付金 ６，７０１，６３０ ５２４，３７３ ７，２２６，００３

歳 入 合 計 ３３，９８６，７９２ ９０７，３１９ ３４，８９４，１１１

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 保 険 給 付 費 ２１，８８９，５１９ ７９３，６６４ ２２，６８３，１８３

１ 療 養 諸 費 １９，８１４，４５８ ５８９，６７３ ２０，４０４，１３１

２ 高 額 療 養 費 １，７９１，１０９ ２０３，９９１ １，９９５，１００

３ 老 人 保 健 拠 出 金 ８，９０５，８０８ １１３，６５５ ９，０１９，４６３

１ 老 人 保 健 拠 出 金 ８，９０５，８０８ １１３，６５５ ９，０１９，４６３

歳 出 合 計 ３３，９８６，７９２ ９０７，３１９ ３４，８９４，１１１

平成１５年度新潟市国民健康保険事業会計補正予算（第２号）

平成１５年度新潟市の国民健康健康保険事業会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９０７，３１９千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

３４，８９４，１１１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

５ 繰 入 金 １３，７４６，００９ △ ４２５，９７７ １３，３２０，０３２

１ 他 会 計 繰 入 金 １３，７４６，００９ △ ４２５，９７７ １３，３２０，０３２

６ 繰 越 金 １ １，４９８ １，４９９

１ 繰 越 金 １ １，４９８ １，４９９

歳 入 合 計 ４６，９９０，７２７ １，４９８
△ ４２５，９７７ ４６，５６６，２４８

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 公 債 費 １６，０４９，９３０ △ ４２４，４７９ １５，６２５，４５１

１ 公 債 費 １６，０４９，９３０ △ ４２４，４７９ １５，６２５，４５１

歳 出 合 計 ４６，９９０，７２７ △ ４２４，４７９ ４６，５６６，２４８

第２表 繰越明許費補正

１ 追 加 （単位 千円）

款 項 事 業 名 金 額

１ 下 水 道 事 業 費 ２ 事 業 費

公共下水道建設事業（補助事業） ２，７０２，０００

公共下水道建設事業（単独事業） ９８，０００

公共下水道建設事業（雨水貯留浸透対策推進事業） ７６，０００

第３表 債務負担行為補正

１ 追 加 （単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

農業集落排水整備事業 平 成 １６ 年 度 １８，１８０

平成１５年度新潟市下水道事業会計補正予算（第４号）

平成１５年度新潟市の下水道事業会計補正予算（第４号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４２４，４７９千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

４６，５６６，２４８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は，「第２表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の追加は，「第３表 債務負担行為補正」による。
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

４ 財 産 収 入 １，６６８ １，６２０，５３４ １，６２２，２０２

２ 財 産 売 払 収 入 １，６２０，５３４ １，６２０，５３４

５ 繰 入 金 ３４９，００７ ３２，１０５ ３８１，１１２

１ 他 会 計 繰 入 金 ３４９，００７ ３２，１０５ ３８１，１１２

８ 市 債 ２，２７９，０００ △ ２５５，３００ ２，０２３，７００

１ 市 債 ２，２７９，０００ △ ２５５，３００ ２，０２３，７００

歳 入 合 計 ４，２６０，２７２ １，６５２，６３９
△ ２５５，３００ ５，６５７，６１１

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 市 場 流 通 補 完
施 設 整 備 費 １４４，０５０ △ １０８，４２５ ３５，６２５

１ 市 場 流 通 補 完
施 設 整 備 費 １４４，０５０ △ １０８，４２５ ３５，６２５

３ 公 債 費 ３３８，１１２ １，５０５，７６４ １，８４３，８７６

１ 公 債 費 ３３８，１１２ １，５０５，７６４ １，８４３，８７６

歳 出 合 計 ４，２６０，２７２ １，５０５，７６４
△ １０８，４２５ ５，６５７，６１１

第２表 繰越明許費補正 （単位 千円）

款 項 事 業 名 金 額

１ 中 央 卸 売 市 場 費 ２ 市 場 建 設 費 市場建設事業費 ２，５８７，０２５

平成１５年度新潟市中央卸売市場事業会計補正予算（第３号）

平成１５年度新潟市の中央卸売市場事業会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３９７，３３９千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

５，６５７，６１１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治体（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することのできる

経費は，「第２表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の廃止は，「第３表 地方債補正」による。
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第３表 地方債補正

１ 廃 止 （単位 千円）

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限度額 起債の
方 法 利 率 償還の方法 限度額 起債の

方 法 利 率 償還の方法

市 場 流 通 補 完
施 設 整 備 費

２５５，３００

普通
貸借
又は
債券
発行

年５．０％
以内

（ただし，利
率見直し方
式で借入れ
る場合で，
政府資金及
び公営企業
金融公庫資
金について
利率の見直
しを行った
後において
は，当該見
直し後の利
率）

借入れの年から据
置期間を含み３０年
以内に元利均等又
は元金均等若しく
は不均等の方法に
より，毎年度１期
又は２期に償還す
る。ただし，財政
の都合により据置
期間中であっても
繰上償還し，償還
年限を短縮し，又
は低利債に借り換
えることができ
る。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 繰 越 金 １ １７，５９３ １７，５９４

１ 繰 越 金 １ １７，５９３ １７，５９４

歳 入 合 計 ２６５，４１９ １７，５９３ ２８３，０１２

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 母子寡婦福祉資金
貸 付 事 業 費 ２６５，４１９ １７，５９３ ２８３，０１２

１ 母子寡婦福祉資金
貸 付 事 業 費 ２６５，４１９ １７，５９３ ２８３，０１２

歳 出 合 計 ２６５，４１９ １７，５９３ ２８３，０１２

平成１５年度新潟市母子寡婦福祉資金貸付事業会計補正予算（第１号）

平成１５年度新潟市の母子寡婦福祉資金貸付事業会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７，５９３千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２８３，０１２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 国 庫 支 出 金 ５，８５３，７６１ ２４６，２３０ ６，０９９，９９１

１ 国 庫 負 担 金 ４，６１７，７５５ １９７，８５５ ４，８１５，６１０

２ 国 庫 補 助 金 １，２３６，００６ ４８，３７５ １，２８４，３８１

３ 県 支 出 金 ２，８８６，４４６ １２３，３１０ ３，００９，７５６

１ 県 負 担 金 ２，８８６，４４６ １２３，３１０ ３，００９，７５６

４ 支 払 基 金 交 付 金 ７，３８８，４０８ ３４０，５７５ ７，７２８，９８３

１ 支 払 基 金 交 付 金 ７，３８８，４０８ ３４０，５７５ ７，７２８，９８３

５ 繰 入 金 ３，３６７，８８４ １２３，３１０
△ １６，５３３ ３，４７４，６６１

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ３，３６７，８８４ １２３，３１０
△ １６，５３３ ３，４７４，６６１

８ 市 債 ３７，０４０ ３７，０４０

１ 市 債 ３７，０４０ ３７，０４０

歳 入 合 計 ２４，０１７，８２６ ８７０，４６５
△ １６，５３３ ２４，８７１，７５８

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 保 険 給 付 費 ２３，０９１，５７３ １，１８７，１３７
△ ２００，６５８ ２４，０７８，０５２

１ 介護サービス等諸費 ２２，５２３，６４２ ９４５，６１５
△ １９６，６８５ ２３，２７２，５７２

２ 支援サービス等諸費 ３５１，１７７ ２３８，８１２ ５８９，９８９

３ そ の 他 諸 費 ３５，９１９ ２，７１０ ３８，６２９

４ 高額介護サービス等費 １８０，８３５ △ ３，９７３ １７６，８６２

４ 基 金 積 立 金 １４０，０２１ △ １４０，０２１

１ 基 金 積 立 金 １４０，０２１ △ １４０，０２１

７ 諸 支 出 金 ７，４７４ ７，４７４

１ 償 還 金 ７，４７４ ７，４７４

歳 出 合 計 ２４，０１７，８２６ １，１９４，６１１
△ ３４０，６７９ ２４，８７１，７５８

平成１５年度新潟市介護保険事業会計補正予算（第２号）

平成１５年度新潟市の介護保険事業会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８５３，９３２千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２４，８７１，７５８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，

限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。
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第２表 地方債 （単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

財政安定化基金貸付金 ３７，０４０ 普 通 貸 借 無利子

借入れの年から据置期間を含み５年以内
に元金均等の方法により，毎年度１期に
償還する。ただし，財政の都合により据
置期間中であっても繰上償還し，又は償
還年限を短縮することができる。

収 入 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 市民病院事業収益 １４，９１０，３４８ １２０，０３７ １５，０３０，３８５

第１項 医 業 収 益 １３，３４４，００８ １９，８０６ １３，３６３，８１４

第２項 医 業 外 収 益 １，５４４，３４０ １００，２３１ １，６４４，５７１

支 出 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 市民病院事業費用 １４，９１０，３４８ １２０，０３７ １５，０３０，３８５

第１項 医 業 費 用 １４，６２７，９６４ １２０，０３７ １４，７４８，００１

平成１５年度新潟市病院事業会計補正予算（第３号）

（総 則）

第１条 平成１５年度新潟市病院事業会計の補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 平成１５年度新潟市病院事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
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支 出 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 事 業 費 １０，１５０，７６０ ５３，５６４ １０，２０４，３２４

第２項 営 業 外 費 用 １，３２９，４９９ ５３，５６４ １，３８３，０６３

収 入 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 資 本 的 収 入 ５，１９７，６３９ △ ９７３，０１３ ４，２２４，６２６

第１項 企 業 債 ３，９３５，０００ △ ７９９，０００ ３，１３６，０００

第２項 国 庫 補 助 金 ２４７，３６２ △ ２５，０１３ ２２２，３４９

第３項 出 資 金 ３４６，０００ △ １４９，０００ １９７，０００

支 出 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 資 本 的 支 出 ９，２２２，０９４ △ １，１５０，１７３ ８，０７１，９２１

第１項 建 設 改 良 費 ８，０４２，６１０ △ １，１５０，１７３ ６，８９２，４３７

平成１５年度新潟市水道事業会計補正予算（第２号）

（総 則）

第１条 平成１５年度新潟市水道事業会計の補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成１５年度新潟市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第３号中「（仮称）信濃川浄水場建設

事業５，２３６，１２３千円」を「（仮称）信濃川浄水場建設事業４，１９２，５２２千円」に，「太郎代地区拡張事業３３６，０００千円」

を「太郎代地区拡張事業２２９，４２８千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額４，０２４，４５５千円は，」を「資本

的収入額が資本的支出額に対して不足する額３，８４７，２９５千円は，」に，「当年度消費税及び地方消費税資本的収支

調整額３６２，７２３千円，」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額３０７，９５４千円，」に，「及び建設改良積立

金１，２９１，７９０千円で」を「及び建設改良積立金１，１６９，３９９千円で」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとお

り補正する。
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新潟市告示第６４号

新潟地域広域市町村圏協議会を組織する地方公

共団体の数の減少及び新潟地域広域市町村圏協

議会規約の変更について

新潟地域広域市町村圏協議会を組織する地方公共団体

の数を次のとおり減少し，新潟地域広域市町村圏協議会

規約を別紙のとおり変更することとしたので，地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定により告示

する。

平成１６年３月５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

脱退する地方公共団体

北蒲原郡安田町，同郡京ヶ瀬村，同郡水原町，同郡笹

神村

別紙

新潟地域広域市町村圏協議会規約の一部を改正

する規約

新潟地域広域市町村圏協議会規約の一部を次のように

改正する。

第３条中「，北蒲原郡安田町，同郡京ヶ瀬村，同郡水

原町，同郡笹神村」を削る。

第７条中「１６人」を「１２人」に改める。

第１５条第２項中「５人」を「４人」に改める。

附 則

この規約は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市告示第６５号

住民票の職権消除について

住民基本台帳法第８条および同法施行令第１２条第４項

の規定に基づき告示します。

平成１６年３月５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 職権消除日

平成１６年２月９日

２ 職権消除対象者の住所・氏名

（住所） 新潟市松浜８丁目５番３号

（氏名） 五十嵐 昭浩

新潟市告示第６６号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第６７号

放置自転車等の撤去，保管について

新潟市自転車等放置防止条例第９条第２項の規定によ

り，放置自転車等を下記のとおり撤去し，保管したので

同条例第１１条第１項の規定により告示する。

平成１６年３月９日

（単位 千円）

款 項 事 業 名
補 正 前 補 正 後

総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額

１ 資本的

支 出

１ 建 設

改良費

（仮称）信濃川浄水場

建 設 事 業
２２，０３０，７１６

平成１２年度 ９６４，４３７

２２，０３０，７１６

平成１２年度 ９６４，４３７

平成１３年度 ２，８４５，９２５ 平成１３年度 ２，８４５，９２５

平成１４年度 ３，７７３，０５０ 平成１４年度 ３，７７３，０５０

平成１５年度 ５，２３６，１２３ 平成１５年度 ４，１９２，５２２

平成１６年度 ７，３２０，５２５ 平成１６年度 ９，０４８，１７５

平成１７年度 １，８９０，６５６ 平成１７年度 １，２０６，６０７

（単位 千円）

起 債 の 目 的 補 正 前 補 正 後

（仮称）信濃川浄水場建設事業 ３，９３５，０００ ３，１３６，０００

（継続費）

第５条 （仮称）信濃川浄水場建設事業に係る継続費について，その年割額を次のように改める。

（企業債）

第６条 予算第７条に定めた（仮称）信濃川浄水場建設事業に係る企業債について，その限度額を次のように改め

る。
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期 日 検 査 会 場 受 付 時 間

４月１２日から
４月３０日まで

新潟市消費生活セン
ター

午前９時から
午後５時まで

４月１２日から
１２月２４日まで

計量器の所在の場所

路 線 名 区 間

新 潟 市 道
競馬場線２号

新潟市松栄町字古川２４１０番１から
新潟市太夫浜字加治川向４０２２番１まで

新 潟 市 道
東３－４６７号線

新潟市一日市６００番３から
新潟市一日市７５番２まで

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 放 置 場 所 新潟駅万代口周辺

２ 撤 去 台 数 自転車 ７１台

３ 徹 去 年 月 日 平成１６年２月２日から

平成１６年２月２７日まで

４ 保管返還場所 自転車等保管所

（新潟市花園２丁目５４番地先）

５ 保 管 期 間 平成１６年３月１０日から

平成１６年９月９日まで

６ 返還日及び時間 月曜日から金曜日（ただし，国民

の祝日に関する法律に規定する休

日及び１２月２９日から翌年の１月３

日までの日は除く。）

午前９時から午後５時まで

７ 返還に必要なもの

� 運転免許証，健康保険証その他身分を証明できる

もの

� 自転車等の鍵又は保証書その他返還を受けようと

する自転車等の利用者等であることを証明できるも

の

� 印鑑

� 撤去保管に要する費用

自転車 １，０００円

なお，この告示にかかる自転車等で，上記保管期間経

過後においても利用者等の引取がないものは，新潟市自

転車等放置防止条例第１１条第２項の規定に基づき，本市

において処分する。

新潟市告示第６８号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第６９号

計量器定期検査の実施について

計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定に

基づき，計量器定期検査を次のとおり行いますので，同

法第２１条第２項の規定により告示します。

平成１６年３月１２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 検査を行う区域

入舟，本庁，関屋，坂井輪，内野，中野小屋，赤塚

地区（但し，計量器の住所の場所で行う検査について

は，新潟市全域）

２ 検査を行う計量器

計量法施行令第１０条で定める非自働はかり，分銅及

びおもりで，取引及び証明のための計量に使用される

もの。

３ 検査期日及び会場

新潟市告示第７０号

新潟市農用地利用集積計画について

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８

条第１項の規定により，農用地利用集積計画を定めたの

で，同法第１９条の規定により告示する。

なお，同計画は次の場所に備え置いて縦覧に供する。

平成１６年３月１２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 新潟市農用地利用集積計画を備え置く場所

新潟市役所

産業経済局 農林水産部 農業振興課

（新潟市学校町通１番町６０２番町１）

新潟市告示第７１号

車両制限令第３条第１項第３号に定める道路の

指定及び同令第１０条第１項に定める通行方法の

告示

車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項の規

定に基づき，通行する車両の高さの最高限度が４．１メート

ルである道路を下記のとおり指定し，併せて，同令第１０

条第１項の規定に基づき，当該道路を通行する高さが３．

８メートルを超え４．１メートル以下の車両の通行方法を

下記のとおり定める。

平成１６年３月１７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり

２ 指定する期日 平成１６年３月２２日

３ 通行方法

１の道路を通行する高さが３．８メートルを超え４．１

メートル以下の車両は，次の通行方法によらなければ

ならない。

① 走行位置の指定

トンネル等の上空障害箇所では，車両又は車両に

積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので，車

線からはみ出さないよう走行するとともに，道路に
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名 称 開 設 者 所 在 地 辞退年月日

阿部・島本
小児科内科
医院

阿 部 由 夫 新潟市関屋本村
町２丁目２２４番地

平成１６年
１月２９日

隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線か

らはみ出す場合は，標識や樹木等の上空障害物に接

触しないよう十分に注意すること。

② 後方警戒措置

後方車両に対し十分な車間距離を取らせ，交通の

危険を防止するため，横寸法０．２３メートル以上，縦

寸法０．１２メートル以上（又は横寸法０．１２メートル以

上，縦寸法０．２３メートル以上）の地が黒色の板等に

黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背

高」と表示した標識を，車両の後方の見やすい箇所

に掲げること。

③ 道路情報の収集

道路の状況は，工事の実施等により変化すること

があるので，あらかじめ道路情報を収集し，上空障

害箇所のないことを確認の上走行すること。

新潟市告示第７２号

新潟市議会臨時会の招集について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条第１項の規

定に基づき，平成１６年３月新潟市議会臨時会を次のとお

り招集するので，同条第２項の規定により告示する。

また，同法第１０２条第４項の規定により付議すべき事件

についても，あわせて告示する。

平成１６年３月１７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 招集の日時 平成１６年３月２４日（水）

午後１時３０分

２ 招集の場所 新潟市議会議場

３ 付議すべき事件

議案第４１号 平成１６年度新潟市一般会計補正予算

議案第４２号 平成１６年度新潟市国民健康保険事業会計

補正予算

議案第４３号 平成１６年度新潟市下水道事業会計補正予

算

議案第４４号 平成１６年度新潟市介護保険事業会計補正

予算

議案第４５号 平成１６年度新潟市水道事業会計補正予算

議案第４６号 新潟市，白根市，豊栄市，中蒲原郡小須

戸町，同郡横越町，同郡亀田町，西蒲原

郡岩室村，同郡西川町，同郡味方村，同

郡潟東村，同郡月潟村及び同郡中之口村

の廃置分合について

議案第４７号 新潟市，白根市，豊栄市，中蒲原郡小須

戸町，同郡横越町，同郡亀田町，西蒲原

郡岩室村，同郡西川町，同郡味方村，同

郡潟東村，同郡月潟村及び同郡中之口村

の廃置分合に伴う財産処分に関する協議

について

議案第４８号 新潟市，白根市，豊栄市，中蒲原郡小須

戸町，同郡横越町，同郡亀田町，西蒲原

郡岩室村，同郡西川町，同郡味方村，同

郡潟東村，同郡月潟村及び同郡中之口村

の廃置分合に伴う議会の議員の定数の特

例に関する協議について

議案第４９号 新潟市，白根市，豊栄市，中蒲原郡小須

戸町，同郡横越町，同郡亀田町，西蒲原

郡岩室村，同郡西川町，同郡味方村，同

郡潟東村，同郡月潟村及び同郡中之口村

の廃置分合に伴う農業委員会の委員の任

期等に関する協議について

議案第５０号 新潟市，白根市，豊栄市，中蒲原郡小須

戸町，同郡横越町，同郡亀田町，西蒲原

郡岩室村，同郡西川町，同郡味方村，同

郡潟東村，同郡月潟村及び同郡中之口村

の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関

する協議について

議案第５１号 新潟市・新津市合併協議会の設置につい

て

新潟市告示第７３号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第７４号

結核予防法による医療機関の辞退について

結核予防法第３６条第４項の規定に基づき，下記の医療

機関は，その指定を辞退したので結核予防法施行令第２

条の６により告示する。

平成１６年３月１８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

新潟市告示第７５号

結核予防法による医療機関の指定について

結核予防法第３６条第１項の規定に基づき，下記のとお

り指定したので結核予防法施行令第２条の６により告示

する。

平成１６年３月１８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記
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名 称 開 設 者 所 在 地 指定年月日

谷澤
整形外科
クリニック

谷 澤 龍 彦 新潟市本町通６
番町１１３４番地

平成１６年
３月８日

名 称 所在地
担当すべき
医療の種類

指定年月日 告示事項

せきしん調剤
薬局

新潟市関新１－
８－２３

薬 局 Ｈ１６．３．１新規指定

住 所 氏 名

１ 新潟市河渡本町８番７号 木村 �

２ 新潟市太平４丁目１３番地３２ 菊地 広達

３ 新潟市万代５丁目１０番２０号 久代 純一

４ 新潟市弁天３丁目３番５号 藤山 靖明

５ 新潟市沼垂東２丁目７番６号 阿部 貴宏

６ 新潟市川岸町３丁目１７番地２８ 今 清文

７ 新潟市関屋浜松町７４番町 圓堂 隆一

８ 新潟市金巻８２０番地１ 浅井 好正

９ 新潟市寺地５３３番町１ �橋 秀夫

１０ 新潟市鳥原２３３３番町３ 伊庭 利広

１１ 新潟市鳥原１５２番地１ 阿部 誠

１２ 新潟市鳥原２６５７番地４０ 山際 和英

１３ 新潟市山田１５０番地１ 藤井 義夫

１４ 新潟市京王１丁目１番２１号 菅野 博美

１５ 新潟市江南３丁目５番地３６ 鈴木 智

１６ 新潟市江南３丁目５番地３６ 阪西 学

１７ 新潟市中野山４丁目２番４号 金子 了英

１８ 新潟市東中野山１丁目１３番７号 田邊 一裕

１９ 新潟市東中野山７丁目３番１２号 石田 誠一

２０ 新潟市中野山６丁目１０番３号 勝見 周一

２１ 新潟市寺山１丁目７番１３号 志賀 文夫

２２ 新潟市中木戸８１番地 山内 孝

２３ 新潟市中木戸８６番地９ 坂井 淳一

２４ 新潟市中山８丁目１５番２号 豊嶋 誠

２５ 新潟市上大川前通９番町１２７７番地 �野 春美

２６ 新潟市東堀通１１番町１７５１番地 清水 宗六

２７ 新潟市東堀通１３番町３０１０番地 高見 清

２８ 新潟市本町通１１番町１８３２番地 大堀 進

２９ 新潟市湊町通１ノ町２５９９番地 吉原 栄

３０ 新潟市四ツ屋町１丁目５１４１番地９ 佐藤 誠治

３１ 新潟市五十嵐１の町６７６４番地５７ 松岡 靖尚

３２ 新潟市内野山手２丁目１１番１２号 鈴木 裕司

３３ 新潟市新中浜１丁目１３番地１３ 小林 �

３４ 新潟市近江２丁目２番１６号 末� 忠雄

３５ 新潟市親和４丁目１２番２３号 今里 勝幸

３６ 新潟市鳥屋野２丁目１４番５号 伊藤 芳子

３７ 新潟市上所中２丁目１０番１４号 鈴木 裕輔

３８ 新潟市浦山２丁目１番２２号 吉岡 愼一

３９ 新潟市小針２丁目７番１号 高木 文夫

４０ 新潟市小針台２番１５号 �橋 �次

４１ 新潟市坂井５９０番地２ 佐� 朝

４２ 新潟市坂井東４丁目１０番１９号 渡� 初男

４３ 新潟市坂井砂山２丁目３番１８号 馬場 健司

４４ 新潟市寺尾東３丁目１９番３２号 内山 勝美

新潟市告示第７６号

更生医療担当医療機関の指定等について

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２

の規定による医療機関について次のとおり指定した。

平成１６年３月１９日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第７７号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第７８号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第７９号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第８０号

住民票の職権消除について

住民基本台帳法第８条および同法施行令第１２条第４項

の規定に基づき告示します。

平成１６年３月２２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 職権消除日

平成１６年３月１１日

２ 職権消除対象者の住所・氏名

別紙名簿のとおり

職権消除対象者名簿一覧表
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４５ 新潟市東青山１丁目７番地２ 歌川 祐吉

４６ 新潟市東青山２丁目９番地７ 飯田 康雄

４７ 新潟市松海が丘１丁目５番１０号 関口 康弘

４８ 新潟市松海が丘１丁目７番１号 田村 博幸

４９ 新潟市室町２丁目５３番地 小西 貞義

５０ 新潟市山田町２丁目３９７４番地 清水 武史

新潟市告示８１号

新潟市地域下水道の処理区域について

次のとおり，地域下水道の処理区域について，新潟市

地域下水道条例第２条第３号の区域を告示する。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 告示する地域

新潟市天野の一部，嘉木の一部，舞潟の一部，平

賀の一部

２ 図面を縦覧に供する期間及び場所

平成１６年３月２４日から２週間，新潟市産業経済局

農林水産部農地課に備えおいて縦覧する。

３ 使用及び処理を開始する年月日

平成１６年４月７日

新潟市告示第８２号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第８３号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第８４号

自動車臨時運行許可番号標の失効告示について

下記の自動車臨時運行許可番号標は、貸与を受けた者

より回収不能となったので、有効期間満了の日より後無

効とする。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

１ 番号標番号 新潟６４７号

２ 有効期間満了年月日 平成１５年１２月１８日

新潟市告示第８５号

予算の要領について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規

定により平成１６年度新潟市一般会計，特別会計及び企業

会計の各予算の要領を次のとおり告示します。

平成１６年３月２４日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 市 税 ７８，５１９，８８０

１ 市 民 税 ２８，４７２，７８９

２ 固 定 資 産 税 ３６，３３７，３９２

３ 軽 自 動 車 税 ５６２，０８６

４ 市 た ば こ 税 ３，９０３，４０６

５ 鉱 産 税 １１０，７１１

６ 特 別 土 地 保 有 税 １０，１３９

７ 入 湯 税 １

８ 事 業 所 税 ２，４６２，９２９

９ 都 市 計 画 税 ６，６６０，４２７

平成１６年度新潟市一般会計予算

平成１６年度新潟市の一般会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１９３，７００，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（継 続 費）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は，「第２表

継続費」による。

（繰越明許費）

第３条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することのできる経費は，「第３表 繰越

明許費」による。

（債務負担行為）

第４条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第４

表 債務負担行為」による。

（地 方 債）

第５条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利

率及び償還の方法は，「第５表 地方債」による。

（一時借入金）

第６条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，２５，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第７条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は，次のとおりと定める。

� 各項に計上した給料，職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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２ 地 方 譲 与 税 ２，６６７，７００

１ 所 得 譲 与 税 ８８１，６００

２ 自 動 車 重 量 譲 与 税 １，２９８，３００

３ 地 方 道 路 譲 与 税 ４３０，５００

４ 特 別 と ん 譲 与 税 ３３，２００

５ 航 空 機 燃 料 譲 与 税 ２４，１００

３ 利 子 割 交 付 金 ５８１，７００

１ 利 子 割 交 付 金 ５８１，７００

４ 配 当 割 交 付 金 １９，４００

１ 配 当 割 交 付 金 １９，４００

５ 株式等譲渡所得割 交 付 金 ４１，０００

１ 株式等譲渡所得割 交 付 金 ４１，０００

６ 地 方 消 費 税 交 付 金 ５，８４２，０００

１ 地 方 消 費 税 交 付 金 ５，８４２，０００

７ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 ６９９，４００

１ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 ６９９，４００

８ 地 方 特 例 交 付 金 ２，７７７，０００

１ 地 方 特 例 交 付 金 ２，７７７，０００

９ 地 方 交 付 税 ２３，６００，０００

１ 地 方 交 付 税 ２３，６００，０００

１０ 交通安全対策特別 交 付 金 １２８，０００

１ 交通安全対策特別 交 付 金 １２８，０００

１１ 石油貯蔵施設立地対策等交付金 ５７，２２６

１ 石油貯蔵施設立地対策等交付金 ５７，２２６

１２ 分 担 金 及 び 負 担 金 ２，７６５，５９４

１ 負 担 金 ２，７３７，５５１

２ 分 担 金 ２８，０４３

１３ 使 用 料 及 び 手 数 料 ５，１６１，１０４

１ 使 用 料 ３，８６３，３１５

２ 手 数 料 １，２９７，７８９

１４ 国 庫 支 出 金 １９，９２８，７３８

１ 国 庫 負 担 金 １４，９７２，５９６

２ 国 庫 補 助 金 ４，８０８，１８３

３ 委 託 金 １４７，９５９
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１５ 県 支 出 金 ３，９８７，３５３

１ 県 負 担 金 ９１４，９４６

２ 県 補 助 金 １，５６７，４９１

３ 委 託 金 １，０２１，４１６

４ 県 貸 付 金 ４８３，５００

１６ 財 産 収 入 ６３８，０６４

１ 財 産 運 用 収 入 １１９，４８９

２ 財 産 売 払 収 入 ５１８，５７５

１７ 寄 附 金 ２６４，３３０

１ 寄 附 金 ２６４，３３０

１８ 繰 入 金 ４，０００，０００

１ 基 金 繰 入 金 ４，０００，０００

１９ 繰 越 金 １，０００，０００

１ 繰 越 金 １，０００，０００

２０ 諸 収 入 １３，７７２，７１１

１ 延滞金・加算金及 び 過 料 ９９，６５０

２ 貸 付 金 元 利 収 入 １３，４１９，３４９

３ 受 託 事 業 収 入 ９，６３１

４ 雑 入 ２４４，０８１

２１ 市 債 ２７，２４８，８００

１ 市 債 ２７，２４８，８００

歳 入 合 計 １９３，７００，０００

歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 議 会 費 １，００５，６８４

１ 議 会 費 １，００５，６８４

２ 総 務 費 １６，４１７，８２６

１ 総 務 管 理 費 １３，３５３，７７６

２ 徴 税 費 １，８０７，５８９

３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ６００，２１３

４ 選 挙 費 ４１０，５５７

５ 統 計 調 査 費 １００，４７６

６ 監 査 委 員 費 １４５，２１５
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３ 民 生 費 ４８，１２２，６５７

１ 社 会 福 祉 費 ５，４３０，０１７

２ 児 童 福 祉 費 １５，０２１，２０６

３ 障 害 福 祉 費 ５，７７７，９８０

４ 生 活 保 護 費 １０，３８９，０３５

５ 老 人 福 祉 費 １１，４３０，９８１

６ 国 民 年 金 費 ７３，４３８

４ 衛 生 費 １８，０８１，３７７

１ 保 健 衛 生 費 ８，４８９，９４１

２ 清 掃 費 ９，５９１，４３６

５ 労 働 費 ７４８，４８７

１ 労 働 諸 費 ７４８，４８７

６ 農 林 水 産 業 費 ３，０２８，３９７

１ 農 業 費 １，３５０，１７０

２ 農 地 費 １，２５５，９６３

３ 水 産 業 費 ４２２，２６４

７ 商 工 費 １２，１０８，５１４

１ 商 業 費 １０，１８１，７９０

２ 工 業 費 １，９２６，７２４

８ 土 木 費 ３１，３２７，２８６

１ 土 木 管 理 費 ５４，１９１

２ 道 路 橋 梁 費 ６，８８３，７９４

３ 港 湾 費 ４１２，４３５

４ 都 市 計 画 費 １８，１４０，７９７

５ 公 園 緑 地 費 ２，８３３，５１９

６ 都 市 排 水 応 急 対 策 費 ７９０，４５０

７ 建 築 費 ５６４，７１１

８ 住 宅 費 １，６４７，３８９

９ 消 防 費 ５，９０３，２８２

１ 消 防 費 ５，９０３，２８２

１０ 教 育 費 ２３，２４９，５２６

１ 教 育 総 務 費 ３，６４６，７５５

２ 小 学 校 費 ７，１５８，９５９

３ 中 学 校 費 ３，０３２，０９１

４ 高 等 学 校 費 １，５０６，２８１

５ 幼 稚 園 費 ２８９，８８５
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６ 養 護 学 校 費 １３０，２３３

７ 生 涯 学 習 費 ４，３９４，７５４

８ 保 健 給 食 費 １，２４０，２７８

９ 体 育 費 １，８５０，２９０

１１ 公 債 費 ３０，４９４，５８６

１ 公 債 費 ３０，４９４，５８６

１２ 諸 支 出 金 ３，１５２，３７８

１ 普 通 財 産 取 得 費 ５６６，１９３

２ 開 発 公 社 費 ２，５８６，１８５

１３ 予 備 費 ６０，０００

１ 予 備 費 ６０，０００

歳 出 合 計 １９３，７００，０００

第２表 継 続 費

（単位 千円）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

３ 民 生 費 ２ 児童福祉費 沼垂・芳原統合保育園建設事業 ５１４，０００
平成１６年度 ２１４，０００

平成１７年度 ３００，０００

８ 土 木 費 ８ 住 宅 費

藤見町第２住宅建設事業
（Ｃ号棟）

５４６，０００
平成１６年度 １８０，０００

平成１７年度 ３６６，０００

藤見町第２住宅建設事業
（Ｄ号棟）

４３９，０００
平成１６年度 １３２，５００

平成１７年度 ３０６，５００

関屋大川前住宅（仮称）建設事業 １，３３５，０００
平成１６年度 ４２０，０００

平成１７年度 ９１５，０００

１０ 教 育 費 ７ 生涯学習費 黒埼市民会館（仮称）建設事業 １，７５０，０００
平成１６年度 ５８３，０００

平成１７年度 １，１６７，０００

第３表 繰越明許費

（単位 千円）

款 項 事 業 名 金 額

８ 土 木 費 ４ 都 市 計 画 費 生活バス路線運行対策事業 ３０，７６７
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第４表 債務負担行為

（単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

新 潟 市 障 害 者 住 宅 整 備 資 金
融 資 損 失 補 償 （ 平 成１６年 度 ）

資金を貸付けた日
から約定償還期限
到来後２年を経過
し た 日 ま で

約定償還期限到来後１年を経過して，なお元利金（遅
延利子を含む。以下同じ。）が回収されなかった場合
に当該未回収の元利金を限度として融資機関に対し
て損失補償する。

新潟市老人居室整備資金融資損失補償
（ 平 成１６年 度 ）

資金を貸付けた日
から約定償還期限
到来後２年を経過
し た 日 ま で

約定償還期限到来後１年を経過して，なお元利金（遅
延利子を含む。以下同じ。）が回収されなかった場合
に当該未回収の元利金を限度として融資機関に対し
て損失補償する。

新潟しなの福祉会精神障害者通所
授産施設・地域生活支援センター
建 設 資 金 償 還 金

平成１７年度から
平成２６年度まで

２９，８９０

新 焼 却 場 施 設 整 備 事 業
環 境 影 響 評 価 等 委 託 料

平成１７年度から
平成１８年度まで

５２，９００

中央２－１７２号線道路新設改良事業 平 成 １７ 年 度 ４３３，４００

新潟市火災共済生活協同組合に対して
行 う 支 払 資 金 の 貸 付 補 償

平 成 １６ 年 度 新潟市内の火災発生に際し新潟市火災共済生活協同
組合が行う火災共済事業において，同組合が保有す
る支払資金をもってしても共済責任を果たすことが
できないと認めた場合において１００，０００千円を限度
として貸付けるものとする。

公共用地先行取得契約［相手方 新潟
市土地開発公社］ （平成１６年度）

平成１７年度から
平成２１年度まで

１，０００，０００

新 潟 市 土 地 開 発 公 社 事 業 資 金
融 資 債 務 保 証

平成１６年度から
平成２１年度まで

新潟市土地開発公社が，平成１６年度において，市長
が指定する金融機関等から事業資金を借り入れる場
合，総額６００，０００千円に約定利息を加えた額を限度と
して，公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年
法律第６６号）第２５条の規定により，その債務を保証
するものとする。
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第５表 地 方 債

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

保 育 所 建 設 事 業 費 ６９７，６００ 普通貸借又は債券発行 年５．０％
以 内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

老人憩の家建設事業費 １５４，１００

水 道 事 業 出 資 金 １８０，０００

県営土地改良事業費負担金 １４０，６００

農 道 整 備 事 業 費 ３８，２００

農村排水等整備事業費 ３２，１００

漁 港 整 備 事 業 費 ４５，０００

道 路 橋 梁 整 備 事 業 費 ９７６，２００

新潟空港整備事業負担金 ４，３００

街 路 事 業 費 １，３６１，３００

公 園 緑 地 整 備 事 業 費 ４７２，２００

都市排水応急対策事業費 ３８，０００

公 営 住 宅 建 設 事 業 費 ３３７，０００

小学校校舎屋体建設事業費 ３４３，０００

小学校給食施設整備事業費 １５，７００

小学校プール建設事業費 １２１，２００

小学校用地取得事業費 ４５１，３００

小学校大規模改造事業費 ６９５，７００

中学校屋体建設事業費 １５０，５００

中学校武道場建設事業費 ４８，２００

中学校大規模改造事業費 ４６８，７００

生涯学習センター・新国際友好会館建設事業費 １，４２９，０００

黒埼市民会館（仮称）建設事業費 ５５３，４００

減 税 補 て ん 費 １，８０８，０００

臨 時 財 政 対 策 費 ６，４７６，０００
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 国 民 健 康 保 険 料 １２，４８７，９２０

１ 国 民 健 康 保 険 料 １２，４８７，９２０

２ 国 民 健 康 保 険 税 ２，６４５

１ 国 民 健 康 保 険 税 ２，６４５

３ 使 用 料 及 び 手 数 料 １

１ 手 数 料 １

４ 国 庫 支 出 金 １１，８９１，９６４

１ 国 庫 負 担 金 ９，４９７，４７６

２ 国 庫 補 助 金 ２，３９４，４８８

５ 療 養 給 付 費 交 付 金 ７，７０８，２４８

１ 療 養 給 付 費 交 付 金 ７，７０８，２４８

６ 県 支 出 金 １６７，９５７

１ 県 負 担 金 １５１，８４１

２ 県 補 助 金 １６，１１６

７ 共 同 事 業 交 付 金 ５３９，３３４

１ 共 同 事 業 交 付 金 ５３９，３３４

８ 財 産 収 入 ９９７

１ 財 産 運 用 収 入 ９９７

９ 繰 入 金 ３，４０５，０８０

１ 他 会 計 繰 入 金 ２，６９０，４６５

２ 基 金 繰 入 金 ７１４，６１５

１０ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

平成１６年度新潟市国民健康保険事業会計予算

平成１６年度新潟市の国民健康保険事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３６，２５０，１５７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流

用することができる場合は，次のとおりと定める。

� 第２款各項に計上した負担金補助及び交付金の予算額に過不足を生じた場合におけるその経費の各項の間の

流用
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１１ 諸 収 入 ４６，０１０

１ 延滞金・加算金及 び 過 料 ２１０

２ 雑 入 ４５，８００

歳 入 合 計 ３６，２５０，１５７

歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 ７０４，６００

１ 総 務 管 理 費 ７０１，６６８

２ 徴 収 費 ６８０

３ 運 営 協 議 会 費 ２，２５２

２ 保 険 給 付 費 ２４，２５７，２００

１ 療 養 諸 費 ２１，６６０，３８４

２ 高 額 療 養 費 ２，２７８，８６４

３ 移 送 費 ２

４ 出 産 育 児 諸 費 １７５，２００

５ 葬 祭 諸 費 １４２，７５０

３ 老 人 保 健 拠 出 金 ８，４０５，５３０

１ 老 人 保 健 拠 出 金 ８，４０５，５３０

４ 介 護 納 付 金 ２，１９６，７１９

１ 介 護 納 付 金 ２，１９６，７１９

５ 共 同 事 業 拠 出 金 ６０７，３６３

１ 共 同 事 業 拠 出 金 ６０７，３６３

６ 保 健 事 業 費 ４４，６２８

１ 保 健 事 業 費 ４４，６２８

７ 基 金 積 立 金 ９９７

１ 基 金 積 立 金 ９９７

８ 諸 支 出 金 ３２，１２０

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ３２，１２０

９ 予 備 費 １，０００

１ 予 備 費 １，０００

歳 出 合 計 ３６，２５０，１５７
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 ４７０，０３８

１ 負 担 金 ４７０，０３８

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 ８，７５１，５９６

１ 使 用 料 ８，７５１，３６８

２ 手 数 料 ２２８

３ 国 庫 支 出 金 １０，１０５，３５７

１ 国 庫 補 助 金 １０，１０５，３５７

４ 県 支 出 金 １０１，４８２

１ 県 補 助 金 １０１，４８２

５ 財 産 収 入 ３９，６００

１ 財 産 売 払 収 入 ３９，６００

６ 繰 入 金 １３，３８７，２９３

１ 他 会 計 繰 入 金 １３，３８７，２９３

７ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

８ 諸 収 入 １，００５，００８

１ 延滞金・加算金及 び 過 料 １

２ 貸 付 金 元 利 収 入 ２１０，２８９

３ 雑 入 ７９４，７１８

９ 市 債 １１，８２７，３００

１ 市 債 １１，８２７，３００

歳 入 合 計 ４５，６８７，６７５

平成１６年度新潟市下水道事業会計予算

平成１６年度新潟市の下水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４５，６８７，６７５千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期

間及び限度額は，「第２表 債務負担行為」による。

（地 方 債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利

率及び償還の方法は，「第３表 地方債」による。

平成１６年４月１５日 第７３４号 67新 潟 市 公 報



歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 下 水 道 事 業 費 ２８，８２８，２８４

１ 管 理 費 ５，８９４，０５０

２ 事 業 費 ２２，９３４，２３４

２ 農 業 集 落 排 水 事 業 費 １４８，７００

１ 管 理 費 １２，１４０

２ 事 業 費 １３６，５６０

３ 公 債 費 １６，７１０，１９１

１ 公 債 費 １６，７１０，１９１

４ 予 備 費 ５００

１ 予 備 費 ５００

歳 出 合 計 ４５，６８７，６７５

第２表 債務負担行為

（単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

坂井輪雨水１号幹線（その３）公共下水道築造工事
平成１７年度から
平成１８年度まで

２，０００，０００

坂井輪雨水２号幹線公共下水道築造工事
平成１７年度から
平成１８年度まで

９００，０００

万 代 排 水 区 局 所 留 排 水 施 設 設 置 工 事
平成１７年度から
平成１８年度まで

２，１００，０００

木 戸 排 水 区 雨 水 貯 留 施 設 設 置 工 事 平 成１７年 度 ３００，０００

公 共 下 水 道 築 造 工 事 平 成１７年 度 ５，０００，０００

第３表 地 方 債

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

公 共 下 水 道 建 設 費 １１，１６９，９００
年５．０％
以内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

流 域 下 水 道 建 設 費 ５７０，２００ 普通貸借又は債券発行

農 業 集 落 排 水 建 設 費 ８７，２００
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 中 央 卸 売 市 場 収 入 ２０８，９３４

１ 使 用 料 ２０８，９３３

２ 手 数 料 １

２ 国 庫 支 出 金 １，１７０，３６２

１ 国 庫 補 助 金 １，１７０，３６２

３ 県 支 出 金 ３１９，０８８

１ 県 補 助 金 ３１９，０８８

４ 財 産 収 入 １，７０９

１ 財 産 運 用 収 入 １，７０９

５ 繰 入 金 ７１８，８２２

１ 他 会 計 繰 入 金 ７１８，８２２

６ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

７ 諸 収 入 １０６，９６０

１ 雑 入 １０６，９６０

８ 市 債 ２，１８２，９００

１ 市 債 ２，１８２，９００

歳 入 合 計 ４，７０８，７７６

平成１６年度新潟市中央卸売市場事業会計予算

平成１６年度新潟市の中央卸売市場事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４，７０８，７７６千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（地 方 債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，

限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。
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歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 中 央 卸 売 市 場 費 ４，１０５，７９５

１ 市 場 費 ２３２，２３０

２ 市 場 建 設 費 ３，８７３，５６５

２ 公 債 費 ６０２，６８１

１ 公 債 費 ６０２，６８１

３ 予 備 費 ３００

１ 予 備 費 ３００

歳 出 合 計 ４，７０８，７７６

第２表 地 方 債

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

市 場 建 設 事 業 費 ２，１８２，９００

年５．０％
以内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

普通貸借又は債券発行
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 １４０，２８５

１ 使 用 料 １４０，２８５

２ 県 支 出 金 ２２，８００

１ 県 補 助 金 ２２，８００

３ 繰 入 金 ３５８，６３３

１ 他 会 計 繰 入 金 ３５８，６３３

４ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

５ 市 債 ２２，８００

１ 市 債 ２２，８００

歳 入 合 計 ５４４，５１９

歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ と 畜 場 費 １８５，５４９

１ と 畜 場 費 １８５，５４９

２ 公 債 費 ３５８，８７０

１ 公 債 費 ３５８，８７０

３ 予 備 費 １００

１ 予 備 費 １００

歳 出 合 計 ５４４，５１９

平成１６年度新潟市と畜場事業会計予算

平成１６年度新潟市のと畜場事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５４４，５１９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（地 方 債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，

限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。
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第２表 地 方 債

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

食 肉 セ ン タ ー 施 設
設 備 改 善 工 事 費

２２，８００

年５．０％
以 内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

普通貸借又は債券発行

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ４

１ 使 用 料 ４

２ 財 産 収 入 ３６３，８６１

１ 財 産 売 払 収 入 ３６３，８６０

２ 財 産 運 用 収 入 １

３ 繰 入 金 ２６５，１９３

１ 繰 入 金 ２６５，１９３

４ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

歳 入 合 計 ６２９，０５９

歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 公 債 費 ６２８，９５９

１ 公 債 費 ６２８，９５９

２ 予 備 費 １００

１ 予 備 費 １００

歳 出 合 計 ６２９，０５９

平成１６年度新潟市土地取得事業会計予算

平成１６年度新潟市の土地取得事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ６２９，０５９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 支 払 基 金 交 付 金 ２４，６２４，５４６

１ 支 払 基 金 交 付 金 ２４，６２４，５４６

２ 国 庫 支 出 金 ９，６７７，４５０

１ 国 庫 負 担 金 ９，６７０，７７８

２ 国 庫 補 助 金 ６，６７２

３ 県 支 出 金 ２，４１７，６９５

１ 県 負 担 金 ２，４１７，６９５

４ 繰 入 金 ２，５６９，１７７

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ２，５６９，１７７

５ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

６ 諸 収 入 ５１，９２８

１ 延滞金・加算金及 び 過 料 ２

２ 雑 入 ５１，９２６

歳 入 合 計 ３９，３４０，７９７

歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 １５７，６６０

１ 総 務 管 理 費 １５７，６６０

２ 医 療 諸 費 ３９，１８２，６３７

１ 医 療 諸 費 ３９，１８２，６３７

３ 予 備 費 ５００

１ 予 備 費 ５００

歳 出 合 計 ３９，３４０，７９７

平成１６年度新潟市老人保健事業会計予算

平成１６年度新潟市の老人保健事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３９，３４０，７９７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ６９，５６４

１ 他 会 計 繰 入 金 ６９，５６４

２ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

３ 諸 収 入 ９８，８１４

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ９８，１２３

２ 雑 入 ６９１

４ 市 債 １２７，５８５

１ 市 債 １２７，５８５

歳 入 合 計 ２９５，９６４

歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 母子寡婦福祉資金貸付事業費 ２９５，９６４

１ 母子寡婦福祉資金貸付事業費 ２９５，９６４

歳 出 合 計 ２９５，９６４

第２表 地 方 債

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

母 子 寡 婦 福 祉
資 金 貸 付 事 業 費 １２７，５８５ 普通貸借 無利子

母子及び寡婦福祉法第３７条第２
項に定めるところによる。

平成１６年度新潟市母子寡婦福祉資金貸付事業会計予算

平成１６年度新潟市の母子寡婦福祉資金貸付事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２９５，９６４千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（地 方 債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，

限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。
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第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 介 護 保 険 料 ４，６５１，２７４

１ 介 護 保 険 料 ４，６５１，２７４

２ 国 庫 支 出 金 ６，３６０，７２４

１ 国 庫 負 担 金 ５，１０９，４６６

２ 国 庫 補 助 金 １，２５１，２５８

３ 県 支 出 金 ３，１９３，４１６

１ 県 負 担 金 ３，１９３，４１６

４ 支 払 基 金 交 付 金 ８，１７５，１４６

１ 支 払 基 金 交 付 金 ８，１７５，１４６

５ 繰 入 金 ３，７９５，７６２

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ３，７９５，７６２

６ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

７ 市 債 １７０，６１１

１ 市 債 １７０，６１１

８ 諸 収 入 ２，５２４

１ 延滞金・加算金及 び 過 料 １

２ 雑 入 ２，５２３

歳 入 合 計 ２６，３４９，４５８

平成１６年度新潟市介護保険事業会計予算

平成１６年度新潟市の介護保険事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２６，３４９，４５８千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（地 方 債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，

限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は，次のとおりと定める。

� 第２款各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるその経費の各項の間の流用
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歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 総 務 費 ６０５，８７１

１ 総 務 管 理 費 ３４２，６１１

２ 徴 収 費 ４７，９１９

３ 介護認定調査・審 査 会 費 ２１５，３４１

２ 保 険 給 付 費 ２５，５４７，３３５

１ 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 ２４，５２０，３２０

２ 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費 ８０１，１７１

３ そ の 他 諸 費 ４４，１２３

４ 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 １８１，７２１

３ 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 ２４，４９７

１ 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 ２４，４９７

４ 公 債 費 １７０，７５５

１ 公 債 費 １７０，７５５

５ 予 備 費 １，０００

１ 予 備 費 １，０００

歳 出 合 計 ２６，３４９，４５８

第２表 地 方 債

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

財政安定化基金貸付金 １７０，６１１ 普通貸借 無利子

借入れの年から据置期間を含み
４年以内に元金均等の方法によ
り，毎年度１期に償還する。た
だし，財政の都合により据置期
間中であっても繰上償還し，又
は償還年限を短縮することがで
きる。

76 平成１６年４月１５日 第７３４号 新 潟 市 公 報



歳 出 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 駐 車 場 費 １０９，２２１

１ 駐 車 場 費 １０９，２２１

２ 公 債 費 ３５，２６２

１ 公 債 費 ３５，２６２

歳 出 合 計 １４４，４８３

第１表 歳入歳出予算

歳 入 （単位 千円）

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 １４４，３５１

１ 使 用 料 １４４，３５１

２ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

３ 諸 収 入 １３１

１ 雑 入 １１

歳 入 合 計 １４４，４８３

平成１６年度新潟市駐車場事業会計予算

平成１６年度新潟市の駐車場事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１４４，４８３千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。
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収 入 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 市 民 病 院 事 業 収 益 １５，２０４，５３１

第１項 医 業 収 益 １３，６５２，７４３

第２項 医 業 外 収 益 １，５２９，７８８

第３項 特 別 利 益 ２２，０００

第２款 大山台診療所事業収益 ２０５，５７８

第１項 医 業 収 益 １０７，４９１

第２項 医 業 外 収 益 ９７，７８６

第３項 特 別 利 益 ３０１

支 出 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 市 民 病 院 事 業 費 用 １５，２０４，５３１

第１項 医 業 費 用 １４，９２５，８８０

第２項 医 業 外 費 用 １９２，１５１

第３項 特 別 損 失 ８５，５００

第４項 予 備 費 １，０００

第２款 大山台診療所事業費用 ２０５，５７８

第１項 医 業 費 用 １９７，４８６

第２項 医 業 外 費 用 ７，４９１

第３項 特 別 損 失 ３０１

第４項 予 備 費 ３００

平成１６年度新潟市病院事業会計予算

（総 則）

第１条 平成１６年度新潟市病院事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

� 病床数

ア 市民病院 ７２４床 一般病床 ７０６床

感染症病床 １８床

イ 大山台診療所 １９床 一般病床 １９床

� 年間患者数

ア 入院患者 市民病院 ２３１，９３０人，大山台診療所 ５，５４４人

イ 外来患者 市民病院 ３１２，５１８人，大山台診療所 ８，９８１人

� 主要な建設改良事業

ア 市民病院建設改良事業 １，１２５，９５７千円

イ 市民病院器械備品購入 ３８８，５２０千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。
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（単位 千円）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１ 資本的支出 １ 建設改良費 新病院建設事業 ２２，８８８，０００

平成１６年度 ７４２，５００

平成１７年度 ６，７２８，５００

平成１８年度 １４，７０５，０００

平成１９年度 ７１２，０００

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

建 設 改 良 事 業 ９４２，５００ 普通貸借又は債券発行

年５．０％
以 内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

収 入 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 市 民 病 院 資 本 的 収 入 １，２８４，３３７

第１項 企 業 債 ９４２，５００

第２項 補 助 金 ８，７２０

第３項 負 担 金 交 付 金 ３３３，１１７

第２款 大山台診療所資本的収入 １６，３２５

第１項 負 担 金 交 付 金 １６，３２５

支 出 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 市 民 病 院 資 本 的 支 出 １，９２５，０２６

第１項 建 設 改 良 費 １，５１４，４７７

第２項 企 業 債 償 還 金 ４１０，５４９

第２款 大山台診療所資本的支出 １６，３２５

第１項 企 業 債 償 還 金 １６，３２５

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

６４０，６８９千円は，当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額１，３４８千円及び過年度損益勘定留保資金６３９，３４１千

円で補てんするものとする。）。

（継 続 費）

第５条 継続費の総額及び年割額は，次のとおりと定める。

（企 業 債）

第６条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。
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種 類 名 称 数 量

器 械 備 品 コンピューテッド・ラジオグラフィー １ 式

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は，７００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

� 医業費用，医業外費用及び特別損失に計上した経費のうち，次条に定める経費以外の経費に係る予算額に過

不足を生じた場合におけるその経費の項の間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費を

その経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

� 職員給与費 ８，０９９，２７２千円

� 交 際 費 ８６０千円

（たな卸資産購入限度額）

第１０条 たな卸資産の購入限度額は，１，７００，０００千円と定める。

（重要な資産の取得及び処分）

第１１条 重要な資産の所得及び処分は，次のとおりとする。

� 取得する資産
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収 入 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 事 業 収 益 １１，９０４，６４８

第１項 営 業 収 益 １１，４７９，３１７

第２項 営 業 外 収 益 ４２５，３２９

第３項 特 別 利 益 ２

支 出 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 事 業 費 ９，８０３，０６７

第１項 営 業 費 用 ８，６３５，１１７

第２項 営 業 外 費 用 １，１５４，８２９

第３項 特 別 損 失 ８，１２１

第４項 予 備 費 ５，０００

平成１６年度新潟市水道事業会計予算

（総 則）

第１条 平成１６年度新潟市水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

� 給水戸数 １９５，４００戸

� 年間総配水量 ７２，６２５，０００�
１日平均配水量 １９９，０００�

� 主要な建設改良事業

（仮称）信濃川浄水場建設事業 ９，０４８，１７５千円

配 水 管 幹 線 整 備 事 業 ４５８，４３０千円

配 水 管 整 備 事 業 ３４４，１９０千円

老 朽 管 改 良 事 業 １４０，４９０千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。
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（単位 千円）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１ 資本的支出 １ 建設改良費 南山配水場施設改 良 事 業 ４９８，７５０
平成１６年度 ９９，７５０

平成１７年度 ３９９，０００

（単位 千円）

事 項 期 間 限 度 額

配水管布設替工事 平成１７年度 １６０，０００

収 入 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 資 本 的 収 入 ７，５９４，９９２

第１項 企 業 債 ６，８０８，０００

第２項 国 庫 補 助 金 ２８５，２９６

第３項 出 資 金 １８０，０００

第４項 固 定 資 産 売 却 代 金 １

第５項 消 火 栓 設 置 負 担 金 ４８，５００

第６項 補 償 金 ２７２，４６８

第７項 共同施設改良負担金 ７２７

支 出 （単位 千円）

科 目 金 額

第１款 資 本 的 支 出 １２，６２４，５４３

第１項 建 設 改 良 費 １１，３９３，１８８

第２項 企 業 債 償 還 金 １，２３１，３５５

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

５，０２９，５５１千円は，当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額５２４，８７２千円，当年度損益勘定留保資金

２，２２７，２５５千円，建設改良積立金２，２６０，７１２千円及び繰越利益剰余金処分額１６，７１２千円で補てんするものとす

る。）。

（継 続 費）

第５条 南山配水場施設改良事業に係る継続費について，その総額及び年割額を次のとおり定める。

（債務負担行為）

第６条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。
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新潟市告示第８６号

住居表示実施済区域の街区の区域変更等及び実

施期日について

新潟市住居表示に関する条例（昭和４２年条例第３５号）

に基づき，街区の区域変更等及び実施期日について次の

とおり定めたので，同条例第２条の規定により告示す

る。

平成１６年３月２６日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 街区の区域変更等 別図１（変更前）

別図２（変更後）

２ 実 施 期 日 平成１６年３月２６日

新潟市告示第８７号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第８８号

自動車臨時許可番号標の失効告示について

下記の自動車臨時運行許可番号標は，貸与を受けた者

より回収不能となり，有効期間満了の日以降無効とす

る。

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

（仮称）信濃川浄水場建設事業 ６，８０８，０００ 証書借入又は債券発行

年５．０％
以 内

（ただし，利率
見直し方式で借
入れる場合で，
政府資金及び公
営企業金融公庫
資金について利
率の見直しを
行った後におい
ては，当該見直
し後の利率）

借入れの年から据置期間を含み
３０年以内に元利均等又は元金均
等若しくは不均等の方法によ
り，毎年度１期又は２期に償還
する。ただし，財政の都合によ
り据置期間中であっても繰上償
還し，償還年限を短縮し，又は
低利債に借り換えることができ
る。

種 類 名 称 数 量

工具・器具及び備品 液体クロマトグラフ質量分析計 １ 式

工具・器具及び備品 ガスクロマトグラフ質量分析計 １ 式

（企 業 債）

第７条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

（一時借入金）

第８条 一時借入金の限度額は，２００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

� 営業費用及び営業外費用の間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第１０条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費を

その経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

� 職員給与費 ２，６９１，２２８千円

� 交 際 費 ７００千円

（利益剰余金の処分）

第１１条 繰越利益剰余金のうち１６，７１２千円は，次のとおり処分するものと定める。

� 建設改良積立金 １６，７１２千円

（たな卸資産購入限度額）

第１２条 たな卸資産の購入限度額は，１１８，５０８千円と定める。

（重要な資産の取得及び処分）

第１３条 重要な資産の取得及び処分は，次のとおりとする。

１ 取得する資産
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路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

山 の 下
東 港 線
１ 号

東新町９４から 前 ２２．０
～２７．３ ３４８７．０

松崎字西１４まで 後 ２２．０
～２７．３ ３４８６．６

新 崎
松 浜 線

新崎二丁目２９８３－１か
ら 前 ６．０

～２３．４ ３６９７．８

松浜二丁目２－１１まで 後 ６．０
～２３．４ ３６９８．７

山 木 戸
津島屋線

上木戸字東大山１６－２
から 前 ５．３

～１２．３ ４７３４．３

津島屋三丁目１－１ま
で 後 ５．３

～１２．３ ４７３５．１

松 崎
逢谷内線

松崎字東５１１から 前 ５．４
～１６．９ １１２８．６

逢谷内六丁目７８－１ま
で 後 ７．７

～１６．９ ９５０．８

榎山の下
線

榎町５７から 前 ５．４
～３３．０ ３１４２．５

古湊町１－１３まで 後 ８．０
～３３．０ ３１４１．８

天 神 尾
東幸町線

天神尾一丁目１７から 前 ４．８
～１０．７ ９５６．２

東幸町４０２－３まで 後 ４．８
～１０．７ ９５７．１

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

明 石
紫竹山線

明石一丁目１１０から 前 ５．８
～２９．８ １３３０．４

鐙三丁目３６９まで 後 ５．８
～２９．８ １３３０．１

川 岸 町
一番堀通
町 線

川岸町三丁目２３－３か
ら 前 ８．０

～３６．１ １８９５．２

一番堀通町３－８まで 後 ８．０
～３６．１ １８９５．０

川 端 町
入 船 線
１ 号

上大川前通一番町１６５－
１から 前 ８．６

～２１．０ ２１４０．９

柳島町一丁目８－７ま
で 後 ７．８

～２１．０ ２１４０．９

寄居浜線
１ 号

関屋字風砂除１－３７か
ら 前 ５．５

～３１．１ ２００６．２

西船見町５９３２－６１６まで 後 ５．５
～３１．１ ２００５．７

有 明 台
関屋大川
前 線

有明台４１８から 前 ８．７
～１７．５ ３８０．８

関屋大川前一丁目２０６８
－４まで 後 ８．４

～１７．５ ３８１．０

西大畑町
線

西大畑町５９１－１１から 前 ５．４
～１５．０ ３３８．２

西大畑町５２１４－２まで 後 ５．４
～１５．０ ３３７．２

新 潟
鳥屋野線
２ 号

天神尾一丁目３４１－２１か
ら 前 ７．１

～１９．２ １４５５．５

紫竹山一丁目１８５－１ま
で 後 ７．１

～１９．２ １４５５．２

網川原線
網川原二丁目４から 前 ５．１

～８．０ ５５６．７

網川原二丁目８２－１ま
で 後 ５．１

～８．６ ５５６．２

網川原線
１ 号

網川原二丁目８２－１か
ら 前 ４．２

～８．６ ２５１３．９

和合町二丁目１１９３－２
まで 後 ４．６

～８．７ ２５１３．２

寄 居 浜
女 池 線
３ 号

上所二丁目１１４１－１００か
ら 前 １２．７

～１６．２ ６３２．８

近江字上８０－１まで 後 １２．７
～１６．２ ６３２．５

小 針 線
西有明町５８２０－１６４から 前 ７．５

～３７．７ ２６８４．４

小新三丁目２８９－３１まで 後 ７．５
～３７．７ ２６８０．０

小 針
坂 井 線

小針四丁目７７０－１から 前 ４．９
～２０．２ ４６７６．６

大野字村中１４７まで 後 ４．９
～２０．２ ４６７６．１

小 新
槙 尾 線

小新一丁目３４－３から 前 ３．５
～２２．５ ７９６５．２

槙尾字道下８７５－１まで 後 ３．５
～２２．５ ７９６８．６

寺 尾 線
寺尾上三丁目５７００－３
から 前 ３．６

～１９．１ ５５２．５

寺尾西二丁目６０８７－１７
まで 後 ３．６

～１９．１ ５５２．７

新 田 線
新田字丸潟６６７－１から 前 ４．５

～１０．４ ５２５．５

新田字浜野２１３－１まで 後 ４．５
～１０．４ ５２５．８

新 通 線
新通字フケ４４６４－１か
ら 前 ４．５

～１０．０ ６８８．０

新通字荒戸４２４６－３ま
で 後 ４．５

～１０．０ ６４９．６

槙尾前野
外新田線

槙尾字道下８７７－５から 前 ３．８
～１１．４ ４６９１．５

前野外新田字尾崎５２４－
１まで 後 ３．８

～１１．４ ４６９０．６

平成１６年３月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

１ 番 号 標 番 号 新潟６８１号

２ 有効期間満了年月日 平成１４年９月２１日

新潟市告示第８９号

自動車臨時許可番号標の失効告示について

下記の自動車臨時運行許可番号標は，貸与を受けた者

より回収不能となり，有効期間満了の日以降無効とす

る。

平成１６年３月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

１ 番 号 標 番 号 新潟７１５号

２ 有効期間満了年月日 平成１５年１月３０日

新潟市告示第９０号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示９１号

市道区域の変更について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に

基づき，市道区域を次のように変更する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１６年３月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

曽 和
上新町線

新中浜一丁目５－３か
ら 前 ７．５

～１９．０ ９５４．１

内野上新町１１８４１まで 後 ７．５
～１９．０ ９５４．４

新幹線西
側側道線

山田字中道下ノ中３６３－
１から 前 ５．９

～１１．０ ６８５５．４

板井字大新田３３４８－１
まで 後 ５．９

～１１．０ ６８５６．６

嘉 瀬
蔵 岡 線

嘉瀬字居村３７９１－１か
ら 前 ５．０

～１７．８ １６７７１．０

蔵岡字上境１７５まで 後 ５．０
～５１．５ １６７７１．０

弁天町線
南万代町１２から 前 １４．７

～２２．６ ３５１．９

八千代一丁目２４９８まで 後 １４．７
～２２．６ ３５１．８

大 渕
直り山線

大渕字中谷内１６７－３か
ら 前 ５．９

～２２．８ ２１８０．２

直り山字小丸山９１９－１
まで 後 ５．９

～２２．８ ２１８０．６

紫 竹
河 渡 線

紫竹六丁目１８１９－１３か
ら 前 ５．４

～２４．２ ４８１０．２

河渡庚１６０－３まで 後 ５．４
～２４．２ ４８１４．７

沼 垂 東
日の出線

沼垂東三丁目８２１－２か
ら 前 ４．５

～１２．７ １２４４．８

日の出二丁目１７０－２ま
で 後 ４．５

～１２．７ １２４４．３

八 千 代
幸 西 線

八千代二丁目２０００－１
から 前 ９．１

～１２．１ １１２５．９

幸西三丁目２４７まで 後 ９．１
～１２．１ １１２６．２

米山紫竹
山 線

米山三丁目４８３－１から 前 ４．９
～７．９ ８９２．０

紫竹山一丁目１５３まで 後 ４．９
～７．９ ８９１．７

網 川 原
鐙 線

網川原二丁目１１６－４２か
ら 前 ４．３

～１１．６ ５３１６．９

鐙三丁目１－３まで 後 ４．３
～１１．６ ５３１６．６

紫 竹 山
鳥屋野線

紫竹山三丁目５７１から 前 ６．８
～２３．０ ５２２０．４

鳥屋野三丁目２６まで 後 ６．８
～２３．０ ５２１８．８

女 池
紫竹山線

女池字下山南１３３３－７
から 前 ４．６

～１５．０ ２１６８．７

紫竹山字東沢５５３まで 後 ４．７
～１５．０ ２１６８．９

南 紫 竹
山二ツ線

南紫竹一丁目１３００－７
から 前 ６．０

～１８．５ １３０２．２

山二ツ四丁目９４３－３ま
で 後 ６．０

～２１．０ １３２５．１

山 二 ツ
長 潟 線

山二ツ五丁目７９５－３か
ら 前 ８．０

～２０．５ ２７９３．２

長潟字長潟９６８－１まで 後 ９．０
～２０．５ ２７９３．６

舞 潟
曽 川 線

舞潟字居村６６９から 前 ５．０
～２４．４ ２９００．７

曽川字居村乙１４０２まで 後 ５．０
～２４．４ ２９０１．４

網 川 原
楚 川 線

網川原二丁目１－１か
ら 前 ４．８

～１７．０ ４２９２．４

楚川字東割２９１－１まで 後 ４．８
～１７．０ ４２９１．９

礎町通線
礎町通上一ノ町１９１８か
ら 前 １０．４

～１５．１ ７１４．４

礎町通五ノ町２２７４まで 後 １０．４
～１５．１ ７１７．７

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

川 岸 町
下大川前
通 線

川岸町三丁目３３－２か
ら 前 ６．１

～１６．０ ３１００．４

下大川前通二ノ町２２３０
－５２まで 後 ６．１

～１６．０ ３０９９．４

平島大野
線 １ 号

平島字道下１３２２－１か
ら 前 ３．５

～１５．３ ６６４３．０

大野字川端１７まで 後 ３．５
～１５．３ ６６４３．８

五十嵐一の町
上新栄町線

五十嵐一の町６２８９－２
から 前 ３．３

～１３．５ １９８４．９

上新栄町５９６０－４２０まで 後 ３．３
～１３．５ １９８４．３

五 十 嵐
中 島 線

五十嵐中島３０６０から 前 ７．１
～１１．４ ４１２．４

五十嵐中島１６２３－寅ま
で 後 ７．１

～１１．４ ４１２．５

中権寺線
中権寺字三倍２５１７から 前 ３．８

～１６．３ １０５６．５

中権寺字道上７４－１ま
で 後 ３．６

～１６．３ １０５６．４

黒 鳥
的 場 線

黒鳥字高分１３５－１から 前 ８．０
～９．０ ２８２６．６

小新字的場３８９８－３ま
で 後 ８．０

～１２．１ ２８２６．６

西南１－
９ 号 線

赤塚字沼５７４９から 前 ２．５
～９．３ ５９０．４

赤塚字鷲山５８７９まで 後 ２．５
～９．３ ５９０．２

西南１－
１０２号線

赤塚字稲葉４７１５－３か
ら 前 ３．８

～８．０ １１５７．４

赤塚字南浦原４８４２－１
まで 後 ３．８

～８．０ １１５７．５

西南１－
１１０号線

赤塚字稲場４７１７－３か
ら 前 ３．６

～６．０ ７６８．２

赤塚字北浦原５０９５まで 後 ３．６
～６．０ ７６７．４

西南２－
１７号 線

中権寺字小丸山３３４８か
ら 前 ２．３

～７．０ ３５６．４

中権寺字三倍２８４９まで 後 ２．３
～７．０ ３５６．５

西南２－
２５号 線

中権寺字三倍２９０１－５
から 前 １．８

～５．６ ５１６．２

中権寺字三倍２８２４まで 後 １．８
～５．６ ５１５．９

西南２－
２６号 線

中権寺字三倍２８２４から 前 ４．１
～７．３ ８９６．３

中権寺字三倍２９４０まで 後 ４．１
～７．３ ８９６．６

西南２－
７３号 線

五十嵐三の町北１０３５６－
１から 前 ２．７

～３．４ １２０．７

五十嵐三の町１０３６１まで 後 ２．７
～４．０ １１８．７

西南２－
９５号 線

五十嵐三の町中１０１４７－
５から 前 ２．７

～８．６ ８０７．３

五十嵐三の町西９６５３ま
で 後 ２．７

～８．６ ８０７．７

西南２－
９６号 線

五十嵐三の町西９４９６－
２から 前 ２．６

～５．８ ４５５．８

五十嵐三の町西９６２９－
２まで 後 ２．６

～５．８ ４５５．５

西南２－
９８号 線

内野上新町１１８１０－１か
ら 前 ３．３

～７．２ １８８５．４

五十嵐三の町南１３３２６－
１まで 後 ３．３

～７．２ １８８４．８

西南２－
１２０号線

五十嵐中島四丁目１４６６
－５５から 前 ４．０

～８．８ ２８５．０

五十嵐中島四丁目２４７０
－１９まで 後 ４．０

～８．８ ２８３．６
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路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

西南２－
１２５号線

五十嵐中島四丁目２６２６
－４から 前 ４．０

～８．３ １９８．０

五十嵐中島四丁目２７０３
－２０まで 後 ４．０

～８．３ １９７．９

西南２－
１３５号線

五十嵐中島三丁目３８４９
－７から 前 ３．９

～７．３ ２４５．５

五十嵐中島三丁目２２４０
－９３まで 後 ３．９

～７．３ ２４５．０

西南２－
１４３号線

五十嵐中島一丁目１３２８０
－４から 前 ３．９

～６．０ ７００．８

五十嵐中島一丁目１９８２
まで 後 ３．９

～６．０ ７０１．３

西南２－
１５８号線

五十嵐中島一丁目２００６
－１から 前 １．８

～２．４ ４３．２

五十嵐中島一丁目２００６
－１まで 後 １．８

～２．４ ４２．７

西南２－
１６６号線

五十嵐中島三丁目３２８４
－９５から 前 ６．０

～１０．６ ４９．６

五十嵐中島三丁目３２８４
－９１まで 後 ６．０

～１０．６ ４９．１

西南２－
１７７号線

五十嵐中島二丁目１７０５
－５１から 前 ６．０

～１０．７ ４１．１

五十嵐中島二丁目１７０５
－３まで 後 ６．０

～１０．７ ４１．６

西南２－
２０７号線

五十嵐中島二丁目１７６４
－６から 前 ４．０

～１１．０ １９８．９

五十嵐中島二丁目２２４０
－１６０まで 後 ４．０

～１１．０ １９８．４

西南２－
２２４号線

五十嵐中島二丁目１８５４
－２から 前 ２．９

～４．８ ２３．１

五十嵐中島二丁目１８５４
－３まで 後 ２．９

～４．８ ２３．２

西南３－
１ 号 線

山崎字下り１２１６－５か
ら 前 ４．１

～１０．３ １３５９．３

木山字屋敷裏１５－４ま
で 後 ４．１

～１０．７ １３５９．６

西南３－
３ 号 線

山崎字下り１１８４から 前 ２．７
～９．３ １８６．８

山崎字屋敷添１１１２－甲
まで 後 ２．７

～９．３ １８６．３

西南３－
１７号 線

木山字屋敷裏字宅地６１１
から 前 ３．６

～６．５ １６５．２

木山字前田７５８まで 後 ３．６
～６．５ １６４．９

西南３－
２５号 線

木山字屋敷裏字宅地４０
－１から 前 １．８

～６．２ １３４．１

木山字屋敷裏字宅地４
まで 後 １．８

～６．２ １３４．２

西南３－
９２号 線

赤塚字稲場４７０４－１か
ら 前 ３．６

～９．５ ２１７．０

赤塚字屋敷添４３７４－甲
まで 後 ３．６

～９．５ ２１７．７

西南３－
９３号 線

赤塚字稲場４５１８－１か
ら 前 ３．６ １８．６

赤塚字稲場４５１８－１ま
で 後 ３．６ １９．９

西南３－
１３９号線

赤塚字下川戸１２３３から 前 ２．５
～６．０ ６９１．８

藤蔵新田字おとら田２４８
－３まで 後 ２．５

～６．０ ６９２．０

西南３－
１４２号線

藤蔵新田字小池前４４２－
１から 前 ３．６

～８．５ ５２０．４

藤蔵新田字八百島６７０ま
で 後 ３．６

～８．５ ５２０．３

西南３－
１８４号線

勘助郷屋字下沢１１４から 前 ２．７
～６．０ ２２８．７

勘助郷屋字下利１４３－１
まで 後 ２．７

～６．０ ２２６．４

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

西南３－
１８５号線

勘助郷屋字下沢１４２－４
から 前 ２．７

～８．０ ３７９．５

勘助郷屋字下沢１２１まで 後 ２．７
～８．０ ３８１．０

西南３－
１８７号線

勘助郷屋字下利１５９－３
から 前 ２．２

～２．７ ４１．６

勘助郷屋字下利１５７まで 後 ２．２
～２．７ ３９．２

西南３－
１８９号線

勘助郷屋字下利１８８から 前 １．９
～４．４ ６８３．１

勘助郷屋字大沼３３０まで 後 １．９
～４．４ ６８２．９

西南３－
１９２号線

勘助郷屋字内畑１４６－２
から 前 ３．１

～４．５ ５７１．６

勘助郷屋字内畑２２９まで 後 ３．１
～４．７ ５７１．３

西南３－
１９８号線

勘助郷屋字大沼３４６から 前 ２．７
～３．７ ２１３．６

勘助郷屋字大沼３３５まで 後 ２．７
～３．７ ２１３．４

西南３－
２７７号線

木山字屋敷裏４０９－２か
ら 前 ４．３

～１０．０ ２９５．３

木山字前田１０３９－１ま
で 後 ４．３

～１０．０ ２９４．５

西南３－
２８０号線

勘助郷屋字下利１４３－１
から 前 ５．０

～５．７５ ３３０．２

勘助郷屋字下利１８１－３
まで 後 ５．４

～６．８ ３３０．２

西南３－
２８１号線

山崎字下り１１９８－１か
ら 前 １．８２ ７７．２５

山崎字下り１１９１まで 後 １．８２
～２．０ １１６．９

西南４－
２４号 線

中権寺字三倍２５８６－１
から 前 １．８

～５．０ ３７１．８

中権寺字三倍２６７３－２
まで 後 １．８

～５．０ ３７１．６

西南４－
５０号 線

木山字前田９６３から 前 ２．７
～６．０ １４９２．７

木山字中通１１３６まで 後 ２．７
～６．０ １４９２．９

西南４－
５１号 線

木山字前田９３３から 前 ２．５
～４．６ １５４９．４

木山字中通１１１３まで 後 ２．５
～５．５ １５４９．８

西南４－
５２号 線

木山字前田８９７から 前 ２．５
～４．９ １２２６．４

山崎字芹谷地４０６まで 後 ２．５
～５．５ １２２６．６

西南４－
５７号 線

神山字切替１５４０－１か
ら 前 ３．０

～８．０ １４０４．０

赤塚字下野地２４４まで 後 ３．０
～８．０ １４０４．２

西南４－
７５号 線

早潟字大新田１０５－１か
ら 前 ３．６ ３１０．６

早潟字大新田５９８－１ま
で 後 ３．６ ３１２．５

西南４－
７８号 線

早潟字大新田４９６から 前 ２．８
～７．３ １１１９．７

早潟字碇下５２－１まで 後 ２．８
～７．３ １１２０．２

西南４－
１１９号線

小見郷屋字三辺１６６から 前 ２．７
～７．０ ２９０．１

小見郷屋字中蒲３２４まで 後 ２．７
～７．０ ２９０．９

西南４－
１２４号線

小見郷屋字三辺１８８－２
から 前 １．８

～５．８ ４２６．７

小見郷屋字三辺１６８まで 後 １．８
～５．８ ４２６．５
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路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

西南４－
１２５号線

小見郷屋字三辺２０２－２
から 前 ３．０

～３．６ ２６０．７

小見郷屋字三辺１８９まで 後 ３．０
～３．８ ２６１．０

西南４－
１３３号線

藤野木字江先１３７－２か
ら 前 １．８ １６８．７

藤野木字江先１４５－２ま
で 後 ２．５ １６８．２

西南４－
１４８号線

藤野木字江先４９５から 前 ３．６
～３．９ １６７．２

藤野木字江先４８８まで 後 ３．６
～４．７ １６７．１

西南４－
２３０号線

明田字屋敷廻７０４から 前 ３．６
～７．４ ４４９．６

明田字前谷９６１－３まで 後 ３．６
～７．４ ４４９．７

西南４－
２３８号線

明田字屋敷廻７８７－８か
ら 前 ２．３

～１１．２ ６０１．５

明田字上谷５０８まで 後 ２．３
～１１．２ ６０１．２

西南４－
２４２号線

明田字布割５５１－１から 前 ２．７
～３．０ ９７．３

明田字布割５４５まで 後 ２．７
～３．０ ９６．８

西南４－
２４５号線

明田字前谷９５８－１から 前 ２．７
～６．５ ４６７．８

明田字前谷４８１まで 後 ２．７
～６．５ ４６６．４

西南５－
１１号 線

中権寺字道下４３１から 前 ２．０
～４．０ ８１．２

中権寺字道下４２７まで 後 ２．０
～４．０ ８１．０

西南５－
１２号 線

中権寺字道下４５１から 前 ２．７
～６．７ １６２．８

中権寺字道下４６３まで 後 ２．７
～６．７ １６２．９

西南５－
２１号 線

中権寺字道下４５９から 前 ３．５
～１０．８ ８４８．０

中権寺字道下８８０－１ま
で 後 ３．５

～１０．８ ８４９．０

西南５－
３８号 線

曽和字沢田３８４－１から 前 ２．７
～８．８ ６０６．２

内野戸中才１５２４－２ま
で 後 ２．７

～１０．２ ６０６．０

西南５－
４５号 線

曽和字野付１０６４－１か
ら 前 ２．０

～４．９ ５５４．１

田島字地六山２３９７－４
まで 後 ２．０

～４．９ ５５２．４

西南５－
４６号 線

金巻新田字通下３１１から 前 １．６
～４．８ １２６４．４

曽和字六地１１２５－２ま
で 後 １．６

～４．８ １２６４．１

西南５－
４７号 線

曽和字沢田６９３－１から 前 ２．０
～６．２ ５２６．８

曽和字六地１１６０まで 後 ２．０
～６．２ ５２６．４

西南５－
４８号 線

曽和字六地８８５－１から 前 ２．０
～４．６ ２２６．６

曽和字六地１１４７まで 後 ２．０
～４．６ ２２５．８

西南５－
４９号 線

田島字堤内２１４－１から 前 ２．０
～４．９ ５７５．０

田島字堤内２４５まで 後 ２．０
～４．９ ５７５．１

西南５－
５１号 線

田島字蓮潟５２５から 前 ２．７
～６．２ ４９１．５

田島字堤内１６５まで 後 ２．７
～６．２ ４９１．８

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

西南５－
６０号 線

田島字上関６８６－１から 前 ２．７
～４．０ ２５２．１

金巻新田字早潟３３８まで 後 ２．７
～４．０ ２５１．８

西南５－
６２号 線

金巻新田字早潟３４５から 前 ３．８
～９．０ ６６７．８

内野字崎山３１６６－１ま
で 後 ３．８

～９．０ ６６７．１

西南５－
８３号 線

金巻新田字早潟３８６から 前 ２．８
～５．７ ２４８．２

金巻新田字早潟３７４まで 後 ２．８
～５．７ ２４８．０

西南５－
１０６号線

内野戸中才１５２８－４か
ら 前 ６．０

～１０．２７ １０６．９９

内野戸中才１５１０－１３ま
で 後 ６．０

～１０．２７ １０７．０

西南５－
１０７号線

内野戸中才１５３２－４か
ら 前 ７．０

～９．５４ ３９６．３６

内野戸中才１５１６－９ま
で 後 ７．０

～９．５４ ３９４．２

西南５－
１０８号線

内野戸中才１５１０－２８か
ら 前 ６．０

～１０．２６ ８５．１

内野戸中才１５１０－２７ま
で 後 ６．０

～１０．２６ ８４．６

西南５－
１０９号線

内野戸中才１４７２－２か
ら 前 ６．０

～１５．２７ １２４．７１

内野戸中才１４７２－１３ま
で 後 ６．０

～１５．２７ １２４．７

西南５－
１１０号線

曽和字六地１００９－３か
ら 前 ９．０

～１４．６ １８８．０

曽和字野付１０６７－１ま
で 後 ９．０

～１４．６ １５８．０

西南５－
１１１号線

曽和字沢田６３７－２から 前 ４．０
～１２．０ １２０．０

曽和字沢田６９９－３まで 後 ４．０
～１２．０ １０４．３

西南５－
１１２号線

曽和字沢田５５４－１から 前 ２．０
～２．６ ３６．７

曽和字沢田５５３－２まで 後 ２．０
～２．６ ２７．２

西南６－
１ 号 線

曽和字沢田２３０－３から 前 ２．５
～１０．６ ８５１．１

曽和字野付４４まで 後 ２．５
～１６．０ ８４８．３

西南６－
７ 号 線

曽和字沢田４９５－１から 前 ２．０
～５．０ ７０９．６

曽和字野付４５８－１まで 後 ２．０
～５．０ ７１０．０

西南６－
１３８号線

笠木字五十歩１７５６－１
から 前 ３．５

～６．０ ５３２．５

笠木字荒田３５４まで 後 ３．５
～６．０ ５３１．４

西南６－
１３９号線

笠木字十二歩１９０から 前 ２．４
～４．０ ４３２．１

笠木字荒田３７２まで 後 ２．４
～４．０ ４３１．５

西南６－
１４２号線

笠木字荒田４１１－７から 前 ２．７
～７．０ ３１４．６

笠木字荒田４０９－１まで 後 ２．７
～７．０ ３１３．８

西南６－
１４６号線

笠木字荒田４１１－１から 前 ２．８
～７．０ ３０８．５

新田字新川西６３７まで 後 ２．８
～７．０ ３０７．７

西南６－
１４７号線

笠木字荒田４１０－１から 前 ２．４
～６．５ ３４８．１

新田字新川西６６８－２ま
で 後 ２．４

～６．５ ３４７．６
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前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

西南６－
１８３号線

笠木字荒田４１１－７から 前 ４．９
～５．８ ２０６．０

新田字新川西６１４まで 後 ３．０ ２０５．２

西南６－
１８４号線

高山字前田１４０－２から 前 ６．０ ６７．０

新通字仲才３２－２まで 後 ６．８
～７．１ ５１．５

西南６－
１８５号線

高山字前田１９９－７から 前 ５．０ １０２．０

新通字仲才３０２－４まで 後 ５．０
～８．４ １０３．６

西南６－
１８６号線

新通字仲才１０１－２から 前 ４．４ ２１０．０

新通字仲才２０９まで 後 ４．４
～４．９ ２０４．８

西南７－
１９号 線

小瀬字居村４２から 前 ３．１
～３．５ ６４．６

小瀬字居村４０まで 後 ３．１
～３．９ ６４．６

西南７－
２６号 線

小瀬字居村２２から 前 ２．８
～４．５ ５４．０

小瀬字居村２１まで 後 ２．８
～４．５ ５３．８

西南７－
４５号 線

大友字裏向６２－２から 前 ２．７
～１０．５ ２２９．１

大友字裏向１３３－１まで 後 ２．７
～１０．５ ２２８．８

西南７－
４９号 線

大友字裏向１２３－１から 前 ２．８
～４．３ １１０．６

大友字裏向５７２－３まで 後 ２．８
～４．３ １０８．７７

西南７－
５８号 線

大友字裏向２５２－３から 前 ２．３
～７．０ ４４５．０

大友字裏向２０４まで 後 ２．３
～７．０ ４４４．６

西南７－
７２号 線

大友字荒古７４４から 前 ２．１
～５．４ ９１７．５

大友字土堤下５１４－１ま
で 後 ２．１

～５．４ ９１７．４

西南７－
８０号 線

大友字土堤下５９１から 前 ４．５
～８．７ ８５４．９

大友字土堤下５００まで 後 ４．５
～８．７ ８５４．７

西南７－
９４号 線

中野小屋字大友１７５３か
ら 前 ３．０

～５．３ ８９２．６

田潟字田潟１０１１－１ま
で 後 ３．０

～５．３ ８９２．２

西南７－
９５号 線

中野小屋字本地６１０から 前 ３．１
～８．６ １９３６．０

田潟字田潟２７５まで 後 ３．１
～８．６ １９３５．９

西南７－
１００号線

中野小屋字荒古１１５５か
ら 前 ２．７

～４．０ １５６．７

中野小屋字荒古９８９まで 後 ２．７
～６．３ １５５．７

西南７－
１０３号線

中野小屋字下割９３８－１
から 前 ２．８

～１２．８ ８１２．０

中野小屋字荒古９８５－２
まで 後 ２．８

～１２．８ ８１１．８

西南７－
１３４号線

中野小屋字大友地先１７７
７から 前 ４．５

～８．８ ８６５．８

田潟字田潟４４２まで 後 ４．５
～８．８ ８６５．６

西南７－
１３７号線

中野小屋字萱割７７９から 前 ２．７
～４．５ ２８０．５

中野小屋字萱割７８６まで 後 ２．７
～４．５ ２８０．６

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

西南７－
１４１号線

中野小屋字本地６０１－１
から 前 １．５

～４．５ ４４４．０

保古野木字前野前６８７－
１まで 後 １．５

～４．５ ４４４．１

西南７－
１４２号線

中野小屋字本地５４１から 前 ２．７
～４．５ ４５９．４

保古野木字前野前６７１－
１まで 後 ２．７

～４．５ ４５９．０

西南７－
１４９号線

保古野木字尾崎５２４－１
から 前 ２．９

～４．７ ３４６．２

保古野木字前野前５０１ま
で 後 ２．９

～４．７ ３４５．５

西南７－
１５１号線

田潟字田潟２５３から 前 ５．５
～９．０ １５９．８

田潟字田潟２４０－１まで 後 ５．５
～９．０ １５９．５

西南７－
１５３号線

田潟字田潟１８４－２から 前 ４．０
～１２．１ ３４８．４

田潟字田潟１６５－１まで 後 ４．０
～１２．１ ３４８．２

西南７－
１７３号線

中野小屋字本地３８０から 前 ２．８
～６．２ ８０４．９

中野小屋字萱割７８５－２
まで 後 ２．８

～６．２ ８０３．６

西南７－
１９４号線

明田字布割６５１－１から 前 ３．６
～６．５ ３９０．４

明田字大面８３９－１まで 後 ３．６
～６．５ ３９０．３

西 １ －
１１号 線

五十嵐二の町８７１８から 前 ２．８
～６．６ １１０２．２

五十嵐二の町８８６７－７
まで 後 ２．８

～６．６ １１０１．７

西 １ －
３７号 線

五十嵐二の町９０２２－３
から 前 ３．０

～５．１ ２８４．２

五十嵐二の町８９９８－１
まで 後 ３．０

～５．１ ２８３．９

西 １ －
５２号 線

五十嵐一の町７２５４－２
から 前 ２．７

～５．０ １７４．９

五十嵐一の町７２４６まで 後 ２．７
～５．０ １７４．３

西 １ －
６０号 線

上新栄町５８２７－４２３から 前 ４．０
～７．７ １８７．８

上新栄町５８２７まで 後 ４．０
～７．７ １８７．０

西 １ －
６９号 線

松海が丘二丁目３１－６
から 前 ３．６

～９．５ ５９９．２

松海が丘二丁目５８２１－３
０１まで 後 ３．６

～９．５ ５９９．４

西 １ －
７７号 線

真砂四丁目５８２１－１３９か
ら 前 ３．４

～９．０ ６９６．４

松海が丘三丁目５８２１－６
１９まで 後 ３．４

～９．０ ６９６．９

西 １ －
１１９号線

真砂四丁目５８２１－５７か
ら 前 ４．８２

～１０．２４ １４６．７

真砂四丁目５８２１－７７ま
で 後 ４．８２

～１０．２４ １４７．２

西 １ －
１２７号線

真砂四丁目５８２１－３２７か
ら 前 ３．６

～６．５ １７９．３

真砂四丁目５８２１－５７ま
で 後 ３．６

～６．５ １７６．３

西 １ －
１３７号線

五十嵐二の町８７６５－１
から 前 ６．９

～１０．２ ８９９．８

五十嵐二の町９１３５－１
まで 後 ６．９

～１０．２ ７６６．３

西 １ －
１４９号線

松海が丘二丁目５８２１－１
３５０から 前 ６．０

～１０．１ １２３．０

松海が丘二丁目５８２１－１
３９８まで 後 ６．０

～１０．１ １２３．８
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路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

西 ２ －
４９号 線

五十嵐一の町７０１９－４
から 前 ２．７

～７．０ １０９８．５

五十嵐一の町７２３１まで 後 ２．７
～７．０ １０９８．１

西 ２ －
６７号 線

五十嵐一の町７１６６－３
から 前 ２．０

～４．６ １５６．８

五十嵐一の町７１４２－２
まで 後 ２．０

～４．６ １５５．３

西 ２ －
６８号 線

五十嵐一の町７１６６－１
から 前 ２．５

～８．２ ７１４．６

五十嵐一の町６７５９－１
まで 後 ２．５

～８．２ ７１６．１７

西 ２ －
８６号 線

寺尾北一丁目３２－４か
ら 前 ４．０

～７．９ ４０１．０

寺尾北一丁目５９６０－５３
まで 後 ４．０

～７．９ ４０１．２

西 ２ －
１１２号線

真砂一丁目５８２１－２３か
ら 前 ３．９

～５．６ ２７８．８

真砂一丁目５８２２－１１５ま
で 後 ３．９

～５．６ ２７８．７

西 ２ －
２１２号線

大学南一丁目７８１０－１６
から 前 ３．７０

～５．５ ５９８．７

大学南一丁目３３３－３ま
で 後 ３．７

～５．５ ５９８．５

西 ２ －
２５６号線

寺尾西五丁目５８２９－２２
から 前 ３．３

～１０．２ ５１．４

寺尾西五丁目５８２９－１４３
まで 後 ３．３

～１０．２ ５１．３

西 ２ －
２６５号線

松美台５８１８－１２０２から 前 ４．９
～１０．３ １７９．３

松美台５８１８－１２１０まで 後 ４．９
～１０．３ １７８．８

西 ２ －
２６７号線

寺尾西三丁目６５１２－１３
から 前 ６．０

～１０．２ １６８．３

寺尾西三丁目６５１２－３０
まで 後 ６．０

～１０．２ １６８．９

西 ２ －
２６８号線

寺尾西三丁目６５１２－２９
から 前 ６．０

～１０．２ １７．９

寺尾西三丁目６５２９－３
まで 後 ６．０

～１０．３ １７．６

西 ３ －
１６号 線

寺尾字栗戸上５７８－１か
ら 前 ４．０

～７．３ １５９．１

寺尾字居浦８４５－１まで 後 ４．０
～７．３ １５８．６

西 ３ －
１９号 線

小針西一丁目１０９２－２
から 前 ２．７

～６．０ ２９１．２

寺尾朝日通１１２１－３ま
で 後 ２．７

～６．０ ２９０．２

西 ３ －
２８号 線

小針南台１５２８－１から 前 ５．３
～８．９ ３０３．６

小針が丘１７４０－１４まで 後 ５．３
～８．９ ３０４．１

西 ３ －
２９号 線

小針上山２１５５から 前 ３．０
～６．４ １３８３．３

小針西一丁目１１０９－４
まで 後 ３．０

～６．４ １３８２．５

西 ３ －
３０号 線

小針南台１２７６－２から 前 ５．５
～１２．９ ４１８．４

小針南台１７２９－１まで 後 ５．５
～１２．９ ４１８．２

西 ３ －
３４号 線

小針上山２１２７から 前 ５．５
～８．５ １４６．０

小針上山２２０６－１まで 後 ５．５
～８．５ １４４．９

西 ３ －
６１号 線

青山二丁目２６３－７から 前 ４．０
～９．８ １７７．０

青山二丁目３０１－１まで 後 ４．０
～９．８ １７６．３

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

西 ３ －
９７号 線

小針西一丁目１２４０－７
から 前 ４．０

～６．０ １０５．０

小針西一丁目１２７７－６
まで 後 ４．０

～６．０ １０５．１

西 ４ －
３１号 線

槙尾字中曽根９１から 前 ２．７
～１１．４ ３８８．４

槙尾字中曽根６５６まで 後 ２．７
～１１．４ ３８６．６

西 ４ －
３２号 線

槙尾字荻曽根１６９から 前 ３．０
～８．９ ３８７．０

槙尾字荻曽根６３４まで 後 ３．０
～８．９ ３８６．７

西 ４ －
３６号 線

槙尾字中曽根１０９から 前 ２．４
～１５．５ ４６４．２

槙尾字前三俵２９８まで 後 ２．４
～１５．５ ４６４．５

西 ４ －
３７号 線

槙尾字布割３６７－２から 前 ４．５
～８．１ ３６２．１

槙尾字布割３８７まで 後 ４．５
～８．１ ３６２．３

西 ４ －
３８号 線

槙尾字布割４０４から 前 ４．５
～１４．０ ３２８．９

槙尾字前三俵３６４－２ま
で 後 ４．５

～１４．０ ３２８．０

西 ４ －
３９号 線

槙尾字布割３７７から 前 ６．２
～７．９ ２２９．６

新通字輪ノ内１０７１まで 後 ６．２
～７．９ ２２８．６

西 ４ －
４０号 線

新通字輪ノ内１２３２－２
から 前 ４．８

～８．２ １０７３．４

新通字輪ノ内１０４６まで 後 ４．８
～９．４ １０７２．５

西 ４ －
９３号 線

寺尾東三丁目１７０５－６
から 前 ６．５

～６．７ １２６．９

寺尾東三丁目１７０５－２１
まで 後 ６．５

～６．７ １２７．１

西 ４ －
９７号 線

寺尾東三丁目１６０６－４
から 前 ６．０

～１０．５ ２３４．９

寺尾東三丁目１７０５－１７
まで 後 ６．０

～１０．５ ２３１．５

西 ４ －
１１０号線

新通字輪ノ内１２７６－３
から 前 １２．０

～１６．５３ ２６７．９７

新通字輪ノ内１２５７－４
まで 後 １２．０

～１６．５３ ２６９．１

西 ４ －
１５４号線

新通字輪ノ内１０５５－４
から 前 ９．０

～１３．２４ ２２０．４１

新通字輪ノ内１３３３－２
まで 後 ９．０

～１３．２４ ２２１．６

西 ４ －
１５５号線

新通字輪ノ内１０４９－４
から 前 ６．０

～１０．５４ ３０９．６１

新通字輪ノ内１３４７－３
まで 後 ６．０

～１０．５４ ３０９．６

西 ４ －
１５６号線

新通字輪ノ内１０４９－３
から 前 ６．０

～１０．２４ ２１７．２６

新通字輪ノ内１３４８－４
まで 後 ６．０

～１０．２４ ２１９．３

西 ４ －
１５７号線

新通字輪ノ内１０５２－６
から 前 ６．０

～１０．２４ ４０．１７

新通字輪ノ内１２４２－３
まで 後 ６．０

～１０．２４ ４０．０

西 ４ －
１５８号線

新通字輪ノ内１２４２－５
から 前 ６．０

～１０．２４ ６３．７

新通字輪ノ内１２４５－３
まで 後 ６．０

～１０．３ ６３．７

西 ４ －
１５９号線

新通字輪ノ内１２６８－６
から 前 ６．０

～１０．２４ ６４．８３

新通字輪ノ内１２６４－３
まで 後 ６．０

～１０．２４ ６５．２
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路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の
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西 ４ －
１６０号線

新通字輪ノ内１２６６－６
から 前 ６．０

～１０．２４ ５０．８７

新通字輪ノ内１３３６－２
まで 後 ６．０

～１０．３ ５０．９

西 ４ －
１６１号線

新通字輪ノ内１２６４－１０
から 前 ６．０

～１０．２４ ５４．０３

新通字輪ノ内１２６０－３
まで 後 ６．０

～１０．３ ５３．６

西 ４ －
１６２号線

内野町８４７－４から 前 ４．０
～６．１５ １１０．０

内野町８３３－１まで 後 ４．０
～６．２ １１１．０

西 ５ －
７ 号 線

寺尾東一丁目４９２０－１
から 前 ６．０

～１２．０ ６３６．７

坂井東二丁目２４５２－１５
まで 後 ６．０

～１２．０ ６３６．９

西 ５ －
３５号 線

坂井東三丁目２２４７から 前 ５．５
～１２．３ １０５７．３

坂井東二丁目２６５０－１１
まで 後 ５．５

～１２．３ １０５５．６

西 ５ －
５０号 線

寺尾前通三丁目７－１７
から 前 ６．０

～１１．１ ２０７．２

寺尾前通三丁目３－６
まで 後 ６．０

～１１．１ ２０５．１

西 ５ －
５１号 線

寺尾東一丁目４９３６－１
から 前 ５．９

～１０．９ ３０２．９

坂井東二丁目２６３１－１
まで 後 ５．９

～１０．９ ３０３．６

西 ５ －
５５号 線

寺尾字栗戸上５７６－１か
ら 前 ５．４

～６．５ １７６５．４

小針五丁目１３１６－１６ま
で 後 ５．４

～６．５ １７６５．２

西 ５ －
１０５号線

小針七丁目４６３－２から 前 ８．２
～１７．０ １４５１．１

小針三丁目９７０まで 後 ８．２
～１７．０ １４５１．３

西 ５ －
１２４号線

小針一丁目１０３３－１４か
ら 前 ７．３

～９．８ ７４７．６

小針一丁目９７１まで 後 ７．３
～９．８ ７４６．９

西 ５ －
１３２号線

青山一丁目２２５－７から 前 １５．３
～３７．０ ７６６．５

東青山一丁目２－１ま
で 後 １５．３

～３７．０ ７５４．８

西 ５ －
２１７号線

坂井一丁目３０６－４から 前 ３．１
～１０．０ １１２５．０

坂井一丁目１６３７－８ま
で 後 ３．１

～１０．０ １１１１．５

西 ５ －
２１９号線

坂井東二丁目２６６５－２
から 前 ６．０

～１３．４ １４３．３

坂井東一丁目２６９５－１１
まで 後 ６．０

～１３．４ １４２．７

西 ５ －
２５４号線

小針一丁目９７９－１４から 前 ４．８
～７．０ ３２．３

小針一丁目９７９－１１まで 後 ４．８
～１０．２ ３１．９

西 ５ －
２５８号線

寺尾朝日通１１５－２７から 前 ６．０
～１０．２ ６５．２

寺尾朝日通１１５－３１まで 後 ６．０
～１０．２ ６４．９

西 ５ －
２５９号線

小針三丁目８５５から 前 ５．２７
～１１．４ ７５．５

小針三丁目８４９まで 後 ５．２７
～１１．４ ７５．６

西 ５ －
２６０号線

小針一丁目９７８－１から 前 ５．１９
～８．７４ ６１．０

小針一丁目９７１－１まで 後 ５．１９
～８．７４ ６２．９

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

西 ５ －
２６１号線

小針一丁目９７１－８から 前 ６．０
～１０．２６ ３２．０

小針一丁目９７１－７まで 後 ６．０
～１０．３ ３１．７

西 ６ －
１５号 線

新通字小エボ田３８３５か
ら 前 ６．０

～１２．５ ２００４．５

新通字イタヘ５３７まで 後 ６．０
～１２．５ ２００７．８

西 ６ －
１８号 線

新通字前田９６９－２から 前 ２．８
～１４．６ １９４８．５

新田字向島８３－３まで 後 ２．８
～１４．６ １９４６．１

西 ６ －
３１号 線

高山字沼下り５８４から 前 ５．４５ ３８５．０

新通字イタヘ５０８まで 後 ５．４５ ３８７．０

西 ６ －
４２号 線

新通字小エボ田３８３７か
ら 前 ６．０

～１０．３ ３８６．１

新通字荒戸３２６１－１ま
で 後 ６．０

～１０．３ ３８２．９

西 ６ －
４６号 線

新田字新川西６４７－２か
ら 前 ５．１

～３９．７ ６５９．０

新通字フケ４５０８－１ま
で 後 ５．１

～３９．７ ７３４．２

西 ６ －
５０号 線

黒鳥字下天保６１８８－２
から 前 ３．３

～５．４ ２１５．９

新田字玄的７７２まで 後 ３．３
～６．１ ２１３．３

西 ６ －
５１号 線

新田字浜野２０９－７から 前 １２．５
～２３．５ ３２．０

新田字浜野２０９－４まで 後 １２．５
～２３．５ ３４．９

西 ６ －
５２号 線

新通字向島４６５３－１か
ら 前 ４．５４

～１０．５ １８４．０

新通字荒戸４２４６－３ま
で 後 ４．５４

～１０．５ １８８．１

西 ７ －
３１号 線

小新西二丁目２４３１－１
から 前 ６．０

～３０．０ ９９０．０

小新字白鳥４６０－４まで 後 ６．０
～３０．０ ９８５．９

西 ７ －
３４号 線

小新字白鳥２６８から 前 ５．０
～１３．４ ３２７．３

小新字白鳥２８９－３１まで 後 ５．０
～１３．４ ３２８．４

西 ７ －
４７号 線

小新字白鳥３００－２から 前 ９．４
～１６．０ ２５１６．０

小新字的場３８９８－３ま
で 後 ９．４

～１６．０ ２６０５．４

西 ７ －
５７号 線

小新字白鳥６５０から 前 ４．０
～８．０ ２６７．３

小新字白鳥４９６まで 後 ４．０
～８．０ ２７０．３

西 ７ －
８０号 線

小新大通一丁目３６５０－１
９０から 前 ３．９

～７．１ ２７５．６

小新大通一丁目３６５０－１
８４まで 後 ３．９

～７．１ ２７５．３

西 ７ －
８１号 線

小新大通一丁目３６５８－
６から 前 ２．８

～４．５ ２８２．６

小新大通一丁目３６５０－１
２まで 後 ２．８

～４．５ ２８２．０

西 ７ －
１１８号線

小新三丁目２８９－２４から 前 ４．１
～９．８ ３５．３

小新三丁目２８９－１７まで 後 ４．１
～１０．５ ３５．１

西 ７ －
１１９号線

小新字白鳥４３０－５から 前 １０．０
～４４．１７ ５３９．６

小新字白鳥４６０－１まで 後 １０．０
～４４．２ ４９２．３
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路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

西 ７ －
１２０号線

小新字白鳥４２８－１から 前 ４．０ ２４．３

小新字白鳥４２７－２まで 後 ４．０ ２３．８

西 ７ －
１２３号線

小新四丁目２２５から 前 ６．０
～１４．３ ７３．９

小新四丁目２１４まで 後 ６．０
～１４．３ ７４．１

西 ７ －
１２４号線

小新四丁目２０９から 前 ９．０
～１３．３５ １４７．２

小新四丁目１３９まで 後 ９．０
～１３．４ １４７．２

西 ７ －
１３１号線

小新四丁目２４６から 前 ６．０
～１３．２４ １６５．４

小新四丁目１２８まで 後 ９．０
～１３．２４ １６６．７

西 ７ －
１３２号線

小新南二丁目３２０２－１
から 前 ４．０ ５２．０

小新南二丁目３１９９－１
まで 後 ４．０

～４．１ ５２．５

中央１－
１１号 線

関屋金衛町二丁目３０７か
ら 前 ３．２

～７．３ １５９３．９

水道町一丁目５９３２－４４
まで 後 ３．２

～７．３ １５９４．２

中央１－
２３号 線

堀割町１７８５－１５から 前 ２．８
～８．２ ８２０．２

文京町１５－１８まで 後 ２．８
～８．２ ８１８．４

中央１－
２４号 線

文京町４－５から 前 ７．８
～１２．５ ２８４．７

文京町６５－４まで 後 ７．８
～１２．５ ２８４．４

中央１－
２６号 線

文京町２３－１から 前 ７．７
～１５．５ ４８４．７

文京町１５－１６まで 後 ７．７
～１５．５ ４８７．７

中央１－
２７号 線

文京町５から 前 １．７
～１１．１ ８４４．９

関屋浜松町２７８まで 後 １．７
～１１．１ ８４５．０

中央１－
２８号 線

文京町７－３から 前 ５．６
～１０．４ ２４１．３

文京町１６－２３まで 後 ５．６
～１０．４ ２４０．６

中央１－
３０号 線

文京町９－４から 前 ５．９
～１０．８ ２４１．８

文京町１８－１４まで 後 ５．９
～１０．８ ２４１．５

中央１－
３１号 線

文京町３－３から 前 ５．８
～１０．３ ２７８．０

文京町１９－２７まで 後 ５．８
～１０．３ ２７７．６

中央１－
５３号 線

文京町２－８から 前 ６．０
～１５．７ ６５６．６

信濃町２０－１５まで 後 ６．０
～１５．７ ６５５．７

中央１－
９５号 線

関屋松波町一丁目８８か
ら 前 ４．６

～７．７ ３７４．４

関屋松波町三丁目２４１－
２まで 後 ４．６

～９．４ ３７４．３

中央１－
１７８号線

医学町通二番町７４－３
から 前 ４．０

～４．８ ４７．２

旭町通一番町７６－４ま
で 後 ４．０

～５．６ ４８．１

中央１－
１８９号線

関屋字立会山下割１８４０
－３１から 前 ３．０

～１３．０ ５３．０

関屋字立会山下割１８４０
－３１まで 後 ３．０

～１３．０ ５７．６

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

中央２－
６ 号 線

関南町１３から 前 ５．３
～８．３ １３４．３

関南町１４６－２まで 後 ５．３
～８．３ １３４．０

中央２－
７ 号 線

関南町４０４－１から 前 ４．７
～９．３ ３０６．７

関南町７５まで 後 ４．７
～９．３ ３０７．２

中央２－
１３号 線

関南町１３１から 前 ６．０
～１１．０ １２２．２

関南町１１７まで 後 ６．０
～１１．０ １２２．１

中央２－
１４号 線

関南町５２から 前 ５．０
～８．３ １７７．２

関南町３９－１まで 後 ５．０
～９．９ １７６．９

中央２－
１６号 線

関南町５３－１から 前 ４．２
～７．７ ４０２．３

関南町５６３－１８まで 後 ４．２
～１０．０ ４０２．８

中央２－
２６号 線

関屋恵町６－４から 前 ５．８
～８．５ １１０．６

関屋恵町６－１１まで 後 ５．８
～１３．５ １１０．５

中央２－
４２号 線

関屋金鉢山町７７－１か
ら 前 ９．０

～１１．０ ６１．６

関屋金鉢山町７４まで 後 ９．０
～１１．０ ６１．３

中央２－
６７号 線

川岸町三丁目２２－３か
ら 前 ８．１

～１５．４ ７３２．５

川岸町二丁目１１－１ま
で 後 ８．１

～１５．４ ７３２．１

中央２－
７１号 線

川岸町二丁目１５－１か
ら 前 ７．２

～１０．４ ２４４．９

川岸町二丁目１２－５８ま
で 後 ７．２

～１０．４ ２４４．８

中央２－
７２号 線

川岸町二丁目１４－１か
ら 前 ７．８

～１３．４ ３０３．４

川岸町二丁目８－６ま
で 後 ７．８

～１３．４ ３０３．３

中央２－
７６号 線

白山浦二丁目１７１－５０か
ら 前 ２．９

～７．３ ３１８．０

白山浦一丁目２３８－１０ま
で 後 ２．９

～７．３ ３１８．１

中央２－
７７号 線

白山浦二丁目１７１－４０か
ら 前 ２．８

～４．６ ４３６．４

白山浦一丁目３３６－９ま
で 後 ２．８

～４．８ ４３６．０

中央２－
８１号 線

白山浦一丁目２４０－５か
ら 前 ４．０

～７．９ ２０２．２

白山浦一丁目３１５－２４ま
で 後 ４．０

～７．９ ２０２．１

中央２－
８２号 線

白山浦一丁目２３８－９か
ら 前 ４．１

～７．４ ２８１．０

白山浦一丁目３３２－１ま
で 後 ４．１

～７．４ ２８０．７

中央２－
８８号 線

白山浦一丁目６３５－１９か
ら 前 ６．７

～１４．０ ２１７．９

川岸町一丁目４９－１ま
で 後 ６．７

～１４．０ ２１８．３

中央２－
９２号 線

川岸町一丁目４８－４か
ら 前 ５．３

～６．０ １２２．８

川岸町一丁目４８－１６ま
で 後 ５．３

～８．２ １２３．９

中央２－
９９号 線

川岸町一丁目５５から 前 ６．４
～８．５ ７３．２

川岸町一丁目５５まで 後 ６．４
～８．５ ７３．１
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後
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中央２－
１０１線

白山浦二丁目６４５－５６か
ら 前 ３．０

～１２．５ ７５８．９

一番堀通町６０１７－８ま
で 後 ３．０

～１２．５ ８０６．３

中央２－
１７５号線

青山字山腰４２０－１から 前 ２．０
～９．０ ７３．０

青山字道下３９６－４まで 後 ２．５
～９．０ ６５．８

中央３－
３ 号 線

西船見町５２３２－２８５から 前 ４．０
～６．８ ５０．８

西船見町５２３２－２８５まで 後 ４．０
～６．８ ５０．７

中央３－
２７号 線

二葉町三丁目５３３４から 前 ４．９
～１６．２ ３２４．４

古町通十三番町２９１１－
２まで 後 ４．９

～１６．２ ３２４．０

中央３－
６１号 線

窪田町一丁目１－１か
ら 前 ５．０

～９．４ ５７５．８

窪田町二丁目１１９－２ま
で 後 ５．０

～９．４ ５７６．２

中央３－
９８号 線

並木町２３９１－１から 前 ８．４
～８．９ ４８．６

並木町２３９１－２まで 後 ８．４
～２１．２ ４８．９

中央３－
１７３号線

窪田町二丁目１２０－６か
ら 前 ３．４ ４２．４

雲雀町１－６まで 後 ３．４ ４１．３

南 １ －
１ 号 線

万代三丁目２４５２－３か
ら 前 ７．２

～１６．７ ５１５．８

万代二丁目１９９９－１ま
で 後 ７．２

～１６．７ ５１４．８

南 １ －
２ 号 線

万代三丁目２５１７－７か
ら 前 １１．１

～２０．５ １１１．４

万代三丁目２５１０－１ま
で 後 １１．１１

～２０．５ １１１．６

南 １ －
６ 号 線

万代四丁目２４６０－１か
ら 前 １０．９

～１４．９ ９０．６

万代四丁目２４７１まで 後 １０．９
～１４．９ ９１．０

南 １ －
１０号 線

三和町１６６３－４から 前 ５．１
～１４．９ ６１１．０

万代五丁目１４２０－３ま
で 後 ５．１

～１４．９ ６１１．３

南 １ －
３１号 線

沼垂西三丁目１３６３－３
から 前 ８．４

～１５．２ ２９９．６

沼垂西三丁目１３１５－５
まで 後 ８．４

～１５．２ ２９８．８

南 １ －
３４号 線

沼垂西三丁目１３１７－２
から 前 ５．９

～１０．４ ２０２．１

沼垂西三丁目１３７９－１
まで 後 ５．９

～１０．４ ２０１．８

南 １ －
３８号 線

沼垂西三丁目１１４５－１
から 前 ３．８

～５．５ ４１４．３

沼垂西一丁目８８６－１０ま
で 後 ３．８

～５．５ ４１４．０

南 １ －
５４号 線

沼垂東六丁目５１３７－１
から 前 ５．１

～１２．９ ３６８．０

沼垂東五丁目５５３３まで 後 ５．１
～１２．９ ３６８．３

南 １ －
５６号 線

沼垂東五丁目５９３２－２１
から 前 ４．４

～１１．２ ８５０．５

沼垂東四丁目５７０－甲ま
で 後 ４．４

～１１．２ ８５０．９

南 １ －
５８号 線

沼垂東五丁目５１６９－１
から 前 ７．６

～１８．０ １９８．０

沼垂東五丁目５６０６－１
まで 後 ７．６

～１８．０ １９７．８

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

南 １ －
９２号 線

日の出三丁目２６から 前 ６．２
～１０．９ １３６．５

日の出三丁目８５まで 後 ６．２
～１０．９ １３７．５

南 １ －
９３号 線

日の出二丁目１４－１か
ら 前 ３．２

～１２．９ ３４６．５

日の出二丁目１７０－２ま
で 後 ３．２

～１２．９ ３４１．５

南 １ －
１３８号線

日の出二丁目１６－１１０か
ら 前 ６．０

～１０．２ ３３９．２

日の出二丁目１６－８６ま
で 後 ６．０

～１０．２ ３２７．８

南 １ －
１３９号線

日の出二丁目１６－１３０か
ら 前 ６．０

～１０．２ １５１．７

日の出二丁目１６－１２０ま
で 後 ６．０

～１０．３ １５１．９

南 １ －
１４１号線

日の出二丁目１６－８１か
ら 前 ６．０

～１０．２ １７２．５

日の出二丁目１６－７３ま
で 後 ６．０

～１０．２ １７０．０

南 １ －
１４２号線

日の出二丁目１６－８５か
ら 前 ６．０

～１０．２ １２２．７

日の出二丁目１６－８２ま
で 後 ６．０

～１０．３ １２３．４

南 ２ －
３ 号 線

万代一丁目２４４４－２か
ら 前 １０．９

～１８．３ ５２８．８

八千代一丁目２４９５－４０
まで 後 １０．９

～１８．３ ５２９．１

南 ２ －
４ 号 線

万代一丁目２５０８－２か
ら 前 １０．５

～１７．１ ４０９．５

万代二丁目１９９１－１ま
で 後 １０．５

～１７．１ ４１１．０

南 ２ －
５ 号 線

八千代一丁目２４９５－２５
から 前 １１．０

～１７．３ ３５８．３

八千代二丁目２４９６－２
まで 後 １０．９

～１７．３ ３５８．３

南 ２ －
６ 号 線

八千代一丁目２４９５から 前 １０．９
～１５．７ ３３４．０

八千代二丁目２８０－１ま
で 後 １０．９

～１５．７ ３３４．２

南 ２ －
７ 号 線

幸西四丁目２７４－２から 前 １０．９
～１６．６ ６５５．８

幸西三丁目２４８－３まで 後 １０．９
～１６．６ ６５６．４

南 ２ －
９ 号 線

幸西四丁目２７３－３から 前 １１．０ １４４．６

幸西四丁目２７３－６まで 後 １１．０ １４４．５

南 ２ －
２５号 線

東幸町３９２－１から 前 ３．９
～１０．９ ３４１．７

東幸町４０９－１まで 後 ３．９
～１０．９ ３４１．９

南 ２ －
２７号 線

天神尾一丁目９９－１か
ら 前 ６．０

～２３．０ ５６７．８

東幸町４０３－５まで 後 ６．０
～２３．０ ５６８．２

南 ２ －
３２号 線

水島町５－１から 前 ３．０
～１１．０ ４０６．２

天神尾一丁目３４１－１３ま
で 後 ３．０

～１１．０ ４０４．４

南 ２ －
８０号 線

笹口三丁目７－２３から 前 ６．０
～９．５ １９５．０

笹口三丁目４－１まで 後 ６．０
～９．５ １９４．６

南 ２ －
８５号 線

笹口三丁目６－１２から 前 ６．０
～１５．２ １９７．２

笹口三丁目１１－１６まで 後 ６．０
～１５．２ １９７．１
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路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

南 ２ －
９２号 線

笹口一丁目１２－１０から 前 ６．０
～９．４ ２１７．９

笹口一丁目１３－１まで 後 ６．０
～９．４ ２１７．７

南 ２ －
９３号 線

笹口一丁目１５－３６から 前 ５．５
～７．４ ２１７．４

笹口一丁目１４－１まで 後 ５．５
～７．４ ２１７．６

南 ２ －
９４号 線

笹口一丁目２５－６から 前 ５．９
～９．３ ２９４．４

笹口一丁目１７－２０まで 後 ５．９
～９．３ ２９４．２

南 ２ －
９９号 線

笹口二丁目１２－８から 前 ７．９
～１２．３ ９７６．５

米山二丁目６－１５まで 後 ７．９
～１２．３ ９７６．２

南 ２ －
１０３号線

米山一丁目４－４から 前 ５．０
～１２．６ ６２４．０

天神一丁目５－１５まで 後 ５．０
～１２．６ ６２３．６

南 ２ －
１１６号線

米山二丁目５－１７から 前 ６．０
～８．８ １０１．２

米山二丁目４－１５まで 後 ６．０
～８．８ １０１．４

南 ２ －
１２０号線

天神二丁目２－１から 前 ５．３
～２６．３ ５６６．１

天神尾二丁目４３２－５ま
で 後 ５．３

～２６．３ ５６５．５

南 ２ －
１２３号線

堀之内字浦沢５５－２か
ら 前 ５．２

～７．２ ３２７．０

天神尾二丁目５０５－２ま
で 後 ５．２

～７．２ ３２７．１

南 ２ －
１３３号線

天神二丁目１３７－９８から 前 ３．８
～７．６ ２６０．２

天神二丁目１３７－９１まで 後 ３．８
～７．６ ２６０．１

南 ２ －
１３５号線

天神二丁目１３７－７８から 前 ３．９
～８．０ ４９．１

天神二丁目１３７－８２まで 後 ３．９
～８．０ ４８．６

南 ２ －
１３６号線

天神二丁目１３７－８４から 前 ３．９
～８．０ ４６．７

天神二丁目１３７－８７まで 後 ３．９
～８．０ ４６．５

南 ２ －
１３７号線

天神二丁目１３７－８９から 前 ３．７
～７．４ ４０．５

天神二丁目１３７－９０まで 後 ３．７
～７．４ ４０．６

南 ３ －
１２号 線

上所一丁目１１３７－２か
ら 前 ６．０ １４７．８

上所一丁目１１３７－２ま
で 後 ６．０ １４７．９

南 ３ －
１３号 線

上所一丁目１１３７－１か
ら 前 １１．１

～１１．２ ６１．２

上所一丁目１１３７－１ま
で 後 １１．１

～１１．２ ６１．３

南 ３ －
１５号 線

下所島一丁目５０－４か
ら 前 ３．１

～８．８ ４７７．３

上所島三丁目７７８－１ま
で 後 ３．１

～８．８ ４７６．７

南 ３ －
１６号 線

下所島一丁目４８５－１か
ら 前 ４．９

～８．３ ７１８．４

幸町５８１－１まで 後 ４．９
～８．３ ７１８．７

南 ３ －
３２号 線

上所中二丁目４２６－１か
ら 前 ４．０

～４．９ ４３０．５

上所中三丁目５１５まで 後 ４．０
～４．９ ４３０．２

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

南 ３ －
１１２号線

上所上一丁目１２２から 前 ４．４６
～７．８ ９１．０

上所上一丁目１２０まで 後 ４．５
～７．８ ９４．８

南 ４ －
２９号 線

網川原一丁目１５２－３か
ら 前 ４．６

～８．５ ９８７．５

鳥屋野一丁目７８１－６ま
で 後 ５．２

～８．５ ９８７．５

南 ４ －
３０号 線

網川原一丁目１８７－１９か
ら 前 ５．０

～９．２ ６１３．１

網川原二丁目１０６－２ま
で 後 ５．１

～９．２ ６１３．６

南 ４ －
３３号 線

女池字上山９０－１７から 前 ５．４
～１４．６ ８２６．４

愛宕三丁目９－９まで 後 ５．４
～１４．６ ８２５．８

南 ４ －
４６号 線

女池一丁目１１４０－１か
ら 前 ３．８

～１１．５ ２１９２．４

愛宕三丁目６－１７まで 後 ３．８
～１１．５ ２１９２．６

南 ４ －
５０号 線

近江字上９０－１から 前 ４．１
～１２．５ ９０１．０

女池四丁目７４８まで 後 ４．１
～１２．５ ９００．１

南 ４ －
５２号 線

新和字居付６８から 前 ３．６
～７．５ １０４６．３

女池五丁目９０４－１まで 後 ３．６
～７．６ １０４５．８

南 ４ －
５４号 線

近江字下３６１－１８から 前 ４．２
～９．１ １５６７．１

近江字上１８８－１まで 後 ４．２
～１２．０ １５６６．２

南 ４ －
５７号 線

新和字居付５２から 前 ４．０
～９．５ ９４１．１

女池二丁目９６８まで 後 ４．０
～９．５ ９４０．９

南 ４ －
５８号 線

近江字下３２３－１から 前 ３．７
～１２．０ ９０７．６

女池二丁目９５９－１まで 後 ３．７
～１２．０ ９０７．３

南 ４ －
５９号 線

近江字下３１８－１から 前 ３．８
～７．４ ８９７．４

女池二丁目９５５－１まで 後 ３．８
～７．４ ８９７．０

南 ４ －
６４号 線

女池六丁目１５７１－１か
ら 前 ５．３

～５．８ ２３０．２

女池六丁目１５８１－１ま
で 後 ５．３

～５．８ ２２９．４

南 ４ －
８５号 線

近江字下４３０－３４から 前 ５．０
～１０．４ １８２．５

近江字下４３０－３７まで 後 ５．０
～１０．４ １８４．９

南 ４ －
１１４号線

女池四丁目７３５－４から 前 ６．０
～１０．２ １９５．９

女池四丁目７３５－１３まで 後 ６．０
～１０．３ １９３．１

南 ４ －
１１５号線

女池三丁目１０９４－１１か
ら 前 ６．０

～１３．２ １２９．８

女池三丁目１０９４－２５ま
で 後 ６．０

～１３．２ １２５．８

南 ５ －
１ 号 線

堀之内南一丁目２４４－１
から 前 ５．３

～８．２ ７０６．７

和合町一丁目１２６０－１２
まで 後 ５．５

～８．２ ７０６．７

南 ５ －
４ 号 線

堀之内南一丁目２９０－１
から 前 ４．４

～１４．６ ２１１７．７

南笹口二丁目４７５－２ま
で 後 ４．４

～１４．６ ２１１７．５
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路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

南 ５ －
１１号 線

米山四丁目３５７から 前 ４．８
～７．８ ９１３．３

紫竹山一丁目１７０－４ま
で 後 ４．８

～７．８ ９１３．６

南 ５ －
１２号 線

米山三丁目５７３－２２から 前 ５．７
～７．５ ５５７．５

鐙西一丁目１５３－２まで 後 ５．７
～７．５ ５５７．７

南 ５ －
１３号 線

南笹口一丁目６４４－１か
ら 前 ４．７

～１０．５ １０７３．０

紫竹山二丁目４１１－８ま
で 後 ４．７

～１０．５ １０７２．６

南 ５ －
１７号 線

鐙三丁目３７９から 前 ６．０
～９．３ １２４６．０

鐙西二丁目３２５まで 後 ６．０
～９．３ １２４６．４

南 ５ －
２３号 線

紫竹山二丁目４４７－１か
ら 前 ４．４

～８．５ ４７９．９

鐙二丁目４４３－３１まで 後 ４．４
～８．５ ４８０．６

南 ５ －
２７号 線

紫竹山一丁目１７６－１か
ら 前 ５．８

～６．５ １３６．７

紫竹山一丁目１７６－１ま
で 後 ５．９

～９．０ １３６．７

南 ５ －
３１号 線

鐙三丁目３７４－３から 前 ３．６
～５．７ １４２．３

鐙三丁目３７９まで 後 ３．６
～５．７ １４２．２

南 ６ －
７０号 線

山二ツ四丁目９２０－１か
ら 前 ５．０

～１９．４ １０１２．８

山二ツ字中村前１４４－１
まで 後 ５．０

～１９．４ １０１３．１

南 ６ －
１７４号線

姥ヶ山字諏訪野５３８－１
から 前 ３．８

～３５．５ １３４．２

姥ヶ山字諏訪野５３４まで 後 ４．４
～３５．５ １３４．２

南 ６ －
１８４号線

紫竹山四丁目４７８－２か
ら 前 ４．４

～１４．０ ２９１．１

紫竹山四丁目５５４－１ま
で 後 ４．４

～１４．０ ２９１．４

南 ６ －
１８５号線

紫竹山四丁目５１４－１か
ら 前 ５．８ ６７．２

紫竹山四丁目５１２まで 後 ６．２
～８．２ ６５．１

南 ６ －
１８６号線

紫竹山四丁目５０９－１８か
ら 前 ６．０

～１０．２４ ７０．１８

紫竹山四丁目５０９－２３ま
で 後 ６．０

～１０．２４ ６９．１

南 ６ －
１８７号線

紫竹山四丁目５０９－３０か
ら 前 ６．０

～１０．２４ ６５．２８

紫竹山四丁目５０９－３５ま
で 後 ６．０

～１０．２４ ６４．８０

南 ６ －
１８８号線

紫竹山四丁目５１６－１か
ら 前 ５．４５ ４０．０

紫竹山四丁目５１５－２ま
で 後 ５．４５

～６．４ ４０．２

南 ７ －
１０号 線

姥ヶ山一丁目８２７－２か
ら 前 ４．９

～７．４ ２８０．１

弁天橋通三丁目８６７－５
まで 後 ４．９

～７．４ ２８０．４

南 ７ －
１１号 線

長潟字長潟１３から 前 ４．９
～６．５ ８６．７

姥ヶ山一丁目８３８－２ま
で 後 ４．９

～６．５ ８６．４

南 ７ －
２９号 線

長潟三丁目１２４２－１か
ら 前 ６．１ ２２３．１

長潟三丁目１２４９まで 後 ６．１
～６．９ ２２２．２

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

南 ７ －
４２号 線

姥ヶ山一丁目７９３－１か
ら 前 ５．０

～８．０ ６８．５

姥ヶ山一丁目７９３－１ま
で 後 ５．１

～８．０ ６８．５

南 ７ －
４４号 線

姥ヶ山二丁目２１３から 前 ５．６
～８．１ ５０８．４

美の里１７９－８８まで 後 ５．８
～８．１ ５０８．４

南 ７ －
４５号 線

姥ヶ山二丁目１３３から 前 ４．５
～８．２ ４８９．６

姥ヶ山字大日南田１１４－
１まで 後 ５．５

～９．１ ４８９．２

南 ７ －
４７号 線

美の里２５０－１から 前 ５．１
～１１．０ ４１５．９

姥ヶ山字大日南田６５－
１まで 後 ５．２

～１２．５ ４１８．０

南 ７ －
６０号 線

女池字西前沢１８６１－３５
から 前 ５．７

～１０．８ ２７５．７

女池字西前沢１８８５－１２
まで 後 ５．７

～１０．８ ２７５．４

南 ７ －
６１号 線

女池字西前沢１８８４－４
から 前 ６．１

～６．８ １８０．９

女池字西前沢１８８５－１５
まで 後 ６．２

～６．８ １８０．９

南 ７ －
６５号 線

女池字東前沢１９７８－１１
から 前 ３．８

～２９．３ １３８３．１

小張木字居付７８－２ま
で 後 ３．９

～２９．３ １３８３．２

南 ７ －
６６号 線

小張木字築留１７３－１か
ら 前 ４．０

～６．８ ３８２．４

小張木字築留１７９－１３ま
で 後 ４．０

～６．８ ３８０．１

南 ７ －
６８号 線

小張木字居付１２６－１か
ら 前 ４．０

～５．６ ３８５．８

小張木字居付１４３－５９ま
で 後 ４．０

～５．６ ３８１．８

南 ７ －
８５号 線

久蔵興野字下郷地２１９か
ら 前 ４．０

～７．０ １７３．５

久蔵興野字下郷地２２８－
２まで 後 ４．０

～８．２ １７３．７

南 ７ －
９６号 線

鐘木６３６－４から 前 ４．０
～４．２ ３０５．０

鐘木６２６－２まで 後 ４．０
～５．７ ３０３．９

南 ７ －
９７号 線

鐘木６３３－１から 前 ４．０
～４．５ ２６．７

鐘木６３３－１まで 後 ４．１
～４．５ ２５．３

南 ７ －
１１２号線

丸潟新田字上谷内６８０か
ら 前 ４．０

～６．０ １３４０．５

曽川字鐘木前甲１５７１ま
で 後 ４．０

～８．５ １３４０．１

南 ７ －
１４５号線

曽野木一丁目乙１８２－１５
０から 前 ５．０

～９．２ １０４．７

曽野木一丁目乙２３８－２５
まで 後 ５．０

～１０．４ １０４．７

南 ７ －
１７７号線

楚川字大割甲３９８から 前 ４．９
～１０．３ ９８９．４

楚川字居付乙３４４まで 後 ４．９
～１０．４ ９８９．４

南 ７ －
１８３号線

楚川字湫割乙３８９－４か
ら 前 ３．５

～５．８ ９６１．１

楚川字居付乙２６９－２ま
で 後 ３．５

～５．８ ９５７．８

南 ７ －
１９４号線

親松字居付５３－１から 前 ４．９
～１０．９ ６３５．７

親松字太田１２０－１まで 後 ４．９
～１０．９ ６３６．４
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南 ７ －
２０３号線

美の里１７９－５から 前 ５．０
～８．３ ６０６．０

美の里１６１－３まで 後 ５．０
～８．３ ６０８．６

南 ７ －
２０６号線

鳥屋野字東割前１６３－１
から 前 ５．４

～７．８ ９９１．５

鳥屋野字中沼３０７－１ま
で 後 ５．４

～８．０ ９５４．４

南 ７ －
２３１号線

小張木字居付１４３－５０か
ら 前 ４．０

～７．１ １１２．０

小張木字居付１４０－６ま
で 後 ４．０

～７．１ １１０．０

南 ７ －
２６５号線

鳥屋野字中沼３５８－７か
ら 前 ６．０

～９．５ １０１５．７

大島字割前２０４－１まで 後 ６．０
～９．５ ９８９．９

南 ７ －
２６８号線

鳥屋野字東割前２８８－５
から 前 ４．８

～１２．６ ５２７．５

鳥屋野字中沼３７３－１ま
で 後 ４．８

～１２．６ ５２６．７

南 ７ －
２７７号線

紫竹山字西沢３２５－２か
ら 前 ６．０

～７．５ ２２８．９

紫竹山字西沢３１７－１ま
で 後 ６．０

～１３．２ ２２７．２

南 ７ －
２７８号線

美の里１６４－３から 前 ４．３
～１０．０ １７２．５

美の里１６４－８まで 後 ４．３
～１０．０ １７１．３

南 ７ －
２８４号線

女池字西前沢１８７９－５
から 前 ４．０

～６．８ １７５．４

女池字西前沢１８７２－７
まで 後 ４．５

～６．８ １７５．４

南 ７ －
３１２号線

久蔵興野字下郷地２２９－
１から 前 ４．０

～１１．０ ８４２．５

久蔵興野字下郷地２５７ま
で 後 ４．０

～１１．０ ８２１．７

南 ７ －
３２４号線

長潟字長谷内１０６５から 前 ４．９ ８７．２

長潟字長谷内１０６７まで 後 ４．９
～５．５ ８７．２

南 ７ －
３３４号線

天野一丁目７３４－１から 前 ４．０
～６．９ １１２．２

天野一丁目７１８－２まで 後 ４．４
～６．９ １１２．２

南 ７ －
３５１号線

天野一丁目７４３－５２から 前 ６．０
～１０．２４ ７０．４６

天野一丁目７４３－５７まで 後 ６．０
～１０．３ ７０．４

南 ７ －
３５２号線

天野一丁目７４３－６２から 前 ６．０
～１０．２６ ７０．７３

天野一丁目７４３－６５まで 後 ６．０
～１０．３ ７０．６

南 ７ －
３５３号線

天野一丁目７４３－６６から 前 ６．０
～１０．２４ ４０．５９

天野一丁目７４３－５０まで 後 ６．０
～１０．２４ ４０．６

南 ７ －
３５４号線

長潟字本村前１５２－１か
ら 前 ４．９ ２６０．０

長潟字本村前１４２－１ま
で 後 ４．９

～６．０ ２６５．６

南 ８ －
２０号 線

平賀字居前７２４－１から 前 ３．６
～９．８ １４１．３

平賀字居村６７３まで 後 ３．６
～９．８ １３９．４

南 ８ －
２１号 線

平賀字居前７２３から 前 ２．７
～９．５ ２０１．１

平賀字居村６８８まで 後 ２．７
～９．５ １９５．４

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

南 ８ －
２２号 線

平賀字居前７１６から 前 ４．３
～９．８ ２４５．３

平賀字居村６９６まで 後 ４．３
～９．８ ２４３．１

南 ８ －
３２号 線

丸潟新田字荒田４００から 前 ２．９
～７．９ ７６７．２

丸潟新田字前沢２２５－１
まで 後 ２．９

～７．９ ７６６．６

南 ８ －
３３号 線

丸潟新田字荒田３３６－１
から 前 ３．０

～６．３ ３８．６

丸潟新田字荒田３５３－２
まで 後 ４．４

～６．３ ３８．３

南 ８ －
３６号 線

丸潟新田字居浦４２３から 前 ５．３
～８．１ ３６９．１

丸潟新田字居浦４２７まで 後 ５．３
～８．１ ３６９．８

南 ８ －
７０号 線

天野字割前４３０－１から 前 ４．９
～６．５ ７１４．６

天野字割前４９０－１まで 後 ４．９
～８．０ ７１４．６

南 ８ －
８４号 線

天野字割前５４６－３から 前 ４．０
～７．０ ７００．４

天野字割前５９０－２まで 後 ４．０
～７．０ ６９９．１

南 ８ －
２７８号線

舞潟字中谷内７２－１か
ら 前 ２．８

～９．６ ５８５．６

舞潟字中谷内１４２－１ま
で 後 ３．０

～９．６ ５８５．２

南 ８ －
２８１号線

祖父興野字横堀内１３４－
３から 前 ３．４

～６．４ １０５．６

祖父興野字横堀内６７－
６まで 後 ３．７

～６．４ １０５．２

南 ９ －
１０号 線

嘉瀬字居村１５７０から 前 ２．８
～５．５ ２２２．７

嘉瀬字居村１４７０－１ま
で 後 ２．８

～５．５ ２２２．１

南 ９ －
４１号 線

割野字沼１５４６－１から 前 ４．０
～１４．５ ７５．３

割野字沼１５４６－１まで 後 ５．０
～１４．５ ７４．４

東 １ －
５０号 線

桃山町一丁目７３－１か
ら 前 ３．６

～１０．１ ２１３．１

桃山町一丁目６３－１ま
で 後 ３．６

～１０．１ ２１７．３

東 １ －
５１号 線

桃山町一丁目１－２か
ら 前 ４．０

～１０．２ １８７．５

桃山町一丁目４０－１ま
で 後 ４．０

～１０．２ １８７．１

東 １ －
１４３号線

空港西一丁目１０９－９か
ら 前 ６．０

～１８．０ ６６５．０

空港西一丁目１０７－１１ま
で 後 ６．０

～１８．０ ６９８．６

東 １ －
１８５号線

浜谷町一丁目９７から 前 ６．０５
～８．８ ５６．７

浜谷町一丁目１０２－１８ま
で 後 ６．１

～１０．０ ５８．７

東 １ －
１８６号線

浜谷町一丁目２６４－１０か
ら 前 ６．０

～１０．３５ １８４．０

浜谷町一丁目２７１－７ま
で 後 ６．１

～１０．３５ １８５．５

東 １ －
１８７号線

浜谷町一丁目２６８－４か
ら 前 ４．０

～８．２３ ３６．０

浜谷町一丁目２６８－１５ま
で 後 ４．０

～８．３ ３４．２

東 ２ －
１０号 線

大山二丁目１４４から 前 ６．０
～８．６ ８３．４

大山二丁目５２－１０まで 後 ６．０
～８．６ ８３．１
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東 ２ －
１１号 線

大山二丁目５２－８から 前 ５．９
～１０．５ １２５．０

大山二丁目１４６まで 後 ５．９
～１０．５ １２５．３

東 ２ －
５８号 線

山木戸八丁目１２８１から 前 ６．０
～１３．７ １１３５．８

下木戸５４１－３まで 後 ６．７
～１３．７ １１３６．８

東 ２ －
８１号 線

秋葉一丁目５６－１から 前 １６．０
～４０．０ ５９９．９

秋葉一丁目２－３２６まで 後 １６．０
～４０．０ ５９７．６

東 ２ －
１０５号線

秋葉一丁目６３－３２から 前 ６．０
～１０．２ ２３２．０

秋葉一丁目６３－３０まで 後 ６．０
～１０．３ ２３１．５

東 ２ －
１０６号線

秋葉一丁目６３－２から 前 ６．０
～８．１ １８７．５

秋葉一丁目６３－３０まで 後 ６．０
～８．２ １８９．２

東 ２ －
１０７号線

秋葉一丁目６３－５６から 前 ６．０
～１０．８ １３１．８

秋葉一丁目６３－４５まで 後 ６．０
～１０．８ １３１．７

東 ２ －
１０８号線

秋葉一丁目６３－８２から 前 ６．０
～１０．２ １５．３

秋葉一丁目６３－８２まで 後 ６．０
～１０．３ １５．６

東 ２ －
１０９号線

秋葉一丁目４０－２から 前 ４．０
～６．４ ４３．６

秋葉一丁目６３－２まで 後 ４．０
～６．４ ４３．８

東 ２ －
１１０号線

秋葉一丁目６３－９１から 前 ６．０ ６５．５

秋葉一丁目６３－９５まで 後 ６．０ ６５．３

東 ３ －
２４号 線

物見山二丁目６８から 前 ４．７
～９．１ ６０．８

物見山二丁目７２まで 後 ４．７
～９．１ ６０．５

東 ３ －
２５号 線

物見山二丁目５９から 前 ４．０
～８．５ ２２１．５

物見山一丁目１４３まで 後 ４．０
～８．７ ２２１．５

東 ３ －
２６号 線

物見山二丁目５４から 前 ３．９
～７．２ ５６．０

物見山二丁目１０１まで 後 ３．９
～８．８ ６１．１

東 ３ －
９６号 線

松園二丁目６１９－３から 前 ２．４
～９．５ ４１３．８

松園一丁目６０６－１まで 後 ２．５
～９．５ ４１８．７

東 ３ －
１０２号線

松和町１０２－５から 前 ６．０
～１５．０ ８５１．９

松園二丁目６１４－５まで 後 ６．０
～１５．０ ８５１．７

東 ３ －
１６４号線

松崎字萱場２７３４－１か
ら 前 ２．７

～６．０ ３７０．６

松崎字西７５－１まで 後 ２．７
～６．０ ３７３．３

東 ３ －
２３９号線

下山二丁目５９４から 前 ７．５
～１６．０ ５７０．０

下山二丁目５０３－２まで 後 ７．５
～１６．０ ５６８．４

東 ３ －
２４０号線

下山二丁目３７２－１から 前 ２．０
～５．４ ２５８．４

津島屋五丁目１８まで 後 ２．０
～７．７ ２５８．４

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

東 ３ －
２４１号線

津島屋五丁目４７から 前 ４．５
～７．０ ６０６．５

新川町１３まで 後 ４．５
～７．０ ６０６．３

東 ３ －
２４３号線

新川町２０－１から 前 ７．０
～３７．０ ３５．０

新川町２１－１まで 後 ７．０
～３７．０ ３２．６

東 ３ －
２４４号線

下山二丁目４５０－１から 前 ２．５
～３．５ ４７．０

下山二丁目４６０まで 後 ２．５
～３．５ ４６．２

東 ３ －
２４５号線

下山一丁目２２６－１から 前 ４．５
～１１．５ １０００．９

新川町９１－１まで 後 ４．５
～１１．５ ９９６．２

東 ３ －
２５９号線

松崎字萱場２８１９から 前 ２．７
～３．１ ２２３．４

松崎字萱場２７３０まで 後 ２．７
～５．０ ２２２．８

東 ３ －
２６０号線

松崎字東１４０－１から 前 ６．４
～８．０ １５６．１

松崎字東１５７－２まで 後 ６．４
～８．５ １５５．５

東 ３ －
２６１号線

松崎字萱場２７２５から 前 ２．８
～６．０ １６５．０

松崎字東１４３まで 後 ２．８
～６．０ １６３．７

東 ３ －
３１６号線

一日市字居浦（丙）２２４６
－１から 前 ３．４

～６．８ １０１０．３

一日市（甲）１８０まで 後 ３．４
～６．８ １０３０．６

東 ３ －
３２９号線

海老ヶ瀬字長田３４０から 前 ４．９
～６．１ ３５０．４

海老ヶ瀬字新堀北１１０７
まで 後 ４．９

～６．１ ３５０．０

東 ３ －
３３５号線

一日市（甲）４４から 前 ３．６
～１２．１ １４７１．３

大形本町二丁目４１７まで 後 ３．６
～１６．９ １４７２．２

東 ３ －
３６４号線

豊二丁目１１７０から 前 ６．０
～１０．５ ２２９．４

豊二丁目１４８９－２まで 後 ６．０
～１５．２ ２２１．６

東 ３ －
３６６号線

河渡（甲）庚２３４－１から 前 ４．９
～１０．７ ６３２．１

河渡（甲）庚３８４－１３まで 後 ４．９
～１４．０ ６３１．６

東 ３ －
３７５号線

中木戸２１６から 前 ４．５
～９．２ ２５２．０

中木戸２２５まで 後 ４．５
～９．２ ２５４．５

東 ３ －
３８３号線

下木戸１－３から 前 ６．０
～８．８ １８８．６

下木戸６－７４まで 後 ６．０
～８．８ １８７．８

東 ３ －
４１７号線

中木戸４７から 前 ４．９
～７．６ ２９９．９

中木戸２０３まで 後 ４．９
～１０．４ ２９９．９

東 ３ －
４２１号線

松園二丁目４５９－１から 前 ４．０
～７．６ １３３．６

松園二丁目４５７－２２まで 後 ４．０
～７．６ １３６．４

東 ３ －
４３０号線

海老ヶ瀬字家附８４０から 前 ２．７
～７．１ ９９．３

海老ヶ瀬字家附８６６まで 後 ２．７
～７．９ ９９．６
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路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

東 ３ －
４３１号線

海老ヶ瀬字家附８７１から 前 ２．８
～４．７ ８０．１

海老ヶ瀬字家附８７０まで 後 ２．８
～５．０ ８０．１

東 ３ －
４４３号線

河渡（甲）庚３１８から 前 ６．０
～１４．４ ６１１．５

河渡（甲）庚３６２まで 後 ６．０
～１４．４ ６１０．７

大平岡山
線 ４ 号

大形本町三丁目１７３０－
１から 前 １６．０

～９５．０ １０９１．６

松崎字西６４９－１まで 後 １６．０
～９５．０ １０９１．２

東 ３ －
５００号線

新川町２２１から 前 ５．４
～６．０ ３９２．０

新川町２９０－１まで 後 ５．４
～１１．８ ４９１．３

東 ３ －
５０２号線

新川町３０－２３から 前 ６．０ ６７．７

新川町３０－２４まで 後 ６．０
～１０．２ ６５．７

東 ３ －
５１７号線

新川町３０４から 前 ５．５
～６．９ ２２７．９

新川町３２０－２まで 後 ５．５
～６．９ ２２５．９

東 ３ －
５２８号線

下山二丁目１７８７から 前 ４．９
～７．９ ８６．３

下山二丁目１７７７まで 後 ４．９
～７．９ ８６．１

東 ３ －
５３２号線

津島屋七丁目７－１か
ら 前 ８．４

～１３．２ １３５．７

津島屋七丁目６－１ま
で 後 ８．４

～１３．２ １３５．９

東 ３ －
５５９号線

松園二丁目丙６１９－４５か
ら 前 ６．０

～１０．２４ １５９．１１

松園二丁目丙６１９－６２ま
で 後 ６．０

～１０．３ １５６．５

東 ３ －
５６４号線

下山二丁目３３４－１から 前 ６．０
～１６．０ ２５０．０

新川町２２まで 後 ６．０
～１６．０ ２４５．９

東 ３ －
５６５号線

下山一丁目２４２－１から 前 ６．０
～３０．６ ２４５．４

下山一丁目５２０－１まで 後 ６．２
～３０．６ ２２７．７

東 ３ －
５６６号線

下木戸二丁目６－２か
ら 前 ４．０

～７．１３ １７３．０

下木戸二丁目６－７０ま
で 後 ４．０

～７．９ １７５．６

東 ３ －
５６７号線

松崎字東５２３－１から 前 １１．０
～２５．０ ３５．０

松崎字東５２３－１まで 後 １１．０
～２５．２ ３６．７

東 ３ －
５６８号線

松崎字東５３６から 前 ６．０
～１０．２ ７４．３

松崎字東４３７－１まで 後 ６．０
～１０．３ ７４．２

東 ４ －
２０号 線

中山一丁目３６－１から 前 ８．５ ７４６．３

山木戸五丁目１６２－１ま
で 後 ８．５ ７４７．０

東 ４ －
３１号 線

中山五丁目３１８から 前 ４．９
～１３．０ ９１９．３

紫竹六丁目１８８２－１ま
で 後 ４．９

～１３．０ ９１９．６

東 ４ －
３４号 線

中山二丁目２９６－１から 前 ４．０ ６６．４

中山二丁目３０２まで 後 ４．０
～７．４ ６６．４

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

東 ４ －
５１号 線

紫竹五丁目１２８１－１か
ら 前 ６．０

～１４．０ ２５３．４

紫竹五丁目１２７５－１ま
で 後 ６．０

～１４．０ ２５４．６

東 ４ －
５９号 線

中山八丁目８１７－２から 前 ４．９
～７．６ ４６２．６

中山八丁目１０１１－２ま
で 後 ４．９

～７．６ ４６２．１

東 ４ －
７６号 線

紫竹五丁目１１０１－１か
ら 前 ４．０

～２０．２ １５８６．８

南紫竹一丁目１２８７－１
まで 後 ４．０

～２０．２ １５８７．４

東 ４ －
８７号 線

中山五丁目４４６－１から 前 ４．０
～５．２ ５２．６

中山五丁目４４６－３まで 後 ４．０
～６．０ ５２．９

東 ４ －
９３号 線

山木戸二丁目７３２から 前 ４．５
～６．０ ２１４．３

山木戸二丁目８１－２ま
で 後 ４．５

～６．０ ２１３．９

東 ４ －
１２２号線

中山一丁目５９－６から 前 ４．０ ７６．０

中山一丁目６１－４９まで 後 ４．０ ７６．９

東 ４ －
１２３号線

紫竹六丁目７２５－２４から 前 ６．０
～１０．２ １６１．９

紫竹六丁目７２５－１３まで 後 ６．０
～１０．３ １６１．９

東 ４ －
１２４号線

紫竹六丁目７２５－３６から 前 ４．０ ５８．７

紫竹六丁目７２５－４０まで 後 ４．０ ５８．６

東 ５ －
３９号 線

逢谷内一丁目３５５－６か
ら 前 ４．１

～６．３ ７４４．６

寺山字浦沢１０４０－２ま
で 後 ４．４

～６．３ ７４４．６

東 ５ －
６８号 線

大形本町２９３－１から 前 ４．０
～６．６ ５９９．２

大形本町４１－７まで 後 ４．０
～６．６ ６００．４

東 ５ －
８７号 線

中興野５５から 前 ２．８
～７．１ ３３４．０

本所字元通船用跡１０４０
まで 後 ３．８

～７．１ ３３４．０

東 ５ －
９２号 線

下場字北側７２－３から 前 ５．３
～７．３ １７０．１

下場字北側６８－４まで 後 ５．３
～７．３ １６８．９

東 ５ －
１４７号線

中野山三丁目３－５２か
ら 前 ４．０

～１０．６ １３８．７

下場新町１３６－１９まで 後 ５．９
～１０．６ １３９．０

東 ５ －
１５１号線

大形本町２９１から 前 ６．０
～８．７ ４６．５

大形本町２９３－１まで 後 ６．０
～８．７ ４６．９

東 ５ －
２１３号線

牡丹山三丁目２８－９か
ら 前 ６．０

～１０．２４ １５２．７

牡丹山三丁目２８－３ま
で 後 ６．０

～１０．３ １５２．９

東 ５ －
２１４号線

上木戸一丁目１－３９か
ら 前 ６．０

～１０．２４ １６５．９２

上木戸一丁目１－４２ま
で 後 ６．０

～１０．２４ １６１．０

東 ６ －
１７５号線

江南二丁目１４５８－７か
ら 前 ４．７

～７．２ ５４．１

江南二丁目１４６０－１ま
で 後 ７．７

～９．２ ５３．６
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路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

東 ７ －
１０８号線

北山字堀西１６４０－１か
ら 前 ８．７

～１６．０ ４６１．１

丸山字野中１３３６まで 後 ８．７
～１６．０ ４６０．８

東 ７ －
１１６号線

粟山字北谷内中４５８－１
から 前 ７．０

～７．５ ３０７６．３

茗荷谷字東囲７３２まで 後 ７．０
～１０．８ ３０７５．７

東 ８ －
４ 号 線

下場本町６８４から 前 ６．０
～１３．８ ２１９８．１

岡山字中山１５４９－１ま
で 後 ６．０

～１３．８ ２１９７．７

東 ８ －
１５号 線

石山団地６６６－１０２から 前 ４．０
～７．２ １３３．０

石山団地６６６－６９まで 後 ４．０
～７．２ １３２．７

東 ８ －
１６号 線

石山団地６６６－１０８から 前 ４．０
～７．２ １３５．５

石山団地６６６－８１まで 後 ４．０
～７．２ １３５．０

東 ８ －
５４号 線

東中島一丁目６６６－２７５
から 前 ４．０

～１２．０ ５７５．０

東中野山五丁目１９６－９
まで 後 ４．０

～１２．０ ５７６．２

東 ８ －
１０３号線

本所字居浦９７６－１から 前 ４．５
～７．５ １５１．７

本所字居浦８９１まで 後 ４．５
～７．５ １７０．５

東 ８ －
２６０号線

江口字寺浦１０５６－２か
ら 前 ３．０

～７．０ ５３３．１

江口字伊勢堂１６６９－２
まで 後 ５．０

～７．７ ５３３．７

東 ８ －
２６３号線

東中野山六丁目１１６－１
から 前 ４．９

～５．５ ５１．３

東中野山六丁目１２０－７
まで 後 ６．０

～６．４ ５１．３

東 ８ －
２８６号線

児池字前沢４１－３から 前 ４．０
～４．７ １６０．７

岡山５５－７まで 後 ４．０
～６．７ １６０．７

東 ８ －
２９７号線

江口字諏訪浦３７０－１か
ら 前 ４．９

～５．２ ３７１．１

江口字諏訪浦４００－３ま
で 後 ４．９

～５．２ ３７１．８

東 ９ －
５４号 線

茗荷谷字堀端２８５－１か
ら 前 ３．６

～８．５ ７７８．１

茗荷谷字傅地山５２０まで 後 ３．６
～８．５ ７７９．５

東 ９ －
５８号 線

茗荷谷字道下２５０から 前 ２．８
～３．９ ４１．６

茗荷谷字道下２５１まで 後 ２．８
～３．９ ４１．４

東 ９ －
７３号 線

丸山字清水が丘１１８－３
から 前 ５．５

～１０．８ ６９９．７

北山字前山７００－２まで 後 ５．５
～１０．８ ６９９．５

東 ９ －
９６号 線

北山字屋敷付６５２から 前 ４．０
～６．０ １５２．４

北山字屋敷付６３２まで 後 ４．０
～６．０ １５１．９

東 ９ －
１２９号線

茗荷谷字才追山１２６３か
ら 前 ５．０

～８．６ ２９１．３

茗荷谷字才追山１３６１ま
で 後 ５．９

～８．６ ２９１．３

東 ９ －
１３９号線

大淵字県道東３８１から 前 ４．０
～８．４ ３８１．４

大淵字県道東３４７－１ま
で 後 ４．０

～１３．４ ３８１．０

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

東 ９ －
１４７号線

北山字屋敷付６９９－１か
ら 前 ３．７

～６．０ １６４．７

北山字屋敷付６３６まで 後 ３．７
～６．０ １６４．１

北 １ －
１０号 線

松浜七丁目２２－１９から 前 ６．０
～１０．０ ５８０．１

松浜町字小麦畑（戌）３６
３５－８８まで 後 ６．０

～１０．０ ５７９．６

北 １ －
１１号 線

松浜七丁目２５－２６から 前 ４．０
～８．０ ６９５．２

松浜町字小麦畑（戌）３６
３５－２９まで 後 ４．０

～８．６ ６９５．２

北 １ －
２０号 線

松浜七丁目１９－１９から 前 ４．０
～６．９ ４７．６

松浜七丁目１９－１６まで 後 ４．０
～６．９ ４７．１

北 １ －
３６号 線

松浜六丁目３－２から 前 ４．０
～７．６ ２４２．４

松浜六丁目１５－１４まで 後 ４．０
～７．６ ２４１．９

北 ２ －
１ 号 線

太夫浜字本屋敷９１１から 前 ２．１
～５．２ ２８４．８

太夫浜字新割２４４－１ま
で 後 ２．１

～５．２ ２８４．５

北 ２ －
５０号 線

太郎代字中町（甲）１３２か
ら 前 ２．７

～７．２ １８２．２

太郎代字浜本１８３甲まで 後 ２．７
～７．２ １８３．５

北 ２ －
１１２号線

太郎代字浜辺２５７９－１
から 前 ４．０ １９４．５

太郎代字浜辺２５８４－１
まで 後 ４．０

～９．０ １９１．８

北 ２ －
１１３号線

太郎代字浜辺２６２２から 前 ４．０ １９２．０

太郎代字浜辺２６１４まで 後 ４．０
～１１．２ １９４．０

北 ３ －
２８号 線

松浜町字砂地町２６７２－
甲から 前 １．８

～４．１ １６８．３

松浜町字本村３１６６まで 後 １．８
～４．１ １６８．６

北 ３ －
６５号 線

松浜町字小麦畑３３８９－１
１２から 前 ２．７

～４．４ ２８３．１

松浜町字本村３３０８まで 後 ２．７
～４．４ ２８４．８

北 ３ －
７７号 線

西名目所字屋敷付４５１９
－１から 前 ２．６

～４．１ ２９９．７

西名目所字三反割４６３１
－子まで 後 ２．６

～４．１ ２９９．４

北 ３ －
１０８号線

新元島町４０１８－１４０から 前 ４．０
～９．０ ５０２．８

新元島町４０１８－８７まで 後 ４．０
～９．０ ５０２．６

北 ４ －
１６号 線

太夫浜字中立２２２８から 前 ２．１
～６．０ ２０７．９

太夫浜中立２２０９まで 後 ２．１
～６．０ ２０７．４

北 ４ －
１７号 線

太夫浜字本屋敷２２４５か
ら 前 ２．４

～３．１ ２０８．５

太夫浜字中立２２３１まで 後 ２．８
～３．５ ２０８．９

北 ６ －
１７号 線

島見町字居浦２１９６から 前 ２．５
～８．５ ３６７．５

島見町字山辺２２２９－１
まで 後 ２．５

～８．５ ３６６．１

北 ６ －
２８号 線

島見町字居浦２０３４から 前 ２．５
～１１．０ ６７２．８

島見町字山興野３５１１－
１まで 後 ２．５

～１１．０ ６７１．７
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路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

北 ６ －
６０号 線

太郎代字山辺８５６－４か
ら 前 １２．０

～３２．２ ３０６．１４

太郎代字上山９０１－２４ま
で 後 １２．０

～３２．２ ３０６．９

北 ６ －
６１号 線

島見町字長潟２６０１－１５
から 前 １２．０

～３２．２ ７９６．９８

太郎代字山辺８５６－２ま
で 後 １２．０

～３２．２ ７９２．３

北 ７ －
８６号 線

新崎二丁目３１９７－５か
ら 前 ６．０

～１０．１９ ９０．５

新崎二丁目３２０２－３ま
で 後 ６．０

～１０．１９ ９０．８

北 ８ －
２３号 線

新崎一丁目１２２３－２か
ら 前 ６．０

～９．１ ８７１．８

新崎三丁目１１０９まで 後 ６．０
～９．１ ８７１．０

北 ８ －
６６号 線

新崎字毘沙門４７０から 前 ５．７７
～５．８４ １００．０

新崎字毘沙門４７２まで 後 ５．７７
～１１．２ １０９．３

黒埼１－
２５号 線

寺地字浦郷４７６－１から 前 ２．７
～３．５ ４９２．６

寺地字浦郷３０８まで 後 ２．７
～６．０ ４９２．６

黒埼１－
３１号 線

ときめき西一丁目１６－
３から 前 ３．７

～８．７ ７９２．９

立仏字川原１２０７－１ま
で 後 ３．７

～８．７ ７９０．３

黒埼１－
３４号 線

山田字山田島２８１１－５
から 前 ４．３

～７．１ ２４３．４

立仏字川原１２４０－１ま
で 後 ４．３

～９．８ ２４３．４

黒埼１－
４１号 線

山田字堤付２３０９－１か
ら 前 ７．８

～１６．０ ３２３．０

山田字堤付２３０７－１４５ま
で 後 ８．０

～１６．０ ３１２．８

黒埼１－
４７号 線

鳥原字腰廻１から 前 ３．６
～６．５ ８５３．８

立仏字川原１２４５－１ま
で 後 ３．６

～６．５ ８５４．７

黒埼１－
５８号 線

立仏字腰廻７２－２から 前 ３．７
～８．０ ５２．０

立仏字腰廻７６まで 後 ４．０
～８．０ ５２．０

黒埼１－
４１５号線

立仏字腰廻６５－２から 前 ６．０
～９．８４ ４６．７７

立仏字腰廻７０－３まで 後 ６．０
～１０．１ ４７．９

黒埼１－
４１６号線

立仏字腰廻１０８－２から 前 ５．０
～１２．５ ２５６．６

山田字中島３２００まで 後 ５．０
～１２．５ ２５８．８

黒埼１－
４１７号線

山田字中島３２４０から 前 ６．０
～１０．２ ９１．２

山田字中島３２４９まで 後 ６．０
～１０．３ ９１．５

黒埼１－
４１８号線

山田字中島３２３８から 前 ６．０
～１０．２ １０５．４

山田字中島３２２８まで 後 ６．０
～１０．３ １０５．５

黒埼１－
４１９号線

山田字中島３２１３から 前 ６．０
～１０．２ １０９．０

山田字中島３２０５まで 後 ６．０
～１０．３ １０８．７

黒埼１－
４２０号線

鳥原字腰廻８３０－１から 前 ６．０
～１１．１ １００．９

善久字新川向４５０－１１ま
で 後 ６．０

～１１．１ １０１．６

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

黒埼２－
２ 号 線

金巻字鳴巻１１４５－１か
ら 前 ２．７

～６．９ ６９６．５

金巻字下尾１５２０－２ま
で 後 ２．７

～６．９ ６９４．８

黒埼２－
１９号 線

小平方字曾根１０７９－１
から 前 ３．４

～９．５ ７２５．１

小平方字新通１０２９まで 後 ３．４
～９．８ ７２５．７

黒埼２－
３６号 線

黒鳥字本田２１８０－８か
ら 前 ５．５

～９．４ ２１６．５

黒鳥字高分２７１まで 後 ５．５
～９．４ ２１５．８

黒埼２－
５１号 線

木場字本田２０３６から 前 ３．６
～８．５ ５８５．４

木場字本田１８５５まで 後 ３．６
～８．５ ５８２．７

黒埼２－
６８号 線

大潟字大潟４１５－１から 前 ２．８
～７．０ ８６６．０

大潟字下潟４９まで 後 ２．８
～７．０ ８６６．８

黒埼２－
６９号 線

木場字下谷地４０６３－１
から 前 ３．０

～７．８ ９６８．１

大潟字大潟１０１まで 後 ３．０
～７．８ ９６５．１

黒埼２－
７１号 線

木場字堤１９７－１から 前 ３．０
～８．０ ５５９．１

木場字大南５９６－２まで 後 ３．０
～８．０ ５６０．４

黒埼２－
７８号 線

木場字下谷地４０６２－１
から 前 ７．５

～２７．０ ３３５５．７

板井字己ノ明３７２１－２
まで 後 ７．５

～２７．０ ３３５７．１

黒埼２－
１１６号線

木場字本田１８２５から 前 ５．０
～８．１ ２３０．６

木場字本田１６９２－１ま
で 後 ５．０

～８．１ ２２７．９

路 線 名 区 間 供用開始
年 月 日

山 の 下
東港線１号

東新町９４から
松崎字西１４まで

平成１６年
３月３１日

新 崎
松 浜 線

新崎二丁目２９８３－１から
松浜二丁目２－１１まで

山 木 戸
津 島 屋 線

上木戸字東大山１６－２から
津島屋三丁目１－１まで

松 崎
逢 谷 内 線

松崎字東５１１から
逢谷内六丁目７８－１まで

榎山の下線 榎町５７から
古湊町１－１３まで

天 神 尾
東 幸 町 線

天神尾一丁目１７から
東幸町４０２－３まで

明 石
紫 竹 山 線

明石一丁目１１０から
鐙三丁目３６９まで

新潟市告示第９２号

市道路線の供用開始について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき，次の市道路線の供用を開始する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１６年３月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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川岸町一番
堀 通 町 線

川岸町三丁目２３－３から
一番堀通町３－８まで

川 端 町
入船線１号

上大川前通一番町１６５－１から
柳島町一丁目８－７まで

寄 居 浜 線
１ 号

関屋字風砂除１－３７から
西船見町５９３２－６１６まで

有明台関屋
大 川 前 線

有明台４１８から
関屋大川前一丁目２０６８－４まで

西大畑町線 西大畑町５９１－１１から
西大畑町５２１４－２まで

新潟鳥屋野
線 ２ 号

天神尾一丁目３４１－２１から
紫竹山一丁目１８５－１まで

網 川 原 線 網川原二丁目４から
網川原二丁目８２－１まで

網 川 原 線
１ 号

網川原二丁目８２－１から
和合町二丁目１１９３－２まで

寄 居 浜
女池線３号

上所二丁目１１４１－１００から
近江字上８０－１まで

小 針 線 西有明町５８２０－１６４から
小新三丁目２８９－３１まで

小 針
坂 井 線

小針四丁目７７０－１から
大野字村中１４７まで

小 新
槙 尾 線

小新一丁目３４－３から
槙尾字道下８７５－１まで

寺 尾 線 寺尾上三丁目５７００－３から
寺尾西二丁目６０８７－１７まで

新 田 線 新田字丸潟６６７－１から
新田字浜野２１３－１まで

新 通 線 新通字フケ４４６４－１から
新通字荒戸４２４６－３まで

槙尾前野外
新 田 線

槙尾字道下８７７－５から
前野外新田字尾崎５２４－１まで

曽 和
上 新 町 線

新中浜一丁目５－３から
内野上新町１１８４１まで

新 幹 線
西側側道線

山田字中道下ノ中３６３－１から
板井字大新田３３４８－１まで

嘉 瀬
蔵 岡 線

嘉瀬字居村３７９１－１から
蔵岡字上境１７５まで

弁 天 町 線 南万代町１２から
八千代一丁目２４９８まで

大 渕
直 り 山 線

大渕字中谷内１６７－３から
直り山字小丸山９１９－１まで

紫 竹
河 渡 線

紫竹六丁目１８１９－１３から
河渡庚１６０－３まで

沼 垂 東
日 の 出 線

沼垂東三丁目８２１－２から
日の出二丁目１７０－２まで

八 千 代
幸 西 線

八千代二丁目２０００－１から
幸西三丁目２４７まで

米 山
紫 竹 山 線

米山三丁目４８３－１から
紫竹山一丁目１５３まで

網 川 原
鐙 線

網川原二丁目１１６－４２から
鐙三丁目１－３まで

紫 竹 山
鳥 屋 野 線

紫竹山三丁目５７１から
鳥屋野三丁目２６まで

女 池
紫 竹 山 線

女池字下山南１３３３－７から
紫竹山字東沢５５３まで

南 紫 竹
山 二 ツ 線

南紫竹一丁目１３００－７から
山二ツ四丁目９４３－３まで

山 二 ツ
長 潟 線

山二ツ五丁目７９５－３から
長潟字長潟９６８－１まで

舞 潟
曽 川 線

舞潟字居村６６９から
曽川字居村乙１４０２まで

網 川 原
楚 川 線

網川原二丁目１－１から
楚川字東割２９１－１まで

礎 町 通 線 礎町通上一ノ町１９１８から
礎町通五ノ町２２７４まで

川 岸 町 下
大川前通線

川岸町三丁目３３－２から
下大川前通二ノ町２２３０－５２まで

平 島
大野線１号

平島字道下１３２２－１から
大野字川端１７まで

五十嵐一の町
上新栄町線

五十嵐一の町６２８９－２から
上新栄町５９６０－４２０まで

五 十 嵐
中 島 線

五十嵐中島３０６０から
五十嵐中島１６２３－寅まで

中 権 寺 線 中権寺字三倍２５１７から
中権寺字道上７４－１まで

黒 鳥
的 場 線

黒鳥字高分１３５－１から
小新字的場３８９８－３まで

西 南 １ －
９ 号 線

赤塚字沼５７４９から
赤塚字鷲山５８７９まで

西 南 １ －
１０２号 線

赤塚字稲場４７１５－３から
赤塚字南浦原４８４２－１まで

西 南 １ －
１１０号 線

赤塚字稲場４７１７－３から
赤塚字北浦原５０９５まで

西 南 ２ －
１７ 号 線

中権寺字小丸山３３４８から
中権寺字三倍２８４９まで

西 南 ２ －
２５ 号 線

中権寺字三倍２９０１－５から
中権寺字三倍２８２４まで

西 南 ２ －
２６ 号 線

中権寺字三倍２８２４から
中権寺字三倍２９４０まで

西 南 ２ －
７３ 号 線

五十嵐三の町北１０３５６－１から
五十嵐三の町１０３６１まで

西 南 ２ －
９５ 号 線

五十嵐三の町中１０１４７－５から
五十嵐三の町西９６５３まで

西 南 ２ －
９６ 号 線

五十嵐三の町西９４９６－２から
五十嵐三の町西９６２９－２まで

西 南 ２ －
９８ 号 線

内野上新町１１８１０－１から
五十嵐三の町南１３３２６－１まで

西 南 ２ －
１２０号 線

五十嵐中島四丁目１４６６－５５から
五十嵐中島四丁目２４７０－１９まで

西 南 ２ －
１２５号 線

五十嵐中島四丁目２６２６－４から
五十嵐中島四丁目２７０３－２０まで

西 南 ２ －
１３５号 線

五十嵐中島三丁目３８４９－７から
五十嵐中島三丁目２２４０－９３まで

西 南 ２ －
１４３号 線

五十嵐中島一丁目１３２８０－４から
五十嵐中島一丁目１９８２まで

西 南 ２ －
１５８号 線

五十嵐中島一丁目２００６－１から
五十嵐中島一丁目２００６－１まで

西 南 ２ －
１６６号 線

五十嵐中島三丁目３２８４－９５から
五十嵐中島三丁目３２８４－９１まで

西 南 ２ －
１７７号 線

五十嵐中島二丁目１７０５－５１から
五十嵐中島二丁目１７０５－３まで

西 南 ２ －
２０７号 線

五十嵐中島二丁目１７６４－６から
五十嵐中島二丁目２２４０－１６０まで

西 南 ２ －
２２４号 線

五十嵐中島二丁目１８５４－２から
五十嵐中島二丁目１８５４－３まで

西 南 ３ －
１ 号 線

山崎字下り１２１６－５から
木山字屋敷裏１５－４まで

西 南 ３ －
３ 号 線

山崎字下り１１８４から
山崎字屋敷添１１１２－甲まで

西 南 ３ －
１７ 号 線

木山字屋敷裏字宅地６１１から
木山字前田７５８まで

西 南 ３ －
２５ 号 線

木山字屋敷裏字宅地４０－１から
木山字屋敷裏字宅地４まで

西 南 ３ －
９２ 号 線

赤塚字稲場４７０４－１から
赤塚字屋敷添４３７４－甲まで

西 南 ３ －
９３ 号 線

赤塚字稲場４５１８－１から
赤塚字稲場４５１８－１まで

西 南 ３ －
１３９号 線

赤塚字下川戸１２３３から
藤蔵新田字おとら田２４８－３まで

西 南 ３ －
１４２号 線

藤蔵新田字小池前４４２－１から
藤蔵新田字八百島６７０まで

西 南 ３ －
１８４号 線

勘助郷屋字下沢１１４から
勘助郷屋字下利１４３－１まで

西 南 ３ －
１８５号 線

勘助郷屋字下沢１４２－４から
勘助郷屋字下沢１２１まで

西 南 ３ －
１８７号 線

勘助郷屋字下利１５９－３から
勘助郷屋字下利１５７まで

西 南 ３ －
１８９号 線

勘助郷屋字下利１８８から
勘助郷屋字大沼３３０まで

西 南 ３ －
１９２号 線

勘助郷屋字内畑１４６－２から
勘助郷屋字内畑２２９まで

西 南 ３ －
１９８号 線

勘助郷屋字大沼３４６から
勘助郷屋字大沼３３５まで
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西 南 ３ －
２７７号 線

木山字屋敷裏４０９－２から
木山字前田１０３９－１まで

西 南 ３ －
２８０号 線

勘助郷屋字下利１４３－１から
勘助郷屋字下利１８１－３まで

西 南 ３ －
２８１号 線

山崎字下り１１９８－１から
山崎字下り１１９１まで

西 南 ４ －
２４ 号 線

中権寺字三倍２５８６－１から
中権寺字三倍２６７３－２まで

西 南 ４ －
５０ 号 線

木山字前田９６３から
木山字中通１１３６まで

西 南 ４ －
５１ 号 線

木山字前田９３３から
木山字中通１１１３まで

西 南 ４ －
５２ 号 線

木山字前田８９７から
山崎字芹谷地４０６まで

西 南 ４ －
５７ 号 線

神山字切替１５４０－１から
赤塚字下野地２４４まで

西 南 ４ －
７５ 号 線

早潟字大新田１０５－１から
早潟字大新田５９８－１まで

西 南 ４ －
７８ 号 線

早潟字大新田４９６から
早潟字碇下５２－１まで

西 南 ４ －
１１９号 線

小見郷屋字三辺１６６から
小見郷屋字中蒲３２４まで

西 南 ４ －
１２４号 線

小見郷屋字三辺１８８－２から
小見郷屋字三辺１６８まで

西 南 ４ －
１２５号 線

小見郷屋字三辺２０２－２から
小見郷屋字三辺１８９まで

西 南 ４ －
１３３号 線

藤野木字江先１３７－２から
藤野木字江先１４５－２まで

西 南 ４ －
１４８号 線

藤野木字江先４９５から
藤野木字江先４８８まで

西 南 ４ －
２３０号 線

明田字屋敷廻７０４から
明田字前谷９６１－３まで

西 南 ４ －
２３８号 線

明田字屋敷廻７８７－８から
明田字上谷５０８まで

西 南 ４ －
２４２号 線

明田字布割５５１－１から
明田字布割５４５まで

西 南 ４ －
２４５号 線

明田字前谷９５８－１から
明田字前谷４８１まで

西 南 ５ －
１１ 号 線

中権寺字道下４３１から
中権寺字道下４２７まで

西 南 ５ －
１２ 号 線

中権寺字道下４５１から
中権寺字道下４６３まで

西 南 ５ －
２１ 号 線

中権寺字道下４５９から
中権寺字道下８８０－１まで

西 南 ５ －
３８ 号 線

曽和字沢田３８４－１から
内野戸中才１５２４－２まで

西 南 ５ －
４５ 号 線

曽和字野付１０６４－１から
田島字地六山２３９７－４まで

西 南 ５ －
４６ 号 線

金巻新田字通下３１１から
曽和字六地１１２５－２まで

西 南 ５ －
４７ 号 線

曽和字沢田６９３－１から
曽和字六地１１６０まで

西 南 ５ －
４８ 号 線

曽和字六地８８５－１から
曽和字六地１１４７まで

西 南 ５ －
４９ 号 線

田島字堤内２１４－１から
田島字堤内２４５まで

西 南 ５ －
５１ 号 線

田島字蓮潟５２５から
田島字堤内１６５まで

西 南 ５ －
６０ 号 線

田島字上関６８６－１から
金巻新田字早潟３３８まで

西 南 ５ －
６２ 号 線

金巻新田字早潟３４５から
内野字崎山３１６６－１まで

西 南 ５ －
８３ 号 線

金巻新田字早潟３８６から
金巻新田字早潟３７４まで

西 南 ５ －
１０６号 線

内野戸中才１５２８－４から
内野戸中才１５１０－１３まで

西 南 ５ －
１０７号 線

内野戸中才１５３２－４から
内野戸中才１５１６－９まで

西 南 ５ －
１０８号 線

内野戸中才１５１０－２８から
内野戸中才１５１０－２７まで

西 南 ５ －
１０９号 線

内野戸中才１４７２－２から
内野戸中才１４７２－１３まで

西 南 ５ －
１１０号 線

曽和字六地１００９－３から
曽和字野付１０６７－１まで

西 南 ５ －
１１１号 線

曽和字沢田６３７－２から
曽和字沢田６９９－３まで

西 南 ５ －
１１２号 線

曽和字沢田５５４－１から
曽和字沢田５５３－２まで

西 南 ６ －
１ 号 線

曽和字沢田２３０－３から
曽和字野付４４まで

西 南 ６ －
７ 号 線

曽和字沢田４９５－１から
曽和字野付４５８－１まで

西 南 ６ －
１３８号 線

笠木字五十歩１７５６－１から
笠木字荒田３５４まで

西 南 ６ －
１３９号 線

笠木字十二歩１９０から
笠木字荒田３７２まで

西 南 ６ －
１４２号 線

笠木字荒田４１１－７から
笠木字荒田４０９－１まで

西 南 ６ －
１４６号 線

笠木字荒田４１１－１から
新田字新川西６３７まで

西 南 ６ －
１４７号 線

笠木字荒田４１０－１から
新田字新川西６６８－２まで

西 南 ６ －
１８３号 線

笠木字荒田４１１－７から
新田字新川西６１４まで

西 南 ６ －
１８４号 線

高山字前田１４０－２から
新通字仲才３２－２まで

西 南 ６ －
１８５号 線

高山字前田１９９－７から
新通字仲才３０２－４まで

西 南 ６ －
１８６号 線

新通字仲才１０１－２から
新通字仲才２０９まで

西 南 ７ －
１９ 号 線

小瀬字居村４２から
小瀬字居村４０まで

西 南 ７ －
２６ 号 線

小瀬字居村２２から
小瀬字居村２１まで

西 南 ７ －
４５ 号 線

大友字裏向６２－２から
大友字裏向１３３－１まで

西 南 ７ －
４９ 号 線

大友字裏向１２３－１から
大友字裏向５７２－３まで

西 南 ７ －
５８ 号 線

大友字裏向２５２－３から
大友字裏向２０４まで

西 南 ７ －
７２ 号 線

大友字荒古７４４から
大友字土堤下５１４－１まで

西 南 ７ －
８０ 号 線

大友字土堤下５９１から
大友字土堤下５００まで

西 南 ７ －
９４ 号 線

中野小屋字大友１７５３から
田潟字田潟１０１１－１まで

西 南 ７ －
９５ 号 線

中野小屋字本地６１０から
田潟字田潟２７５まで

西 南 ７ －
１００号 線

中野小屋字荒古１１５５から
中野小屋字荒古９８９まで

西 南 ７ －
１０３号 線

中野小屋字下割９３８－１から
中野小屋字荒古９８５－２まで

西 南 ７ －
１３４号 線

中野小屋字大友地先１７７７から
田潟字田潟４４２まで

西 南 ７ －
１３７号 線

中野小屋字萱割７７９から
中野小屋字萱割７８６まで

西 南 ７ －
１４１号 線

中野小屋字本地６０１－１から
保古野木字前野前６８７－１まで

西 南 ７ －
１４２号 線

中野小屋字本地５４１から
保古野木字前野前６７１－１まで

西 南 ７ －
１４９号 線

保古野木字尾崎５２４－１から
保古野木字前野前５０１まで

西 南 ７ －
１５１号 線

田潟字田潟２５３から
田潟字田潟２４０－１まで

西 南 ７ －
１５３号 線

田潟字田潟１８４－２から
田潟字田潟１６５－１まで

西 南 ７ －
１７３号 線

中野小屋字本地３８０から
中野小屋字萱割７８５－２まで

西 南 ７ －
１９４号 線

明田字布割６５１－１から
明田字大面８３９－１まで

西 １ －
１１ 号 線

五十嵐二の町８７１８から
五十嵐二の町８８６７－７まで

西 １ －
３７ 号 線

五十嵐二の町９０２２－３から
五十嵐二の町８９９８－１まで
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西 １ －
５２ 号 線

五十嵐一の町７２５４－２から
五十嵐一の町７２４６まで

西 １ －
６０ 号 線

上新栄町５８２７－４２３から
上新栄町５８２７まで

西 １ －
６９ 号 線

松海が丘二丁目３１－６から
松海が丘二丁目５８２１－３０１まで

西 １ －
７７ 号 線

真砂四丁目５８２１－１３９から
松海が丘三丁目５８２１－６１９まで

西 １ －
１１９号 線

真砂四丁目５８２１－５７から
真砂四丁目５８２１－７７まで

西 １ －
１２７号 線

真砂四丁目５８２１－３２７から
真砂四丁目５８２１－５７まで

西 １ －
１３７号 線

五十嵐二の町８７６５－１から
五十嵐二の町９１３５－１まで

西 １ －
１４９号 線

松海が丘二丁目５８２１－１３５０から
松海が丘二丁目５８２１－１３９８まで

西 ２ －
４９ 号 線

五十嵐一の町７０１９－４から
五十嵐一の町７２３１まで

西 ２ －
６７ 号 線

五十嵐一の町７１６６－３から
五十嵐一の町７１４２－２まで

西 ２ －
６８ 号 線

五十嵐一の町７１６６－１から
五十嵐一の町６７５９－１まで

西 ２ －
８６ 号 線

寺尾北一丁目３２－４から
寺尾北一丁目５９６０－５３まで

西 ２ －
１１２号 線

真砂一丁目５８２１－２３から
真砂一丁目５８２２－１１５まで

西 ２ －
２１２号 線

大学南一丁目７８１０－１６から
大学南一丁目３３３－３まで

西 ２ －
２５６号 線

寺尾西五丁目５８２９－２２から
寺尾西五丁目５８２９－１４３まで

西 ２ －
２６５号 線

松美台５８１８－１２０２から
松美台５８１８－１２１０まで

西 ２ －
２６７号 線

寺尾西三丁目６５１２－１３から
寺尾西三丁目６５１２－３０まで

西 ２ －
２６８号 線

寺尾西三丁目６５１２－２９から
寺尾西三丁目６５２９－３まで

西 ３ －
１６ 号 線

寺尾字栗戸上５７８－１から
寺尾字居浦８４５－１まで

西 ３ －
１９ 号 線

小針西一丁目１０９２－２から
寺尾朝日通１１２１－３まで

西 ３ －
２８ 号 線

小針南台１５２８－１から
小針が丘１７４０－１４まで

西 ３ －
２９ 号 線

小針上山２１５５から
小針西一丁目１１０９－４まで

西 ３ －
３０ 号 線

小針南台１２７６－２から
小針南台１７２９－１まで

西 ３ －
３４ 号 線

小針上山２１２７から
小針上山２２０６－１まで

西 ３ －
６１ 号 線

青山二丁目２６３－７から
青山二丁目３０１－１まで

西 ３ －
９７ 号 線

小針西一丁目１２４０－７から
小針西一丁目１２７７－６まで

西 ４ －
３１ 号 線

槙尾字中曽根９１から
槙尾字中曽根６５６まで

西 ４ －
３２ 号 線

槙尾字荻曽根１６９から
槙尾字荻曽根６３４まで

西 ４ －
３６ 号 線

槙尾字中曽根１０９から
槙尾字前三俵２９８まで

西 ４ －
３７ 号 線

槙尾字布割３６７－２から
槙尾字布割３８７まで

西 ４ －
３８ 号 線

槙尾字布割４０４から
槙尾字前三俵３６４－２まで

西 ４ －
３９ 号 線

槙尾字布割３７７から
新通字輪ノ内１０７１まで

西 ４ －
４０ 号 線

新通字輪ノ内１２３２－２から
新通字輪ノ内１０４６まで

西 ４ －
９３ 号 線

寺尾東三丁目１７０５－６から
寺尾東三丁目１７０５－２１まで

西 ４ －
９７ 号 線

寺尾東三丁目１６０６－４から
寺尾東三丁目１７０５－１７まで

西 ４ －
１１０号 線

新通字輪ノ内１２７６－３から
新通字輪ノ内１２５７－４まで

西 ４ －
１５４号 線

新通字輪ノ内１０５５－４から
新通字輪ノ内１３３３－２まで

西 ４ －
１５５号 線

新通字輪ノ内１０４９－４から
新通字輪ノ内１３４７－３まで

西 ４ －
１５６号 線

新通字輪ノ内１０４９－３から
新通字輪ノ内１３４８－４まで

西 ４ －
１５７号 線

新通字輪ノ内１０５２－６から
新通字輪ノ内１２４２－３まで

西 ４ －
１５８号 線

新通字輪ノ内１２４２－５から
新通字輪ノ内１２４５－３まで

西 ４ －
１５９号 線

新通字輪ノ内１２６８－６から
新通字輪ノ内１２６４－３まで

西 ４ －
１６０号 線

新通字輪ノ内１２６６－６から
新通字輪ノ内１３３６－２まで

西 ４ －
１６１号 線

新通字輪ノ内１２６４－１０から
新通字輪ノ内１２６０－３まで

西 ４ －
１６２号 線

内野町８４７－４から
内野町８３３－１まで

西 ５ －
７ 号 線

寺尾東一丁目４９２０－１から
坂井東二丁目２４５２－１５まで

西 ５ －
３５ 号 線

坂井東三丁目２２４７から
坂井東二丁目２６５０－１１まで

西 ５ －
５０ 号 線

寺尾前通三丁目７－１７から
寺尾前通三丁目３－６まで

西 ５ －
５１ 号 線

寺尾東一丁目４９３６－１から
坂井東二丁目２６３１－１まで

西 ５ －
５５ 号 線

寺尾字栗戸上５７６－１から
小針五丁目１３１６－１６まで

西 ５ －
１０５号 線

小針七丁目４６３－２から
小針三丁目９７０まで

西 ５ －
１２４号 線

小針一丁目１０３３－１４から
小針一丁目９７１まで

西 ５ －
１３２号 線

青山一丁目２２５－７から
東青山一丁目２－１まで

西 ５ －
２１７号 線

坂井一丁目３０６－４から
坂井一丁目１６３７－８まで

西 ５ －
２１９号 線

坂井東二丁目２６６５－２から
坂井東一丁目２６９５－１１まで

西 ５ －
２５４号 線

小針一丁目９７９－１４から
小針一丁目９７９－１１まで

西 ５ －
２５８号 線

寺尾朝日通１１５－２７から
寺尾朝日通１１５－３１まで

西 ５ －
２５９号 線

小針三丁目８５５から
小針三丁目８４９まで

西 ５ －
２６０号 線

小針一丁目９７８－１から
小針一丁目９７１－１まで

西 ５ －
２６１号 線

小針一丁目９７１－８から
小針一丁目９７１－７まで

西 ６ －
１５ 号 線

新通字小エボ田３８３５から
新通字イタヘ５３７まで

西 ６ －
１８ 号 線

新通字前田９６９－２から
新田字向島８３－３まで

西 ６ －
３１ 号 線

高山字沼下り５８４から
新通字イタヘ５０８まで

西 ６ －
４２ 号 線

新通字小エボ田３８３７から
新通字荒戸３２６１－１まで

西 ６ －
４６ 号 線

新田字新川西６４７－２から
新通字フケ４５０８－１まで

西 ６ －
５０ 号 線

黒鳥字下天保６１８８－２から
新田字玄的７７２まで

西 ６ －
５１ 号 線

新田字浜野２０９－７から
新田字浜野２０９－４まで

西 ６ －
５２ 号 線

新通字向島４６５３－１から
新通字荒戸４２４６－３まで

西 ７ －
３１ 号 線

小新西二丁目２４３１－１から
小新字白鳥４６０－４まで

西 ７ －
３４ 号 線

小新字白鳥２６８から
小新字白鳥２８９－３１まで

西 ７ －
４７ 号 線

小新字白鳥３００－２から
小新字的場３８９８－３まで

西 ７ －
５７ 号 線

小新字白鳥６５０から
小新字白鳥４９６まで
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西 ７ －
８０ 号 線

小新大通一丁目３６５０－１９０から
小新大通一丁目３６５０－１８４まで

西 ７ －
８１ 号 線

小新大通一丁目３６５８－６から
小新大通一丁目３６５０－１２まで

西 ７ －
１１８号 線

小新三丁目２８９－２４から
小新三丁目２８９－１７まで

西 ７ －
１１９号 線

小新字白鳥４３０－５から
小新字白鳥４６０－１まで

西 ７ －
１２０号 線

小新字白鳥４２８－１から
小新字白鳥４２７－２まで

西 ７ －
１２３号 線

小新四丁目２２５から
小新四丁目２１４まで

西 ７ －
１２４号 線

小新四丁目２０９から
小新四丁目１３９まで

西 ７ －
１３１号 線

小新四丁目２４６から
小新四丁目１２８まで

西 ７ －
１３２号 線

小新南二丁目３２０２－１から
小新南二丁目３１９９－１まで

中 央 １ －
１１ 号 線

関屋金衛町二丁目３０７から
水道町一丁目５９３２－４４まで

中 央 １ －
２３ 号 線

堀割町１７８５－１５から
文京町１５－１８まで

中 央 １ －
２４ 号 線

文京町４－５から
文京町６５－４まで

中 央 １ －
２６ 号 線

文京町２３－１から
文京町１５－１６まで

中 央 １ －
２７ 号 線

文京町５から
関屋浜松町２７８まで

中 央 １ －
２８ 号 線

文京町７－３から
文京町１６－２３まで

中 央 １ －
３０ 号 線

文京町９－４から
文京町１８－１４まで

中 央 １ －
３１ 号 線

文京町３－３から
文京町１９－２７まで

中 央 １ －
５３ 号 線

文京町２－８から
信濃町２０－１５まで

中 央 １ －
９５ 号 線

関屋松波町一丁目８８から
関屋松波町三丁目２４１－２まで

中 央 １ －
１７８号 線

医学町通二番町７４－３から
旭町通一番町７６－４まで

中 央 １ －
１８９号 線

関屋字立会山下割１８４０－３１から
関屋字立会山下割１８４０－３１まで

中 央 ２ －
６ 号 線

関南町１３から
関南町１４６－２まで

中 央 ２ －
７ 号 線

関南町４０４－１から
関南町７５まで

中 央 ２ －
１３ 号 線

関南町１３１から
関南町１１７まで

中 央 ２ －
１４ 号 線

関南町５２から
関南町３９－１まで

中 央 ２ －
１６ 号 線

関南町５３－１から
関南町５６３－１８まで

中 央 ２ －
２６ 号 線

関屋恵町６－４から
関屋恵町６－１１まで

中 央 ２ －
４２ 号 線

関屋金鉢山町７７－１から
関屋金鉢山町７４まで

中 央 ２ －
６７ 号 線

川岸町三丁目２２－３から
川岸町二丁目１１－１まで

中 央 ２ －
７１ 号 線

川岸町二丁目１５－１から
川岸町二丁目１２－５８まで

中 央 ２ －
７２ 号 線

川岸町二丁目１４－１から
川岸町二丁目８－６まで

中 央 ２ －
７６ 号 線

白山浦二丁目１７１－５０から
白山浦一丁目２３８－１０まで

中 央 ２ －
７７ 号 線

白山浦二丁目１７１－４０から
白山浦一丁目３３６－９まで

中 央 ２ －
８１ 号 線

白山浦一丁目２４０－５から
白山浦一丁目３１５－２４まで

中 央 ２ －
８２ 号 線

白山浦一丁目２３８－９から
白山浦一丁目３３２－１まで

中 央 ２ －
８８ 号 線

白山浦一丁目６３５－１９から
川岸町一丁目４９－１まで

中 央 ２ －
９２ 号 線

川岸町一丁目４８－４から
川岸町一丁目４８－１６まで

中 央 ２ －
９９ 号 線

川岸町一丁目５５から
川岸町一丁目５５まで

中 央 ２ －
１０１号 線

白山浦二丁目６４５－５６から
一番堀通町６０１７－８まで

中 央 ２ －
１７５号 線

青山字山腰４２０－１から
青山字道下３９６－４まで

中 央 ３ －
３ 号 線

西船見町５２３２－２８５から
西船見町５２３２－２８５まで

中 央 ３ －
２７ 号 線

二葉町三丁目５３３４から
古町通十三番町２９１１－２まで

中 央 ３ －
６１ 号 線

窪田町一丁目１－１から
窪田町二丁目１１９－２まで

中 央 ３ －
９８ 号 線

並木町２３９１－１から
並木町２３９１－２まで

中 央 ３ －
１７３号 線

窪田町二丁目１２０－６から
雲雀町１－６まで

南 １ －
１ 号 線

万代三丁目２４５２－３から
万代二丁目１９９９－１まで

南 １ －
２ 号 線

万代三丁目２５１７－７から
万代三丁目２５１０－１まで

南 １ －
６ 号 線

万代四丁目２４６０－１から
万代四丁目２４７１まで

南 １ －
１０ 号 線

三和町１６６３－４から
万代五丁目１４２０－３まで

南 １ －
３１ 号 線

沼垂西三丁目１３６３－３から
沼垂西三丁目１３１５－５まで

南 １ －
３４ 号 線

沼垂西三丁目１３１７－２から
沼垂西三丁目１３７９－１まで

南 １ －
３８ 号 線

沼垂西三丁目１１４５－１から
沼垂西一丁目８８６－１０まで

南 １ －
５４ 号 線

沼垂東六丁目５１３７－１から
沼垂東五丁目５５３３まで

南 １ －
５６ 号 線

沼垂東五丁目５９３２－２１から
沼垂東四丁目５７０－甲まで

南 １ －
５８ 号 線

沼垂東五丁目５１６９－１から
沼垂東五丁目５６０６－１まで

南 １ －
９２ 号 線

日の出三丁目２６から
日の出三丁目８５まで

南 １ －
９３ 号 線

日の出二丁目１４－１から
日の出二丁目１７０－２まで

南 １ －
１３８号 線

日の出二丁目１６－１１０から
日の出二丁目１６－８６まで

南 １ －
１３９号 線

日の出二丁目１６－１３０から
日の出二丁目１６－１２０まで

南 １ －
１４１号 線

日の出二丁目１６－８１から
日の出二丁目１６－７３まで

南 １ －
１４２号 線

日の出二丁目１６－８５から
日の出二丁目１６－８２まで

南 ２ －
３ 号 線

万代一丁目２４４４－２から
八千代一丁目２４９５－４０まで

南 ２ －
４ 号 線

万代一丁目２５０８－２から
万代二丁目１９９１－１まで

南 ２ －
５ 号 線

八千代一丁目２４９５－２５から
八千代二丁目２４９６－２まで

南 ２ －
６ 号 線

八千代一丁目２４９５から
八千代二丁目２８０－１まで

南 ２ －
７ 号 線

幸西四丁目２７４－２から
幸西三丁目２４８－３まで

南 ２ －
９ 号 線

幸西四丁目２７３－３から
幸西四丁目２７３－６まで

南 ２ －
２５ 号 線

東幸町３９２－１から
東幸町４０９－１まで

南 ２ －
２７ 号 線

天神尾一丁目９９－１から
東幸町４０３－５まで

南 ２ －
３２ 号 線

水島町５－１から
天神尾一丁目３４１－１３まで

南 ２ －
８０ 号 線

笹口三丁目７－２３から
笹口三丁目４－１まで

南 ２ －
８５ 号 線

笹口三丁目６－１２から
笹口三丁目１１－１６まで
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南 ２ －
９２ 号 線

笹口一丁目１２－１０から
笹口一丁目１３－１まで

南 ２ －
９３ 号 線

笹口一丁目１５－３６から
笹口一丁目１４－１まで

南 ２ －
９４ 号 線

笹口一丁目２５－６から
笹口一丁目１７－２０まで

南 ２ －
９９ 号 線

笹口二丁目１２－８から
米山二丁目６－１５まで

南 ２ －
１０３号 線

米山一丁目４－４から
天神一丁目５－１５まで

南 ２ －
１１６号 線

米山二丁目５－１７から
米山二丁目４－１５まで

南 ２ －
１２０号 線

天神二丁目２－１から
天神尾二丁目４３２－５まで

南 ２ －
１２３号 線

堀の内字浦沢５５－２から
天神尾二丁目５０５－２まで

南 ２ －
１３３号 線

天神二丁目１３７－９８から
天神二丁目１３７－９１まで

南 ２ －
１３５号 線

天神二丁目１３７－７８から
天神二丁目１３７－８２まで

南 ２ －
１３６号 線

天神二丁目１３７－８４から
天神二丁目１３７－８７まで

南 ２ －
１３７号 線

天神二丁目１３７－８９から
天神二丁目１３７－９０まで

南 ３ －
１２ 号 線

上所一丁目１１３７－２から
上所一丁目１１３７－２まで

南 ３ －
１３ 号 線

上所一丁目１１３７－１から
上所一丁目１１３７－１まで

南 ３ －
１５ 号 線

下所島一丁目５０－４から
上所島三丁目７７８－１まで

南 ３ －
１６ 号 線

下所島一丁目４８５－１から
幸町５８１－１まで

南 ３ －
３２ 号 線

上所中二丁目４２６－１から
上所中三丁目５１５まで

南 ３ －
１１２号 線

上所上一丁目１２２から
上所上一丁目１２０まで

南 ４ －
２９ 号 線

網川原一丁目１５２－３から
鳥屋野一丁目７８１－６まで

南 ４ －
３０ 号 線

網川原一丁目１８７－１９から
網川原二丁目１０６－２まで

南 ４ －
３３ 号 線

女池字上山９０－１７から
愛宕三丁目９－９まで

南 ４ －
４６ 号 線

女池一丁目１１４０－１から
愛宕三丁目６－１７まで

南 ４ －
５０ 号 線

近江字上９０－１から
女池四丁目７４８まで

南 ４ －
５２ 号 線

新和字居付６８から
女池五丁目９０４－１まで

南 ４ －
５４ 号 線

近江字下３６１－１８から
近江字上１８８－１まで

南 ４ －
５７ 号 線

新和字居付５２から
女池二丁目９６８まで

南 ４ －
５８ 号 線

近江字下３２３－１から
女池二丁目９５９－１まで

南 ４ －
５９ 号 線

近江字下３１８－１から
女池二丁目９５５－１まで

南 ４ －
６４ 号 線

女池六丁目１５７１－１から
女池六丁目１５８１－１まで

南 ４ －
８５ 号 線

近江字下４３０－３４から
近江字下４３０－３７まで

南 ４ －
１１４号 線

女池四丁目７３５－４から
女池四丁目７３５－１３まで

南 ４ －
１１５号 線

女池三丁目１０９４－１１から
女池三丁目１０９４－２５まで

南 ５ －
１ 号 線

堀の内南一丁目２４４－１から
和合町一丁目１２６０－１２まで

南 ５ －
４ 号 線

堀の内南一丁目２９０－１から
南笹口二丁目４７５－２まで

南 ５ －
１１ 号 線

米山四丁目３５７から
紫竹山一丁目１７０－４まで

南 ５ －
１２ 号 線

米山三丁目５７３－２２から
鐙西一丁目１５３－２まで

南 ５ －
１３ 号 線

南笹口一丁目６４４－１から
紫竹山二丁目４１１－８まで

南 ５ －
１７ 号 線

鐙三丁目３７９から
鐙西二丁目３２５まで

南 ５ －
２３ 号 線

紫竹山二丁目４４７－１から
鐙二丁目４４３－３１まで

南 ５ －
２７ 号 線

紫竹山一丁目１７６－１から
紫竹山一丁目１７６－１まで

南 ５ －
３１ 号 線

鐙三丁目３７４－３から
鐙三丁目３７９まで

南 ６ －
７０ 号 線

山二ツ四丁目９２０－１から
山二ツ字中村前１４４－１まで

南 ６ －
１７４号 線

姥ヶ山字諏訪野５３８－１から
姥ヶ山字諏訪野５３４まで

南 ６ －
１８４号 線

紫竹山四丁目４７８－２から
紫竹山四丁目５５４－１まで

南 ６ －
１８５号 線

紫竹山四丁目５１４－１から
紫竹山四丁目５１２まで

南 ６ －
１８６号 線

紫竹山四丁目５０９－１８から
紫竹山四丁目５０９－２３まで

南 ６ －
１８７号 線

紫竹山四丁目５０９－３０から
紫竹山四丁目５０９－３５まで

南 ６ －
１８８号 線

紫竹山四丁目５１６－１から
紫竹山四丁目５１５－２まで

南 ７ －
１０ 号 線

姥ヶ山一丁目８２７－２から
弁天橋通三丁目８６７－５まで

南 ７ －
１１ 号 線

長潟字長潟１３から
姥ヶ山一丁目８３８－２まで

南 ７ －
２９ 号 線

長潟三丁目１２４２－１から
長潟三丁目１２４９まで

南 ７ －
４２ 号 線

姥ヶ山一丁目７９３－１から
姥ヶ山一丁目７９３－１まで

南 ７ －
４４ 号 線

姥ヶ山二丁目２１３から
美の里１７９－８８まで

南 ７ －
４５ 号 線

姥ヶ山二丁目１３３から
姥ヶ山字大日南田１１４－１まで

南 ７ －
４７ 号 線

美の里２５０－１から
姥ヶ山字大日南田６５－１まで

南 ７ －
６０ 号 線

女池字西前沢１８６１－３５から
女池字西前沢１８８５－１２まで

南 ７ －
６１ 号 線

女池字西前沢１８８４－４から
女池字西前沢１８８５－１５まで

南 ７ －
６５ 号 線

女池字東前沢１９７８－１１から
小張木字居付７８－２まで

南 ７ －
６６ 号 線

小張木字築留１７３－１から
小張木字築留１７９－１３まで

南 ７ －
６８ 号 線

小張木字居付１２６－１から
小張木字居付１４３－５９まで

南 ７ －
８５ 号 線

久蔵興野字下郷地２１９から
久蔵興野字下郷地２２８－２まで

南 ７ －
９６ 号 線

鐘木６３６－４から
鐘木６２６－２まで

南 ７ －
９７ 号 線

鐘木６３３－１から
鐘木６３３－１まで

南 ７ －
１１２号 線

丸潟新田字上谷内６８０から
曽川字鐘木前甲１５７１まで

南 ７ －
１４５号 線

曽野木一丁目乙１８２－１５０から
曽野木一丁目乙２３８－２５まで

南 ７ －
１７７号 線

楚川字大割甲３９８から
楚川字居付乙３４４まで

南 ７ －
１８３号 線

楚川字湫割乙３８９－４から
楚川字居付乙２６９－２まで

南 ７ －
１９４号 線

親松字居付５３－１から
親松字太田１２０－１まで

南 ７ －
２０３号 線

美の里１７９－５から
美の里１６１－３まで

南 ７ －
２０６号 線

鳥屋野字東割前１６３－１から
鳥屋野字中沼３０７－１まで

南 ７ －
２３１号 線

小張木字居付１４３－５０から
小張木字居付１４０－６まで

南 ７ －
２６５号 線

鳥屋野字中沼３５８－７から
大島字割前２０４－１まで
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南 ７ －
２６８号 線

鳥屋野字東割前２８８－５から
鳥屋野字中沼３７３－１まで

南 ７ －
２７７号 線

紫竹山字西沢３２５－２から
紫竹山字西沢３１７－１まで

南 ７ －
２７８号 線

美の里１６４－３から
美の里１６４－８まで

南 ７ －
２８４号 線

女池字西前沢１８７９－５から
女池字西前沢１８７２－７まで

南 ７ －
３１２号 線

久蔵興野字下郷地２２９－１から
久蔵興野字下郷地２５７まで

南 ７ －
３２４号 線

長潟字長谷内１０６５から
長潟字長谷内１０６７まで

南 ７ －
３３４号 線

天野一丁目７３４－１から
天野一丁目７１８－２まで

南 ７ －
３５１号 線

天野一丁目７４３－５２から
天野一丁目７４３－５７まで

南 ７ －
３５２号 線

天野一丁目７４３－６２から
天野一丁目７４３－６５まで

南 ７ －
３５３号 線

天野一丁目７４３－６６から
天野一丁目７４３－５０まで

南 ７ －
３５４号 線

長潟字本村前１５２－１から
長潟字本村前１４２－１まで

南 ８ －
２０ 号 線

平賀字居前７２４－１から
平賀字居村６７３まで

南 ８ －
２１ 号 線

平賀字居前７２３から
平賀字居村６８８まで

南 ８ －
２２ 号 線

平賀字居前７１６から
平賀字居村６９６まで

南 ８ －
３２ 号 線

丸潟新田字荒田４００から
丸潟新田字前沢２２５－１まで

南 ８ －
３３ 号 線

丸潟新田字荒田３３６－１から
丸潟新田字荒田３５３－２まで

南 ８ －
３６ 号 線

丸潟新田字居浦４２３から
丸潟新田字居浦４２７まで

南 ８ －
７０ 号 線

天野字割前４３０－１から
天野字割前４９０－１まで

南 ８ －
８４ 号 線

天野字割前５４６－３から
天野字割前５９０－２まで

南 ８ －
２７８号 線

舞潟字中谷内７２－１から
舞潟字中谷内１４２－１まで

南 ８ －
２８１号 線

祖父興野字横堀内１３４－３から
祖父興野字横堀内６７－６まで

南 ９ －
１０ 号 線

嘉瀬字居村１５７０から
嘉瀬字居村１４７０－１まで

南 ９ －
４１ 号 線

割野字沼１５４６－１から
割野字沼１５４６－１まで

東 １ －
５０ 号 線

桃山町一丁目７３－１から
桃山町一丁目６３－１まで

東 １ －
５１ 号 線

桃山町一丁目１－２から
桃山町一丁目４０－１まで

東 １ －
１４３号 線

空港西一丁目１０９－９から
空港西一丁目１０７－１１まで

東 １ －
１８５号 線

浜谷町一丁目９７から
浜谷町一丁目１０２－１８まで

東 １ －
１８６号 線

浜谷町一丁目２６４－１０から
浜谷町一丁目２７１－７まで

東 １ －
１８７号 線

浜谷町一丁目２６８－４から
浜谷町一丁目２６８－１５まで

東 ２ －
１０ 号 線

大山二丁目１４４から
大山二丁目５２－１０まで

東 ２ －
１１ 号 線

大山二丁目５２－８から
大山二丁目１４６まで

東 ２ －
５８ 号 線

山木戸八丁目１２８１から
下木戸５４１－３まで

東 ２ －
８１ 号 線

秋葉一丁目５６－１から
秋葉一丁目２－３２６まで

東 ２ －
１０５号 線

秋葉一丁目６３－３２から
秋葉一丁目６３－３０まで

東 ２ －
１０６号 線

秋葉一丁目６３－２から
秋葉一丁目６３－３０まで

東 ２ －
１０７号 線

秋葉一丁目６３－５６から
秋葉一丁目６３－４５まで

東 ２ －
１０８号 線

秋葉一丁目６３－８２から
秋葉一丁目６３－８２まで

東 ２ －
１０９号 線

秋葉一丁目４０－２から
秋葉一丁目６３－２まで

東 ２ －
１１０号 線

秋葉一丁目６３－９１から
秋葉一丁目６３－９５まで

東 ３ －
２４ 号 線

物見山二丁目６８から
物見山二丁目７２まで

東 ３ －
２５ 号 線

物見山二丁目５９から
物見山一丁目１４３まで

東 ３ －
２６ 号 線

物見山二丁目５４から
物見山二丁目１０１まで

東 ３ －
９６ 号 線

松園二丁目６１９－３から
松園一丁目６０６－１まで

東 ３ －
１０２号 線

松和町１０２－５から
松園二丁目６１４－５まで

東 ３ －
１６４号 線

松崎字萓場２７３４－１から
松崎字西７５－１まで

東 ３ －
２３９号 線

下山二丁目５９４から
下山二丁目５０３－２まで

東 ３ －
２４０号 線

下山二丁目３７２－１から
津島屋五丁目１８まで

東 ３ －
２４１号 線

津島屋五丁目４７から
新川町１３まで

東 ３ －
２４３号 線

新川町２０－１から
新川町２１－１まで

東 ３ －
２４４号 線

下山二丁目４５０－１から
下山二丁目４６０まで

東 ３ －
２４５号 線

下山一丁目２２６－１から
新川町９１－１まで

東 ３ －
２５９号 線

松崎字萓場２８１９から
松崎字萓場２７３０まで

東 ３ －
２６０号 線

松崎字東１４０－１から
松崎字東１５７－２まで

東 ３ －
２６１号 線

松崎字萓場２７２５から
松崎字東１４３まで

東 ３ －
３１６号 線

一日市字居浦（丙）２２４６－１から
一日市（甲）１８０まで

東 ３ －
３２９号 線

海老ヶ瀬字長田３４０から
海老ヶ瀬字新堀北１１０７まで

東 ３ －
３３５号 線

一日市（甲）４４から
大形本町二丁目４１７まで

東 ３ －
３６４号 線

豊二丁目１１７０から
豊二丁目１４８９－２まで

東 ３ －
３６６号 線

河渡（甲）庚２３４－１から
河渡（甲）庚３８４－１３まで

東 ３ －
３７５号 線

中木戸２１６から
中木戸２２５まで

東 ３ －
３８３号 線

下木戸１－３から
下木戸６－７４まで

東 ３ －
４１７号 線

中木戸４７から
中木戸２０３まで

東 ３ －
４２１号 線

松園二丁目４５９－１から
松園二丁目４５７－２２まで

東 ３ －
４３０号 線

海老ヶ瀬字家附８４０から
海老ヶ瀬字家附８６６まで

東 ３ －
４３１号 線

海老ヶ瀬字家附８７１から
海老ヶ瀬字家附８７０まで

東 ３ －
４３３号 線

河渡（甲）庚３１８から
河渡（甲）庚３６２まで

大 平
岡山線４号

松崎字東４３６－３から
松崎字西６４９－１まで

東 ３ －
５００号 線

新川町２２１から
新川町２８－１まで

東 ３ －
５０２号 線

新川町３０－２３から
新川町３０－２４まで

東 ３ －
５１７号 線

新川町３０４から
新川町３２０－２まで

東 ３ －
５２８号 線

下山二丁目１７８７から
下山二丁目１７７７まで

東 ３ －
５３２号 線

津島屋七丁目７－１から
津島屋七丁目６－１まで
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東 ３ －
５５９号 線

松園二丁目丙６１９－４５から
松園二丁目丙６１９－６２まで

東 ３ －
５６４号 線

下山二丁目３３４－１から
新川町２２まで

東 ３ －
５６５号 線

下山一丁目２４２－１から
下山一丁目５２０－１まで

東 ３ －
５６６号 線

下木戸二丁目６－２から
下木戸二丁目６－７０まで

東 ３ －
５６７号 線

松崎字東５２３－１から
松崎字東５２３－１まで

東 ３ －
５６８号 線

松崎字東５３６から
松崎字東４３７－１まで

東 ４ －
２０ 号 線

中山一丁目３６－１から
山木戸五丁目１６２－１まで

東 ４ －
３１ 号 線

中山五丁目３１８から
紫竹六丁目１８８２－１まで

東 ４ －
３４ 号 線

中山二丁目２９６－１から
中山二丁目３０２まで

東 ４ －
５１ 号 線

紫竹五丁目１２８１－１から
紫竹五丁目１２７５－１まで

東 ４ －
５９ 号 線

中山八丁目８１７－２から
中山八丁目１０１１－２まで

東 ４ －
７６ 号 線

紫竹五丁目１１０１－１から
南紫竹一丁目１２８７－１まで

東 ４ －
８７ 号 線

中山五丁目４４６－１から
中山五丁目４４６－３まで

東 ４ －
９３ 号 線

山木戸二丁目７３２から
山木戸二丁目８１－２まで

東 ４ －
１２２号 線

中山一丁目５９－６から
中山一丁目６１－４９まで

東 ４ －
１２３号 線

紫竹六丁目７２５－２４から
紫竹六丁目７２５－１３まで

東 ４ －
１２４号 線

紫竹六丁目７２５－３６から
紫竹六丁目７２５－４０まで

東 ５ －
３９ 号 線

逢谷内一丁目３５５－６から
寺山字浦沢１０４０－２まで

東 ５ －
６８ 号 線

大形本町２９３－１から
大形本町４１－７まで

東 ５ －
８７ 号 線

中興野５５から
本所字元通船用跡１０４０まで

東 ５ －
９２ 号 線

下場字北側７２－３から
下場字北側６８－４まで

東 ５ －
１４７号 線

中野山三丁目３－５２から
下場新町１３６－１９まで

東 ５ －
１５１号 線

大形本町２９１から
大形本町２９３－１まで

東 ５ －
２１３号 線

牡丹山三丁目２８－９から
牡丹山三丁目２８－３まで

東 ５ －
２１４号 線

上木戸一丁目１－３９から
上木戸一丁目１－４２まで

東 ６ －
１７５号 線

江南二丁目１４５８－７から
江南二丁目１４６０－１まで

東 ７ －
１０８号 線

北山字堀西１６４０－１から
丸山字野中１３３６まで

東 ７ －
１１６号 線

粟山字北谷内中４５８－１から
茗荷谷東囲７３２まで

東 ８ －
４ 号 線

下場本町６８４から
岡山字中山１５４９－１まで

東 ８ －
１５ 号 線

石山団地６６６－１０２から
石山団地６６６－６９まで

東 ８ －
１６ 号 線

石山団地６６６－１０８から
石山団地６６６－８１まで

東 ８ －
５４ 号 線

東中島一丁目６６６－２７５から
東中野山五丁目１９６－９まで

東 ８ －
１０３号 線

本所字居浦９７６－１から
本所字居浦８９１まで

東 ８ －
２６０号 線

江口字寺浦１０５６－２から
江口字伊勢堂１６６９－２まで

東 ８ －
２６３号 線

東中野山六丁目１１６－１から
東中野山六丁目１２０－７まで

東 ８ －
２８６号 線

児池字前沢４１－３から
岡山５５－７まで

東 ８ －
２９７号 線

江口字諏訪浦３７０－１から
江口字諏訪浦４００－３まで

東 ９ －
５４ 号 線

茗荷谷字堀端２８５－１から
茗荷谷字傳地山５２０まで

東 ９ －
５８ 号 線

茗荷谷字道下２５０から
茗荷谷字道下２５１まで

東 ９ －
７３ 号 線

丸山字清水が丘１１８－３から
北山字前山７００－２まで

東 ９ －
９６ 号 線

北山字屋敷付６５２から
北山字屋敷付６３２まで

東 ９ －
１２９号 線

茗荷谷字才追山１２６３から
茗荷谷字才追山１３６１まで

東 ９ －
１３９号 線

大淵字県道東３８１から
大淵字県道東３４７－１まで

東 ９ －
１４７号 線

北山字屋敷付６９９－１から
北山字屋敷付６３６まで

北 １ －
１０ 号 線

松浜七丁目２２－１９から
松浜町字小麦畑（戍）３６３５－８８まで

北 １ －
１１ 号 線

松浜七丁目２５－２６から
松浜町字小麦畑（戍）３６３５－２９まで

北 １ －
２０ 号 線

松浜七丁目１９－１９から
松浜七丁目１９－１６まで

北 １ －
３６ 号 線

松浜六丁目３－２から
松浜六丁目１５－１４まで

北 ２ －
１ 号 線

太夫浜字本屋敷９１１から
太夫浜字新割２４４－１まで

北 ２ －
５０ 号 線

太郎代字中町（甲）１３２から
太郎代字浜本１８３甲まで

北 ２ －
１１２号 線

太郎代字浜辺２５７９－１から
太郎代字浜辺２５８４－１まで

北 ２ －
１１３号 線

太郎代字浜辺２６２２から
太郎代字浜辺２６１４まで

北 ３ －
２８ 号 線

松浜町字砂地町２６７２－甲から
松浜町字本村３１６６まで

北 ３ －
６５ 号 線

松浜町字小麦畑３３８９－１１２から
松浜町字本村３３０８まで

北 ３ －
７７ 号 線

西名目所字屋敷付４５１９－１から
西名目所字三反割４６３１－子まで

北 ３ －
１０８号 線

新元島町４０１８－１４０から
新元島町４０１８－８７まで

北 ４ －
１６ 号 線

太夫浜字中立２２２８から
太夫浜字中立２２０９まで

北 ４ －
１７ 号 線

太夫浜字本屋敷２２４５から
太夫浜字中立２２３１まで

北 ６ －
１７ 号 線

島見町字居浦２１９６から
島見町字山辺２２２９－１まで

北 ６ －
２８ 号 線

島見町字居浦２０３４から
島見町字山興野３５１１－１まで

北 ６ －
６０ 号 線

太郎代字山辺８５６－４から
太郎代字上山９０１－２４まで

北 ６ －
６１ 号 線

島見町字長潟２６０１－１５から
太郎代字山辺８５６－２まで

北 ７ －
８６ 号 線

新崎二丁目３１９７－５から
新崎二丁目３２０２－３まで

北 ８ －
２３ 号 線

新崎一丁目１２２３－２から
新崎三丁目１１０９まで

北 ８ －
６６ 号 線

新崎字毘沙門４７０から
新崎字毘沙門４７２まで

黒 埼 １ －
２５ 号 線

寺地字浦郷４７６－１から
寺地字浦郷３０８まで

黒 埼 １ －
３１ 号 線

ときめき西一丁目１６－３から
立仏字川原１２０７－１まで

黒 埼 １ －
３４ 号 線

山田字山田島２８１１－５から
立仏字川原１２４０－１まで

黒 埼 １ －
４１ 号 線

山田字堤付２３０９－１から
山田字堤付２３０７－１４５まで

黒 埼 １ －
４７ 号 線

鳥原字腰廻１から
立仏字川原１２４５－１まで

黒 埼 １ －
５８ 号 線

立仏字腰廻７２－２から
立仏字腰廻７６まで

黒 埼 １ －
４１５号 線

立仏字腰廻６５－２から
立仏字腰廻７０－３まで
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黒 埼 １ －
４１６号 線

立仏字腰廻１０８－２から
山田字中島３２００まで

黒 埼 １ －
４１７号 線

山田字中島３２４０から
山田字中島３２４９まで

黒 埼 １ －
４１８号 線

山田字中島３２３８から
山田字中島３２２８まで

黒 埼 １ －
４１９号 線

山田字中島３２１３から
山田字中島３２０５まで

黒 埼 １ －
４２０号 線

鳥原字腰廻８３０－１から
善久字新川向４５０－１１まで

黒 埼 ２ －
２ 号 線

金巻字鳴巻１１４５－１から
金巻字下尾１５２０－２まで

黒 埼 ２ －
１９ 号 線

小平方字曾根１０７９－１から
小平方字新通１０２９まで

黒 埼 ２ －
３６ 号 線

黒鳥字本田２１８０－８から
黒鳥字高分２７１まで

黒 埼 ２ －
５１ 号 線

木場字本田２０３６から
木場字本田１８５５まで

黒 埼 ２ －
６８ 号 線

大潟字大潟４１５－１から
大潟字下潟４９まで

黒 埼 ２ －
６９ 号 線

木場字下谷地４０６３－１から
大潟字大潟１０１まで

黒 埼 ２ －
７１ 号 線

木場字堤１９７－１から
木場字大南５９６－２まで

黒 埼 ２ －
７８ 号 線

木場字下谷地４０６２－１から
板井字己ノ明３７２１－２まで

黒 埼 ２ －
１１６号 線

木場字本田１８２５から
木場字本田１６９２－１まで

名 称 位 置 区 域 変更す
る期日

紫 竹 た け
の こ 公 園

新潟市紫竹６丁目１７
番２０号 区域図は，

公園水辺課
において告
示の日から
１０日間一般
の縦覧に供
する。

平成１６年
３月３１日

秋 葉 公 園 新潟市秋葉１丁目５
番５号

濁 川 公 園 新潟市濁川６８６番地
１

佐 潟 公 園 新潟市赤塚５４０４番地
１４

信濃川やす
らぎ堤緑地

新潟市一番堀通町地
先

西 川 緑 地 新潟市小新地内地先

名 称 位 置 区 域 開始す
る期日

下 場 北 側
公 園 新潟市下場５４番地１ 区域図は，

公園水辺課
において告
示の日から
１０日間一般
の縦覧に供
する。

平成１６年
３月３１日藤見町第２

団 地 公 園
新潟市藤見町１丁目
１６番３号

神道寺なか
よし第二公園

新潟市神道寺１９１番
地５

紫竹ふれあ
い 公 園

新潟市紫竹５丁目１０
番１５号

新 栄
第 ３ 公 園

新潟市女池３丁目６３
番２６号

親松あじさ
い 公 園 新潟市親松８１番地１２

関新さくら
公 園

新潟市関新３丁目２
番４６号

真砂けやき
公 園

新潟市真砂１丁目２１
番１７号１７

松美台なか
よ し 公 園

新潟市松美台１２番５
号５

ク ロ ネ コ
公 園

新潟市五十嵐１の町
６８６０番地９

は な れ 山
公 園

新潟市五十嵐２の町
８６９０番地８

プラザ新通
第 １ 公 園

新潟市新通１０５４番地
４

秋 葉 サ ン
サンパーク

新潟市秋葉１丁目１７
番８号

花 海 道 西
公 園

新潟市空港西１丁目
１０番１号

礎 公 園 新潟市礎町通６ノ町
２２４６番地１

やなぎ公園 新潟市鳥原３６８５番地

金 巻 の 池
公 園

新潟市金巻２４７番地
１

大江山公園 新潟市笹山４２３番地

沼垂東緑地 新潟市沼垂東６丁目
１０番２１号

新潟市告示第９３号

都市公園の区域変更及び供用開始について

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２及び新

潟市都市公園条例（昭和３２年条例第４４号）第２条の規定

に基づき，次のとおり告示する。

平成１６年３月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

区域を変更する都市公園

供用開始する都市公園

新潟市告示第９４号

予算の要領について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規

定により平成１６年度新潟市一般会計，特別会計及び企業

会計の各補正予算の要領を次のとおり告示します。

平成１６年３月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 市 税 ７８，５１９，８８０ ２，１６３，９４２ ８０，６８３，８２２

１ 市 民 税 ２８，４７２，７８９ ２，１６３，９４２ ３０，６３６，７３１

１２ 分 担 金 及 び
負 担 金

２，７６５，５９４ ４，２００ ２，７６９，７９４

１ 負 担 金 ２，７３７，５５１ ４，２００ ２，７４１，７５１

歳 入 合 計 １９３，７００，０００ ２，１６８，１４２ １９５，８６８，１４２

平成１６年度新潟市一般会計補正予算（第１号）

平成１６年度新潟市の一般会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出算それぞれ２，１６８，１４２千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１９５，８６８，１４２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。
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歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 １６，４１７，８２６ １，０４７，９３７ １７，４６５，７６３

１ 総 務 管 理 費 １３，３５３，７７６ １９６，９２８ １３，５５０，７０４

２ 徴 税 費 １，８０７，５８９ ５２７，８７５ ２，３３５，４６４

３ 戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費 ６００，２１３ ３２３，１３４ ９２３，３４７

３ 民 生 費 ４８，１２２，６５７ ７２７，２３５ ４８，８４９，８９２

１ 社 会 福 祉 費 ５，４３０，０１７ ４２７，７６１ ５，８５７，７７８

２ 児 童 福 祉 費 １５，０２１，２０６ ５１，５０３ １５，０７２，７０９

３ 障 害 福 祉 費 ５，７７７，９８０ ７，９５５ ５，７８５，９３５

５ 老 人 福 祉 費 １１，４３０，９８１ １９５，６４７ １１，６２６，６２８

６ 国 民 年 金 費 ７３，４３８ ４４，３６９ １１７，８０７

４ 衛 生 費 １８，０８１，３７７ １１７，１９９ １８，１９８，５７６

１ 保 健 衛 生 費 ８，４８９，９４１ ９２，６７９ ８，５８２，６２０

２ 清 掃 費 ９，５９１，４３６ ２４，５２０ ９，６１５，９５６

６ 農 林
水 産 業 費

３，０２８，３９７ ４７，１８３ ３，０７５，５８０

１ 農 業 費 １，３５０，１７０ ４５，００９ １，３９５，１７９

２ 農 地 費 １，２５５，９６３ ２，１７４ １，２５８，１３７

８ 土 木 費 ３１，３２７，２８６ ２２０，０６１ ３１，５４７，３４７

２ 道 路 橋 梁 費 ６，８８３，７９４ ５，６０２ ６，８８９，３９６

４ 都 市 計 画 費 １８，１４０，７９７ ２０５，６１３ １８，３４６，４１０

５ 公 園 緑 地 費 ２，８３３，５１９ ３，０００ ２，８３６，５１９

８ 住 宅 費 １，６４７，３８９ ５，８４６ １，６５３，２３５

９ 消 防 費 ５，９０３，２８２ ８，５２７ ５，９１１，８０９

１ 消 防 費 ５，９０３，２８２ ８，５２７ ５，９１１，８０９

歳 出 合 計 １９３，７００，０００ ２，１６８，１４２ １９５，８６８，１４２
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

９ 繰 入 金 ３，４０５，０８０ ２６５，０３５ ３，６７０，１１５

１ 他 会 計 繰 入 金 ２，６９０，４６５ ２６５，０３５ ２，９５５，５００

歳 入 合 計 ３６，２５０，１５７ ２６５，０３５ ３６，５１５，１９２

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 ７０４，６００ ２６５，０３５ ９６９，６３５

１ 総 務 管 理 費 ７０１，６６８ ２６５，０３５ ９６６，７０３

歳 出 合 計 ３６，２５０，１５７ ２６５，０３５ ３６，５１５，１９２

平成１６年度新潟市国民健康保険事業会計補正予算（第１号）

平成１６年度新潟市の国民健康保険事業会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６５，０３５千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

３６，５１５，１９２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

６ 繰 入 金 １３，３８７，２９３ １９２，７８７ １３，５８０，０８０

１ 他 会 計 繰 入 金 １３，３８７，２９３ １９２，７８７ １３，５８０，０８０

歳 入 合 計 ４５，６８７，６７５ １９２，７８７ ４５，８８０，４６２

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 下 水 道
事 業 費

２８，８２８，２８４ １９２，７８７ ２９，０２１，０７１

１ 管 理 費 ５，８９４，０５０ １９２，７８７ ６，０８６，８３７

歳 出 合 計 ４５，６８７，６７５ １９２，７８７ ４５，８８０，４６２

平成１６年度新潟市下水道事業会計補正予算（第１号）

平成１６年度新潟市の下水道事業会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９２，７８７千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４

５，８８０，４６２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

５ 繰 入 金 ３，７９５，７６２ １９５，６４７ ３，９９１，４０９

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ３，７９５，７６２ １９５，６４７ ３，９９１，４０９

歳 入 合 計 ２６，３４９，４５８ １９５，６４７ ２６，５４５，１０５

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 ６０５，８７１ １９５，６４７ ８０１，５１８

１ 総 務 管 理 費 ３４２，６１１ １９５，６４７ ５３８，２５８

歳 出 合 計 ２６，３４９，４５８ １９５，６４７ ２６，５４５，１０５

平成１６年度新潟市介護保険事業会計補正予算（第１号）

平成１６年度新潟市の介護保険事業会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９５，６４７千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２

６，５４５，１０５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。
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支 出 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 事 業 費 ９，８０３，０６７ ３８０，５３８ １０，１８３，６０５

第１項 営 業 費 用 ８，６３５，１１７ ３８０，５３８ ９，０１５，６５５

支 出 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 資 本 的 支 出 １２，６２４，５４３ ８，３８５ １２，６３２，９２８

第１項 建 設 改 良 費 １１，３９３，１８８ ８，３８５ １１，４０１，５７３

収 入 （単位 千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 事 業 収 益 １１，９０４，６４８ １６４，５８１ １２，０６９，２２９

第１項 営 業 収 益 １１，４７９，３１７ １５３，３６３ １１，６３２，６８０

第２項 営 業 外 収 益 ４２５，３２９ １１，２１８ ４３６，５４７

（単位 千円）

科 目 補 正 前 補 正 後

� 建 設 改 良 積 立 金 １６，７１２ ２４，６９８

平成１６年度新潟市水道事業会計補正予算（第１号）

（総 則）

第１条 平成１６年度新潟市水道事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 平成１６年度新潟市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正する。

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額５，０２９，５５１千円は，」を「資本

的収入額が資本的支出額に対して不足する額５，０３７，９３６千円は，」に，「当年度消費税及び地方消費税資本的収支

調整額５２４，８７２千円，」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額５２５，２７１千円，」に，「及び繰越利益剰余

金処分額１６，７１２千円で」を「及び繰越利益剰余金処分額２４，６９８千円で」に改め，資本的支出の予定額を次のとおり

補正する。

（利益剰余金の処分）

第４条 予算第１１条本文中「繰越利益剰余金のうち１６，７１２千円は，」を「繰越利益剰余金のうち２４，６９８千円は，」に，

同条第１号に定めた金額を次のように改める。

平成１６年４月１５日 第７３４号 113新 潟 市 公 報



名 称 所 在 地 指定年月日

ひまわり鍼灸指圧
接 骨 院

新潟市上大川前通５
番町６７番地４

平成１６年
３月１日

谷 澤 整 形 外 科
ク リ ニ ッ ク

新潟市本町通６番町
１１３４番地

平成１６年
３月８日

阿 部 ・ 島 本
小 児 科 内 科 医 院

新潟市関屋本村町２
丁目２２４

平成１６年
１月３０日

か ね こ 歯 科
ク リ ニ ッ ク

新潟市古湊町３－５０ 平成１６年
３月１日

モ ト イ 調 剤 薬 局
東 中 通 店

新潟市営所通１丁目
３１８番地

平成１６年
３月１日

名 称 所 在 地 廃止年月日

（医）佐藤外科医院 新潟市粟山４丁目３
－１２

平成１６年
３月３１日

モ ト イ 調 剤 薬 局
小 針 店

新潟市小針１丁目３３
番２３号

平成１６年
２月２９日

岡 田 小 児 科 ・
内 科 医 院

新潟市田中町４２７ 平成１６年
２月２８日

（有）モトイ調剤薬局
東 中 通 店

新潟市寄居町３３２
東京生命ビル

平成１６年
３月１日

阿 部 ・ 島 本
小 児 科 内 科 医 院

新潟市関屋本村町２
丁目２２４

平成１６年
１月２９日

指 定 訪 問 看 護
ステーションわかば

新潟市船江町１丁目
４番１８号

平成１６年
３月３１日

事業所の名称 所在地
居宅サービス
の種類

廃 止
年月日

医療法人 新潟勤労者
医療協会 指定訪問看護
ステーション わかば

新潟市船江町１丁
目４番１８号

訪問看護 平成１６年
３月３１日

新潟市告示第９５号

生活保護法による医療機関の指定申請について

（告示）

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条（第５５条に

おいて準用する同法第４９条）の規定により，指定医療機

関等を指定し次のとおり告示する。

平成１６年３月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第９６号

生活保護法による医療機関の廃止届について

（告示）

生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号）第１４

条第１項の規定により，指定医療機関等から廃止旨の届

出があったことを次のとおり告示する。

平成１６年３月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第９７号

生活保護法による介護機関の廃止届について

（告示）

生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号）第１４

条第１項の規定により，指定介護機関等から廃止した旨

の届出があったことを次のとおり告示する。

平成１６年３月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第９８号

生活保護法による介護機関の変更について（告

示）

生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号）第１４

条第１項の規定により，介護機関等から変更した旨の届

出があったので，次のとおり告示する。

平成１６年３月３１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 指定医療機関の名称及び所在地

指定訪問看護ステーションわかば

新潟市船江町１丁目４番１８号

２ 変更事項

旧 指定訪問看護ステーションわかば

新潟市船江町１丁目４番１８号

新 居宅介護支援事業所わかば

新潟市空港西１丁目１５番１７号

３ 変更年月日

平成１５年４月１日

教育委員会規則

新潟市教育職員の給与及び休暇に関する条例施行規則

の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１６年３月２５日

新潟市教育委員会

委 員 長 小 池 泰 子

新潟市教育委員会規則第７号

新潟市教育職員の給与及び休暇に関する条例施

行規則の一部を改正する規則

新潟市教育職員の給与及び休暇に関する条例施行規則

（平成１０年新潟市教育委員会規則第７号）の一部を次の

ように改正する。

第５条を削る。

附 則

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。
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課程
修業
年限

学 科
学級編制及び生徒定員

第１学年 第２学年 第３学年

全日制
の課程

３年
普 通 科 ５学級２００人 ５学級２００人 ５学級２４０人

英語理数科 １学級 ４０人 １学級 ４０人

修業年限 学科
学級編制及び収容定員

第１学年 第２学年 第３学年

３年 普通科 ６学級 ２４０人 ６学級 ２４０人 ６学級 ２４０人

機械科 ２学級 ８０人 ２学級 ８０人 ２学級 ８０人

電気科 １学級 ４０人 １学級 ４０人 １学級 ４０人

新潟市立万代高等学校学則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１６年３月２５日

新潟市教育委員会

委 員 長 小 池 泰 子

新潟市教育委員会規則第８号

新潟市立万代高等学校学則の一部を改正する規

則

新潟市立万代高等学校学則（昭和３４年新潟市教育委員

会規則第５号）の一部を次のように改正する。

第３条の表を次のように改める。

第６条第１項第５号中「第１学年」を「第１・２学年」

に，「第２・３学年」を「第３学年」に改める。

附 則

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市立高志高等学校学則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１６年３月２５日

新潟市教育委員会

委 員 長 小 池 泰 子

新潟市教育委員会規則第９号

新潟市立高志高等学校学則の一部を改正する規

則

新潟市立万代高等学校学則（昭和５４年新潟市教育委員

会規則第１７号）の一部を次のように改正する。

第３条の表を次のように改める。

第６条第１項中第９号を削り，第１０号を第９号とす

る。

附 則

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市黒埼学校給食センター条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。

平成１６年３月２５日

新潟市教育委員会

委 員 長 小 池 泰 子

新潟市教育委員会規則第１０号

新潟市黒埼学校給食センター条例施行規則の一

部を改正する規則

新潟市黒埼学校給食センター条例施行規則（平成１２年

新潟市教育委員会規則第１３号）の一部を次のように改正

する。

第２条中「新潟市立木場小学校

新潟市立板井小学校 を

新潟市立黒鳥小学校」

「新潟市立黒埼南小学校」に改める。

第４条第１項中「２０人」を「１６人」に改める。

附 則

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

平成１６年３月２５日

新潟市教育委員会

委 員 長 小 池 泰 子

新潟市教育委員会規則第１１号

新潟市立図書館条例施行規則の一部を改正する

規則

新潟市立図書館条例施行規則（昭和３９年新潟市教育委

員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項を次のように改める。

２ 個人貸出を利用できる者は，次に掲げる者とする。

� 市内に居住する者又は市内に通勤若しくは通学す

る者

� 白根市，豊栄市，小須戸町，横越町，亀田町，岩

室村，西川町，味方村，潟東村，月潟村又は中之口

村に居住する者

附 則

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

新潟市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

平成１６年３月２５日

新潟市教育委員会

委 員 長 小 池 泰 子

新潟市教育委員会規則第１２号

新潟市体育施設条例施行規則の一部を改正する

規則

新潟市体育施設条例施行規則（昭和４０年新潟市教育委

員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「場合」の次に「及び条例で定める定

期券で利用する場合」を加える。
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トレーニングセンター利用許可申請書・体育施設定期券申請書

年 月 日
（あて先）新潟市教育委員会

利用施設 利用期間

フリガナ

氏名

（本人）

保護者
本人が２０
歳未満の
場合

印

生年月日 年 月 日
男・女 満

歳

現住所 〒 電話（ ）

学校名
（本人が学
生の場合）

学校 科 学年

勤務先 所在地 〒 電話（ ）

体育施設定期券・会員券

利用施設

利用期間

氏 名 男・女

生年月日

新潟市教育委員会

第４条１項中「利用する場合」の次に「及び条例で定

める定期券で利用する場合」を加える。

別記様式第１号中「新潟市教育委員会 様」を「（あて

先）新潟市教育委員会」に改める。

別記様式第２号を次のように改める。

別記様式第４号を次のように改める。

附 則

この規則は，平成１６年５月１日から施行する。

選挙管理委員会告示

新潟市選挙管理委員会告示第８１号

選挙人名簿からの抹消について

新潟市の区域内に住所を有しなくなった日後４か月を

経過した者を，公職選挙法第２８条の規定により選挙人名

簿から抹消した。

平成１６年３月３日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 抹消した者の数 ３，８４７人

（男 ２，０５９人 女 １，７８８人）

根拠法令 公職選挙法第２８条

新潟市選挙管理委員会告示第８２号

直接請求を行う場合に必要な選挙権を有する者

の数

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町

村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第４条の

２第１項の規定による請求を行う場合に必要な選挙権を

有する者の総数の５０分の１の数，同法第４条第１１項及び

第４条の２第１５項の規定による請求を行う場合に必要な

選挙権を有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治

法第７６条第１項，第８０条第１項，第８１条第１項及び第８６条

第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第８条第１項の規定による請求を行う場合に必要な選挙

権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が４０万を

超える場合にあっては，その超える数に６分の１を乗じ

て得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数）は次のとおりである。

平成１６年３月３日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ８，４０５

２ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 ７０，０４２

３ 選挙権を有する者の総数の総数の３分の１の数（そ

の総数が４０万を超える場合にあっては，その超える数

に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて

得た数とを合算して得た数） １３６，７０９

（有権者総数 ４２０，２５０）

公平委員会規則

新潟市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規

則及び新潟市職員の不利益処分についての不服申立てに

関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１６年３月２５日

新潟市教育委員会

委 員 長 伴 昭 彦

新潟市公平委員会規則第２号

新潟市職員の勤務条件に関する措置の要求に関
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する規則及び新潟市職員の不利益処分について

の不服申立てに関する規則の一部を改正する規

則

（新潟市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規

則の一部改正）

第１条 新潟市職員の勤務条件に関する措置の要求に関

する規則（昭和２６年新潟市公平委員会規則第２号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「，以下」を「。以下」に改める。

第２条第２項中「「という。」の次に「別記様式第１

号」を加え，同項に次の２号を加える。

� 口頭審理を請求する場合は，その旨

� 書面審理又は口頭審理（以下「審理」という。）

の公開又は非公開の別

第４条の次に次の１条を加える。

（審理の公開）

第４条の２ 公平委員会は，要求者から審理の公開の

請求があつたときは，審理を公開しなければならな

い。ただし，公の秩序又は善良の風俗を害するおそ

れがあると認めるときは，理由を示した上で審理の

全部又は一部を公開しないことができる。

第５条の見出し中「取下」を「取下げ」に改め，同

条中「取下げる」を「取り下げる」に改め，同条に次

の１項を加える。

２ 前項の規定による措置の要求の取下げは，措置要

求取下申出書（別記様式第２号）によるものとする。

別表を削る。

附則の次に次の２様式を加える。

措
置

要
求

書
年

月
日

新
潟
市
公
平
委
員
会

様

要
求
者
氏
名

印

地
方
公
務
員
法
第
４６
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お
り
措
置
を
要
求
し
ま
す
。

記

要
求
者

氏
名

職
名

生
年
月
日

年
月

日

所
属
部
局
及
び
勤
務
場
所

要
求
事
項

要
求
す
る

理
由

当
局
と
の

交
渉
経
過

の
概
要

審
理
方
法

の
種
類

公
開
書
面
審
理
・
非
公
開
書
面
審
理
・
公
開
口
頭
審
理
・
非
公
開
口
頭
審
理

別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）
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「 規則第５条第２項に規定する審査請求書

審査請求書
昭和 年 月 日

新潟市公平委員会委員長 殿

請求者 氏 名 （印）
住 所

次のとおり審査を請求します。
なお，別紙処分説明書の写を添付します。

記

１ 処分を受けた者の氏名生年月日
住 所
現在の職名
所 属 部 局

２ 処分を受けた当時の職 名（註 処分後離職又は所属部局の変更の）
所属部局（ あつた場合のみ ）

３ 処分者の職及び氏名
４ 処分の内容及び処分を受けた年月日
５ 処分に対する不服の具体的事由

（公開口頭審理，非公開口頭審理，）
６ 審理方法の種類

（書面審理等の別 ）
７ 処分説明書受領の年月日
８ 代理人の住所，職業，氏名 」

（新潟市職員の不利益処分についての不服申立てに関す

る規則の一部改正）

第２条 新潟市職員の不利益処分についての不服申立て

に関する規則（昭和２６年新潟市公平委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「，（以下「法」という）」を「。以下「法」

という。」に改める。

第５条第２項第７号中「及び公開又は非公開の別」

を削り，同項中第９号を第１０号とし，第８号を第９号

とし第７号の次に次の１号を加える。

� 書面審理又は口頭審理（以下「審理」という。）

の公開又は非公開の別

第９条の２に次の１項を加える。

４ 準備手続は，非公開とする。

第９条の３の次に次の１条を加える。

（審理の公開）

第９条の４ 公平委員会は，不服申立人から審理の公

開の請求があつたときは，審理を公開しなければな

らない。ただし，公の秩序又は善良の風俗を害する

おこれがあると認めるときは，理由を示した上で審

理の全部又は一部を公開しないことができる。

第１０条の見出しを「（不服申立ての取下げ）」に改め，

同条第１項中「取下げる」を「取り下げる」に改め，

同条第２項中「取下」を「取下げ」に，「申立て」を

「申し立て」に改め，同条第３項中「取下」を「取下

げ」に改める。

別表中

措
置
要
求
取
下
申
出
書

年
月

日

新
潟
市
公
平
委
員
会

様

要
求
者
氏
名

印

年
月

日
に
措
置
要
求
を
提
出
し
ま
し
た
が
，
下
記
の
と
お
り
取
り
下
げ

ま
す
。

記

１
事
件
の
表
示

２
取
下
げ
の
内
容

�
全
部
又
は
一
部
の
別

全
部
・
一
部

�
一
部
の
場
合
，
そ
の
内
容

別
記
様
式
第
２
号
（
第
５
条
関
係
）
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「
不服申立書

年 月 日

新潟市公平委員会 様

不服申立人氏名 印

下記のとおり不利益処分に関する不服申立てをします。

記

処分を
受けた
者

住所

氏名 生年月日

現在の職名 所属部局

処分時の職名及び所属部局

処分者の職及び氏名

処分の内容

処分を受けた年月日

処分があったことを知った年月日

処分に対する
不服の理由

審理方法の種
類

公開書面審理・非公開書面審理・公開口頭審理・非公開
口頭審理

処分説明書の受領年月日

処分説明書を公布されな
かつた場合はその経緯

注 処分時の職名及び所属部局は，処分後離職又は変更のあつた場合にの
み記入してください。

」

を

に改める。

附 則

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

監査委員訓令

新潟市監査事務運営規程の一部を改正する規程を次の

ように定める。

平成１６年３月１０日

新潟市代表監査委員 熊 田 光 男

新潟市監査委員訓令第１号

新潟市監査事務運営規程の一部を改正する規程

新潟市監査事務運営規程（昭和６１年新潟市監査委員訓

令第２号）の一部を次のように改正する。

第６条に次の１項を加える。

２ 監査基準は，次の各号に掲げる事項について定める

ものとする。

� 監査委員事務局職員心得

� 監査等の実施手続

� 監査等の着眼点

第５章中第１３条を第１９条とする。

第５章を第６章とする。

第１２条第１項中「第９条」を「第１５条」に改め，同条

第２項中「第１０条第１項及び第２項」を「第１６条第１項

及び第２項」に改め，同条第３項中「第１０条第３項」を

「第１６条第３項」に改め，第４章中同条を第１８条とし，

第１１条を第１７条とする。

第４章を第５章とする。

第３章中第１０条を第１６条とし，第９条を第１５条とし，

第８条を第１４条とする。

第３章を第４章とし，第２章の次に次の１章を加え

る。

第３章 監査委員会議

（会議）

第１１条 監査委員の職務執行に関し必要な場合は，監査

委員会議（以下「会議」という。）を開催する。

（会議の公開）

第１２条 会議は，公開する。ただし，監査委員の合議に

より非公開とすることができる。

（会議の傍聴）

第１３条 会議の傍聴に関し必要な事項は，別に定める。

第２章中第７条を第１０条とし，第６条の次に次の３条

を加える。

（監査等の着眼点）

第７条 第５条第４項の規定に基づき定める監査等の

着眼点は，前条に定める監査等の着眼点のうちから

適宜選択する。ただし，監査等の対象により，必要

に応じて，その都度着眼点を追加して定めるものと

する。

（監査等の実施手続の適用基準）

第８条 第６条第２項の規定に基づき別に定める監査

等の実施手続の適用は，監査等の種類，対象，目的，

管理点検体制及び内部監査（内部考査）の信頼性の

程度を勘案して，試査又は精査による。ただし，試

査による場合は，その範囲を合理的に決定しなけれ

ばならない。

２ 試査は，監査等の対象となっている事項について

一部を抽出して調査し，その結果によつて，全体の

正否又は適否を推定する。

３ 精査は，監査等の対象となっている事項につい

て，全部にわたり精密に調査し，その正否又は適否

を明らかにする。

（監査等の実施手続の適用方法）

第９条 第２条第１号アからエまで，同条第２号及び

第３号に掲げる監査等の実施手続の適用は，原則と

して試査による。ただし，試査によつて異常を発見
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した場合，当該事項については範囲を拡大して手続

きを実施し，必要と認めるときは，精査によるもの

とする。

附 則

この規程は，平成１６年３月１０日から施行する。

新潟市監査委員会議傍聴規程を次のように定める。

平成１６年３月１０日

新潟市代表監査委員 熊 田 光 男

新潟市監査委員訓令第２号

新潟市監査委員会議傍聴規程

（趣旨）

第１条 この規程は，新潟市監査事務運営規程（昭和６１

年新潟市監査委員訓令第２号）第１３条の規定に基づ

き，監査委員会議（以下「会議」という。）の傍聴に関

し，必要な事項を定めるものとする。

（傍聴の受付等）

第２条 会議を傍聴しようとする者は，会議を開催する

会場の受付で別記様式に規定する傍聴希望者受付簿に

自己の住所及び氏名を記入の上，所定の席につかなけ

ればならない。

２ 傍聴の受付は，先着順で行う。ただし，受付開始時

に定員を超えるときは，抽選により決定する。

（傍聴人の定員）

第３条 傍聴人の定員は，１０人とする。

（会議を傍聴することができない者）

第４条 次の各号に掲げる者は，会議の傍聴をすること

ができない。

� 凶器等他人に危害を加えるおそれのある物を携帯

している者

� のぼり，旗，プラカード，鉢巻等の示威行為のた

めに利用する物を携帯している者

� 酒気を帯びている者

� 前３号に掲げるもののほか，会議を妨害し，又は

議事運営に支障となる行為をするおそれがあると認

められる者

（傍聴人の遵守事項）

第５条 傍聴人は，次の各号に掲げる事項を守らなけれ

ばならない。

� 会議開催中は静粛にすることとし，拍手，その他

方法の如何を問わず，会議中の発言に対して批評を

加えたり，可否を表明しないこと。

� 会場において，飲食し，又は喫煙しないこと。

� 会場において，写真撮影，録画，録音等を行わな

いこと。ただし，代表監査委員の許可を得た者は，

この限りでない。

� 前３号に定めるもののほか，会議の秩序を乱し，

議事運営に支障となる行為をしないこと。

（傍聴人の退場）

第６条 会議を非公開とするときは傍聴人は退場しなけ

ればならない。

（違反に対する措置）

第７条 代表監査委員は，この規程に違反した傍聴人に

対して，これを注意し，なおこれに従わないときは，

退場を命じることができる。

（その他）

第８条 この規程に定めるもののほか，傍聴に関し必要

な事項は，代表監査委員がその都度定める。

附 則

この規程は，平成１６年３月１０日から施行する。
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監査委員公表

新監査公表第６号

平成１５年度に実施された新潟市包括外部監査の結果に

ついて，今井 誠包括外部監査人より，平成１６年３月１９

日付けで報告書の提出があったので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２５２条の３８第３項の規定による公表を

新潟市監査事務運営規程第１４条により公表します。

平成１６年３月２６日

新潟市監査委員 熊 田 光 男

同 金 井 哲 郎

同 今 井 ヨシイ

同 真 島 義 郎

包括外部監査結果報告書

第１部 包括外部監査の概要

第１ 監査の種類

地方自治法２５２条の３７の規定に基づく包括外部監査

第２ 外部監査の目的

地方自治法２条１４項には，「地方公共団体はその事務

を処理するに当たっては，住民の福祉の増進に努める

とともに最少の経費で最大の効果を挙げるようにしな

ければならない。」と規定され，同条第１５項には，「地

方公共団体は，常にその組織及び運営の合理化に努め

るとともに，他の地方公共団体に協力を求めてその規

模の適正化を図らなければならない。」と規定されてい

る。

平成９年の法改正によって新たに制度化された外部

監査契約に基づく監査は，従前から実施されている監

査委員による内部監査に，外部の専門家による監査を

加えることによって，地方公共団体における監査の実

効性を確保せんとするものである。

この包括外部監査では，地方自治法の定める目的に

沿って，特定の事件（監査対象とすべき特定のテーマ）

を選定し，それについて行政外部と独立した立場から

「適法性」（合法性）と「相当性」（経済性，有効性，

公平性，透明性など）について監査するものである。

もとより，包括外部監査人が行う監査は，包括外部

監査対象団体の「財務に関する事務の執行」と条例で

定められた特定の包括外部監査対象団体の「経営に係

る事業の管理」に関する監査であっていわゆる「行政

監査」や「政策監査」を主たる目的とするものではな

い。

第３ 外部監査のテーマと選定理由

１ 選定した特定の事件（外部監査のテーマ）

新潟市の行政各部における業務委託について

監査委員会議傍聴希望者受付簿

受付番号

開 催 日 時 住 所 氏 名

年 月 日

注１人につき１枚使用

別記様式（第２条関係）
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２ テーマ選定の理由

近年地方公共団体の公共工事の入札をめぐって「談

合疑惑」が続発し，全国的なレベルで入札のあり方や

契約のあり方が活発に議論されてきている。そうした

議論のなかで工事契約については，一般競争入札方式

を拡大・定着させる方向での具体的な改革が進みつつ

あり，新潟市においても大型の工事契約を対象にし

て，従来の指名競争入札中心の契約方式から一般競争

入札による契約方式に徐々に切換えられつつある。

工事契約をめぐるこうした動きの一方で，行政運営

の効率化，住民サービスの向上を図る目的のもとに，

地方公共団体の行政事務の外部への委託が急激に増大

しつつある。新潟市における平成１４年度の一般会計の

歳出合計（支出済額）は，１８６２億８３２８万円で，そのうち

業務委託費（委託料）として支出された額は支出全体

の１２％，２２４億３４４８万円に達している。この額は，一般

会計の工事請負費１８６億４１９１万円（支出全体の１０％）を

上廻っており，今後とも増加が予測されている。

地方公共団体における行政事務の外部への委託をめ

ぐっては，行政内部にも積極・消極の意見があり，行

政サービスを受ける側の住民の中にも種々の意見があ

る。

新潟市では平成１５年７月に「市政改革・創造推進の

ための基本指針」を定め，これに基づいて平成１６年度

までの推進プランを策定しているが，この中には，入

札・契約制度の改革とともに民間委託等の改革も含ま

れている。

そこで，増え続ける委託業務について，経費削減・

行政運営の効率化という財務面からの検討とともに，

競争性・公平性・透明性を確保するといった契約方

式・法的規制の面からの検討，更には，行政目的の達

成・市民サービスの向上といった政策面からの検討が

必要な時期であると判断して，本年度のテーマに選定

した。

第４ 外部監査の対象及び監査方法

１ 監査の対象

新潟市の総務局，企画財政局，市民局，産業経済局，

都市整備局，教育委員会事務局，黒埼支所などの行政

各部局（市民病院と水道局を除く）における業務委託

全般。

２ 監査対象期間

平成１２年度から平成１４年度の３ヶ年間

（個別契約事例の監査は平成１４年度を中心に実施）

３ 監査の要点

� 委託契約に関する条例，規則，要綱，要領，指針

などは十分に整備されているか。

� 委託の必要性・相当性について全庁的に十分審

査・検討しているか。委託した業務の事後評価（行

政効果，経済効果など）はきちんと行われているか。

また，特定の団体や業者に長期間継続的に委託する

など「談合」「癒着」と疑われる事例はないか。

� 契約書，見積書，予定価格などの必要書類や積算

資料などのデータが適正に作成・保存されている

か。

� 契約方式は法令の定めるところに従って適法かつ

適式におこなわれているか。

� 契約の相手方となる業者の選定は公正に行われて

いるか。

� 委託料（予定価格，契約価格）の積算は十分な根

拠・資料に基づいて行われているか。

� 委託契約の内容（再委託の制限，履行確保措置な

ど）はきちんとチェックされているか。

� 委託した業務の履行確認・検査・検収はきちんと

行われているか。

第５ 外部監査の実施時期

１ 包括外部監査契約の締結

平成１５年４月１日包括外部監査契約書に記名押印し

た。

２ 外部監査人補助者の選任

平成１５年４月２２日に包括外部監査人から弁護士３

名，公認会計士１名の補助者の選任についての協議を

代表監査委員に申し入れ，同月３０日に代表監査委員か

ら協議成立の通知を受けた。

３ 予備調査の実施

平成１５年４月２０日に補助者４名を選任すると同時に

テーマ選定のための予備調査に着手し，関係する部署

から必要な資料と情報を入手し，契約課の職員などか

ら業務委託契約などについての一般的説明を受けた。

４ 外部監査計画と外部監査実施計画の策定

予備調査の段階で仮のテーマとして選定した「補助

金」「合併に伴う財務事務」「業務委託」の三つのうち

から，最終的に平成１５年８月１日に「新潟市における

業務委託契約について」を本年度のテーマに選定し

た。

テーマの選定と同時に監査部署と要領を定めた「監

査計画書」と「監査実施計画書」を策定し，これを代

表監査委員に提出し，監査委員事務局より関係各課に

通知された。

５ 外部監査の実施

� 業務委託の実態調査

平成１５年８月１日に市民病院と水道局を除く，市

の全部局（対象課７６課）に対し，平成１４年度の委託

業務の概要（委託業務の名称など６項目）について

文書による照会を行い，８月末日までに大半の部局

から回答を得た。

その後，平成１５年９月から平成１６年１月末日にか
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けて，平成１２年度から平成１４年度までの３ケ年の委

託事務の種類，委託理由など１９項目に及ぶ詳細な全

件調査を各部局に対し実施し，必要な回答を得た。

� 個別契約事例の監査

平成１５年１１月２０日から平成１６年１月末日にかけ

て，外部監査人と４名の補助者とで分担して，各局

単位でサンプルを抽出して個別契約事例の監査を実

施した。

６ 外部監査報告書の作成

� 中間報告

平成１５年１２月２５日に包括外部監査人より監査委員

にそれまでの監査状況を「中間報告」の形で文書と

口頭で報告した。

� 最終報告書の作成

平成１６年１月から外部監査人と４名の補助者とで

分担して包括外部監査報告書の作成に着手し，同年

２月１７日に報告書原案を確定した。これを監査対象

とした各部局に関係部分を提出して，意見を徴した

うえ，必要な修正をして最終報告書の内容を確定

し，これを印刷に付して最終報告書として完成させ

た。

第６ 外部監査人補助者の職・氏名

１ 弁護士 古島 実

２ 公認会計士 酒井 真人

３ 弁護士 平石 広佳

４ 弁護士 今井 慶貴

第７ 外部監査人と選定した特定事件との利害関係

包括外部監査人と４名の補助者は，いずれも本監査

で選定された特定事件について，地方自治法第２５２条の

２９に定める利害関係がないことを確認した。

第２部 業務委託に関する法規制

第１ 契約方式

１ 業務委託に関連する法律等

地方公共団体が締結する契約は，地方自治法（以下

「法」という。），地方自治法施行令（以下「施行令」

という。）によって規定されている。新潟市が締結する

契約は，新潟市財務規則（以下「財務規則」という。）

新潟市契約規則（以下「規則」という。），新潟市委託

事務の執行に関する要綱（以下「要綱」という。），新

潟市委託事務の執行に関する要綱実施細目（以下「細

目」という。）によって規定されている。

２ 業務委託の意義及び契約締結方法の種類

� 委託とは，新潟市がその事務事業の処理を相手方

に委ねるもので，契約当事者間の信頼関係を重要な

要素とし，相手方の責任において行わせるもの（地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４の規程

に基づくものを除く）をいう（要綱２条）。

委託を民法上の典型契約に分類すると，委任又は

請負に該当する契約が多い。

委任とは，当事者の一方が法律行為を為すことを

相手方に委託し相手方がこれを承諾することによっ

て効力を生ずる契約である（民法６４３条以下）。法律

行為以外の事務を委託する契約を準委任といい，準

委任は委任に関する規定を準用している（民法６５６

条）。また，商行為の受任者は，委任の本旨に反しな

い範囲内において，委任を受けない行為を為すこと

ができる（商法５０５条）。

請負とは，当事者の一方（請負人）がある仕事を

完成することを約し，相手方（注文者）がその仕事

の結果に対して報酬を与えることを約する契約であ

る（民法６３２条，商法５０２条６号）。

委任と請負の区別は，委任も請負もともに独立性

のある労務の供給だが，後者はむしろ労務の供給に

よって仕事を完成することに重点があるのに対し，

前者は労務の供給そのものに意味があるとされてい

る（民法�契約各論有斐閣双書）。
なお，地方自治法２５２条１４乃至１６が規定している委

託とは，一の地方公共団体が他の一の地方公共団体

に，具体的な事務の一部，すなわち，法律行為又は

事実行為をすることを委ねることいい（新版，逐条

地方自治法１０８２頁），本監査において取り上げる委託

とは異なる。

� 地方公共団体の締結する契約は，地方自治法によ

り，一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり

売りの方法によることと定められている（法２３４条１

項）。

「一般競争入札」とは，契約に関し公告をし，不

特定多数人をして入札の方法によって競争をさせ，

普通地方公共団体に最も有利な条件を提供する者と

の間に締結する契約方法をいう（同書７４９頁）。

「指名競争入札」とは，入札者を指名して，特定

多数の者をして入札の方法によって競争をさせ，普

通地方公共団体に最も有利な条件を提供する者との

間に締結する契約方法をいう（同書７４９頁，７５０頁）。

「随意契約」とは，普通地方公共団体が契約の相

手を競争の方法によらないで選択して締結する契約

方法をいう（同書７５０頁）。新潟市における随意契約

の方法には，見積合わせ，一者随意契約及びコンペ

方式の３種類がある。見積合わせは，２者以上の者

から見積書を提出させ相手方を決定する方法であ

る。一者随意契約は，一者から見積書を提出させ相

手方を決定する方法である。コンペ方式は，ポス

ター・パンフレットの製作，展示装飾の業務など

を，その企画・デザイン・アイディアの提案を含め

て相手方に依頼する場合で，複数の者にその素材を

提出させその内容を比較検討のうえ採用する者を決
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１ 工事又は製造の請負
都道府県及び指定都市 ２５０万円

市町村（指定都市を除く。以下この表に
おいて同じ。） １３０万円

２ 財産の買入れ
都道府県及び指定都市 １６０万円

市町村 ８０万円

３ 物件の借入れ
都道府県及び指定都市 ８０万円

市町村 ４０万円

４ 財産の売払い
都道府県及び指定都市 ５０万円

市町村 ３０万円

５ 物件の貸付け ３０万円

６ 前各号に掲げるもの
以外のもの

都道府県及び指定都市 １００万円

市町村 ５０万円

定する方法である（細目別紙２委託契約における随

意契約運用指針２，以下「細目別紙２」という。）。

「せり売り」とは，買受者に入札の方法によらず

口頭（挙動）で価格の競争をさせ，普通地方公共団

体に最も有利な条件を提供する者との間に締結する

契約方法をいう（同書７５０頁）が，新潟市は，後記記

載第３部全件調査の結果によると，せり売りの方法

を行っていない。

３ 一般競争入札方式

地方公共団体が締結する契約方法は一般競争入札が

原則であり，指名競争入札，随意契約又はせり売りの

方法は，政令で定める場合に限定されている（地方自

治法２３４条２項）。普通地方公共団体の行う契約事務の

執行は，公正，機会均等の理念に最も適合し，かつ経

済性を確保しうるという観点から，古くから，一般競

争入札の方法が原則的契約方法とされてきた。これに

対し，「一般競争入札は，本来公開で行われるべきであ

り，広く誰でもが入札参加しうるということから，資

力，信用等のある者が果たして落札者となるかどう

か，またその者が確実に契約を履行することが果たし

て期待できるかどうかを的確に把握することができな

いため，かえって普通地方公共団体に損失を招くおそ

れがある場合がある」（新版，逐条地方自治法７５０頁参

照）との有力な批判がある。また，「一般競争入札は，

地元企業の保護育成に反する結果となる恐れがある」

との意見もある。新潟市は，後記記載第３部の全件調

査の結果によると，平成１２年から平成１４年まで業務委

託契約締結に際して一般競争入札を行っていない。

４ 指名競争入札方式

前述のように，指名競争入札は，公正さを損なうお

それがあるため，施行令により指名競争入札しうる場

合を限定し，次のように規定している（施行令１６７条）。

１号 工事又は製造の請負，物件の売買その他の契

約でその性質又は目的が一般競争入札に適しな

いものをするとき。

２号 その性質又は目的により競争に加わるべき者

の数が一般競争入札に付する必要がないと認め

られる程度に少数である契約をするとき。

３号 一般競争入札に付することが不利と認められ

るとき。

５ 随意契約方式

� 施行令による規制

随意契約は，手続が簡略で経費を抑えうるが，相

手方が固定し，競争原理が働かず公正な取引が行わ

れない恐れがあるため，施行令は随意契約を締結し

うる場合を限定し，次のように規定している（施行

令１６７条の２第１項）。

① 売買，賃貸，請負その他の契約でその予定価格

（賃貸の契約にあっては，予定賃貸料の年額又は

総額）が別表第５上欄に掲げる契約の種類に応じ

て定める同表下欄に定める額の範囲内において普

通地方公共団体の規則で定める額を超えないもの

とするとき。

別表第５（※表内の漢数字を算用数字とした）

② 不動産の買入れ又は借入れ，普通地方公共団体

が必要とする物品の製造，修理，加工又は納入に

使用させるため必要な物品の売払いその他の契約

でその性質又は目的が競争入札に適しないものと

するとき。

③ 緊急の必要により競争入札に付することができ

ないとき。

④ 競争入札に付することが不利と認められると

き。

⑤ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結す

ることができる見込みのあるとき。

⑥ 競争入札に付し入札者がないとき，又は再度の

入札に付し落札者がないとき。

⑦ 落札者が契約を締結しないとき。

� 新潟市契約規則等による規制

① 細目別紙２には，「随意契約は，契約方法として

は例外的に認められているものであることから，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項各号に該当

する理由があるときに限られている。従って，個々

の業務から導き出される随意契約の理由が，その

いずれかに該当するかを検討するにあたっては，

厳格に行わなければならない。」「一者随意契約は

随意契約の例外的な方法であり，これにより契約

を締結できるのは，当該相手方でなければ契約で

きない理由があるときに限られる。」旨明記されて

いる。

また，規則，要綱，細目は，前項に記載した施

行令①乃至⑦（前項①乃至⑦は，施行令１号乃至
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� 工事又は製造の請負 １３０万円

� 財産の買入れ ８０万円

� 物件の借入れ ４０万円

� 財産の売払い ３０万円

� 物件の貸付け ３０万円

� 前各号に掲げるもの以外のもの ５０万円

類型 業務の性質 事務事業の例示 類型別基準 類型別留意点

Ⅰ 定型的・反復的な
業務で外部の技能
を活用するもの

庁舎等清掃，警備，
設備の保守点検，
電話交換，樹木管
理，害虫駆除，料
金収納等

経済的効果・事務
処理の効率化が期
待できること

仕様を明確にし，
処理の確実性を確
保すること

Ⅱ 外部の専門的知
識・技術・情報等
を活用するもの

調査研究，測量，
設計，検診，公告，
編集，イベント実
施等

市の有する知識・
技術・情報だけで
は目的を達成でき
ないこと
直営で行うよりも
効果的な成果が期
待できること

できるだけ委託先
との協同体制をと
り，職員の専門的
知識・技術等の蓄
積を図ること

Ⅲ 市民生活に密着し
た業務で，市民
ニーズへのきめ細
かな対応と市民意
識の高揚を目指す
もの

市民利用施設の管
理運営，市民文
化・スポーツ事業
の実施，地域福祉
サービス等

市民意識の高揚に
役立つこと
適切な委託先があ
ること

公平な市民サービ
スを確保すること

７号に対応する）について具体化している。

② 施行令第１号の要件につき，規則２６条により，

随意契約とすることができる場合は，売買，貸借，

請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約に

あっては，予定賃貸借料の年額又は総額）が次の

表の左欄にかかげる契約の種類に応じて右欄に掲

げる額を超えないものとされている（規則２６条）。

③ 施行令第２号については，次のような事例を対

象事例としている（細目別紙２）。

ア 特殊な技術・手法等を要するもので，当該業

者以外に発注できる者がいないとき。

イ 訴訟代理，文化財複製品の製作など，事実上

競争入札になじまないものをするとき。

ウ 機械による警備を目的とする契約等，相手方

の負担で設備費等の投資をせざるを得ないもの

をするとき（新たに機械警備を実施する場合を

除く。）。

エ 業者の能力・技術・信用・手法その他から見

て，適当と判断されるとき（例えば，調査研究

業務を委託する場合等。）。

オ （社）新潟市シルバー人材センター，（財）新

潟市開発公社のような公共的目的をもって設立

された団体を活用する目的で，当該団体を契約

の相手方とするとき。

④ 施行令第３号については，災害の復旧等緊急に

対応を要するものとしている（細目別紙２）。

⑤ 施行令第４号については，次のような事例を対

象事例としている（細目別紙２）。

ア 既設の機械・設備等の保守点検のように，そ

の設置又は納入した者を相手方とすることが価

格面及び業務の確実性・迅速性において有利で

あるとき。

イ コンピューター業務のように，その業務に関

するソフトウェアを特定の者が有していると

き。

⑥ 施行令第５号については，特定の者が開発した

技術・手法・作業設備等を利用することとした場

合に，時価に比して著しく有利な価格で契約でき

る見込みがあるとき，としている（細目別紙２）。

� 業者選定方法及び基準

① 委託先は，公正の確保と処理の確実性の見地か

ら，知識，技術，信用，実績等の点で適格性を有

するものから選定するものとする（要綱６条）。

② 同一の委託先との間で委託契約を継続すること

は，次の各号の一に該当する場合に限りできるも

のとする（要綱８条）。

ア 事務事業の内容が専門的であるため，代替可

能な委託先が存在しないとき。

イ 事務事業の連続性から継続することが必要な

とき。

ウ その他事務事業の性質上，継続することが適

切であると認められるとき。

第２ 契約手続の概略

１ 新規事業を委託化する基準

� 執行予定課は，新規事業を行う際に委託化するか

否かを決定する際に，次に記載する一般的基準及び

契約類型別基準を検討する。

� 執行予定課は，次の一般的基準に適合するか否か

を検討する（要綱３条）。

① 法令に適合していること。

② 行政責任が確保できること。

③ 市民サービスが確保できること。

� 執行予定課は，業務の性質により，次の類型別基

準及び留意点について十分検討しなければならない

（要綱第４条）。

２ 予算決定手続

執行予定課は，新規事業を委託化することを決定し

た後，予算要求する。予算要求に基づき予算査定が行

われ，予算査定が終了した後に，当該予算は，議案と

して議会に提出され，議会で議決されることにより予

算が正式に決定される。

予算決定された後は，後記「標準的な委託事務の処
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業 種 �資本の額又は
出資の総額

�常時使用する
従業員の数

①製造業，建設業，運輸業その他の業種
（②～⑤に掲げる業種を除く。） ３億円以下 ３００人以下

②卸売業 １億円以下 １００人以下

③サービス業 ５千万円以下 １００人以下

④小売業 ５千万円以下 ５０人以下

⑤政令指定業種

ａ．ゴム製品製造業（自動車又は航空
機用タイヤ及びチューブ製造業並び
に工業用ベルト製造業者を除く。）

３億円以下 ９００人以下

ｂ．ソフトウエア業又は情報処理サー
ビス業

３億円以下 ３００人以下

ｃ．旅館業 ５千万円以下 ２００人以下

＊官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律が改正さ
れ，市の運用は添付資料ウ・別表１の表から上記一覧表に変更され
ている。

理方法」によって手続が行われている。以下，３及び

４に記載したとおりに，各契約方法毎に契約手続が行

われる。

３ 指名競争入札の具体的手続

�① 入札に参加しようとする者は，市長が定める期

間内に入札参加申込書を市長に提出しなければな

らない。市長は，入札参加申込みのあった者が，

当該資格を有するかどうかを審査し，当該資格を

有する者については，有資格者名簿に登載するも

のとする（規則２５条，同５条，同６条）。平成１５年

４月１日現在の業務委託関係有資格名簿搭載者

（登録業者）は，４６０社（名）とのことである。

② 契約執行職員は，有資格者名簿に登載された者

からなるべく３名以上の者を指名しなければなら

ない（規則２３条）。

新潟市は，細目別紙１において，競争入札等に

おける参加業者の指名についての一般的基準を次

のように定めている。

ア 業者の地域性を考慮し，市内業者を優先す

る。

〔定義〕

・市内業者………新潟市内に本社（店）を有す

る業者

・準市内業者……新潟市内に本社（店）を有し

ないが，支店・営業所等を有

する業者

・市外業者………上記以外の業者

イ 中小企業を優先する。

〔定義〕

・会社及び個人

→ 次表のうち，会社にあっては資本の額又

は出資の総額もしくは常時使用する従業

員の数のいずれかの要件を満たすもの，

個人にあっては，従業員の数を満たすも

のをいう（中小企業基本法第２条，官公

需についての中小企業者の受注の確保に

関する法律第２条）

・組合

→ 中小企業等協同組合法に基づく事業協同

組合など，特別な法律によって設定され

たもの。

ウ 公共的目的をもって設立された団体を優先す

る。

例：�新潟市シルバー人材センター
� 契約執行職員は，委託の競争入札における最高限

度額を意味する予定価格を仕様書及び設計書又は評

価等によって定め（規則２５条，１１条），経費執行伺書

を起案し，予算執行職員の決裁を受けなければなら

ない（財務規則２７条１項）。５００万円以上の委託契約

（新規業務委託契約，調査研究委託契約又は基本設

計委託契約にあっては２００万円以上のもの）に関する

予算の執行に関する事項は，経費執行伺書等によ

り，合議・協議をしなければならない（財務規則２９

条１項）。

合議の相手方は，①市長の決定を要する事件及び

助役又は局長が専決規程等の規定により専決すべき

こととされた事件については「企画財政局長」，②部

長が専決規程等の規定により専決すべきこととされ

た事件は「財政部長」，③課長が専決規程等の規定に

より専決すべきことされた事件は「財政課長」であ

る。

協議の相手方は，①市長の決定を要する事件及び

助役又は局長が専決規程等の規定により専決すべき

こととされた事件は「収入役」，②部長又は課長が専

決規程等の規定により専決すべきこととされた事件

は「副収入役」である。

� 契約執行職員は，指名をしたとき，入札期日の前

日から起算して１日以上の見積期間をおいて，所定

事項を記載した書面をもって指名した者に通知しな

ければならない（規則２３条２項）。

契約執行職員又は入札担当職員は，予定価格を記

載した書面を封書にして，開札の際これを開札の場

所に置かなければならない（規則２５条，１３条）。契約

執行職員又は入札担当職員は，入札に参加した者が

記載した入札書を受け取り，指定入札時刻経過後，

直ちに入札の場所で，入札者の面前において開札し

（規則２５条，１４条，１５条），開札終了後入札調書を作

成し（規則２１条），落札者が決定したときは直ちにそ

の旨を入札者に通知しなければならない（規則１６
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条）。落札者は，落札決定の日から１０日以内に当該契

約を締結しなければならない（規則３０条）。

４ 随意契約の具体的手続

契約執行職員は，原則として，仕様書及び設計書又

は評価等によって予定価格を定め（規則２７条，同１１

条），経費執行伺書を起案し，予算執行職員の決裁を受

けなければならない（財務規則２７条）。随意契約におい

ても，前記３に記載した指名競争入札と同様の要件の

もとに合議協議をしなければならない。予定価格は，

競争入札の場合と同様に「契約金額を決定するための

基準」としての機能を果たし，経費執行伺書の決裁日

に正式決定される。

契約執行職員は，随意契約をしようとするときは，

なるべく有資格者名簿に登載された者のうちから，特

別の理由のあるものを除き２名以上の者から見積書を

提出させなければならない。ただし，国，政府機関又

は地方公共団体が契約の相手方となるとき，価格が法

令等で確定しているとき，見積書を提出させることが

適当でないと認められるとき，又は価格が少額で見積

書を提出させる必要が認められないときは，この限り

ではない（規則２８条）。契約課においては，「少額」に

該当する要件を５万円未満と各課に指導している。

随意契約の相手方は，随意契約の相手方となったこ

とを知った日から１０日以内の間に当該契約を締結しな

ければならない（規則３０条）。

５ 契約書の作成手続

契約執行職員は，規則３１条に定められた事項を記載

した契約書を作成しなければならない。しかし，５０万

円未満の指名競争入札による契約又は随意契約をする

とき等に契約書の作成を省略できる（規則３２条１項７

号）。

６ 履行確認手続

契約執行職員又は検査執行職員は，契約相手から履

行届が提出されたときは，速やかに検査をし又は検査

職員に通知して検査させなければならない（規則３９

条，４０条１項）。契約執行職員，検査執行職員又は検査

職員は，検査結果について検査調書を作成し，若しく

は契約の相手方から提出された当該契約の履行に関わ

る文書にその旨を明記しておかなければならない（規

則４０条２項）。ただし，１件５０万円以下の委託契約につ

いては，請求書又は支出命令書若しくは経費執行伺書

兼支出命令書に検査した旨を記載することをもって検

査調書等にかえることができる（規則４０条２項但書）。

〇 標準的な委託事務の処理方法
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第３ 不正行為に関する法規

１ 法は，入札が適正に機能するように様々な規制を加

えている。

� まず，刑法は談合罪を次の第２号に記載するよう

に処罰の対象としている。

【刑法９６条の３】

１号 偽計又は威力を用いて，公の競売又は入札の

公正を害すべき行為をした者は，２年以下の懲

役又は２５０万円以下の罰金に処する。

２号 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的

で，談合した者も前項と同様とする。

� 次に，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（いわゆる，独占禁止法）においても，不当

な取引制限に関する規定がある。

① 「不当な取引制限」とは，事業者が契約，協定

その他何らの名義をもつてするかを問わず，他の

事業者と共同して対価を決定し，維持し，若しく

は引き上げ，又は数量，技術，製品，設備若しく

は取引の相手方を制限する等相互にその事業活動

を拘束し，又は遂行することにより，公共の利益

に反して，一定の取引分野における競争を実質的

に制限することをいう（法２条６項）。

事業者は，私的独占又は不当な取引制限をして

はならない（法３条）。

② 法３条に違反する行為に関して次に記載する規

定がある。

（排除措置）

【法７条１項】

第３条又は前条の規定に違反する行為がある

ときは，公正取引委員会は，第８章第２節に規

定する手続に従い，事業者に対し，当該行為の

差止め，営業の一部の譲渡そのほかこれらの規

定に違反する行為を排除するために必要な措置

を命ずることができる。

（課徴金）

【法７条の２第１項】

事業者が，不当な取引制限又は不当な取引制

限に該当する事項を内容とする国際的協定若し

くは国際的契約で，商品若しくは役務の対価に

係わるもの又は実質的に商品若しくは役務の供

給量を制限することによりその対価に影響があ

るものをしたときは，公正取引委員会は，第８

章第２節に規定する手続に従い，事業者に対

し，当該行為の実行としての事業活動を行った

日から当該行為の実行としての事業活動がなく

なる日までの期間（当該期間が３年を超えると

きは，当該行為の実行としての事業活動がなく

なる日からさかのぼって３年間とする。以下「実

行期間」という。）における当該商品又は役務の

政令で定める方法により算定した売上額に１００

分の６（小売業については１００分の２，卸売業につ

いては１００分の１）を乗じて得た額に相当する額

の課徴金を国庫に納付することを命じなければ

ならない。ただし，その額が５０万円未満である

ときは，その納付を命ずることができない。

（罰則）

【法８９条１項】

次の各号のいずれかに該当するものは，３年

以下の懲役又は５００万円以下の罰金に処する。

１号 第３条の規定に違反して私的独占又は

不当な取引制限をした者

【法９５条１項１号（両罰規定）】

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，

使用人その他の従業員が，その法人又は人の業

務又は財産に関して，次の各号に掲げる規定の

違反行為をしたときは行為者を罰するほか，そ

の法人又は人に対しても，当該各号に定める罰

金刑を科する。

１号 第８９条 ５億円以下の罰金刑

【法９５条の２】

第８９条１項１号（省略）の違反があった場合

においては，その違反の計画を知り，その防止

に必要な措置を講ぜず，又はその違反行為を知

り，その是正に必要な措置を講じなかった当該

法人（第９０条第１号又は第３号の違反があった

場合における当該法人で事業者団体に該当する

ものを除く。）の代表者に対しても，各本条の罰

金刑を科する。

� また，入札談合等関与行為の排除及び防止に関す

る法律（いわゆる，官製談合防止法）が平成１４年７

月に成立し，平成１５年１月６日から施行されている

（資料ク）。この法律は，入札談合等関与行為を排除

及び防止するため，公正取引委員会による各省庁の

長等に対する入札談合等関与行為を排除するために

必要な改善措置の要求，入札談合等関与行為を行っ

た職員に対する損害賠償請求，当該職員にかかる懲

戒事由の調査，関係行政機関の連携協力等について

定めている（法１条）。

独占禁止法は，事業者側に対する法的措置が規定

されているが，官製談合防止法により，法の要件に

該当する場合に，地方公共団体職員等に対する法的

措置が可能となった。平成１５年１月，公正取引委員

会は，北海道岩見沢市が発注した建設工事入札談合

事件について，官製談合防止法を初適用し岩見沢市

長に対し改善措置要求を行った。

� なお，公共工事を対象とした法律ではあるが，「公
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共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律」が，情報の公表，地方公共団体の長が一定の場

合に公正取引委員会への通知をすること，一括下請

負の禁止等を定めている。

第３部 新潟市の業務委託の実態調査

第１ 新潟市の業務委託の概要

１ 委託業務の種類と量

新潟市が外部の民間企業等に委託して実施している

業務（事務事業）には，性質や内容の異なるたくさん

の種類のものがあり，その件数や量は膨大である。平

成１４年度を例にとってみると，委託契約の件数で３６８５

件となっている。

このうち，件数の多い順に委託業務の種類を見てみ

ると，１位が施設の管理運営（３２％），２位が市民サー

ビス（１３％），３位が土地の測量設計等（１１％），４位

が廃棄物の処理・清掃等（９％），５位が電子計算関係

（６％），６位が試験・検査（５％），７位が事務処理

（４％），８位が企画調査研究，広告宣伝イベント，廃

棄物収集運搬（各３％）といったところである。市の

行政各部のうち，件数の多い部は，平成１４年度で保健

福祉部が９９５件で最も多く，次いで，土木部の６０９件，

下水道部４３５件，学校教育部３４２件，環境部２０６件，市民

生活部１９０件，農林水産部１７４件，生涯学習部１６２件の順

となっている。

なお，ここで取り上げている委託業務には，新潟市

が他の地方公共団体に事務の一部を委託している「事

務委託」（地方自治法２５２条の１４～１６），「歳入の徴収又は

収納の委託」（同法施行令１５８条）などは含まれていな

い。

２ 委託金額（委託料）

新潟市の決算資料によると，平成１２年度から平成１４

年度にかけての３年間に，市の一般会計から支払われ

た委託金額（委託料）の総額はつぎのとおりである。

（ ）内の％は一般会計の歳出に占める割合。

平成１２年度 １９６億２７０万４９０４円（１０．５％）

平成１３年度 ２０２億３２２０万２１９０円（１０．８％）

平成１４年度 ２２４億３４４８万６３８７円（１２．０％）

これを各費目単位で平成１４年度で多い順に見てみる

と，民生費が最も多くて７５億４５６２万４２６２円，次いで衛生

費４５億９００６万３３５２円，総務費４２億１３７４万４４７８円，土木費

２３億４７５７万９６２８円，教育費２２億８８４６万２８３８円，農林水産

費２億２１５６万６９１３円，商工費２億２０７６万５６５２円の順と

なっている。平成１４年度の委託料で，１件当たりの金

額が１億円を超えているものが３５件，１０億円を超えて

いるものが３件ある。平成１４年度の委託件数３６８５件の

うち１００万円未満の委託料のものが２２６２件で大半を占

めている。

第２ 業務委託実態調査の実施

１ 概要調査の実施

本件の実態調査の一環として，新潟市の行政各部局

に対し，平成１４年度の業務委託の種類，業務委託の相

手方，契約金額と件数，契約の方法など６項目につい

て概要の調査を実施した。対象とした７６課のうち５４課

から回答があった。

この概要調査の結果では，合計の委託件数が１９５５件

で，種類別では施設の運営・管理９０２件（４６．１％），土地

の測量設計２６７件（１３．７％），廃棄物処理１９９件（１０．２

％），市民サービス１１６件（５．９％），その他４６８件（２３．９

％）であった。

また，業務委託の相手方では，市と関連のある団体

２６７件（１３．７％），その他１６８６件（８６．２％）であった。

更に，契約金額が５００万円以上２４８件（１２．７％），５０万

円以上５００万円未満８４７件（４３．３％），５０万円未満８６０件

（４４％）であった。

最後に，契約方法では入札方式３９２件（２０．１％），随意

契約１５３３件（７８．４％），その他３０件（１．５％）であった。

この概要調査の結果は，その後の全件調査の結果と

相当大きく違っている。（もし，独自のデータを入手し

て後の全件調査を実施しなかったとすると，この概要

調査を正確なものとしてその後の監査が実施されたこ

とになったと思われる。）

２ 全件調査の実施

業務委託契約はほとんどの課においてなされている

ものの，それについて全体的な調査資料や統計をとる

ための材料は新潟市には存在しなかった。そのため，

概要調査に引き続いて，業務委託契約の実態を把握す

るため，全課を対象として横断的に契約全件について

調査する必要が生じた。

そこで，外部監査人は，下記のとおり，全課を対象

とする業務委託契約全件についての調査を行った。

第３ 全件調査の経過

新潟市の決算資料の一つである「委託料並びに負担

金，補助及び交付金の支出状況調」の平成１２年度分～１４

年度分を入手し，スキャナーによって全件をデジタル

データ化した。そして，そのうち委託料分を抽出して（合

計約一万件），個別委託事業についての情報（年度，配当

課，款，項，目，節，事業名，相手方の団体名及び代表

者名，事業内容，支出金額，支出日）を整理した。その

後，個別委託事業を上記情報で特定した上で，支出状況

調に記載のあった全課７６課に対し，支出状況調に記載の

あった委託事業全件について下記１９項目の調査事項の回

答を求めた。
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１ 委託事務の種類
以下の１２種から選択。
①施設の運営・管理
②土地の測量設計等
③廃棄物処理・清掃等
④市民サービス（福祉，厚生，各種検診等）
⑤電子計算関係
⑥廃棄物収集処理
⑦事務処理
⑧企画，調査研究
⑨広報，ＰＲ，宣伝，イベント
⑩試験・検査
⑪工事，製作
⑫その他

２ 委託事務の類型
以下の新潟市委託事務の執行に関する要綱第４条（別表）に定める３

つの類型から最も適切なものを選択。
①類型Ⅰ（定型的・反復的業務）
②類型Ⅱ（外部の専門的知識・技術・情報等を活用する必要のある

業務）
③類型Ⅲ（市民生活に密着した業務）
④その他

３ 事務委託の割合
一つの事務について一部の事務の委託の場合は，「一部」，全部の事務

の委託の場合は「全部」と回答。

４ 委託理由
以下の８つの理由から選択し，最も委託理由として適切なものを選
択。

①短期間に処理する必要があるため（人手不足）
②直営より低コストで効率よく処理できるため（コスト，効率）
③変則的な勤務条件が必要となるため（勤務条件）
④高度の専門的能力，技術，設備，情報等が必要となるため（能力）
⑤臨時的，一時的な業務であるため（一過性）
⑥直営より行政サービスの向上が見込まれるため（サービスの質）
⑦法律その他により直営で行なうことが不可能なため（制約）
⑧その他

５ 事後評価の実施，未実施の別
委託を行なった後に，受託者の業務内容を評価したり，委託による事

務の効率化，コスト削減効果の有無，程度等について検討を行なうなど，
何らかの検査，委託効果の測定等の事後評価を行なったかどうか。

６ 契約の相手先との利害関係の有無
①出資 新潟市が受託者に出資している場合
②人事 新潟市の職員，職員であった者が，受託者の財務，営業，

事業の方針決定等に影響を与えることが出来る地位にいる場合
（例）新潟市のＯＢが，受託者であったり，受託者の役員，理
事，監事などの役職についている場合

③補助金 新潟市が補助金を供与している場合
④補助金以外の資金協力

新潟市が受託者の借入等の過半について融資，保証，補助金支
出以外の方法で資金協力を行っている場合

⑤技術 新潟市が受託者に対し技術指導，援助等を行なっており，
当該援助等の終了により，受託者の事業継続に重要な影響を及
ぼすと考えられる場合

⑥取引 当該委託契約を含め，受託者の新潟市に対する事業依存度
が著しく大きい場合（例）受託者の売上全体に占める新潟市と
の取引の割合が過半を占める場合

⑦その他 ①から⑥以外であっても，新潟市と委託者とが緊密な関
係にあると認められる場合

７ 契約の相手先の分類
以下の６つから選択。
①新潟市利害関係者（「契約の相手先との利害関係の有無」において
「有り」と回答した場合に選択）
②公益目的団体
③福祉関連団体
④営利法人
⑤個人
⑥その他

８ 予定価格

９ 契約方法
以下の８種の方法から選択。
①入札（一般競争）
②入札（指名競争）
③随契（見積合わせ）
④随契（一者）
⑤随契（コンペ方式）
⑥随契（プロポーザル方式）
⑦随契（デザイン競争方式）
⑧その他

１０ 指名競争入札とした理由
以下の地方自治法施行令第１６７条各号に定める３つの理由から選択

し，最も理由として適切なものを１つだけ選択。
①一般競争入札に適しない（１号）
②競争者が少数（２号）
③一般競争入札に付することが不利（３号）
④その他

１１ 随意契約とした理由
以下の地方自治法施行令第１６７条の２第１項各号に定める７つの理由
から選択。
①一定金額以下（１号）
②競争入札に適さない（２号）
③緊急で競争入札不可能（３号）
④競争入札では不利（４号）
⑤時価より有利価格で契約可能（５号）
⑥入札，落札者なし（６号）
⑦落札者が契約しない（７号）
⑧その他

１２ 随意契約とした時期
委託当初から随意契約としたか，途中から随意契約としたか。

１３ 一者随意契約とした理由
以下１１個の理由から選択。
①法令その他の規則等で相手方が特定されているため
②契約の性質，目的から相手方を特定せざるを得ないため（他の者
に受託能力無し）
③過去にその特命者の設備等が設置されているため
④数年にわたり継続して委託する業務であり，一貫性，継続性が必
要なため
⑤過去に委託実績があったため
⑥過去に委託実績はないが，特命者の評判が良いことを知ったため
⑦時価よりも有利な価格で契約できるため
⑧緊急事態であったため
⑨少額であったため
⑩特命者以外の者との面識がなく，情報も把握していないため
⑪その他

１４ 見積業者数

１５ 最低見積価格

１６ 前年度支出額
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１７ 委託先について新規・継続の別

１８ 初回支出年月日

１９ 下請（再委託）の有無，不明の別

資料２ グラフ「部別業務委託支出金額の推移」

資料３ 表「課別業務委託支出金額増減ランキング」

平成１２年と平成１４年を比較した
５００選挙管理委員会事務局 １５７６６５．５％ ２１０障害福祉課 １１．０％
３６０水産林務課 １７４６．６％ ２０５児童福祉課 １０．８％
１０５用地対策課 ９８０．０％ ０２０広報課 １０．０％
３８８街づくり推進課 ５５０．８％ ０３０男女共同参画課 ８．７％
０８５総合企画課 ３７０．２％ １４０自治振興課 ５．６％
３７０園芸センター ３２３．８％ ０１０秘書課 ５．０％
３８０都市計画課 ２９７．５％ ４５７下水道企画課 ２．７％
３１５西清掃センター ２７２．３％ ５２５施設課 １．９％
９７１黒埼支所総務課 ２５４．３％ ２００保健福祉総務課 １．６％
３６５中央卸売市場管理課 １９２．１％ １７５西地区事務所 ０．４％
３３０産業企画課 １５７．１％ １９５石山地区事務所 ０．３％
５４５保健給食課 １１３．５％ １９０坂井輪地区事務所 －０．７％
５３０学校指導課 １０９．７％ １７０中地区事務所 －１．６％
０４５情報政策課 １０１．０％ ６２５青少年課 －１．８％
１２５資産税課 ８６．８％ １６５東地区事務所 －１．９％
４９５議会事務局 ８２．８％ ３９２新潟駅周辺計画課 －３．２％
３３５商工振興課 ７９．４％ ０４０職員厚生課 －４．４％
０８０歴史文化課 ６２．０％ ２５８介護保険課 －６．１％
２９０環境対策課 ４６．８％ １８５南地区事務所 －７．３％
３９５港湾空港課 ３８．１％ ４１５住宅課 －８．３％
２８５衛生試験所 ３７．０％ ５４０総合教育センター －９．２％
４１０建築指導課 ３３．５％ ３０５東清掃センター －１０．６％
３５５農地課 ３２．１％ ３５０農業振興課 －１４．６％
０２５市民相談室 ２８．７％ １５０国民健康保険課 －１５．５％
５５０生涯学習課 ２７．９％ ５１０農業委員会事務局 －１５．８％
１００管財課 ２６．０％ ４８５消防局総務課 －１６．９％
０５０国際課 ２５．３％ ０３５人事課 －２０．１％
６３５体育課 ２３．６％ ４３０土木企画課 －３１．２％
４３５公園水辺課 ２２．２％ ３４０観光物産課 －３２．７％
３２５新田清掃センター ２１．３％ ５１５教委総務課 －３６．０％
１３０納税課 ２１．０％ ０１５総務課 －４３．４％
０５５文化振興課 ２０．８％ ４２５土木総務課 －４６．８％
１４５防災課 １７．５％ ４００都市開発課 －５７．４％
２６０保健所総務課 １３．３％ １２０市民税課 －６４．２％
２４０高齢者福祉課 １２．９％ ４０５都市再開発課 －６６．５％
２３５厚生福祉課 １２．９％ １６０市民課 －７９．７％
２９５清掃課 １１．８％ １１０契約課 －９５．２％

０９５財政課 －１００．０％

新潟県議会議員選挙及び新潟市議会議員選挙
ポスター掲示場設置業務委託

￥１３，７５４，０００

参議院新潟県選出議員補欠選挙ポスター掲示
場設置業務委託料

￥１，９９２，３７５

第４ 全件調査の結果とその分析

１ 合計金額・合計件数

各課の各年度の業務委託の合計件数と合計金額は資

料１表，資料２グラフのとおりである（本文中に掲載

のない資料は末尾に添付する。）平成１２年度は３４３４件，

２３６億５９９５万円，平成１３年度は３５４１件，２３５億９９８４万円，

平成１４年は３６８５件，２５７億６６５５万円であった。平成１３年

度が前年比０．３％のマイナスであったが，平成１４年度は

前年比で９．２％のプラスであった。

第３部 第１ ２記載の委託金額と異なるのは，同

記載の委託金額は一般会計についてのみの集計である

のに対し，ここでの集計は特別会計の一部が含まれて

いるためである。

２ 各課の増減

平成１２年度から平成１４年までの２年間の課別の増減

は資料３表のとおりである。

土木，都市開発関係の課が減少しているのに対し

て，環境，福祉，教育関係の課が増加しているのがわ

かる。選挙管理委員会事務局が著しく増加しているの

は平成１４年度に選挙が重なり，次のとおりの支出が

あったためである。
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市長選挙ポスター掲示場設置業務委託料（保
守及び撤去を含む）

￥３，０２８，４１０

県議会議員選挙及び新潟市議会議員選挙ポス
ター掲示場設置業務委託

￥５５，４５８，０００

資料４ 表「一件当たりの金額と件数の関係」

平成１２年 平成１３年 平成１４年
０－ ２，１６７ ２，１７０ ２，２６２
１００万－ ４１０ ４３０ ４５５
２００－ １６８ ２０１ ２０３
３００－ １２０ １２８ １４４
４００－ １２１ １３７ １３３
５００－ ６９ ６９ ７４
６００－ ４０ ４７ ３１
７００－ ３６ ３４ ３９
８００－ ４０ ３０ ３６
９００－ １９ ３２ ２６
１０００－ １１ １１ ２０
１１００－ １６ ２０ １７
１２００－ １８ ２３ １２
１３００－ ８ １６ １３
１４００－ １２ １１ １５
１５００－ １１ １４ １４
１６００－ １０ １０ １３
１７００－ ４ ７ １０
１８００－ ７ ６ ９
１９００－ ６ ３ ５
２０００－ ４０ ３９ ４９
３０００－ ２９ ２８ ３１
４０００－ ９ １５ １０
５０００－ １０ １２ １２
６０００－ １ ０ ３
７０００－ １１ ６ ３
８０００－ ４ １０ ７
９０００－ ４ ４ ４
１億－ １６ １３ ２０
２億－ ７ ５ ３
３億－ ２ ２ ２
４億－ ０ １ ３
５億－ ７ ６ ４
１０億－ １ １ ３

３，４３４ ３，５４１ ３，６８５

資料６ 表「支出金額 ５０万円超・５０万円以下比率」

０－５０万

合計件数 全体の比率 合計金額 全体との比率

平成１３年 １７３８ ５０．６％ ２５８，５９１，３８０ １．１％

平成１４年 １７４０ ４９．１％ ２８８，４７３，８１１ １．２％

平成１５年 １８２７ ４９．６％ ３０４，７３３，２００ １．２％

５０万超

合計件数 全体の比率 合計金額 全体との比率

平成１３年 １６９６ ４９．４％ ２３，４０１，３５３，５８２ ９８．９％

平成１４年 １８０１ ５０．９％ ２３，３１１，３６７，７７０ ９８．８％

平成１５年 １８５８ ５０．４％ ２５，４６１，８２１，７０１ ９８．８％

資料８ グラフ「平成１４年度 委託業務の種類別件数割合」

３ 委託業務の規模

委託業務一件当たりの金額は，資料４表のとおりで

ある。１００万円未満のものから，１億円を超えるものも

あり，高額なものは１０億円を超える。１億円を超える

業務委託は資料５一覧表のとおりである。件数で見る

と，１００万円未満のものが多い。

資料６表では，競争入札の例外事由となっている一

定金額（地方自治法施行令１６７条の２第１項１号，業務委

託契約では５０万円）以下と一定金額（５０万円）超で件数

と金額を比較したものである。件数で見ると５０万円以下

と５０万円超で約半分ずつである。しかし，合計金額で見

ると５０万円超が約９９％を占めている。

業務委託契約については１件５０万円を超える場合，

原則として競争入札をしなければならず，個別具体的

に実質的な要件がなければ随意契約（見積合わせ，一

者随意契約）は採用できない。

１件５０万円を越える契約が金額割合で約９９％を占め

ていることからすれば，５０万円を超える高額の業務委

託については，競争入札の適否を検討するばかりでな

く，随意契約を行わなければならない理由及び随意契

約の適否について十分な検討がなされなければならな

い。

４ 委託事務の種類

どの様な業務が外部に委託されているかについて調

査を行った。件数で最も多かったのが「施設の管理運

営」である（資料７表，資料８グラフ）。次に多いのが

「市民サービス（福祉，厚生，各種検診等）」である。

これに対して，金額の割合で見ると（資料７表，資

料９グラフ）「市民サービス」が最も多くなる。
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資料９ グラフ「平成１４年度 委託業務の種類別金額割合」

資料１２ グラフ「平成１４年度 委託の類型 件数割合」

資料１３ グラフ「平成１４年度 業務委託の類型 金額割合」

それぞれの委託業務の具体例を資料１０表に示す。高

額の委託業務を例示するために金額上位１０件の配当

課，費目，委託業務名，支出金額を例示するとともに，

少額なものを例示するために，５０万円未満の委託業務

を１０件例示した。

「施設の管理・運営」には体育館，清掃センター，

資源再生センター，下水処理場，食肉センター，音楽

文化会館，市民芸術文化会館，水族館などの市の大規

模施設関連の委託業務が並ぶ。

「市民サービス」には，私立保育園乳幼児保育委託

料（４８億円），老人保健健康診査費（１０億円）があり，

合計金額で市民サービスの割合を増加させていると考

えられる。

５ 委託事務の類型

外部委託されている業務を知る上で，新潟市委託事

務の執行に関する要綱第４条（別表）に定める類型に

ついても調査を行った。

件数で見ると「外部の専門的知識・技術・情報の活

用」が最も多い（資料１１表，資料１２グラフ）。「外部の

専門的知識・技術・情報の活用」には，基本健康診査

等委託料やひまわりクラブ管理運営業務委託手数料な

どの福祉関連の委託業務も存在する。

※ ひまわりクラブとは，「就労等により，昼間保護

者のいない家庭の小学校低学年児童の健全育成を

図るための施設で，事業は，市が実施しているが，

運営管理は�新潟市福祉公社に委託して実施して
いる。公社では，各ひまわりクラブに専任の指導

員を配置して，児童の保護および育成に当たって

いる。」（この説明は新潟市児童福祉課のホーム

ページより引用）事業のことを言う。

「市民生活に密着した業務」には私立保育園保育委

託料（４８億円），鳥屋野総合体育館（１１億円），市民芸

術文化会館（８億円），水族館の管理委託料（６億円），

ゴミや資源物の運搬収集の業務委託が存在する。この

分類の金額が大きくなった（資料１３グラフ）のは，特

に私立保育園保育委託料が含まれたためと考えられ

る。

６ 委託の割合

一つの業務について，全部を一者に委託している

か，部分的に委託しているかについて調査した。一つ

の業務について，分割して発注すれば，競争入札の例

外の形式的要件である５０万円以下とすることができ，

競争入札をせずに随意契約ができる。また，一つの業

務を複数に分割すれば委託料も増加する。同一業者に

分割発注すれば，合計の委託業務の金額は大きくな

る。そこで，不当に分割発注をしているかどうかを十

分に調査する必要がある。

資料１５表，資料１６グラフ，資料１７グラフによれば，

分割発注は件数及び金額共に全体の１割以下である。
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資料１６ グラフ「平成１４年度 一部委託・全部委託 件数割合」

資料１７ グラフ「平成１４年度 一部委託・全部委託 金額割合」

資料２０ グラフ「平成１４年度 委託理由別 件数割合」

資料１８一覧表は，執行課である土木事務所（配当課

は公園水辺課）が新潟市内の公園内の便所の清掃委託

業務を財団法人と個人，株式会社に一者随意契約で委

託した例である。公園内の便所の掃除ができる業者は

市内に複数あると考えられる。しかも，業務の合計金

額が約４０７万円であることからすれば，一つの委託業務

として競争入札を行えばさらに低い金額で契約が可能

であったと考えられる。

７ 委託理由

委託理由は，市役所の業務のうち市役所の職員を使

用して当該業務をするか（直営），委託料を支払って外

部の個人や団体に委託して業務を行うか（民間委託）

の判断の基準となる。市役所の財政は有限であり，少

ない費用で最大の効果を得ようとする場合は，業務委

託をすることによって市役所の職員を使用して行うよ

りも効果的といえる場合でなければならない。そこ

で，委託理由を十分に監査する必要がある。

委託理由で一番多い（件数，金額共に）のは「高度

な専門的能力，技術，設備，情報」を受託者が有して

いることである（資料１９表，資料２０グラフ，資料２１グ

ラフ）。それぞれの委託理由を回答した委託業務を資料

２２一覧表に挙げた。

資料１８ 一覧表「一部委託の例」

年度 費 目 事 業 者 名 委 託 業 務 名 支 出 金 額

１４ １８２９・公園緑地管理費 財団法人新潟市都市緑化推進協会 公園便所清掃業務委託料 ￥３４７，４８０

１４ １８２９・公園緑地管理費 個人Ａ 公園便所清掃業務委託料 ￥１７，５８０

１４ １８２９・公園緑地管理費 株式会社Ｂ 公園便所清掃業務委託料 ￥４７７，３８６

１４ １８２９・公園緑地管理費 個人Ｃ 公園便所清掃業務委託料 ￥６９４，９６０

１４ １８２９・公園緑地管理費 個人（自治会会長Ｄ）外 公園便所清掃業務委託料 ￥２，３８３，０１７

１４ １８２９・公園緑地管理費 個人Ｅ 公園便所清掃業務委託料 ￥１５５，９３７
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資料２１ グラフ「平成１４年度 委託理由別 金額割合」

資料２４ グラフ「平成１４年 事後評価 件数割合」

資料２５ グラフ「平成１４年 事後評価 金額割合」

資料２７ グラフ「平成１４年度 利害関係の有無
及び相手方別 件数割合」

８ 事後評価の有無

業務委託は，市役所職員以外の者に対価を支払って

市の業務を行わせることによって，市の職員が自ら行

うよりも効果があることから行われる。そこで，実際

に，契約時の仕様書どおりの業務を行っているかどう

かの履行確認（履行確認については個別監査の箇所で

ふれる）ばかりでなく，委託によって，事務の効率が

よくなったか，どの程度コストが削減できたかを確認

する必要がある。

事後評価を行っているのは全業務委託のうち，件数

にして約１割，金額にして約１５パーセントにすぎない

（資料２３表，資料２４グラフ，資料２５グラフ）。

９ 相手方との利害関係の有無

業務委託の相手方が委託者である市役所と何らかの

利害関係がある場合は，特別扱いや馴れ合いなどで，

契約金額の決定や履行確認などが甘くなり，他の受託

者に比して有利な取り扱いがなされ，反面，委託の効

果が少ない業務委託に対して多くの支出がなされる可

能性がある。利害関係について調査した結果は資料２６

表，資料２７グラフ，資料２８グラフのとおりである。
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資料２８ グラフ「平成１４年度 利害関係の有無
及び相手方別 金額割合」

資料３０ グラフ「平成１４年度 利害関係有無 件数割合」

資料３１ グラフ「平成１４年度 利害関係有無 金額割合」

資料３２ グラフ「平成１４年度 利害関係者 一件当たりの金額」

資料３４ グラフ「平成１４年度 利害関係者内訳 件数割合」

資料３５ グラフ「平成１４年度 利害関係者内訳 金額割合」

� 利害関係の有無について

何らかの利害関係のある相手方の比率は，件数は

８．８％にすぎない。しかし，金額の割合では２７．５％で

ある（資料２９表，資料３０グラフ，資料３１グラフ）。

一件あたりの金額は，「利害関係有」が約２１９０万円

に対して，「利害関係無」は約５１９万円である。「利害

関係有」の方が約４倍近くも高額になっている（資

料２９表，資料３２グラフ）。

� 利害関係の種類

利害関係がある相手方の種類の内訳は資料３３表，

資料３４グラフ，資料３５グラフのとおりである。件数

及び金額ともに「出資」が群を抜く。利害関係の種

類と一件あたりの金額は資料３６グラフのとおりであ

る。「出資」が約５２６１万円ときわめて高額である。
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資料３６ グラフ「平成１４年度 利害関係の種類と
一件当たりの金額の関係」

資料３８ グラフ「平成１４年度 利害関係者との
契約方法 件数割合」

資料３９ グラフ「平成１４年度 利害関係者との
契約方法 金額割合」

資料４０ グラフ「利害関係者 一件あたりの金額 契約方法別」

� 利害関係者との契約方法

利害関係者との契約方法の割合は資料３７表，資料

３８グラフ，資料３９グラフのとおりである。一者随意

契約が件数にして８０．９％，金額にして９５．５％である。

指名競争入札は件数にして４．９％，金額にして１．１％

にすぎない。一件あたりの金額を比較すると（資料

４０グラフ），一者随意契約がほかの契約方法を圧倒し

て高額となっている。

利害関係のある者と高額な委託業務契約を一者随

意契約という競争的な要素が全くなく，かつ，契約

当事者以外に情報が公開されない契約方法を採るこ

とは大きな問題がある。

１０ 再委託の有無

� 全体の比較

市役所から委託された業務を受託業者がさらに外

部の別の業者に委託することを再委託という。再委

託が安易になされると，管理費用などの中間搾取が

ある分コスト高になり，かつ，履行の確認も十分に

なされない危険もある。

平成１４年度における再委託のある委託事業は件数

で３．４％，金額で１６．９％である（資料４１表，資料４２グ

ラフ，資料４３グラフ）。一件あたりの金額は再委託が

ある場合が３４３７万円，ない場合が６２９万円である（資

料４４グラフ）。
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資料４２ グラフ「平成１４年度 再委託の有無 件数割合」

資料４３ グラフ「平成１４年度 再委託の有無 金額割合」

資料４４ グラフ「平成１４年度 再委託の有無 １件当たりの金額」

資料４６ グラフ「再委託 一件あたりの金額
利害関係の有無比較」

� 利害関係の有無で比較

再委託ある場合で市役所が相手方と利害関係があ

るかないかで一件あたりの金額を比較した（資料４５

表，資料４６グラフ）。利害関係がある場合は一件当た

りの金額が著しく高額になっている。
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配 当 課 費 目 委 託 業 務 名 相 手 方 支 出 金 額
６３５体育課 ２５８４体育施設管理運営委託事業費 新潟市鳥屋野総合体育館等の管理運営及び使用料徴収事務の委託について 財団法人新潟市開発公社 ￥１，１４１，７４２，７８４
０５５文化振興課 ３１５３市民芸術文化会館管理運営委託事業費 新潟市民芸術文化会館の管理委託料 財団法人新潟市芸術文化振興財団 ￥７７６，１３４，００３
０５５文化振興課 ２４５３水族館管理運営委託事業費 新潟市水族館の管理委託料 財団法人新潟市開発公社 ￥５７２，４２２，９１０
４５０下水道企画課 ６０１９使用料徴収経費 平成１４年度下水道使用料等徴収事務委託料 新潟市水道ガス事業管理者 ￥２８４，９４８，４６９
２４０高齢者福祉課 ８００３審査支払手数料経費 ４～３月分審査支払手数料（老人医療） 新潟県国民健康保険団体連合会 ￥１６７，１３７，５１７
０５５文化振興課 ３８６０音楽文化会館管理運営委託事業費 新潟市音楽文化会館の管理委託料 財団法人新潟市芸術文化振興財団 ￥１５４，０１５，７４２
２９５清掃課 １１３８資源再生センター管理運営費 ３月分資源再生センター施設運転管理業務委託料 営利法人 ￥１５０，２６３，４００
３５０農業振興課 食肉センター管理委託料 新潟市食肉センター管理業務委託（概算払い，年４回のうち４回目） 財団法人新潟ミートプラント ￥１２０，３０８，８５７
２００保健福祉総務課 ３８２０総合福祉会館管理運営費 新潟市総合福祉会館の管理及び使用料の徴収に関する事務委託料 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 ￥１２０，２０６，０００
３９５港湾空港課 ４４２５右岸立坑展望展示室建設事業費 平成１４年度右岸立坑展望展示室工事委託料 国土交通省北陸地方整備局 ￥１１２，０００，０００
０４０職員厚生課 ０２６０福利厚生費 平成１４年度厚生業務委託料 新潟市職員互助会 ￥９８，２８７，０００
２９５清掃課 １１１３新潟市ふれあい健康センター管理運営費 新潟市ふれあい健康センター管理業務委託料概算払い第４期分 財団法人新潟市開発公社 ￥９０，３７８，３１３
３３５商工振興課 ８６０５西堀地下駐車場管理運営事業費 新潟市西堀地下駐車場の平成１４年度管理委託料概算払い 財団法人新潟市開発公社 ￥８７，３４７，６４１
２１０障害福祉課 ０６１２総合福祉会館障害者福祉センター事業費 新潟市総合福祉会館身体障害者センター運営事業の委託料支払 財団法人新潟市福祉公社 ￥８６，０２９，３６６
２４０高齢者福祉課 ８０００一般管理費 ４～３月分共同電算処理委託料 国保・社保分 （老人医療） 新潟県国民健康保険団体連合会 ￥５９，０３９，７９９
０８０歴史文化課 ２９１９郷土歴史博物館（仮称〉建設事業費 郷土歴史博物館（仮称）ミュージァムシアター映像ソフト制作業務委託 営利法人 ￥４２，１７０，０００
２４０高齢者福祉課 ８００３審査支払手数料経費 ４～３月分審査支払手数料（老人医療〉支払基金分 新潟県社会保険診療報酬支払基金 ￥３１，１０３，９８５
３５５農地課 ４４０１基幹水利施設管理事業 田潟排水機場等業務委託料 土地改良区 ￥２９，９１３，０００
３５５農地課 ４４０１基幹水利施設管理事業 旧広通江排水機場等業務委託料 土地改良区 ￥２７，７９６，０００
０４５情報政策課 ４６０７情報通信ネットワーク管理費 クライアントヘのセキュリティ設定業務委託料 営利法人 ￥２５，８８２，５００
３６０水産林務課 ３７４０海辺の森管理事業費 平成１４年度新潟市海辺の森管理業務委託契約料（第４回） 財団法人新潟市都市緑化推進協会 ￥２２，６７６，０００
０８０歴史文化課 ２３４７郷土歴史博物館（仮称〉開館準備経費 新潟市郷土歴史博物館（仮称）開館準備業務委託料 財団法人新潟市芸術文化振興財団 ￥１６，２１０，１０８
３９５港湾空港課 ４４２５右岸立坑展望展示室建設事業費 右岸立坑展望展示室工事委託料（工事諸費分第２回〉 国土交通省北陸地方整備局 ￥１６，０００，０００
２１０障害福祉課 ３８８５障害者生活支援事業費 平成１４年度障害者生活支援事業の委託料 財団法人新潟市福祉公社 ￥１５，０００，０００
３３０産業企画課 ３３４６製造業緊急実態調査事業費 新潟市製造業緊急実態調査事業委託料 財団法人新潟工学振興会 ￥１５，０００，０００
２００保健福祉総務課 ０４８５福祉総合システム運用経費 新潟市福祉総合システムの運用業務委託料 営利法人 ￥１４，８６８，０００
２４０高齢者福祉課 ８０００一般管理費 ４～３月分保険者別医療費通知事務委託料（国保分） 新潟県国民健康保険団体連合会 ￥９，３９３，３２６
２４０高齢者福祉課 ０８８９医療受給者健康指導事業費 ７・９・１１・１月分共同電算処理取扱手数料医療費通知分（老人医療） 新潟県国民健康保険団体連合会 ￥８，４０１，４２１
１５０国民健康保険課 ５０２８基本健康審査等助成事業費 基本健診，肝炎ウイルス検診，胃がん・大腸がん及び乳がんの委託料 社団法人新潟市医師会 ￥８，０６７，９００
４５０下水道企画課 ６０３８除害施設設置指導費 流域下水道に排除される下水の量及び水質に関する調査委託 営利法人 ￥７，９８０，０００
０５５文化振興課 ３３１６市民プラザ施設整備事業費 新潟市民プラザの管理委託料（施設整備） 財団法人新潟市芸術文化振興財団 ￥５，８１９，７３５
２４０高齢者福祉課 ８０００一般管理費 ４～３月分保険者別医療費通知事務委託料（社保分） 新潟県社会保険診療報酬支払基金 ￥４，９２２，９２２
３５５農地課 １２８７本所・蔵岡排水機場管理費 本所・蔵岡排水機場等維持管理業務委託料 土地改良区 ￥４，５８３，０００
４５０下水道企画課 ６０２１船見下水処理場管理運営費 船下委第１１号船見下水処理場遠心脱水機点検整備委託料 営利法人 ￥３，３６０，０００
０４５情報政策課 ４６６５情報通信ネットワーク再構築事業費 無線 LANシステム用機器等の導入に係る技術調整等の業務委託料 営利法人 ￥３，０７２，３００
４５０下水道企画課 ６０２１船見下水処理場管理運営費 船下委第８号船見下水処理場計装機器点検整備委託 営利法人 ￥２，７４０，５００
２４０高齢者福祉課 ０６８６老人医療費助成事業費 ４～３月分審査支払手数料（県老社保分・県老国保分） 新潟県国民健康保険団体連合会 ￥２，３８７，９７５
４５０下水道企画課 ６０２１船見下水処理場管理運営費 船下委第５号船見下水処理場庁舎清掃業務委託契約料 営利法人 ￥２，０４７，５００
３５５農地課 １２８７本所・蔵岡排水機場管理費 本所・蔵岡排水機場等維持管理業務委託（変更契約分） 土地改良区 ￥１，９７９，０００
２４０高齢者福祉課 ８０００一般管理費 ４～３月分審査支払手数料（老人医療〉 新潟県国民健康保険団体連合会 ￥１，８５６，５５６
５１５教委総務課 ２１９８小学校運営費 校内 LAN用コンピュータ移設等委託料 営利法人 ￥１，７４２，７５０
２４０高齢者福祉課 ８０００一般管理費 高齢者福祉老人保健システム開発業務委託料 営利法人 ￥１，６３５，４８０
１５０国民健康保険課 ５０２８基本健康審査等助成事業費 子宮がん検診（医療機関実施分〉の委託料 社団法人新潟市医師会 ￥１，３６８，２００
２９０環境対策課 １００１環境教育推進事業費 環境フェア会場運営業務委託料 営利法人 ￥１，２３２，５００
２４０高齢者福祉課 ０７１５大山台ホーム運営費 ボイラー，ストレージタンク，熱交換器の検査整備工事委託料 営利法人 ￥１，１５７，１８４
２４０高齢者福祉課 ０７１７松鶴荘運営費 ボイラー，ストレージタンク，熱交換器の検査整備工事委託料 営利法人 ￥１，０７７，１１１
４５０下水道企画課 ６０２１船見下水処理場管理運営費 船下委第１号船見下水処理場自家用電気工作物保安管理業務委託契約料 財団法人東北電気保安協会新潟事業本部 ￥１，０６２，７２６
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資料４９ グラフ「平成１４年度 新規か継続か 件数割合」

資料５０ グラフ「平成１４年度 新規か継続か 金額割合」

資料５２ グラフ「平成１４年度 相手方の種類 件数割合」

資料５３ グラフ「平成１４年度 相手方の種類 金額割合」

資料４７一覧表は再委託ある委託業務（平成１４年

度）の金額上位５０件である。上位に新潟市の出資団

体やその他の公共団体が並ぶ。

以上のことから，利害関係者は，高額の委託業務

を一者随意契約によって受注し，外部に再委託して

いるものと解される。出資団体や人事に影響力があ

る団体が再委託によって利益をうることは問題があ

り，利害関係者が再委託により利益を得ているかど

うかを十分に検証する必要がある。

１１ 相手方との継続性

相手方と長期にわたり継続的に取引をすると馴れ合

いによって価格形成が不公正になり，または，履行確

保が不十分になるおそれがある。そこで，当該業務が

継続か新規かについての回答を求めた。その結果は資

料４８表，資料４９グラフ，資料５０グラフのとおりである。

「継続」が件数で５６．１％，金額で５５．４％である。「新規」

が件数で２６．９％，金額では３６．１％である。

１２ 契約の相手方

契約の相手方は資料５１表，資料５２グラフ，資料５３グ

ラフのとおりである。

営利法人は件数では６７％ともっとも多いが，金額で

みると３９％にすぎず，代わって，件数が少なかった利

害関係者や福祉関連団体が増加する。

これらの相手方に対する委託業務の金額が高額に

なっていることの証拠である。相手方別の一件あたり

の金額は資料５４グラフのとおりであり，福祉関連団体

への委託が飛び抜けて高額となっている。

これは，福祉関連団体への業務委託数が少なく，お

おむね低額なのに対して，「平成１４年度第６回公衆浴場

入浴事業委託料，￥１１５，６００，４４０」という高額な委託業

務が同項目に集計されたためである。
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資料５４ グラフ「平成１４年度 一件当たりの金額 相手方別」

資料５６ グラフ「平成１４年度 契約の方法 件数割合」

資料５７ グラフ「平成１４年度 契約の方法 金額割合」

資料５９ グラフ「平成１４年度 一般競走入札にせずに
指名競走入札にした理由 件数割合」

１３ 契約方法の割合

契約方法の割合は，資料５５表，資料５６グラフ，資料

５７グラフのとおりである。件数金額とも一者随意契約

が他を圧倒し件数で６５．３％，金額で８１．７％である。指名

競争入札は件数で１７％，金額で１０．１％にすぎない。

競争入札に対して極めて消極的な態度をとっている

ことがわかる。

１４ 指名競争入札の実情

� 一般競争入札にしなかった理由

原則的契約方法は一般競争入札である。しかし，

一般競争入札の事例は１件も認められなかった。資

料５８表に掲げられている１から３は地方自治法施行

令１６７条に定める指名競争入札にするための要件で

ある。「一般競争入札に適さない。」とするのがもっ

とも多かった（資料５９グラフ）。各回答があった委託

業務の具体例は資料６０一覧表に記載する。具体例に

おいては金額上位の１０件と少額な事例を挙げるため

に１００万円から高額なものへ順に１０件を例示した。

� 乖離率

① 本調査での乖離率

競争入札を行う場合，契約金額の上限として予

定価格が定められる。予定価格と契約金額の差を

乖離率という。競争入札は競争によって契約金額

を下げることを目的とするのであるから，乖離率

はマイナスでなければならない。いわゆる落札率

は，予定価格を１００％としてそれに対する契約金額

の割合をいう。例えば乖離率がマイナス１パーセ

ントの場合，落札率は９９パーセントとなる。

本調査では支出金額と予定価格を比較している

ため，入札によって契約金額が決定した後，契約

内容が変更されて当初の契約金額と異なる価格で

支出された場合も乖離率として含まれる。
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資料６２ グラフ「平成１４年度 指名競走入札 乖離率 件数割合」

資料６３ グラフ「平成１４年度 乖離率 金額割合」

資料６４ グラフ「平成１２年度～平成１４年度
指名競走入札の乖離率別合計件数」

資料６５ グラフ「平成１２年度～平成１４年度
指名競走入札の乖離率別合計金額」

② 乖離率がプラスの事案

本調査では乖離率がプラスの事案がある（資料

６２グラフ）。これは，一度予定価格よりも同額かそ

れよりも低い金額で契約がなされたが，契約内容

を変更したために価格が増額され，予定価格より

も高額な支出金額になった契約が含まれる為と考

えられる。実際に個別監査によりこのような事例

は発見された。競争入札によって契約金額が決

まった後，契約当事者のみで契約内容を変更して

契約金額を増額することがなされれば，競争入札

をして価格を決めた意味が無くなり，一者随意契

約と何ら異ならないことになる。その意味で，乖

離率がプラスの事案には問題がある事案が含まれ

る。仕様を変更し，予定価格を上げてから，再入

札しなければならない。

③ 機能していない指名競争入札

指名競争入札の乖離率は資料６１表のとおりであ

り，平成１４年度の各乖離率の件数割合については

資料６２グラフ，金額割合については資料６３グラフ

に示す。０％（同額）からマイナス５％までで件

数割合，金額割合ともに約７割に達する。指名競

争入札では，契約額（入札額）がほとんど予定価

格から減額されていないことがわかる。この傾向

は資料６４グラフ，資料６５グラフからすれば平成１２

年から１４年まで大きく変化していない。

④ 三年連続乖離率０パーセント

指名競争入札で予定価格が公表されていない限

り乖離率が０％となることは通常考えられない。

しかし，乖離率が０％の契約が平成１４年度で件数

にして１５．９％，金額にして１０．２％も存在する。乖離

率０％の事例を集計すると，３年連続して同一事

業者が乖離率０％で落札している契約が多数存在

していることが分かった。その具体例を資料６６一

覧表に示す。

１５ 随意契約の実情

� 随意契約にした理由

契約は競争入札が原則であり，随意契約（見積合

わせ，一者随意契約）を結ぶには，地方自治法施行

令１６７条の２第１項各号に定める要件がなければな

らない。随意契約とした理由についての回答の集計
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資料６８ グラフ「平成１４年度 随意契約（見積合わせ＋
一者随意）にした理由 件数割合」

資料６９ グラフ「平成１４年度 随意契約（見積合わせ＋
一者随意）にした理由 金額割合」

資料７０ グラフ「平成１４年度 随意契約（見積合わせ）
にした理由 件数割合」

資料７１ グラフ「平成１４年度 随意契約（見積合わせ）
にした理由 金額数割合」

を資料６７表，資料６８～７３グラフに示す。件数割合で

は，見積合わせは「一定金額以下（１号）」が５３．０％，

「競争入札に適さない（２号）」が３９％である。一者

随意契約では「一定金額以下（１号）」が１４．５％，「競

争入札に適さない（２号）」が７３％と圧倒的に多い。

見積合わせによる契約にするかどうかの判断は金

額（５０万円超か以下か）により判断され，一者随意

契約にするかどうかの判断は金額にあまり左右され

ていないと考えられる。

見積合わせと一者随意契約を合わせると「競争入

札に適さない（２号）」の要件に当たるから随意契約

としたとする契約が金額割合で見て，９６．５％に達す

る（資料６９グラフ）。一者随意契約で見ると金額割合

では「競争入札に適さない。」が９７．２％に達する。一

者随意契約では競争的要素が無く，しかも，契約に

関する情報が契約当事者以外に公開されない契約で

あり，原則の一般競争入札から見れば，例外中の例

外として認められる特殊な契約方式である。この「競

争入札に適さない（２号）」の要件が安易に利用され

ないように，この要件を具体化した細目別紙２の規

定（第２部，第１，５，�参照）を厳格に適用する必要
がある。
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資料７２ グラフ「平成１４年度 随意契約（一者随意契約）
とした理由 件数割合」

資料７３ グラフ「平成１４年度 随意契約（一者随意契約）
とした理由 金額割合」

資料７５ グラフ「平成１４年度 随意契約（見積合わせ＋
一者随意）にした時期 件数割合」

資料７６ グラフ「平成１４年度 随意契約（見積合わせ＋
一者随意）にした時期 金額割合」

資料７７ グラフ「平成１４年度 随意契約（見積合わせ）
にした時期 件数割合」

� 随意契約にした時期

随意契約にした時期は「当該契約当初から行われ

た。」とするのが圧倒的（資料７４表，資料７５～８０グラ

フ）である。競争入札で受注した業者がその後随意

契約に移行したり，定期的に随意契約を競争入札に

よって見直すということはほとんど行われていない

と考えられる。競争的な要素がなく契約が始まり，

かつ，継続していると考えられる。

144 平成１６年４月１５日 第７３４号 新 潟 市 公 報



資料７８ グラフ「平成１４年度 随意契約（見積合わせ）
にした時期 金額割合」

資料７９ グラフ「平成１４年度 随意契約（一者随意）
にした時期 件数割合」

資料８０ グラフ「平成１４年度 随意契約（一者随意）
にした時期 金額割合」

資料８２ グラフ「平成１４年度 一者随意契約
とした理由 件数割合」

資料８３ グラフ「平成１４年度 一者随意契約
にした理由 金額割合」

� 一者随意契約

一者随意契約は競争的な要素がなく，しかも，契

約に関する情報が契約当事者以外に公開されること

がなく，いわば内輪だけで契約がなされるため，こ

れを安易に認めると不公正な契約がなされるおそれ

がある。したがって，この方式は，強度の必要性が

なければ認められるべきではない例外的な契約方法

とされているものである。

そこで，一者随意契約にした理由について回答を

求めた。その結果は資料８１表，資料８２グラフ，資料

８３グラフのとおりである。

「契約の性質，目的から相手方を特定せざるを得

ないため（他の者に受託能力無し）」が件数，金額と

もに多かった。各回答をした委託業務の具体例を資

料８４一覧表に示す。

２番目の「契約の性質，目的から相手方を特定せ
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資料８６ グラフ「平成１４年度 見積もり業者数 件数割合」

資料８７ グラフ「平成１４年度 見積もり業者数 金額割合」

資料８９ グラフ「平成１４年度 見積合わせ１件の金額 件数割合」

資料９０ グラフ「平成１４年度 見積合わせ１件の金額 金額割合」

資料９１ グラフ「平成１４年度 見積合わせ１件の金額 合計件数」

ざるを得ないため（他の者に受託能力無し）」の回答

をした契約の具体的な内容をみると，１００万円付近の

低額の契約では昇降機（エレベーター）の保守点検

業務が目立つ。エレベーターを設置した業者が設置

後そのまま保守管理を継続しているという場合であ

る。３番目の「過去にその特命者の設備等が設置さ

れているため」も同様である。空調設備，警備設備，

ポンプ設備など，様々な機械の設置業者が設置後そ

のまま一者随意契約によって保守管理または運用を

継続しているという事例は多く認められた。設置業

者でなくとも保守点検や運用が可能な場合があるか

を検討し，可能な場合は競争的な契約方法によって

契約を締結する必要がある。

� 見積合わせ

① 見積業者数

見積合わせの業者数は資料８５表，資料８６グラ

フ，資料８７グラフ記載のとおりである。見積業者

数「３者」がもっとも多い。見積業者「１者」と

の回答があり，回答者が見積合わせの意義を理解

していないための回答と解さざるをえない。

② 見積合わせの一件当たりの金額

見積合わせの一件当たりの金額帯別の件数割合

及び合計金額割合は資料８８表，グラフ８９～９２のと

おりである。
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資料９２ グラフ「平成１４年度 見積合わせ１件の金額 合計金額」

資料９４ グラフ「平成１４年度 見積合わせ 乖離率 件数割合」

資料９５ グラフ「平成１４年度 見積合わせ 乖離率 金額割合」

資料９６ グラフ「見積合わせ 乖離率 件数推移」

資料９７ グラフ「見積合わせ 乖離率 推移 金額割合」

件数においては５０万円以下が圧倒的に多い。簡

便な競争的な契約方法として少額な業務委託契約

に利用するのは妥当な取扱いであるといえる。し

かし，合計金額でみると，１件当たりの金額が高

額な契約の見積合わせが圧倒的に多い。このよう

な高額な契約は競争入札を行うべきである。

③ 機能していない見積合わせ

見積合わせの乖離率は資料９３表，資料９４グラ

フ，資料９５グラフのとおりである。件数合計で８４

％が同額（乖離率０％），金額合計で９２．９％が同額

（乖離率０％）である。見積合わせが全く機能し

ていないといわざるを得ない。資料９６グラフ，資

料９７グラフによれば，この傾向は平成１２年から１４

年までほとんど変わらないことが分かる。

④ 三年連続乖離率０％

指名競争入札と同様に３年間予定価格と同額で

同一業者が受注している事案を集めてみた。５０万

円以下を含めると多すぎて集計ができないので，

今回は５０万円以上に限って集計した（資料９８一覧

表）。
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第５ 全件調査の総括

１ 一者随意契約の問題点

� 利害関係のある受託者が高額な委託業務を一者随

意契約で受注し下請け業者に再委託をしている。

� 類似の委託業務を一つに集めれば競争入札を行う

ことが十分に可能な事例がある。

� 安易に多用されている。

� 一度なされると長期間継続する。

２ 競争的な契約方法の問題点

� 指名競争入札

① 極めて消極的な運用がなされている。

② ほとんど機能していない。

� 見積合わせ

① 本来競争入札にされるべき高額な委託業務につ

いても多用されている。

② 利用されていたとしても全く機能していない。

� 一般競争入札

① 業務委託契約では平成１２年度から平成１４年度の

間，１件も行われていない。

② それ以前にも行われた形跡がない。

③ 今後この方式が行われるか不明である。

第４部 業務委託の個別監査

第１ 個別監査の要領

１ 監査対象の抽出

調査対象は，水道局及び市民病院を除く全部局のう

ち各部から任意に１課ないし複数課を調査対象課とし

た上，さらに全件調査の結果を踏まえ，外部監査人又

は補助者において，調査対象とする業務委託契約を任

意に抽出した（後記３「監査の視点」に従い，金額や

契約方法等による抽出基準は設けなかった。）。

２ 監査対象課及び調査日

� 総務局

① 総務部 人事課 平成１５年１２月１１日

② 国際文化部 歴史文化課 平成１５年１２月８日

，１６日，１７日

� 企画財政局

① 企画部 情報政策課 平成１５年１２月１９日

② 財政部 管財課 平成１５年１１月２０日

平成１６年１月１３日

� 市民局

① 市民生活部 自治振興課 平成１５年１２月１１日

② 保健福祉部 高齢者福祉課 平成１５年１２月８日

平成１６年１月１４日

，１６日

③ 環境部 清掃課 平成１５年１２月９日

� 産業経済局

① 商工労働部 産業企画課 平成１５年１２月１７日

商工振興課 平成１６年１月１４日

観光物産課 平成１５年１２月１８日

② 農林水産部 農業振興課 平成１５年１２月１６日

農地課 平成１５年１２月１７日

水産林務課 平成１６年１月１４日

中央卸売市場 平成１５年１２月８日

平成１６年１月１３日

� 都市整備局

① 都市計画部 不実施

② 開発建築部 不実施

③ 土木部 土木企画課 平成１５年１２月１６日

公園水辺課 平成１５年１２月１１日

④ 下水道部 不実施

⑤ 西土木事務所 平成１５年１２月１８日

� 黒埼支所 下水道課 平成１６年１月８日

� 教育委員会

① 学校教育部 施設課 平成１５年１２月８日

② 生涯学習部 生涯学習課 平成１６年１月７日

３ 監査の視点

� 形式的視点

① 指名競争入札

ア 必要書類が保存されているか

有資格者名簿，経費執行伺書，予定価格書，

委任状，入札通知書，入札書，入札調書，仕様

書，契約書，履行届，検査調書，支出命令書，

請求書，（請書，仮契約書）

イ 必要事項の記載がなされているか

� 規則上の記載事項

	 経費執行伺書

執行理由の記載が具体的か，指名業者の指

名理由の記載はあるか，指名理由は具体的か


 検査調書

検査結果の記載が具体的か

② 随意契約

ア 必要書類が保存されているか

有資格者名簿，経費執行伺書，見積書，仕様

書，契約書，履行届，検査調書，支出命令書，

請求書，（予定価格書，仮契約書）

イ 必要事項の記載がなされているか

� 規則上の記載事項

	 経費執行伺書

随意契約の法令根拠の記載はあるか，随意

契約方法を選択する理由は具体的か


 見積書

２人以上から見積書をとっているか

� 実質的視点

① 委託の必要性…委託の必要性があるか

ア 委託理由は合理的か

イ 事後評価を行っているか
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書 類 入 札 随意契約 条 文

経費執行伺書 ○ ○ 財務規則２８条

予定価格書 ○ △
規則１１条，１３条，規
則２７条

見積書 ○ 規則２８条

委任状 ○ 規則１４条２項

入札通知書 ○ 規則２３条２項

入札書 ○ 規則１４条１項

入札調書 ○ 規則２１条

仕様書 ○ ○ 規則１１条，規則２７条

契約書 △ △ 規則３１条１項

履行届 ○ ○ 規則３９条

検査調書 △ △ 規則４０条２項

支出命令書 △ △ 財務規則７２条

請求書 △ △ 財務規則７０条

（なお，条文は「新潟市財務規則」は「財務規則」と記
載し，「新潟市契約規則」は「規則」と記載した。）

② 契約方式の選択…当該契約方式の選択は合理的

か

ア 指名競争入札方式

イ 随意契約方式（分割発注ないか）

ウ 一者随意契約方式

エ その他の契約方式

③ 業者の選定…業者の選定は合理的か

ア 市との利害関係による影響はないか

イ 同一業者との長期契約・金額の固定化ないか

ウ 不適切な再委託・下請はないか

エ 指名理由に合理性があるか

オ 指名業者・落札業者の固定化ないか

カ 再入札の場合の１位不動現象はないか

④ 予定価格の決定方法…予定価格決定の方法は適

切か

ア 適切な見積合わせをしているか

イ 予定価格と支出金額の乖離（落札率）が不自

然でないか

ウ 委託の対象業務・費用の積算は明確か

⑤ 履行の検査・精算…契約後の履行検査等の体制

はあるか

ア 履行の検査は適切か

イ 個人情報保護に配慮しているか

ウ 費用の精算はなされているか

⑥ その他…その他の問題点はないか

４ 監査の方法

個別監査は，外部監査人及び補助者において各局ご

とに担当者を決め，各担当者が調査対象課に赴いて，

委託契約関係書類を閲覧した上，適宜，担当者に説明

を求め，必要に応じて追加資料の提出を求めるという

方法で行った。

第２ 個別監査の結果

１ 書類の形式的不備

� 必要書類

新潟市においては，委託事業を予算化した後，契

約代金を支払うまでに，主に次表に記載した書類が

作成される。

なお，○は原則として作成される書類を示し，△

は所定の要件に該当する場合に作成されないことも

ある書類を示す。

� 調査結果

以下，調査を行った各課において，見受けられた

形式的不備について記載する。

① 書類の不存在

ア 予定価格書がない事例がみられた。

イ 契約書に添付される仕様書がない事例がみら

れた。

ウ 予定価格を決める際に業者から徴求した見積

書を添付していない事例がみられた。

エ 検査調書がない事例がみられた。

オ 作業日報等現場作業の記録の提出を受けてい

ない事例がみられた。

② 必要事項の記載無し，誤記

ア 契約方法を指名競争入札とする理由に関して

は，記載がない契約が殆どであった。

イ 指名競争入札における指名理由の記載がない

事例がみられた。

ウ 経費執行伺書に，予算現況，特定財源収入の

記載のない事例がみられた。

エ 支出命令書の委託料支払先（受取人欄）に誤

記があり，会計課において訂正されている事例

がみられた。

③ 日付の記載無し，改竄，齟齬，誤記

ア 経費執行伺書に決裁日の記載がない事例がみ

られた。

イ 入札書，委任状に，日付の記載がない事例及

び日付修正痕がある事例がみられた。

ウ 入札書の金額が消費税込みになっている事例

がみられた。

エ 予定価格書の日付が改竄されている事例がみ

られた。

オ 入札調書に入札日の記載がない事例がみられ

た。

カ 月例報告書，業務報告書に日付のない事例が

みられた。

キ 予定価格を決定する際に提出を求める見積書
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に日付がない事例が散見された。

ク 請求書，支出命令書に記載された日付が誤記

である事例がみられた。

２ 新規事業の採択と民間委託

� 指摘事項

市が公共事業ないし市民サービスの一環として新

規の事業を採択し，これを民間業者に委託する場合

の基本的ルールを定めた条例や規則がなく，要綱３

条・４条に一定の基準や留意点が定められているも

のの，市の各部局において，新規事業がどのように

企画・発案され，事業計画が立てられ，予算づけが

行われているのか必ずしも明確でない。

そうした状況の下で，各部局単位で年々市民生活

に関わりの深い新規事業が採択され，その多くは随

意契約の方法で民間委託されているが，このような

安易なやり方は，市の行財政の運営面からも，公共

事業のあり方や市民サービスのあり方の面からも，

大きな問題がある。

� 契約事例

新潟市が平成１２年度から平成１４年度にかけて，新

規事業として予算づけをし，民間企業等に業務委託

している事例のうち，市民生活に関係の深いものと

して次のような事例がある。

①高齢者生きがい動向調査委託契約（高齢者福祉

課）

これは，平成１４年度の新規事業（調査業務）とし

て採択され，市が平成１４年５月２７日に，K社と委託

金額３３５万２０２０円（税込）で調査委託契約を指名競争

入札方式によって締結した事例である。

この調査の目的は，新潟市に居住する高齢者の今

後のライフスタイルと生きがいの方向性や世代や所

得階層ごとの差異を明らかにし，市の生きがい施策

の有効性や，今後，担うべきニーズとそれに対する

施策を検討するというものである。そして，調査の

方法として，これから高齢期を迎える人か，高齢者

層の中核となる年齢層の男女（５５歳～７４歳）を対象

に，事前調査，グループインタビュー，郵送調査を

行うというものである。

②（仮称）新潟市中央図書館周辺整備等基本構想策

定委託契約（生涯学習課）

これは，平成１３年度の新規事業として採択され，

市が S社と１３年度分として委託金額４９９万８０００円

（税込），１４年度分として委託金額８９万１４５０円（税

込）で業務委託契約を締結した事例である。

この契約の目的は，市が旧長嶺小学校の跡地に建

設を計画している市立の中央図書館について，建設

予定地周辺の整備と図書館建設の基本構想及び基本

計画の策定を委託するというものである。

そして，平成１３年度には，周辺整備と中央図書館

建設の基本構想を策定し，平成１４年度には周辺整備

と中央図書館建設の基本計画を策定するというもの

である。

なお，市では S社との業務委託契約とは別に，平

成１４年度の事業として，（仮称）新潟市中央図書館基

本計画策定委託契約を，委託金額３８２万３００８円（税

込）で社団法人日本図書館協会と締結している。

③笹口小学校ふれあいスクール運営委託契約（生涯

学習課）

これは，平成１４年度の新規事業として採択され，

市が笹口小学校ふれあいスクール運営委員会に対し

て委託金額６８万円（税込）で業務委託契約を締結し

た事例である。

笹口ふれあいスクールの目的は，「地域と学校の結

びつき・交流を一層強化し，地域に根ざした学校教

育の振興を図る」こと，「地域住民の学習活動の場と

して，生涯学習の振興を図る」こと，「学校を地域の

学習・交流の拠点施設として活用し，地域コミュニ

ティの育成と地域活動の充実を図る」こと，とされ

ている。

そして，このふれあいスクールを運営するための

運営委員会（学校・PTA・自治会・民生委員・ス

ポーツ振興会・公民館などの代表者・地域のボラン

ティア等で構成）を設置し，そこが中心となって地

域交流活動，地域学習活動，青少年健全育成活動な

どを実施するものとされている。

④フラワータワー製作管理委託契約（公園水辺課）

これは，２００２年ワールドカップサッカーの新潟開

催に向けて，２００１年と２００２年の２ヶ年に亘り，市が平

成１３年度分として委託金額３０６６万円，平成１４年度分

として委託金額４２５２万５０００円で，社団法人新潟市造

園建設業協会と業務委託契約を締結した事例であ

る。人の集まる新潟駅前など市内の主要７カ所にフ

ラワースタンドやフラワータワー，花壇ボックスな

どを設置して，大会気運を盛り上げるとともに国内

外からの来訪者を歓迎しようとするものである。

� 考察

全件調査の結果によれば，平成１２年度から平成１４

年度の３年間に新規事業として採択され，民間等に

外部委託された件数・金額は相当数（件数・金額と

も全体の３割前後）にのぼっている。

これらの新規事業の中には，一般市民の生活とか

かわりが深く，市民の関心の高い事業も多く含まれ

ている。しかし，それぞれの事業が，いつ頃，誰か

ら提案（企画・発案）され，どのような基準でもっ

て市の事業として採択となり，どのような手続を経

て事業計画や予算がつけられて業務委託されるに
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事 業 名 事 業 内 容

①松くい虫航空防除事業 ヘリコプターを用いて，空から松に
対し薬剤を散布する予防事業。

②松くい虫地上防除事業 動力散布機を用いて，地上から松に
対し薬剤を散布する予防事業。

③森林病害虫等防除事業 松くい虫被害木を切り倒し，駆除す
る。駆除の方法として，切り倒した
被害木をシートで覆って蒸す「くん
蒸」と，破砕機で細かく砕く「特別
伐倒駆除」がある。実施区域は主に
①，②事業を行った区域。

④保全松林健全化
整備事業

③森林病害虫等防除事業とほぼ同内
容。実施区域は①，②事業を行った
区域以外の区域。

⑤松くい虫被害跡地林
緊急再生事業

松くい虫被害木を切り倒し，破砕機
で細かく砕いて処理する。

⑥松林環境保全
緊急再生事業

ハローワーク（公共職業安定所）を
通じて失業者を新規雇用し，保安林
内における，下草刈り，松くい虫被
害木調査，不法投棄物撤去等の作業
をする。

至ったのか，外部の一般市民からはほとんど見えて

こない。

住民自治と市民参加がこれまで以上に要請されて

いる今日，市民生活に大きなかかわりを持つ新規の

公共事業や市民サービス事業の採択には，市の関係

部局（主として所管課）内での検討だけでなく，広

く議会での議論や市民参加の場が確保されるべきで

ある。

まちづくりへの市民の参加や市の行政への市民の

参加は，計画・構想の段階から，また，提案・準備

の段階から保障されてこそ意味があると思われる。

いかなる事業や業務をもって，公共事業や公益的

業務とみるべきか，最初からほぼ１００％民間に委託す

る事業を市の事業として採択すべきものか否か，市

が事業を直接経営する場合と民間業者に委託する場

合の振り分けの基準をどう定めたらよいか，市の業

務を民間に委託する場合に双方が最低限確認してお

くべき基本的事項や契約方式などの基本的手続をど

う定めるか，等々について全市民的・全庁的レベル

で検討すべき時期にきているように思われる。

３ 指名競争入札の形骸化

� 指摘事項

指名競争入札の手続が形式的には問題なく執行さ

れているものの，実質的には長期間継続して限られ

た業者だけが指名業者として選定され，特定業者が

継続して予定価格に近似した価格で落札し続けるな

ど，手続が形骸化した結果，競争原理が働かず公正

性と経済性が損なわれているのではないかと思われ

る事例が見受けられた。

� 契約事例

① 森林関連の下記６事業に係る業務委託契約（水

産林務課）

ア 本件委託事業の種類と内容は以下のとおりで

ある。

イ 本件委託事業においては，その性質や目的が

一般競争入札に適しない（地方自治法施行令第

１６７条第１号）ことを理由に主に指名競争入札が

行われている。全件調査の結果，本件委託事業

の大半は指名競争入札により委託先が決定され

ているため，一般的には年度ごとに異なる業者

が予定価格とある程度の乖離幅をもった価格で

落札するのが自然な状態と想定されるが，毎年

同一業者が予定価格に極めて近似した価格で落

札しているケースがほとんどであったため，詳

細な調査を実施することとした。

その結果，本件委託事業に係る契約は，以下

の推移となっていることが判明した。
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年
度

支出額
（税込）

予定価格
（税込）

支出額／
予定価格
（％）

入札価格（税抜き） （注）入札価格が色塗りされている先が落札（契約）業者

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 追加Ｆ社 追加Ｇ社 追加Ｈ社 その他の業者 （注）

①松くい虫航空防除事業
１２ ３，５９１，０００ ３，６１３，０５０ ９９．３９％ ３，４２０，０００ ３，４５０，０００ ３，５００，０００ ３，５００，０００ ３，４８０，０００
１３ ３，６１２，０００ ３，６１３，０５０ ９９．９７％ ３，４４０，００ ３，５３０，０００ ３，４５０，０００ ３，５５０，０００ ３，４７０，０００
１４ ３，６１２，０００ ３，６４５，６００ ９９．０８％ ３，４４０，０００ ３，４９０，０００ ３，４８０，０００ ３，５５０，０００ ３，５００，０００
１５ １，４８２，６８９ １，４８３，５４５ ９９．９４％ 本年度から県で入札執行

（県の落札業者と随意契約）１５ １，０２５，３９４ １，０２６，０６０ ９９．９４％
②松くい虫地上防除事業
１２ １，４８１，４５１ １，４８７，８５０ ９９．５７％ ３，６８０，０００ ３，６００，０００ ３，７５０，０００ ３，７００，０００ ３，８００，０００

公園水辺課分と合算して
入札しているため，落札
価格と支出額が整合しな
い。

１２ １，４８１，４５１ １，４８７，８５０ ９９．５７％ ３，６８０，０００ ３，６００，０００ ３，７５０，０００ ３，７００，０００ ３，８００，０００
１３ １，３９２，０１７ １，４０１，１２０ ９９．３５％ ３，４００，０００ ３，３７０，０００ ３，４５０，０００ ３，５００，０００ ３，５２０，０００
１３ １，３９２，０１７ １，４０１，１２０ ９９．３５％ ３，４００，０００ ３，３７０，０００ ３，４５０，０００ ３，５００，０００ ３，５２０，０００
１４ １，３５１，５１５ １，３６５，０００ ９９．０１％ ３，４００，０００ ３，２７０，０００ ３，５００，０００ ３，７５０，０００ ３，５００，０００
１４ １，３５１，５１５ １，３６５，０００ ９９．０１％ ３，４５０，０００ ３，２７０，０００ ３，４００，０００ ３，５００，０００ ３，７００，０００
１５ １，３４０，７００ １，３６５，０００ ９８．２２％ ３，３５０，０００ ３，２５０，０００ ３，４００，０００ ３，５００，０００ ３，４３０，０００
１５ １，３４０，７００ １，３６５，０００ ９８．２２％ ３，２７０，０００ ３，２５０，０００ ３，４００，０００ ３，３００，０００ ３，３００，０００
③森林病害虫等防除事業
�特別伐倒駆除（春期）
１２ ３，５１７，５００ ３，５５５，３００ ９８．９４％ ３，３５０，０００ ３，４２０，０００ ３，４００，０００ ３，３８０，０００ ３，４５０，０００
１３ ４，０６３，５００ ４，０８３，４５０ ９９．５１％ ３，８７０，０００ ３，８９０，０００ ３，９７０，０００ ３，９５０，０００ ３，９００，０００
１４ ４，９２４，５００ ４，９６４，４００ ９９．２０％ ４，６９０，０００ ４，７５０，０００ ４，７９０，０００ ４，７８０，０００ ４，７００，０００
１４ ３，７８０，０００ ３，８５１，４００ ９８．１５％ ３，６００，０００ ３，６３０，０００ ３，７００，０００ ３，７５０，０００ ３，６６０，０００
�特別伐倒駆除（秋期）
１２ ４，９５６，０００ ４，９７９，１００ ９９．５４％ ４，７２０，０００ ４，７７０，０００ ４，７５０，０００ ４，８００，０００ ４，８５０，０００
１２ ２，８３５，０００ ２，８５４，９５０ ９９．３０％ ２，７００，０００ ２，７７０，０００ ２，７５０，０００ ２，８００，０００ ２，８００，０００
１３ １，５２２，５００ １，５２７，７５０ ９９．６６％ １，４５０，０００ １，５００，０００ １，５５０，０００ １，５００，０００ １，４８０，０００
１３ ２７３，０００ ２８０，３５０ ９７．３８％ ２６０，０００ 一者随意契約
１５ ２，２４７，０００ ２，４６８，５５０ ９１．０３％ ２，１４０，０００ ２，２５０，０００ ２，３００，０００ ２，３８０，０００ ２，２６０，０００ ２，４４０，０００ ２，４００，０００ ２，５００，０００
�くん蒸（春期）
１４ １，９９５，０００ ２，０５５，９００ ９７．０４％ １，９００，０００ １，９５０，０００ ２，１００，０００ ２，１２０，０００ ２，０００，０００
１５ ９０３，０００ ９２６，１００ ９７．５１％ ８６０，０００ ８９０，０００ ９５０，０００ ９２０，０００ ９２０，０００
１５ ５１４，５００ ５２１，８５０ ９８．５９％ ４９０，０００ ５００，０００ ５３０，０００ ５５０，０００ ５５０，０００
１５ ３，９３７，５００ ４，００３，６５０ ９８．３５％ ３，７５０，０００ ３，７８０，０００ ３，７８０，０００ ３，８００，０００ ３，８５０，０００
１５ ３，３６０，０００ ３，４１７，７５０ ９８．３１％ ３，２００，０００ ３，３３０，０００ ３，２８０，０００ ３，２２０，０００ ３，２３０，０００
１５ ２，７０９，０００ ２，７６０，４５０ ９８．１４％ ２，５８０，０００ ２，６００，０００ ２，６００，０００ ２，７００，０００ ２，６８０，０００

森林関連事業に係る契約推移
金額単位：円
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年
度

支出額
（税込）

予定価格
（税込）

支出額／
予定価格
（％）

入札価格（税抜き） （注）入札価格が色塗りされている先が落札（契約）業者

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 追加Ｆ社 追加Ｇ社 追加Ｈ社 その他の業者 （注）

④保全松林健全化整備事業
�くん蒸（春期）
１２ ３，０９７，５００ ３，１２１，６５０ ９９．２３％ ２，９５０，０００ ２，９８０，０００ ３，０００，０００ ３，０５０，０００ ３，０００，０００
１３ １，４９１，０００ １，４９５，２００ ９９．７２％ １，４２０，０００ １，４５０，０００ １，４８０，０００ １，５００，０００ １，４５０，０００
１４ ３，６２２，５００ ３，６６８，７００ ９８．７４％ ３，６００，０００ ３，４５０，０００ ３，６００，０００ ３，６３０，０００ ３，８００，０００
１５ ３，８６４，０００ ３，９４０，６５０ ９８．０５％ ３，６８０，０００ ３，７００，０００ ３，７５０，０００ ３，７７０，０００ ３，６９５，０００
�くん蒸（秋期）
１２ ４，２５２，５００ ４，２７４，５５０ ９９．４８％ ４，３００，０００ ４，０５０，０００ ４，４８０，０００ ４，５００，０００ ４，４００，０００
１３ ３，０４５，０００ ３，０５３，４００ ９９．７２％ ３，０００，０００ ２，９００，０００ ３，１００，０００ ２，９６０，０００ ３，０２０，０００
１４ １，２３９，０００ １，２５１，６００ ９８．９９％ １，１８０，０００ １，２００，０００ １，２５０，０００ １，２９０，０００ １，２５０，０００
１４ ４，５６７，５００ ４，６１３，７００ ９９．００％ ４，３５０，０００ ４，３７０，０００ ４，３９０，０００ ４，３８０，０００ ４，３７０，０００
１４ １２０，７５０ １２４，９５０ ９６．６４％ １１５，０００ １２０，０００ １２１，０００ 随意契約（見積合せ）
１５ ２，８０９，８００ ２，６９５，０００ ２，６９９，０００ ２，８２０，０００ ２，７１５，０００ ２，８００，０００ ２，８３５，０００ ２，８００，０００ ２，８８０，０００ 初回入札不調

２，６７７，５００ ２，８０９，８００ ９５．２９％ ２，５５０，０００ ２，５５５，０００ ２，５８５，０００ ２，５９０，０００ ２，６００，０００ ２，５９０，０００ ２，５８０，０００ ２，６００，０００ 再入札
�特別伐倒駆除（春期）
１２ １，８３７，５００ １，８５３，２５０ ９９．１５％ １，７５０，０００ １，８５０，０００ １，８００，０００ １，７９０，０００ １，８６０，０００
１３ ２，２４７，０００ ２，２８２，７００ ９８．４４％ ２，１４０，０００ ２，１７０，０００ ２，２００，０００ ２，１５０，０００ ２，２５０，０００
１４ ４，９２４，５００ ４，９７２，８００ ９９．０３％ ４，６９０，０００ ４，７７０，０００ ４，７２０，０００ ４，７８０，０００ ４，７２０，０００
�特別伐倒駆除（秋期）
１２ ４，０２１，５００ ４，０３３，０５０ ９９．７１％ ３，８３０，０００ ３，８８０，０００ ３，９００，０００ ４，０００，０００ ３，９５０，０００
１２ ３，９０６，０００ ３，９２３，８５０ ９９．５５％ ３，７２０，０００ ３，７７０，０００ ３，８８０，０００ ３，９００，０００ ３，９５０，０００
１３ ３，４５４，５００ ３，４５８，７００ ９９．８８％ ３，２９０，０００ ３，５５０，０００ ３，３３０，０００ ３，３００，０００ ３，５００，０００
１３ ３，０６６，０００ ３，０８５，９５０ ９９．３５％ ２，９２０，０００ ２，９５０，０００ ３，３５０，０００ ３，３００，０００ ３，０００，０００
１３ ４０，９５０ ４３，０５０ ９５．１２％ ３９，０００ 一者随意契約
１４ １，４７０，０００ １，４９５，２００ ９８．３１％ １，４００，０００ １，４１０，０００ １，４２０，０００ １，４２０，０００ １，４０５，０００
１５ ７３５，０００ ８２９，５００ ８８．６１％ ７５０，０００ ９２０，０００ ８５０，０００ ８４０，０００ ８２５，０００ ７００，０００ ８１０，０００ ９００，０００
⑤松くい虫被害跡地林緊急再生事業
１３ ２，８２４，５００ ２，８４９，７００ ９９．１２％ ２，６９０，０００ ２，７２０，０００ ２，９００，０００ ２，８００，０００ ２，８３０，０００
１４ １，０９２，０００ １，１２８，７５０ ９６．７４％ １，０４０，０００ １，０８０，０００ １，１００，０００ １，１１０，０００ １，０７０，０００
１５ ６００，６００ ６４５，７５０ ９３．０１％ ５７２，０００ ５９３，０００ ６００，０００ ６０５，０００ ５８５，０００
⑥松林環境保全緊急再生事業
１４ １０，９２０，０００ １１，１６７，８００ ９７．７８％ １０，４００，０００ １０，７００，０００ １０，７６０，０００ １０，５００，０００ １０，７５０，０００
１５ １０，８１５，０００ １１，１６７，８００ ９６．８４％ １０，５００，０００ １０，８００，０００ １１，０００，０００ １０，３００，０００ １０，７００，０００

森林関連事業に係る契約推移
金額単位：円
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ウ 契約推移から明らかなとおり，担当課では新

潟市が公正取引委員会による立入検査を受け，

入札改革の動きが進展する以前の平成１５年度半

ばまでは，大半の事業において概ねＡ，Ｂ，Ｃ，

Ｄ，Ｅ社の５社を指名業者として選定してき

た。指名された５業者による入札の結果は，④

保全松林健全化整備事業におけるくん蒸業務の

一部についてのみＡ社またはＢ社が落札してい

るものの，②松くい虫地上防除事業はＢ社が，

それ以外の事業については全てＡ社が毎年継続

して落札する結果となっている。しかも，その

際の予定価格に対する支出額の割合は９９％前後

のものが大半を占めている。逆に，他の指名業

者であるＣ，Ｄ，Ｅ社は，毎年指名業者として

指名され入札に参加しているが，毎年同じよう

な入札価格を提示し，一度も落札していない。

一般に指名競争入札が適正に行われ，入札し

た指名業者間で一定の競争原理が働く限り，本

件契約のようにＡ社やＢ社だけが，長期間にわ

たり継続して同一内容の契約を落札し続けると

は考え難い。また，実質的な指名業者間の競争

性が確保されているのであれば，不況下にある

近年の経済環境において，採算を度外視した安

値受注の恐れが生じることはあっても，予定価

格の９９％前後での高値落札が継続することなど

常識的には考えられず，このような結果は明ら

かに不自然であり異常である。

エ 担当課では，このような不自然な契約推移と

なったことについて，業者間で談合等の不正行

為が行われているとの情報や証拠等を入手して

いる訳でもなく，新潟市契約規則等に準拠して

適正な事務手続が行われている以上，結果とし

て同一業者が長期間継続して同一内容の契約を

落札しているに過ぎないと受け止めざるを得な

いとし，入札改革の動きが進展する平成１５年の

秋期以前までは特段の対応策を講じて来なかっ

た。

しかし，担当課において上記の契約推移のよ

うに過去の落札業者や指名業者などの推移や予

定価格に対する支出額の割合などを把握，分析

することにより，入札の異常性の有無をある程

度推測することは可能なはずである。仮に担当

課で不自然な動きを察知することが出来ていれ

ば，入札参加業者の事情聴取や指名業者の入れ

替え，新規指名業者の追加などの措置を講ずる

ことにより，談合等の不正行為の継続を排除す

ることが可能となるが，異常な状態のまま放置

している。

実際に，担当課が入札改革の動きを受けて，

従前のＡ～Ｄの５社に加え，Ｆ，Ｇ，Ｈ社の３

社を新たに指名業者に追加したり，全入札参加

者が一通の入札通知書（入札案内）に受領サイ

ンをする方法から，各社が個別にサインする方

法に変更し，指名業者名が他社に漏れないやり

方にしてからは，契約推移に変化が見られるよ

うになっている。例えば，担当課がこのような

対応策を講じ始めた平成１５年の秋期以降は，④

保全松林健全化整備事業�特別伐倒（秋期）や
⑥松林環境保全緊急再生事業などにおいては，

従来のＡ社ではなく追加して指名されたＦ社が

落札しており，その際の予定価格に対する支出

額の割合も以前より低下する結果となってい

る。

このように不自然かつ異常な指名競争入札の

結果が生じる要因については，一方では指名業

者側の談合等の不正行為の可能性を推測し得る

ところであるが，他方，発注者側における不正

行為への対処が十分でないこともその一因にな

るのである。

オ 担当課において，入札改革の動きが進展する

平成１５年の秋期以前までは概ねＡ～Ｄの５社が

指名業者に選定され，平成１５年の秋期以降はそ

こにＦ，Ｇ，Ｈ社の３社が追加されているが，

文書等によって具体的な指名業者の指名基準や

指名理由が明らかにされておらず，選定過程が

不透明である。

指名基準については，「新潟市委託事務の執行

に関する要綱実施細目」別紙１「競争入札等に

おける参加業者の指名についての一般的基準」

において，市内業者，中小企業者，公共的目的

を有する団体を優先的に指名するとの一般的な

基準は定められているものの，一般的基準に該

当する多数の業者から何を基準に指名業者に選

定されるのかは明らかではない。

この点について，担当課では，委託の場合，

指名基準や指名理由を文書化する規定となって

いないため，文書によって指名基準等を明らか

にはしていないものの，クレーン等の設備を備

えた一定レベルの技術力を有する大手造園業者

を念頭に，契約課と相談しつつ業者を指名して

おり，ある程度の指名基準等は存在すると説明

する。

しかし，担当課が説明するような文書化もさ

れていない不明確で抽象的な基準では，恣意的

な指名業者の選定が行われているのではないか

との疑念を払拭するには不十分と言わざるを得
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ない。現実に，平成１５年の秋期以前までは同じ

ような設備と技術力等を有する大手造園業者の

中から，概ねＡ～Ｄの５社だけが指名業者に選

定され続けたのに対し，入札改革以降に指名業

者に追加されたＦ，Ｇ，Ｈ社の３社などは過去

にあまり指名されてこなかったことの合理性

を，このような抽象的で不明確な基準により説

明することは困難である。仮に文書等により明

確化された具体的な指名基準や合理的な指名理

由に基づいて業者を指名していたとするなら

ば，このような不自然かつ異常な契約推移が継

続しているにもかかわらず，多数存在する業者

の中から概ねＡ～Ｄの５社だけを指名し続け，

異常な状態のまま放置する結果を招くことには

ならなかったはずである。

カ 業者の指名基準や指名理由を文書化すること

なく指名業者を選定し得るような発注体制のも

とでは，発注者による特定業者の恣意的な指名

や，競争を制限し意図的に業者間の受注業務量

を調整するような指名などの不正関与行為を容

易に行うことが可能となる。また，発注者によ

る直接的な不正行為への関与はなくとも，発注

者が指名業者による談合等の不正行為の存在を

察知しつつ，それに気が付かぬふりをするよう

な意図的な容認行為を招きかねない。

発注者側には，委託業務の性質や目的から見

て制度上は指名競争入札を選択しているもの

の，現実的には事務負担の増大などもあり委託

業者の変更を望まない側面もある。こうした中

で，発注者が指名過程を明確にすることなく指

名業者を選定し得るならば，意図的に現在の委

託業者（例えばＡ社，Ｂ社）と入札には参加す

るが落札意思の無い業者（例えばＣ，Ｄ，Ｅ社）

を長期間継続して入札参加業者に指名し続ける

ことにより，形式的には指名競争入札の手続を

適正に執行しつつ，実質的には特定業者と長期

間継続して契約を締結するような行為が可能と

なるのである。

� 考察

委託業務の性質や目的が一般競争入札に適しない

（地方自治法施行令第１６７条第１号）などの理由か

ら，指名競争入札を選択せざるを得ない場合におい

ても，公正，公平な業者指名を行い，指名された業

者間で競争原理を働かせ公正性と経済性を確保する

必要がある。しかし，指名競争入札の形式的手続を

不備なく執行したとしても，談合等の不正行為が行

われるような場合はこうした競争原理は働かないの

であり，指名競争入札の手続は実効性ある形で適正

に執行されなければならない。指名競争入札を実質

的な意味で機能させるためには，発注者側において

談合等の不正行為を防止し，競争性を確保し得るよ

うな発注体制を整備し，適切に運用していくことが

必要となる。

具体的な対策は，「２１ その他不自然な契約事例」

を参照。

４ 指名競争入札後の契約内容の変更

� 指摘事項

指名競争入札後，落札者と契約を締結した後に，

契約金額を増額する変更契約を行っているが，変更

契約の合理性，増額金額の算出根拠の合理性に疑問

がある事例が見られた。

� 契約事例

① 高齢者生きがい動向調査委託（高齢者福祉課）

ア これは，「新潟市に居住する高齢者の今後のラ

イフスタイルと生きがいの方向性や世代や所得

階層ごとの差異を明らかにし，市の生きがい施

策の有効性や，今後，担うべきニーズとそれに

対する施策を検証する」目的で，「これから高齢

期を迎えるか，高齢者層の中核となる年齢層の

男女（５５歳～７４歳の男女）」を対象に，「事前調

査，グループインタビュー，郵送調査」という

方法で，平成１４年度に行われた調査業務の委託

である。

イ 本契約は，次のような経過で締結され，変更

契約がなされた。

まず，このような調査を業とする３業者から

参考見積を徴した。

見積金額（税込み）は，Ａ社３８８万５０００円，Ｂ

社３９５万５３０８円，Ｃ社３８７万８７００円であり，予定価

格を最低見積金額であるＣ社見積金額と同額の

３８７万８７００円として（入札書比較価格＝予定価格

を１０５で除した税抜き価格＝３６９万４０００円），ＡＢ

Ｃ３社による指名競争入札を実施した。

入札の結果は，Ａ社３６０万円，Ｂ社３１９万２４００

円，Ｃ社３６９万４０００円であり，市は，Ｂ社と委託

金額３３５万２０２０円（税込み）で調査委託契約を締

結した（平成１４年５月２７日）。

ところが，その後，市はＢ社との間で，平成

１５年３月３日付で，報告書の仕様を「Ａ４サイ

ズ，総ページ数１５０ページ程度の報告書２００部」

を「Ａ４サイズ，総ページ数２００ページ程度の報

告書２００部」に変更するとともに，Ｂ社との委託

金額を３３５万２０２０円（税込み）を３７１万９５２０円（税

込み）に変更する内容の調査委託変更契約をな

すに至った。

ウ 契約担当者によれば，「収集した市民の生の声
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を大切にするため，報告書作成用の内部資料に

するのではなく，報告書に掲載して記録を保存

する必要があると同課が判断し，当初の予定を

変更し報告書のページを増やした」ことを理由

として変更契約を締結したとのことである。

しかし，このような調査委託において，結果

的に契約当初の想定より充実した内容の調査が

なされたとしても，それによる報告書の質量の

増大を直ちに契約金額に反映すべきものである

かどうかについては疑問がある。とりわけ，本

件においてはページ数以外の仕様書の変更は一

切なされておらず，契約担当者によれば，契約

当初から調査票の質問項目数や質問様式をあら

かじめ全て決定して契約したものではなく，協

議と経験を重ねながら決定していったもので

あって追加分の区分は困難であったというので

あるから，内容面で契約当初の想定とどの程度

変更になったのか客観的に明らかにしようがな

いのである。

そうすると，本契約は指名競争入札において

最低額を入札したＢ社に委託したものであり，

その際，ページ当たりの単価によって入札され

たものではないことからすれば，結果的に，変

更後の委託金額が，次順位のＡ社の入札価格の

税込み金額である３７８万円を超過していないと

しても，競争入札の公正性に疑問を抱かれても

やむを得ないものである。

また，変更契約の際にＢ社が提出した見積書

は，２００ページ×２００部の報告書の印刷製本費用

を積算したもの（税込み金額３６万７５００円）であ

るが，当初契約においても，１５０ページ×１５０部

の印刷製本費用が含まれていたはずであるか

ら，仮に印刷実費の増額分のみを見積もる場

合，追加費用の積算としては２００ページ分全部で

はなく，増加した５０ページ分の印刷製本費用だ

けでなければならないはずであり，１５０ページ分

について実費の二重計上という不合理な内容に

なっている。

この点，契約担当者は，結果として報告書の

質と量の拡大が必要な場合に，その対価増の要

素として印刷ページ数という物理的な部分の増

は認めやすい反面，ソフト経費の増分をどのよ

うに見積もるかは困難な課題であると説明する

が，当初見積書においてはソフト経費である集

計作業費や分析作業費などが一応算出されてい

るのであるから，あまり説得力がない。ソフト

経費の増分の見積が困難であるということは，

そのような変更契約をなすべきでないことの理

由にこそなれ，費目と内容の対応関係が曖昧な

見積書に基づいて契約金額を増額する理由には

ならない。

� 考察

競争入札によって委託契約を締結した後にも，や

むを得ない理由によって，契約内容の一部変更をな

さざるを得ない場合があり得る。

この場合，明確な単価を前提とした若干の数量的

変更であれば，契約の公正性に疑いを持たれるおそ

れは少ないが，仕様の変更理由や変更部分の委託料

の算定根拠に明確な合理性がない場合には，低価格

で入札した後に仕様変更を理由として委託費の増額

を図ったものと疑いをもたれてもやむをえない。

したがって，入札後の契約変更はこのような疑い

を持たれることのないよう慎重になされるべきであ

り，契約の変更内容を客観的に明確にし，変更に伴

う対価も厳密に検討されなければならない。当初契

約の進捗状況や追加部分との可分性いかんによって

は再度入札を実施すべき場合もあるであろう。

５ 指名競争入札における入札日の記載漏れ等

� 指摘事項

指名競争入札において，入札書及び入札調書にお

ける入札日の記載がない事例，現実に入札が行われ

た日と異なる日の記載がなされていた事例が見られ

た。

� 契約事例

① 松鶴荘・大山台ホーム・大山台診療所清掃業務

委託（高齢者福祉課）

ア これら３施設は，いずれも新潟市の施設で

あって市内大山にあり，松鶴荘は養護老人ホー

ム，大山台ホームは特別養護老人ホーム，大山

台診療所は新潟市民病院附属の診療所である

（以下「大山台３施設」という。）。

本業務委託は，大山台３施設の清掃業務を委

託するものである。

イ 本契約は，ＡＢＣ３社による指名競争入札が

なされているが，次のような書類上の問題点が

見られた。

平成１４年度の入札調書において，入札日時の

記載がなされていない。

平成１３年度の入札調書において，入札日時の

記載が「平成１３年４月１日」のみで時刻の記載

がなされていなかった。他方，指名業者宛の入

札通知書には，入札日時が「平成１３年３月２９日

（木）午後１時４５分」との記載があり，入札調

書の記載との齟齬がある。

平成１２年度の入札調書において，入札日時の

記載が「平成１２年４月１日」のみで時刻の記載
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がなされていなかった。他方，入札書及び入札

者の委任状は，全て日付欄が「平成１２年３月３０

日」とあったものが「４月１日」と修正されて

おり，予定価格書も「３月２８日」に修正されて

いた（但し，修正前の日付は不明。）。

ウ 契約担当者に上記イの点につき説明を求めた

ところ，現実には４月１日に入札を行っておら

ず，会計課の指導に従って，入札実施後に入札

書等の記載を修正したことを認めた。入札は支

出負担行為であり３月中には実施できないとの

見解によったものと思われる。

エ なお，本契約では，平成１２年度から平成１４年

度の３か年の指名業者３社及び落札業者はいず

れも同一であり，落札率は９９％ないし１００％と競

争入札が有効に機能していない。指名業者を変

更するなどの対応を検討すべきである。

また，隣接する松鶴荘の清掃業務を同一業者

と随意契約しているが，入所者のプライバシー

保護との理由は，隣接施設で入札を行っている

以上合理的でなく，入札による委託料を参考に

した積算もなされていない。３施設とともに入

札に付するべきである。

② 松鶴荘・大山台ホーム・大山台診療所給食業務

委託（高齢者福祉課）

ア 本業務委託は，大山台３施設の入所者及び入

院患者の給食に付随する食器洗浄，消毒，配膳

車運搬業務を委託するものである。

イ 本契約は，①の契約におけると同一のＡＢＣ

３社による指名競争入札がなされているが，や

はり同様に書類上の問題点が見られた。

平成１２年度の入札調書において，入札日時の

記載が「平成１２年４月１日」のみで時刻の記載

がなされていなかった。他方，指名業者宛の入

札通知書には，入札日時が「平成１３年３月３０日

午後２時」との記載があり，入札調書の記載と

の齟齬がある。また，入札書及び入札者の委任

状は，全て日付欄が「平成１２年３月３０日」とあっ

たものが「４月１日」と修正されていた。

ウ 契約担当者の説明は①の契約におけるとほぼ

同様であり，平成１３年度については，現実には

３月３０日に入札が実施されたとのことである。

エ なお，本契約でも，平成１２年度から平成１４年

度の３か年の指名業者３社及び落札業者はいず

れも同一であり，落札率は９９％ないし１００％と競

争入札が有効に機能していない。指名業者を変

更するなどの対応を検討すべきである。

③ 白新地区ふれあいセンター清掃業務委託（高齢

者福祉課）

ア 本業務委託は，白新地区ふれあいセンターの

清掃業務を委託するものである。

イ 本契約は，ＡＢＣＤ４社による指名競争入札

がなされているが，次のような書類上の問題点

が見られた。

平成１３年度の入札書及び入札者の委任状は，

日付欄が同一の日付スタンプで「平成１３年４月

１日」と押されていたものが３業者分，日付欄

を修正したものが１業者分あった。

平成１２年度の入札書及び入札者の委任状は，

日付欄が全て空欄であった。

ウ 契約担当者の説明では，平成１３年度の入札自

体が４月１日に実施されたのは間違いないとの

ことである。

しかし，入札書等の日付が空欄であることは

好ましくない。また，日付スタンプは市が押し

たものと推測され，これも同様に好ましくな

い。

エ なお，本契約では，平成１２年度から平成１４年

度の３か年の指名業者４社及び落札業者はいず

れも同一であり，落札率は１００％と競争入札が有

効に機能していない。指名業者を変更するなど

の対応を検討すべきである。

� 考察

年度当初からの業務委託については，次のような

法律上の問題点があり，対応に苦慮している様子が

窺えた。

ここに，支出負担行為とは，地方自治法２３２条の３

の規定により，地方公共団体の支出の原因となるべ

き契約その他の行為であり，予算執行の第１段階の

行為である。したがって，予算単年度主義に立つ現

行法の下では，その性質上，年度当初の４月１日か

ら開始されるべき業務委託については，新年度予算

の執行が可能な４月１日以降に支出負担行為がなさ

れなければならず，新年度予算に基づく契約を旧年

度中に締結しなければならない場合には，旧年度予

算で債務負担行為を設定して契約を締結する必要が

ある。

しかし，現実的には，４月１日開始の契約につい

て，入札事務を４月１日に全て実施することは困難

であり，特に給食や警備といった１日の間断をも許

さない業務では不可能に近いと言わざるを得ない。

他の自治体の中には，このような問題点を踏ま

え，�年度当初からの業務委託は全て随意契約にす
る，�３月中に入札行為を事実行為として行うが，
契約の予定者を決めるだけのものとして，実際の契

約は４月１日付で行う，�１か月と１１か月の２つの
契約に分けて行う，などの対応がとられているよう
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年度
支出額
予定価格

見積
業者数

見積業者名と見積金額（税込）

Ａ社＝契約 Ｂ社 Ｃ社

１０ １４，８５５，４００ ２ １４，８５５，４００ １５，０５８，２６０ －

１１ １４，８５５，４００ ２ １４，８５５，４００ １５，５９８，１７０ －

１２ １４，８５５，４００ ２ １４，８５５，４００ １５，５９８，１７０ －

１３ １４，８５５，４００ ３ １４，８５５，４００ １５，４９８，０００ １５，６２４，０００

１４ １４，８５５，４００ ３ １４，８５５，４００ １５，６２０，８５０ １５，２９６，４００

（注）本件契約は平成１０年度以前から継続しており，推
移表の初年度は新規契約年度を意味するものではな
い。

であるが，このうち，�の方法は，技術的な理由の
みで競争入札を排除するものであって妥当でなく，

�の方法も技巧的にすぎ煩雑であるから，�の方法
が最も適切である。

しかし，�の方法によった場合，入札書や入札調
書への入札日の記載は，形式上４月１日に入札が

あったような記載をするのではなく，現実の入札日

を記載すべきである。これらに日付記載を要求する

趣旨は，入札という事実行為がいつ行われたかを明

らかにすることで不正行為を防止するためであり，

法的効力の発生時期を画するためではない。した

がって，便宜的な記載が許されるものとは到底考え

られない。

そもそも，入札をもって支出負担行為と解釈する

必然性はなく，見積書の徴収と同様の契約準備行為

と解釈することも十分に可能である（現に，多摩市

においては３月中旬に入札を行って４月１日契約と

している。）。現実の入札日時と異なった入札書や入

札調書を作成するよりも，このような解釈をとった

方がはるかによいと思われる。

６ 随意契約における見積合わせの形骸化

� 指摘事項

見積合わせの手続が形式的には問題なく執行され

ているものの，実質的には長期間同一業者と同一価

格で随意契約を締結するなど，手続が形骸化し，競

争原理が働かず公正性と経済性が損なわれていると

見受けられる事例があることが判明した。

� 契約事例

① 市場庁舎施設警備業務委託契約（中央卸売市

場）

（注）①と同様の問題点を有する契約事例につい

ては，後にまとめて示す。

ア 本件契約は，中央卸売市場内の施設の警備業

務を委託する契約である。

イ 本件契約においては，競争入札に適しない（地

方自治法施行令第１６７条の２第１項２号）ことを

理由に見積合わせによる随意契約が締結されて

いる。

本件は見積合わせによる随意契約であるた

め，一般的には年度ごとに異なる業者と異なる

委託金額で契約するのが自然な状態と想定され

るが，毎年同一業者と同一金額で委託契約が締

結されていたため，詳細な調査を実施すること

とした。

その結果，本件契約は，以下の契約推移となっ

ていることが判明した。

市場庁舎施設警備業務委託料 見積参加可能業者数１２社

（平成１５年度現在）

金額単位：円

ウ この契約推移を見ると，Ａ社は，継続して同

一の見積価格を提示し，かつ，毎年その金額が

Ｂ社又はＣ社よりも低い見積価格となっている

ため，長期間継続して委託先に選定されている

ことがわかる。一般に見積合わせが適正に行わ

れ，見積書を提出した業者間で一定の競争原理

が働く限り，本件契約のようにＡ社が５年以上

の長期間にわたり継続して，しかも同一価格で

委託先に決定されるとは考え難く，このような

結果は明らかに不自然であり異常である。

エ 担当課では，このような不自然な契約推移と

なったことについて，業者間で談合等の不正行

為が行われているとの情報や証拠等を入手して

いる訳でもなく，規則等に準拠して見積合わせ

の手続が行われている以上，結果として同一業

者が長期間，同一価格で継続しているに過ぎな

いと考えざるを得ないとし，特段の対応策は講

じていない。

確かに業者間だけで談合等の不正行為が行わ

れる場合は，発注者側から不正行為の存在を裏

付ける証拠を入手することは困難であり，不自

然な契約推移のみをもって不正行為ありと断定

する訳にはいかない面があるのも事実である。

しかし，現状の仕組みにおいても上記の契約推

移のように過去の契約業者や見積業者，見積価

格などの推移を把握したり，見積書の内訳等を

詳細に吟味したりすることにより，異常性の有

無をある程度推測することは可能であり，異常

が認められる場合には業者に事情聴取を行うな

どの対応をとるべきであるが，何ら対応策を講

じていない。また，担当課で不自然な動きを察

知した段階で見積業者の入れ替えを行い，他の

業者を新規に見積に参加させるなどの措置を講

158 平成１６年４月１５日 第７３４号 新 潟 市 公 報



年度
支出額
予定価格

見積
業者数

見積業者名と見積金額（税込）

Ａ社＝契約 Ｂ社 Ｃ社

１０ １，４５３，４１０ ２ １，４５３，４１０ １，４７７，９８０ －

１１ １，４５３，４１０ ２ １，４５３，４１０ １，５２６，０７０ －

１２ １，４５３，４１０ ２ １，４５３，４１０ １，５２６，０７０ －

１３ １，４５３，４１０ ３ １，４５３，４１０ １，５８２，３５０ １，５９６，４２０

１４ １，４５３，４１０ ３ １，４５３，４１０ １，５４１，４００ １，５２４，６００

年度
支出額
予定価格

見積
業者数

見積業者名と見積金額（税込）

Ａ社＝契約 Ｂ社 Ｃ社

１０ ５，５４１，４８０ ２ ５，５４１，４８０ ５，７２５，６５０ －

１１ ５，５４１，４８０ ２ ５，５４１，４８０ ５，８１８，５１２ －

１２ ５，５４１，４８０ ２ ５，５４１，４８０ ５，８１８，５１２ －

１３ ５，５４１，４８０ ３ ５，５４１，４８０ ６，０１８，６００ ５，９８２，９００

１４ ５，５４１，４８０ ３ ５，５４１，４８０ ５，８３４，８５０ ５，７２２，５００

ずることにより，特定業者による不正行為の継

続を排除することが可能となるが，異常な状態

のまま放置している。

このように不自然かつ異常な見積合わせの結

果が生じる要因については，一方では見積業者

側の不正行為の可能性を推測し得るところであ

るが，他方，発注者側における不正行為への対

処が十分でないこともその一因として指摘し得

る。

オ このような不自然かつ異常な契約推移が継続

しているにもかかわらず，担当課が見積業者の

入れ替えを行なうこともなく，特定業者を長期

間継続して見積業者に選定し続けるのは何故で

あろうか。

担当課における見積業者の選定基準や選定理

由を明らかにするために，担当課に対して本件

契約に関して見積参加可能業者と認識している

業者が何社存在し，どのような選定基準に基づ

いて，いかなる理由で見積業者を選定したのか

質問したところ，次のような説明を受けた。

まず，担当課において見積参加可能業者と認

識しているのは新潟市競争入札参加者名簿から

市内の業者を抽出した１２業者とのことである。

次に，当該１２業者の中から，特定のＡ，Ｂ，Ｃ

社を見積業者として選定する際の選定基準や選

定理由については，Ａ社は現状の委託先であり

業務に精通しているという理由をもって選定し

ているが，他のＢ，Ｃ社については従来から見

積業者として選定しているため慣行的に見積業

者として引き継いでいる面が強く，明確な選定

基準や選定理由はないとのことである。

すなわち，担当課では明確な選定基準や合理

的な選定理由に基づいて見積業者が選定される

のではなく，さしたる理由もなく慣行的に前年

度と同一の業者を選定しているに過ぎないので

ある。仮に明確な選定基準や合理的な選定理由

に基づいて見積業者を選定していたとするなら

ば，このような不自然かつ異常な契約推移が継

続しているにもかかわらず，多数存在する業者

の中から特定のＡ，Ｂ，Ｃ社を長期間継続して

見積参加者に選定し続け，異常な状態のまま放

置する結果を招くことにはならなかったはずで

ある。

カ ところで，発注者側において，特定業者を長

期間継続して見積参加者に選定し続けたいとす

る誘因はないのであろうか。

もともと本件契約は，中央卸売市場内の施設

の警備業務を委託する契約であり，業務の性質

から見れば本来的には競争になじむ業務であ

る。しかし，実際に業務を委託する担当課では，

卸売市場には多数の者が頻繁に出入りすること

などから，従来から出入り業者を把握している

業務に精通した現在の委託業者と継続して契約

をしたいという意向が根強い。つまり，委託業

務の性質や目的自体は競争に適しており，制度

上は競争を前提とした契約方法を選択するのが

原則ではあるが，現場としては，事務負担の増

大なども考慮に入れ，現状に問題が無く予算の

枠内である限り，委託業者の変更を望まない実

態がある。

こうした実態がある中で，見積業者の選定基

準や選定理由を明確にすることなく随意契約を

行うことが出来るような発注体制にあるとする

ならば，現在の委託業者と見積書は提出するが

契約意思の無い業者を長期間継続して見積参加

業者に選定し続けることにより，形式的には見

積合わせの手続を適正に執行しつつ，実質的に

は特定業者と長期間継続して一者随意契約を締

結したのと同じ効果を得るような不正関与行為

や不正行為の意図的な容認行為を招くおそれが

あり問題がある。

以下，契約事例①と同様の問題点を有する契

約事例を列挙する。（全て中央卸売市場）

金額単位：円

② 市場管理庁舎清掃業務委託契約料

見積参加可能業者数 １７社

（平成１５年度現在，以下同様）

③ 市場内電話交換業務委託料

見積参加可能業者数 ６社
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年度
支出額
予定価格

見積
業者数

見積業者名と見積金額（税込）

Ｈ社＝契約 Ｉ社 Ｊ社

１２ ４９３，５００ ３ ４９３，５００ ５２２，９００ ５０９，２５０

１３ ４９３，５００ ３ ４９３，５００ ５２０，５９０ ５１１，７７０

１４ ４９３，５００ ３ ４９３，５００ ５２３，５３０ ５０６，３１０

年度
支出額
予定価格

見積
業者数

見積業者名と見積金額（税込）

Ｋ社＝契約 Ｌ社 Ｍ社

１２ ７２４，５００ ３ ７２４，５００ ８５２，６００ ８７７，８００

１３ ７２４，５００ ３ ７２４，５００ ８１９，０００ ８７７，８００

１４ ７２４，５００ ３ ７２４，５００ ８１９，０００ ９０８，２５０

年度
支出額
予定価格

見積
業者数

見積業者名と見積金額（税込）

Ｓ社＝契約 Ｔ社 Ｕ社

１２ １７９，５５０ ３ １７９，５５０ ２１０，０００ ２１０，０００

１３ １７９，５５０ ３ １７９，５５０ １８０，０００ ２００，０００

１４ １７９，５５０ ３ １７９，５５０ １８９，０００ ２１０，０００

年度
支出額
予定価格

見積
業者数

見積業者名と見積金額（税込）

Ｚ社＝契約 ＡＡ社 ＢＢ社

１２ ３３６，０００ ３ ３３６，０００ ３５９，１００ ３５０，７００

１３ ３３６，０００ ３ ３３６，０００ ３５２，８００ ３４７，５５０

１４ ３３６，０００ ３ ３３６，０００ ３５２，８００ ３４７，５５０

年
度

支出額
予定価格

見積
業者
数

見積業者名と見積金額（税込）

Ｄ社＝契約 Ｅ社 Ｆ社 Ｇ社

１０ ２１，３９１，６５０ ３ ２１，３９１，６５０２１，９９１，２００２１，６４４，７００ －

１１ ２０，２９１，５４４ ３ ２０，２９１，５４４２１，８８２，０００２１，６４８，９００ －

１２ ２１，９２５，２６０ ３ ２１，９２５，２６０２３，４５５，８４５２３，３５２，８４０ －

１３ ２１，９２５，２６０ ３ ２１，９２５，２６０２３，４５５，８４５ － ２３，５７２，５００

１４ ２３，２２２，０００ ３ ２３，２２２，０００２４，１２６，９００ － ２４，５２４，８５０

年
度

支出額
予定価格

見積業
者数

見積業者名と見積金額（税込）

Ｏ社＝契約 Ｐ社 Ｑ社 Ｒ社

１２ ４８１，４６７ ３ ４８１，４６７ ５１６，６００ ５１３，４５０ －

１３ ４８１，４６７ ３ ４８１，４６７ ５１６，６００ ５１３，４５０ －

１４ ４８１，４６７ ３ ４８１，４６７ ５１６，６００ － ５４９，１５０

年
度

支出額
予定価格

見積業
者数

見積業者名と見積金額（税込）

Ｖ社＝契約 Ｗ社 Ｘ社 Ｙ社

１２ ２０２，６５０ ３ ２０２，６５０ ２１３，１５０ ２０７，９００ －

１３ ２０２，６５０ ３ ２０２，６５０ ２１３，１５０ ２１０，０００ －

１４ ２０２，６５０ ３ ２０２，６５０ － ２１０，０００ ２１８，４００

年
度

支出額
予定価格

見積
業者
数

見積業者名と見積金額（税込）

CC社
＝契約

DD社
＝契約 EE社 FF社 GG社

１２ １６６，９５０ ３ １６６，９５０ － ２１０，０００ ２０５，８００ －

１３ １６６，９５０ ３ １６６，９５０ － ２１０，０００ － ２７３，０００

１４ １６６，５３０ ３ － １６６，５３０ ２２０，５００ － ２０７，９００

（注）DD社は CC社が撤退する際に，CC社から紹介さ
れた業者である。

（注）全件調査の調査対象期間（平成１２～１４年度）以前
の状況を把握するため，一部契約については，平成
１０，１１年度も調査を行っている。
なお，各契約は推移表の初年度以前から継続して

おり，推移表の初年度は新規契約年度を意味するも
のではない。

④ 重量電動式シャッター保守点検委託料

見積参加可能業者数 ３社

⑤ 消防用設備等の維持点検委託料

見積参加可能業者数 １２社

⑥ 植栽等管理業務委託料

見積参加可能業者数 ９社

⑦ 冷蔵庫冷蔵冷凍設備点検整備委託料

見積参加可能業者数 ３社

⑧ 場内清掃及びごみ収集処理業務の委託料

見積参加可能業者数 ８社

⑨ 鼠族駆除業務委託料

見積参加可能業者数 ９社

⑩ 電気構内線の碍子の点検と清掃及び電気室清掃

業務の委託料 見積参加可能業数１４社

⑪冷蔵庫自動扉の保守点検委託料

見積参加可能業者数 ３社

� 考察

委託業務の性質や目的が競争入札に適さず随意契

約を締結せざるを得ない事情がある場合において

も，見積合わせを行うことにより一定の競争原理を

働かせ，公正性と経済性を確保する必要がある。し

かし，見積合わせの形式的体裁を整えるだけでは，

こうした競争原理は働かないのであり，実効性ある

形で適正に執行されなければならない。見積合わせ

を実質的な意味で機能させるためには，発注者側に

おいて競争性を確保し得るような発注体制を整備

し，適切に運用していくことが必要となる。

具体的な対策は，「２１ その他不自然な契約事例」

を参照。

７ 一者随意契約

� 指摘事項

地方自治法２３４条２項は一般競争入札を原則的契

約方法とし，新潟市契約規則は，「随意契約をしよう

とするときは，なるべく第６条に規定する有資格者
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名簿に登載された者のうちから，特別の理由のある

ものを除き２人以上の者から見積書を提出させなけ

ればならない。」旨規定し，見積合わせを随意契約を

締結する場合の原則的契約方法としている（規則２８

条）。しかるに，平成１４年度の現状は，１業者のみか

ら見積書を提出させて契約を締結している事案が全

契約件数の６５．３パーセントを占めており（第３部参

照），地方自治法２３４条２項及び契約規則２８条が形骸

化している。

また，一者随意契約の事例の殆どは，前年度に契

約を締結した業者が見積書を提出し，かつ，当該年

度においても前年度と同一の業者と契約を締結する

という実態であった。このような事例において，見

積書は，形式的に要件を整えるための書類となるに

すぎず，価格の妥当性を判断する資料としての機能

を果たし難い。

� 契約事例

① パンチ業務委託契約（情報政策課）

ア 本件契約は，電子計算機処理に係るデータの

入力を内容とする委託契約である。

イ 市は，昭和５９年頃から同一業者と随意契約を

締結している。随意契約の理由は「新潟市委託

事務の執行に関する要綱第８条第３号，委託内

容が個人情報を含み，また，処理量に応じた対

応が必要なことから，その体制を有しており，

データ保護の立場から信用のおける業者である

ため（経済産業省認定 安全対策実施事業所と

しての実績）」と記載されている。

ウ 同要綱第８条第３号には「その他事務事業の

性質上，継続することが適切であると認められ

るとき。」と規定されている。

本件委託事務は，市が発注したデータを専用

の機械を使用して入力する作業であるが，受注

者は，データを効率的に入力するためのプログ

ラム等を作成し入力作業を行う。情報政策課に

よると，契約月である４月は，入力作業量が多

い時期であり，受託者に変更があると，新たな

受託者は，入力作業の他に効率的に入力しうる

ためのプログラムを作成すること等により，事

務処理の停滞をきたすおそれが高いため，業者

を変更することができず，新たな機械を導入す

るまでは，同一業者と契約を締結せざるを得な

いとのことである。

確かに，当該機械に習熟し，既存のプログラ

ムを利用しうる従来からの受託業者が受託すれ

ば，確実かつ迅速に事務処理ができる可能性が

高い。しかし，本件受託業務は，物理的に当該

業者しか行い得ない業務とは言い難い。市が，

入札又は見積合わせをする際に，当該業務量，

繁忙期等について詳細な情報を与え，相手方

に，当該業務を行いうるか否かを判断する機会

を与えることにより，受託能力のある業者の有

無について判断すべきであろう。

よって，同要綱第８条３号の事由に該当する

とは言い難い。

また，新たな機械を導入するまでは，当該機

械に習熟している業者に委託するという担当課

の考え方によれば，長期間同一の業者と一者随

意契約を締結することになる。

エ 昭和５９年当時においては，処理体制を持つ業

者でデータ保護の立場から信用のおける業者が

存在しないという随意契約理由に関して首肯し

うるが，現時点において，同様のことがいえる

かにつき再検証すべきである。

なお，情報政策課担当者によると，当該業者

から賃借している機械を入力に使用しているこ

とが，当該業者に入力事務の委託をしているこ

とに関係しているようであるが，同作業は，機

械を所有している業者の従業員しか行い得ない

業務ではない。

オ 一般論として，従来からの受託業者は当該業

務に精通しており，当該業務を迅速かつ確実に

行える可能性が高い。言い換えれば，いかなる

契約においても，従前の業者と異なる業者が契

約相手方となると，履行を確保しうるか否かと

いうリスクが生じる。しかし，そのようなリス

クを回避することを第１の目的とすれば，受託

業者は固定化され，競争原理が働かず，機会均

等の理念にも反する結果となる。本件契約にお

いても，従来からの受託業者に委託した方が円

滑に業務が行われる可能性が高いことは確かで

あろうが，データ入力業務は，受託能力のある

業者が複数存在する可能性が高く，履行の確認

が比較的容易であり，受託する業者によって成

果物の個性が小さいため，少なくとも，数年に

１度は，入札または見積合わせの方法により，

契約相手方を見直すべきであろう。

カ なお，パンチ業務は，１文字当たりの入力単

価を合計した金額により契約価格が決められ

る。同単価は，平成９年頃から同額であり，新

潟県における委託の単価と比較検討し，また，

財団法人経済調査会編「積算資料」等を参考に

している。しかし，実際に，民間業者からの見

積書をとること等により適正価格についての検

討もすべきであろう。

② 市庁舎空調設備保守点検業務委託契約（管財
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課）

ア 本件契約は，空調設備保守点検業務を委託す

る契約である。

イ� 本件委託は，「本館の空調設備の施工業者で

あり設備内容を熟知しており，業務の迅速

性，確実性，価格面で他社に比べて有利であ

る。また，業務態度は誠実で信頼性が高い。」

という理由により，空調設備が設置された平

成元年から平成１４年まで同一業者に委託して

いる。しかし，施工業者以外の業者に保守点

検業務を行い得ないかを打診しておらず，施

工業者の外に本件保守点検業務を行い得る業

者がいるか否かは不明である。

� 本件契約は，平成１２年から平成１４年まで

は，連続して金２６０４万７３５０円で一者随意契約

の方法により締結されている。

委託契約の価格は，業者が提出する見積書

に基づいて決められている。見積書の内訳は

「１）空調機（還気ファン，全熱交換器含む）

４９８万７０００円，２）送・排風機類１３８万７１００円，

３）パッケージ型空調機５万７０００円，４）冷

却塔４０万８０００円，５）自動制御設備１４６１万５０００

円，６）空調機フィルター廃棄処分１１万７６００

円，７）共通費３２３万５３００円」である。１）乃

至６）の内訳は，「点検・整備費」と「消耗・

雑材料費」から成り，点検整備費が多くを占

める。たとえば，空調機の点検・整備費は４６

０万円であり，消耗・雑材料費は３８万７０００円

である。

しかるに，管財課は，どのような根拠によ

り空調機の点検・整備費が４６０万円となるか

把握していない。また，その他の項目に関し

ても算出根拠を把握していない。管財課の担

当者によると，最初に業者と契約を締結した

平成元年に，「庁舎建設準備室」において，業

者との間で価格の設定がなされたということ

であるが，管財課においては，少なくとも，

平成１２年から平成１４年度の３カ年にわたっ

て，価格の妥当性に関して何ら検証していな

い。

� 他社との見積合わせをする等して価格の妥

当性を検証することが必要である。当該契約

は，受託した業者以外の７社が履行に関与し

ていることに鑑みると，当該受託業者以外に

も，本件委託業務を履行できる業者が存在す

る可能性がある。

また，施工業者しか保守点検業務を行えな

い業種においては，後述するように，施工の

際に，施工代金のみならず保守料に関する提

案書等をとった上で，総合的な評価の基に業

者を選定すべきである。

� 考察

① 新潟市契約規則は，随意契約をしようとすると

きは，特別の理由のある者を除き２人以上の者か

ら見積書を提出させなければならない旨規定して

いる。しかるに，一者随意契約の理由として記載

されていた事情は，合理性に乏しいものも散見さ

れた。よって，一者随意契約の理由が合理的であ

るか否か再検討すべきである。

② 特に，保守契約に関しては，従来，新たな開発

を行う時に，開発費用のみを対象とした見積合わ

せ又は指名競争入札を行い，開発を行った業者か

ら機械を賃借し，同社と保守契約を締結してい

た。しかし，当該契約方法をとると，開発費用が

安くても，その後，高額の保守費用を見積もられ

た場合に，業者の言い値で契約を締結することに

なりかねない。

新潟市においても，上記事情を考慮し，平成１４

年度に，開発費用のみならず，賃料，保守料の見

積書を開発時提出させ，総合的に相手方を決定す

るという方法を行った例がある。

たとえば，「汎用型データベースシステム」に使

用するハードシステム等の契約（情報政策課）は，

システム導入（設置・設定）に関する委託，保守

委託，器機およびデータベース等のソフト一式の

賃貸借契約によって構成される。当該契約は見積

合わせにより業者を決定しており，見積合わせの

対象資料として，①システム導入一時費用（設置

費用），②１ヶ月分の保守料，③１ヶ月分の賃貸借

料の見積を提示させている。当該契約を委託する

業者は，①乃至③の見積もりを総合して決められ

た。

また，新潟市職員認証システム開発業務委託に

関する契約（情報政策課）は，予定価格を決定す

るための参考見積もりをとる際に，「システム開発

データセットアップ等」「ハード購入費」「システ

ム保守料」「運用支援費」に関して，２社から見積

もりをとり，ハード購入費，システム保守料，運

用支援費に大差がないことを確認した後に，同２

社を指名して，システム開発業務の指名競争入札

を行っている。保守料等の見積もりは，予定価格

を決定するための参考見積もりであるため，相手

方を法的に拘束することはできないにしろ，この

ような試みにより日々の運用経費が抑えられる。

今後は，各課においても，このような業者決定

方法を取り入れ，保守契約における運用経費を抑
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える契約方法を検討すべきであろう。

８ 同一業者との長期随意契約

� 指摘事項

きわめて長期間にわたり，同一業者との間で一者

随意契約がなされている事例が見られた。

� 契約事例

① 燃えるごみ等収集運搬委託（清掃課）

ア 旧新潟市域の平成１４年度のごみ収集運搬委託

は，燃えるごみ，燃えないごみ，資源物（びん・

缶・プラスチック），粗大ごみの各収集業務につ

いて，４社との随意契約がなされている（但し，

燃えるごみは３社）。昭和３８年頃より，民間委託

が開始され，新潟市の区域拡大に伴い，委託範

囲が広がっていったとのことである。

委託料は，燃えるごみが約５．５億円，燃えない

ごみが約１億円，資源物が約５．１億円，粗大ごみ

が約１億３０００万円である。

また，旧黒埼町域の平成１４年度のごみ収集運

搬委託は，普通ごみ，空きビン，粗大ごみ，有

害ごみの各収集運搬業務について，普通ごみの

み２社，他は１社との随意契約がなされてい

る。

委託料は，普通ごみが約８６００万円，空きビン

が約５００万円，粗大ごみが約１０００万円，有害ごみ

が約１２０万円である。

平成１４年度における燃えるごみの収集量は，

市直営が５万２７０９トン，委託が７万４７９３トンと

約４：６の割合となっている。

イ 旧新潟市域は４社，旧黒埼町域は２社で，地

区割りをしての随意契約が長期間継続されてい

る。

旧新潟市域では，臨時ごみ収集運搬単価契約

の１日単価でみる限り，少なくとも平成１０年以

降横ばいである。

旧黒埼地域では，普通ごみの単価は，新潟市

域に合わせる前提であるため，平成１３年度，１４

年度と連続して上昇しているが，計算上の必要

台数を減少させることによって，委託金額の上

昇を防いでいる。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に

よると，市町村が一般廃棄物の収集，運搬又は

処分を市町村以外の者に委託する場合の基準と

して，「受託者が受託業務を遂行するに足りる施

設，人員及び財政的基礎を有し，かつ，受託し

ようとする業務の実施に関し相当の経験を有す

る者であること」（４条１号），「受託者自ら受託

業務を実施する者であること」（同条３号）と定

められており，現行の業者はそれぞれこの要件

を充たすものである。

ウ 現在，政令指定都市ないし中核市において，

ごみの収集運搬業務の委託先を指名競争入札で

決めているところは，札幌市と広島市が見られ

る（以下の記載は，平成１４年度広島市包括外部

監査報告書による。）。

広島市では，普通ごみを１１地区，資源ごみ，

大型ごみ，ペットボトルを各８地区と細分化し

て指名競争入札を実施しているが，１業務ごと

の指名業者数は，許可業者４９社の中から６社又

は７社となっている。もっとも，全体の業務の

約２７％を５年間同一業者が落札していたり，落

札率９５％超の割合が平成１４年度で約７０％と高く

なっており，指名競争入札の有効性が達成され

ているとは言い難いとの評価がなされている。

新潟市（黒埼地区を除く）の一般廃棄物処理

業許可業者は，平成１５年４月１日現在で２５社あ

るが，このうち，ごみ収集運搬委託業者は７社

であり，広島市と比較した場合，指名競争入札

を実施する基盤が乏しいことは否定できない。

しかし，新潟市のごみ収集運搬の業務委託の

長期随意契約については，市民の間において一

定の不信感があるのは否定できないと思われる

（さらに，委託業者の株式会社新潟市環境事業

公社が市が約３０％を出資する第三セクターであ

り，市役所 OBも役職についていることを疑問

視する声も聞かれる。）。今後，近い将来におい

て，入札を実施する可能性を模索するべきであ

る。大規模合併によって許可業者が増加する際

に，地域を細分化して入札に付すという方法は

検討の価値があると思われる。

エ なお，ごみ収集運搬業務における直営と委託

のコスト比較の試算がなされているが，それに

よると，燃えるごみ１トンあたりの収集コスト

は直営が２万３７７円，委託が７３８９円と約２．７５倍の

開きがある。平成１６年４月からは直営収集車の

乗員が３人から２人に削減される予定である

が，なお両者の開きは大きい。

� 考察

同一業者との間で，長期間にわたり随意契約がな

されるケースも様々であるが，契約の細分化や対象

業者の拡大により，競争入札が実施できる場合も相

当数あるのではないかと推察される。

長期随意契約によって，業者との間で馴れ合いが

発生していないか，新規業者の参入を抑制していな

いか，委託料が高値安定していないか，毎年欠かさ

ず検証することが必要である。

９ 積算根拠の不明な委託料
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委託内容 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度

①駐車場管理委託料 － ４７，７９８ ８７，３４７

②駐車料金徴収事務委託料 － １１，５４０ ２２，８７０

（注）平成１３年度の途中から委託が開始されている。

� 指摘事項

新潟市契約規則によれば，市が委託契約を締結す

る場合は，仕様書及び設計書又は評価等により予定

価格を定めなければならない。また，委託料の決定

に際しては，あらかじめ的確な予定価格を算定して

おくものとされている（新潟市委託事務の執行に関

する要綱第５条）。

しかし，契約によっては予定価格が算定されてお

らず，どのような積算根拠をもとに委託料が決定さ

れているのか不明な例が見受けられた。

� 契約事例

① 新潟市西堀地下駐車場管理委託料（商工振興

課）

② 新潟市西堀地下駐車場駐車料金徴収事務委託料

（商工振興課）

ア 市は，古町，西堀地区の駐車場不足と交通渋

滞の緩和，歩行者の安全の確保などのため西堀

地下駐車場の存続が不可欠と判断し，経営の悪

化した新潟地下開発㈱から同駐車場を買い取り

市の施設とした。そして，その設置目的を効果

的に達成するために，施設の管理業務と料金徴

収業務を一括して，前の所有者である新潟地下

開発㈱に委託するのが望ましいとの考えもあっ

たが，当時の制度上，公の施設の管理の委託先

には一定の制約があったため，管理業務は�新
潟市開発公社に委託し，徴収業務のみ新潟地下

開発㈱に委託されることとなった。

本件契約①は，市が買い取った新潟市西堀地

下駐車場の管理を�新潟市開発公社に委託する
契約であり，契約②は，当該駐車場の駐車料金

の徴収事務を新潟地下開発㈱に委託する契約で

ある。

イ 平成１２～１４年度における委託料の推移は以下

のとおりである。

金額単位：千円

ウ 予定価格が算定されておらず，委託料の積算

根拠が不明確である。

担当課が作成した委託料の内訳資料を見る

と，契約①における�新潟市開発公社に対する
管理委託料（平成１４年度）の中には，管理業務

に係る実費の伴わない公社事務費１３６万円が含

まれている。また，契約②における新潟地下開

発㈱に対する徴収事務委託料（平成１４年度）の

中には，実費の伴わない徴収事務手数料が１９３万

円含まれている。

契約①の公社事務費１３６万円は，管理業務に係

る実費の１．５％相当額として算出されている

が，実費の１．５％という積算根拠は不明である。

また，契約②の徴収事務手数料１９３万円は，前々

年度駐車場収入の１％相当額として算出されて

いるが，駐車場収入の１％という積算根拠は不

明である。

この点について担当課に質問したところ，次

のような説明を受けた。

管理業務については管理業務事業費の実費，

徴収事務については使用料収入に応じて業務量

を判断し，業務量に一定の料率を乗じて事務手

数料としている。手数料率については，市が管

理業務を委託している�新潟市開発公社が，体
育施設等の管理，徴収事務を受託している実績

があり，その際，管理徴収に係る実費の２．５％を

手数料率としていることや，受託者の経営状況

などを参考に協議の上，定めたものとのことで

ある。

エ 新潟市委託事務の執行に関する要綱実施細目

によれば，委託料の算定に際しては，仕様書等

を基礎にその業務内容，作業の難易度，類似委

託事例における実例価格等を考慮しつつ，適正

に積算するように求められている。また，業務

の性質上，積算が困難な場合であっても他都市

の状況を参考にする等，可能な限り積算根拠の

確立に努めるよう規定されている。

担当課が根拠としている体育施設等の管理，

徴収事務の委託事例は，管理徴収に係る実費の

２．５％を手数料率としているのであって，本件徴

収事務のように使用料収入に手数料率を乗じて

いる訳ではない。担当課では，委託事例が何に

対する２．５％を手数料としているのかというこ

とを考慮することなく，単純に管理業務の１．５％

と徴収事務の１％を加算すれば委託料率が２．５

％となるように見える点を捉えて積算根拠とし

ているのであり合理性に乏しい。また，他都市

の状況などが参考にされた形跡もない。さら

に，委託先は，市と利害関係を有する関連団体

等であり，双方の協議により決定された手数料

率であっても，一般的には合理的な手数料率と

は認め難い面がある。

③ 露店市場運営事業委託料（旧黒埼町分は除く）

（商工振興課）

④ 露店市場出店料収納事務委託料（旧黒埼町分は

除く）（商工振興課）
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委託内容 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度

③露店市場
運営事業委託料

２，９９８ ２，９１４ ２，８３３

④露店市場出店料
収納事務委託料

８３７ ８００ ７６１

ア 市は，新潟市露店市場管理条例，同施行規則

に基づき，本町市場他４ヶ所の露店市場の管理

運営を行っている。市は，専任の管理員２名を

配置して，露店市場の管理運営を行っている

が，現場の運営や清掃などについては，各市場

の出店者組合に運営事業を委託している。ま

た，露店市場の出店料の収納事務についても出

店者を熟知した個人に委託している。

本件契約③は，市が露店市場の運営事業を各

市場の出店者組合に委託する契約であり，契約

④は，露店市場の出店料の収納事務を特定の個

人に委託する契約である。

イ 平成１２～１４年度における委託料の推移は以下

のとおりである。

金額単位：千円

予定価格書は作成されていないが，担当課が作

成した委託料の内訳資料によれば，委託料は定額

の清掃委託を除き，出店料収入の一定比率として

計算されていた。具体的には次のとおりである。

③ 露店市場運営事業委託料＝�＋�
� 運営委託料

露店市場出店料×運営委託料率（３２．４４％）

＝運営委託料

運営委託料率３２．４４％は，昭和５５年度から一

定。昭和５４年度までは３１．２８％。

� 清掃委託料

定額。金額は各市場によって異なる。

④ 露店市場出店料収納事務委託料

露店市場出店料×収納事務委託料率（１５．７８％）

＝収納事務委託料

収納事務委託料率１５．７８％は，昭和５５年度か

ら一定。昭和５４年度までは１５．２２％。

ウ 委託料率の設定根拠が不明なまま，長期間見

直しが行われていない。

担当課では，契約規則で定めなければならな

い予定価格書を作成していない。したがって，

正式な積算根拠は不明であるが，担当課が作成

した内部資料では，上記の計算のとおり，概ね

出店者数の増減に連動して委託料が決定される

ことになっており，それなりの合理性を有する

と思われる。

しかし，委託料の計算で使用される委託料率

については，昭和５５年度から全く見直しが行わ

れておらず，現在では担当課でも設定根拠が不

明とのことである。昭和５５年度に委託料率の改

定が行われた際，小数点以下４位といった細部

まで定めていることから，当時は一定の根拠に

基づいて算出したものと推測される。このた

め，本来であれば当時の設定根拠を調査するの

が原則であるが，現実的には今から遡って調査

するには困難な面もあろう。しかし，今後の他

市町村との合併の過程で，市の委託料の算定根

拠を明らかにしなければならない場面も想定さ

れるため，当時の料率の根拠はともかく，少な

くとも現時点において合理的と考え得る委託料

率を再検討することが必要である。

� 考察

委託料の決定に際して予定価格を算定する場合に

は，文書により委託料の算定根拠を明示し，合理的

に予定価格の決定が行われたことを明らかにすると

ともに，算定の基礎となる条件に変化が生じた場合

に，適時に予定価格の修正を行い，委託料の見直し

を行い得るだけの積算根拠を持つ必要がある。

１０ 契約単価の妥当性に関する検証

� 指摘事項

システムの運用支援業務委託においては，契約価

格が，SE（システムエンジニア）単価×人月（１人

の人間が仕事を終わらせるためにかかる月数）に

よって決められる場合が多い。しかし，人月及び単

価の妥当性に関する検証が不十分である契約がみら

れた。

また，保守委託契約に関しても，契約単価の妥当

性に関して検証がなされていない契約がみられた。

� 契約事例

① 財務会計システム運用支援業務等の委託に関す

る契約（情報政策課

ア 本件契約は，変更を希望する多数の財務会計

システムの中で，次年度に変更したい部分で予

算が認められた分野に関する運用支援業務を委

託する契約である。本件契約価格は，SE単価×

人月によって決められる。人月は，変更等を行

う委託内容に応じて相手方が見積りを出し，市

と協議して決定される。

相手方の職員は，市庁舎内に常駐して作業を

行うものではなく，自社に持ち帰って変更を加

えることもある。市は，履行が終わった後に履

行届けの提出を受け，システムを作動させて問

題がないかを確認する。

イ 本件契約は，価格の計算根拠となる単価及び

人月の妥当性に関する検証が不十分である。本
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件契約に従事する相手方の職員は，１人又は２

人であるが，他の業務と兼業で当該業務を行っ

ている。よって，本件契約を履行するために，

当初の見積りの人月を要するか否かは不明であ

る。現状においては，過去の類似例と比較し，

また，財団法人経済調査会編「積算資料」等を

参考にして人月を決定している。しかし，その

ような資料により一般論としてどの程度の人月

が妥当であるかということがいえても，当該契

約において当初の見積もりが妥当であったかは

判明しない。

今後は，相手方の職員が，どれだけの時間を

要して，当該運用支援業務を行っているかを把

握する必要があり，作業員に，委託に携わった

時間に関する勤務簿をつけてもらう等すること

により，当該運用支援業務に関して，当該人月

が妥当であるかを検証することが必要である。

ウ また，SE単価に関しては，県の単価，財団法

人経済調査会編「積算資料」を参考にして，市

が委託する場合の単価を統一している。しか

し，価格を統一化するのが妥当であるか否か，

また，当該資料が妥当であるか否かを検証する

ためにも，民間業者の見積もり等も含めた価格

の検討が必要であろう。

② 電子計算機処理システムの運用支援に関する業

務委託契約（情報政策課）

ア 本件契約は，住民記録システム等の電子計算

機処理システムの運用支援を委託する業務であ

る。本件契約の金額は，平成１２年から平成１４年

まで，同一価格であり，SE単価×１５．５人月を根

拠とした見積書によって決められている。本件

契約の業務は，相手方の職員が市庁舎内に常駐

して行っているが，特別の事態が発生した場合

に補充のために１人来てもらって行うこともあ

る。よって，見積書の人月は，１５．５人月となっ

ている。

イ 市は，常駐していない SEが，どの程度，委託

業務に携わっているかの報告を受けていない。

今後，SEの勤務簿をつける等して人月の妥当性

を検証すべきである。特に，本件契約は毎年，

同額で契約を締結しているため，人月の妥当性

を検証する必要性が高い。

③ ネットワーク関係機器の保守委託契約（情報政

策課）

ア ネットワーク関係機器の調整又は消耗品的部

品の交換等を内容とする保守契約である。相手

方は，SEを常駐させずに，市の要請・指示に基

づき保守業務を行う。

イ 本件契約の相手方は，本件契約以外に多数の

業務を受託しているため，市は，本件契約の履

行内容を他の多数の業務と一括して２ヶ月に１

回定例会において報告資料を受領することに

よって確認している。よって，相手方が行った

業務の内容は，資料としては保存されている。

しかし，市は，当該資料を契約毎に分類してお

らず，年間を通じて本件契約の履行としてどの

程度の業務がなされたかを検証していない。

� 考察

運用支援業務委託契約や保守委託契約は，同一

の相手方と長期間契約を継続する事例が多い。

よって，当該契約において，当該年度の履行業務

のなされた頻度等を確認し，人月の妥当性を検証

し，次年度以降の契約価格決定に生かすべきであ

ろう。

また，単価の妥当性についても，国や県の積算

基準や積算資料だけでなく，民間の情報や資料を

入手して，価格の妥当性を検証すべきであろう。

１１ 契約方式の見直し

� 指摘事項

地方自治法は，地方公共団体が締結する契約の方

式（契約の方法）について，一般競争入札，指名競

争入札，随意契約，せり売りの方法を定めている（同

法２３４条１項）。

さらに，同法は，これらの契約方式のうち，原則

として一般競争入札方式を採用すべきであり，指名

競争入札方式や随意契約方式は，政令（同法施行令）

で定める特別の場合にのみ採用することができると

している（同法２３４条２項）。

そして，特別かつ例外的な場合として指名競争入

札方式を採用してよい場合と，随意契約方式を採用

してよい場合について，すでに第２部，第１で詳し

く説明したところである。

なお，公共事業の契約方式を定めている地方自治

法２３４条と同法施行令１６７条は，土木工事や建築工事

などの工事請負契約ばかりでなく，業務委託契約に

も適用されるものである。

� 契約事例

全件調査の結果からも明らかなように，新潟市の

公共事業の契約では，これまで全くといってよい程

に一般競争入札方式による契約が採用されてこな

かった。業務委託契約だけでなく，工事請負契約で

も，そのほとんどは指名競争入札方式と随意契約方

式であって一般競争入札方式による契約事例はほぼ

皆無であった。

新潟市では，平成１５年度の途中から工事請負契約

の一部に制限付一般競争入札方式を試みに採用して
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いるが，その件数と金額は，全体からみるとごく僅

かである。業務委託契約については，今回実施した

全件調査の結果，平成１４年度の全委託契約件数３，７２

６件のうち，一般競争入札は０，指名競争入札が６６０件

（１７．７％）でその余は随意契約となっている。

新潟市の平成１４年度の全部の委託契約のうち，例

外の更に例外の契約方式である「一者随契」（見積書

を契約の相手方１者（社）からだけ徴求する随意契

約のこと）が２４１２件で約６５％を占めているのであ

る。

� 考察

地方公共団体の公共工事の契約で，法令が原則的

な契約方式と明定している一般競争入札の方式を採

用しているところは，全国的に見ても極めて少な

い。

地方公共団体が公共事業について契約を締結する

に際し，一般競争入札の方式を採用するか否かにつ

いては，個々の具体的契約ごとに契約の種類，内容，

性質，目的等諸般の事情を考慮して，契約担当者が

合理的に裁量判断して決定すべしとするのが，裁判

所の考え方である（最高裁昭和６２年３月２０日民集４１

巻２号１８９頁以下参照）。

しかし，新潟市の契約担当者がこの裁判所の考え

方に立って個別の業務委託契約を締結してきていな

いことは，今回の全件調査と個別事例監査の結果か

らして明らかであろう。

近年，公共工事の契約をめぐって全国各地で「談

合疑惑」が表面化し，新潟市においても，平成１５年

９月３０日に，公正取引委員会が談合の疑いで新潟市

と取引のある県内の建設業者に一斉に立ち入り検査

を実施するなど不正行為排除の動きがあったばかり

である。今回の公正取引委員会の一斉検査は，工事

契約をめぐる談合疑惑にメスを入れようとしたもの

と思われるが，問題の核心は，業務委託契約を含む

公共事業の不透明かつ不適切な契約方式にある。

もし，地方自治法の定める原則的・基本的契約方

式である一般競争入札方式を維持し尊重しようとす

るのであれば，土木工事や建築工事の請負契約だけ

ではなく，業務委託契約を含む全部の契約について

早急に「一般競争可能なものは一般競争入札によ

る」との基本的方針を確定し，全庁的レベルで全面

的な見直し作業に着手すべきである。

仮に，手抜き作業などのリスク回避，地元の経済

事情，歴史的経過，業者との信頼関係の保持などの

面から法律の定める原則的方式である一般競争入札

方式によるのが不可能ないし著しく困難であるとい

うのであれば，同じような状況にある他の地方公共

団体等と協議・協力して国に制限撤廃の法改正を働

きかけるべきである。指名競争入札や随意契約など

の現状の契約方式に固執し続けることは，地方自治

法をはじめ関連する法令の趣旨を損なうことになり

かねない。

１２ 関連団体との契約・その１…社団法人新潟市シル

バー人材センター

� 問題点

社団法人新潟市シルバー人材センター（以下「シ

ルバー」と略称する。）との委託契約に際して，同セ

ンターに対する補助金を考慮に入れた場合に一般民

間業者より真に安価であるか否かの検証がなされて

いない。

� 契約事例

① 松鶴荘・大山台ホーム・大山台診療所警備業務

委託（高齢者福祉課）

ア 大山台３施設の警備業務の委託である。機械

警備については，別途専門業者に委託している

ので，業務内容は主として，通年の日直及び宿

直によって施設内の火災，盗難，不良行為等を

予防することである。

イ 本契約は，平成１４年５月１日から，それまで，

随意契約していた民間業者との委託契約を見直

し，シルバー人材センターとの間で委託契約を

締結したものである。

見直しの理由は，経費の削減であり，民間業

者の同施設担当警備員２名が６０歳を超えていた

ため，その人達にシルバーに登録してもらい，

そのままシルバーのスタッフとして警備業務に

当たってもらったという経過である。

契約内容については，民間業者のときは平日

が午後５時から午前８時３０分，土日休日が２４時

間であったが，シルバーになって３６５日２４時間体

制となったので，手厚くなった反面，民間業者

のときにあった事故発生時の保障はなくなっ

た。

他方，委託料は，平成１４年度のシルバーが１１

か月分で５３０万２７７８円（税込み），平成１１年度から

平成１３年度の民間業者は年間で７４７万２０００円（税

込み）と，年間で比較するとシルバーは民間の

約７７％であり，差し当たり経費削減効果が見ら

れた。

ウ 本契約におけるシルバーへの委託料の見積り

は，スタッフに配分される配分金として日直１

人・宿直１人につき各１日６０００円・１１か月で各

２０１万円，機械警備の材料費等として７８万９７７７

円，これらに対する事務費５％として２４万４８８

円，さらに消費税という計算になっている。

結局，シルバーは，人件費が低廉であり，間
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接費として事務費５％しかからないために，割

安で業務委託を受けることができるのである。

エ なお，警備委託契約書における業務内容につ

いて，民間業者との契約時に付されていた詳細

な仕様書がなくなっているが，合理的でないと

思われる。

� 考察

本契約におけるように，契約担当者等が意識的に

経費節減を図るように努めることは市財政に余裕の

ない折から高く評価すべきものである。

問題は，シルバー人材センターに対しては，公費

による補助金が出ていることから，市全体あるいは

国全体で見た場合に本当に経費の節減になっている

かどうかが検証しにくいということであり，現にそ

のような検証はなされていない。

もともと，シルバー人材センターは，「高年齢者等

の雇用の安定等に関する法律」（昭和６２年）を根拠と

して設立された民法上の公益法人であり，健康で働

く意欲のある６０歳以上の高齢者を会員として，セン

ターが家庭・企業・官公庁等から請け負った臨時

的・短期的又は厚生労働大臣が定める軽易な業務を

行い，センターから賃金水準より低い配分金を受け

取るというシステムであり，現在，全国組織として

社団法人シルバー人材センター事業協会が，新潟県

には社団法人新潟県シルバー人材センター連合会が

ある。

新潟市においては，昭和５４年に新潟市高齢者事業

団として発足し，昭和５９年に社団法人化し，昭和６２

年に社団法人新潟市シルバー人材センターと名称変

更して現在に至っている。平成１４年度の会員数は２６

５４人，契約金額は７億７７６９万４０００円，うち新潟市の委

託分は２億９６７８万円であり，全体の３８．２％を占めて

いる。

他方，補助金については，平成１４年度の市の補助

金額は３４０２万円であり，これと同額の国の補助金が

県の連合会経由で補助されている。

もとより，シルバーへの補助金は市の経費節減を

目的としたものではなく，会員の就労を通じた生き

がい対策の確保費用であるが，結果的にはシルバー

の間接費の軽減になっていることも否定できないか

ら，委託経費の節減効果の評価をするに際し，同じ

市の支出する補助金を考慮に入れる必要性があるこ

とに変わりはない。

そこで，次のような２とおりの方法で試算してみ

ることとした（但し，補助金額の決定方法は斟酌し

ていないので，あくまで参考数値にとどまる。）。

第１に，民間業者に対する委託料の支出との採算

性において比較すべき対象を市のシルバーへの総支

出額（市の委託料＋市の補助金）と仮定すると，市

のシルバー全体への総支出額は，委託料２億９６７８万

円＋補助金３４０２万円＝３億３０８０万円となり，総支出

額に占める委託料の割合は約８９．７％である。国の補

助金を含むと委託料の割合は約８１．３％である（総支

出比較方式）。

この考え方によると，シルバーに対する委託料が

民間業者に対する委託料の約９０％であれば，補助金

を考慮しても市としては経費節減効果があり，約８０

％であれば，国の補助金を考慮しても公費の節減効

果があると一応言えそうである。

第２に，市のシルバーへの補助金による間接経費

の軽減効果は，市以外の依頼者にも及んでいると考

えると，市の補助金は全契約金額に占める市の契約

金額の割合である３８．２％相当が市の委託業務の間接

経費に充当されたことになるから，関係総支出額

は，委託料２億９６７８万円＋関係補助金１３００万円（補助

金３４０２万円の３８．２％）＝３億９７８万円となり，関係総

支出額に占める委託料の割合は約９５．８％である（関

係補助金比較方式）。

この考え方によると，シルバーに対する委託料が

民間業者に対する委託料の約９５％であれば，補助金

を考慮しても市としては経費節減効果があると一応

言えそうである。

いずれにせよ，このような試算方法の当否も含

め，補助金を視野に入れた業務委託の採算性の検証

がなされるべきである。

１３ 関連団体との契約・その２…財団法人新潟ミートプ

ラント

� 指摘事項

市が設置した施設の管理について，その設置目的

を効果的に達成するために必要があるときは，条例

で定めるところにより，施設の管理を関連公共団体

等に委託することができる（地方自治法第２４４条の２

第３項）。この場合，市から関連公共団体等に対して

は，施設の管理に要する事業費に見合う金額が委託

料として支払われることになる。

しかし，市と関連公共団体等との間の施設管理に

係る費用の按分方針や関連公共団体等における当該

施設の管理事業費とその他の単独事業費との区分基

準に曖昧な面があるため，委託料が合理的に算定さ

れていないと思われる例が見受けられた。

� 契約事例

① 新潟市食肉センター管理業務委託料（農業振興

課）

ア 市は，食用に供するために行う獣畜の処理を

適正に行い，公衆衛生の向上及び増進に寄与す

ることを目的に，と畜場（名称：新潟市食肉セ
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委託内容 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度

新潟市食肉センター
管理業務委託料

９４，６９７ ９３，３０６ １２０，３０８

牛海綿状脳症対策
緊急整備委託料

－ １８，９９７ －

合 計 ９４，６９７ １１２，３０３ １２０，３０８

�新潟ミートプラントの収支計算書（特別会計）の概要

平成１４年４月１日～平成１５年３月３１日

収入の部

と殺解体等事業収入 ３９０，９１１

施設管理受託収入 １２０，３０８

雑収入 １，４６４

当期収入合計� ５１２，６８５

前期繰越収支差額 １７，２８２

収 入 合 計� ５２９，９６７

支出の部

と殺解体等事業費 ３９５，２９２

施設管理事業費 １２０，３０８

固定資産取得支出 １３，０１２

当期支出合計� ５２８，６１３

当 期 収 支 差 額�－� △１５，９２８

次期繰越収支差額�－� １，３５４

ンター）を設置している。そして，その設置目

的を効果的に達成するために，新潟市食肉セン

ター条例を制定し，関連公共団体等である�新
潟ミートプラントに施設の管理を委託している

（新潟市食肉センター条例第９条）。本件契約

は，市が設置した新潟市食肉センターの管理を

�新潟ミートプラントに委託する契約である。
イ 平成１２～１４年度における委託料の推移は以下

のとおりである。

金額単位：千円

なお，平成１４年度の管理業務委託料が１億２０

３０万円となり，前年度と比べ２７００万円程度増加

しているのは，市から�新潟ミートプラントに
派遣される職員に係る人件費について，平成１４

年度から派遣先が支給し，市はこれに相当する

金額を委託料として負担することに変更したた

めである。

ウ 市と�新潟ミートプラントとの利害関係（平
成１５年３月末現在）

（資金）

市は，�新潟ミートプラントの基本財産１億
２０００万円のうち，４８００万円を出捐している（平成

５年１月２１日）。

（人事）

市職員の派遣－専務理事１名，事務局長１名

OBの派遣－理事長（非常勤）

エ �新潟ミートプラントの概要
�新潟ミートプラントでは，食肉に関する知

識等の普及や安全啓発に係る事業などを行う

他，特別会計を設けて，本件契約の管理委託事

業を行い，その他単独事業として，と殺解体，

冷蔵保管事業などの収益事業を行っている。

平成１４年度の特別会計の状況は以下のとおり

である。

金額単位：千円

市は，上記支出の部における施設管理事業費

１億２０３０万円に見合う委託料を支払っている。

オ �新潟ミートプラントにおける，と殺解体事業
費と施設管理事業費との区分の基準が曖昧であ

る。

市は委託料を年間予算の範囲内で分割して概算

払いし，年度終了後に委託先である�新潟ミー
トプラントから施設管理に係る支出の内訳を明

らかにした精算書の提出を受け，精算残金があ

る場合には市に返還させることになっている。

�新潟ミートプラントから提出される精算書が
正確に作成されない場合は，当然，市が負担す

る委託料の金額も妥当性を欠くことになるた

め，担当課では精算書の内容を十分に吟味する

ことが求められる。その場合，委託先の�新潟
ミートプラントでは，施設管理の他，単独の収

益事業として，と殺解体，冷蔵保管事業も行っ

ているため，施設管理に係る支出か，と殺解体，

冷蔵保管事業に係る支出かといった事業費の計

上区分が重要となる。

この点について，�新潟ミートプラントで
は，事業費の支出の都度，支出の内容が施設管

理に係る支出か，と殺解体事業に係る支出かを

個別に判断し適切に区分して計上していると説

明する。

しかし，調査の結果，と殺解体事業費と施設

管理事業費との区分基準が曖昧なため，施設管

理事業費が正確に集計されず，結果として委託

料の精算が正確に行われていない面が見受けら

れた。

以下，具体的に例示する。

� 例示１－修繕費

新潟市食肉センターの維持修繕費用等に係

る事業費は，次のａ～ｃの３通りの区分で支

出することになる。
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平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度

共通従事者 管理委託 と殺事業 管理委託 と殺事業 管理委託 と殺事業

理 事 長 ３８．５９％ ６１．４１％ 非常勤のため報酬なし １００％ －

専 務 理 事 ３８．５９％ ６１．４１％ ３８．５９％ ６１．４１％ １００％ －

事 務 局 長 市が給与として支給 市が給与として支給 １００％ －

（ 参 考 ）

（実際比率） ２０．３９％ ７９．６１％ ２３．４４％ ７６．５６％ ２３．３４％ ７６．６６％

（注１） は，市からの現職職員の派遣を示す。こ
れ以外は，市 OBの派遣。

（注２） 平成１２，１３年度の人件費の按分に使用した比率
は，平成１１年度の人件費を除く両事業費の比率で
あり，管理委託３８．５９％，と殺事業６１．４１％である。
平成１４年度は全く按分が行われていない。参考ま
でに，各年度の同比率を実際比率として示した。

ａ 新潟市と畜場事業会計の工事請負費とし

て支出

ｂ �新潟ミートプラントの特別会計の施設
管理事業費として支出

ｃ �新潟ミートプラントの特別会計のと殺
解体事業費として支出

上記のａ，ｂに区分された維持修繕費用は

最終的には市が負担し，ｃに区分された場合

のみ�新潟ミートプラントの負担となる。
担当課によれば，平成１１年度までは，概ね

以下の基準で計上されてきたとのことであ

る。

上記ａ：概ね３００万円以上の修理，改良等

上記ｂ：ａ，ｃ以外の場合

上記ｃ：解体室など限られた範囲での概ね

１０万円未満の修理，改良等

しかし，平成１２年度以降は，市からの施設

管理委託料が減額となったため，委託料に影

響する上記ｂの支出を抑制する必要性が生

じ，従来の区分基準に準拠すれば上記ｂの支

出とされた場所における修繕や，１０万円以上

の高額修繕であっても上記ｃの支出として処

理し，�新潟ミートプラントが以前より過大
に負担しているのである。

つまり，平成１２年度以降は，一定の合理的

な区分基準に準拠して施設管理に係る修繕費

を集計しているのではなく，減額となった委

託料の予算に合わせる形で意図的に修繕費を

調整して計上しているのであり，正確かつ合

理的な委託料の精算の観点からは問題があ

る。

� 例示２－旅費交通費

�新潟ミートプラントの特別会計におけ
る，と殺解体事業の旅費交通費は４２万７６５０円

であり，施設管理事業の旅費交通費は２３万５１

１０円である。

�新潟ミートプラントでは，原則として，
出張用務が，と殺解体事業に関連するもの

か，施設管理事業に関連するものかを個別に

判断し区分計上している。しかし，例年，施

設管理事業の旅費交通費の予算が早い時期に

なくなるため，年度の後半には，施設管理関

連の出張であっても，と殺解体事業費として

計上することがあるとのことである。

本来，合理的な計上基準に準拠して区分計

上しなければならない旅費交通費が，意図的

に調整して計上されており，正確な委託料の

精算の観点からは問題がある。

� 例示３－人件費

人件費については，業務に従事する者の業

務内容に応じて，と殺解体事業費と施設管理

事業費に区分しており，両事業に共通して従

事する場合は，人件費を除く両事業費の比率

で按分している。

両事業に共通して従事する者に係る人件費

の按分状況は，次のとおりである。

両事業に共通して従事する者の人件費の按

分比率について，年度ごとに問題点を整理す

れば以下のとおりである。

（平成１２，１３年度）

理事長，専務理事の人件費の按分比率につ

いて，平成１１年度の按分比率である管理委託

３８．５９％，と殺事業６１．４１％をそのまま使用し

ているが，毎年，と殺解体事業費と施設管理

事業費を費目ごとに集計しているのであるか

ら，各年度の按分比率は容易に算出可能なは

ずであり，過去の按分比率をその後の年度に

おいて使用することに合理性はないと考え

る。参考までに各年度の実際の按分比率を見

ると，実際の管理事業費比率が約２０～２３％で

あるのに対し，人件費の按分計算に使用して

いるのは３８．５９％であり，人件費が実態より多

く管理事業費として集計され，市の委託料負

担が過大となっている。

また，市から派遣された事務局長について

は，市が全て人件費を負担しているが，業務

内容，勤務実態からみて，両事業に共通して

従事していると考えるのが妥当であり，派遣

先に応分の負担を求めるべきであろう。

（平成１４年度）

平成１４年度は人件費の按分を行わず，全て

施設管理事業費に集計しているが，理事長，

170 平成１６年４月１５日 第７３４号 新 潟 市 公 報



委託内容 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度

新潟市産業振興センター
管理業務委託料

１３７，０９４ １３８，０１２ １４７，７４６

（上記の内訳の一部）
（催事費又は
産業振興センター事務費）

（４，０００） （４，０００） （４，０００）

専務理事，事務局長の業務内容，勤務実態か

らみて，両事業に共通して従事していると考

えるのが妥当であり，明らかに合理性を欠い

ている。この結果，市の委託料負担が著しく

過大となっており問題がある。

� 例示４－その他共通経費

人件費以外にも管理棟に係る光熱水料費な

ど両事業に共通して発生する事業費が存在す

るが，按分せず一方の事業費に計上してい

る。事業費の割合や占有面積の割合など費目

の性質に応じて合理的な按分基準を設定し，

正確な事業費の集計を行うよう指導する必要

がある。

� 考察

市が負担する委託料の金額を正確かつ合理的に算

定するためには，委託先における施設管理事業費が

合理的な基準に従い正確に集計されなければならな

い。市が決定した委託料の予算に合わせるために，

合理的な理由もなく委託先における施設管理事業費

と，と殺解体事業費の区分基準が変更されるような

ことがあってはならない。

市は，委託先の作成した精算書等の内容を十分に

吟味し，委託料の金額を予算に合わせるために，委

託事業費とそれ以外との区分基準を意図的に操作す

るような行為が行われていないか検証するととも

に，合理的な区分基準に準拠して集計された適正な

施設管理事業費を基礎として次年度以降の委託料の

予算を決定していくことが求められる。

そのためには，市と委託先との費用の按分基準や

委託先における委託事業費とその他の事業費などの

区分基準などをあらかじめ文書等により明確化して

おく必要があろう。

１４ 関連団体との契約・その３…財団法人新潟地域産業

振興センター

� 指摘事項

市が設置した施設の管理について，その設置目的

を効果的に達成するために必要があるときは，条例

で定めるところにより，施設の管理を関連公共団体

等に委託することができる（地方自治法第２４４条の２

第３項）。この場合，市から関連公共団体等に対して

は，施設の管理に要する事業費に見合う金額が委託

料として支払われることになる。

しかし，市が施設の管理に要する事業費の実費以

上に委託料を支払う手法により，実質的な関連公共

団体等の運営支援を行っている例が見受けられた。

� 契約事例

① 新潟市産業振興センター管理業務委託料（商工

振興課）

ア 市は，産業振興と市民の文化向上に寄与する

ことを目的に，新潟市産業振興センターを設置

している。そして，その設置目的を効果的に達

成するために，新潟市産業振興センター条例を

制定し，関連公共団体等である�新潟地域産業
振興センターにセンターの管理を委託している

（新潟市産業振興センター条例第７条）。

本件契約は，市が設置した新潟市産業振興セ

ンターの管理を�新潟地域産業振興センターに
委託する契約である。

イ 平成１２～１４年度における委託料の推移は以下

のとおりである。

金額単位：千円

ウ 産業振興センターの運営管理業務に係る実費

以上の委託料を支払うことにより，実質的な�
新潟地域産業振興センター（以下，財団という）

の運営支援が行われている。

担当課が作成した委託料の内訳資料を見る

と，催事費（平成１２，１３年度）または産業振興セ

ンター事務費（平成１４年度）なる名目で４００万円

が計上されている。同金額については，委託先

の財団では，平成１２年度は管理運営業務特別会

計の催事費として処理されているが，平成１３年

度以降は同特別会計で事業費として支出した形

跡がなく，一般会計への繰出金として処理され

ている。

本件契約の目的は，市の設置した施設の運営

管理業務を財団に委託するものであるから，通

常，施設の運営管理とは無関係の催事関連の費

用に相当する金額を，センターの運営管理委託

料として支出することはないはずである。ま

た，本件契約においては，委託料を概算払いし，

年度終了後に委託先から支出の内訳を明らかに

した精算書の提出を受け，精算残金がある場合

には市に返還されることになっているため，委

託先の管理運営業務特別会計において実費とし

て支出されなかった資金が，一般会計に振り替

えられ，市に返還されない状況は想定し難い。

この点について担当課に質問したところ，次

のような説明を受けた。

本件契約の委託先である財団では，昨今の経
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済情勢下において，その運営財源である基本財

産の運用収入が望めず，寄付行為の目的にある

地域産業の健全な育成及び発展に寄与するよう

な事業を十分に行うことができない状況にあ

る。そこで，担当課としては産業振興センター

の運営管理業務に係る実費以上の委託料を支払

うことにより，実質的な財団への運営資金の援

助を行い，同財団の地域産業の振興事業を支援

しているとのことである。

すなわち，市は，財団に対し，センターの運

営管理委託料の名目で，実質的には補助金ない

し助成金の性質を有する資金援助を行っている

のである。

� 考察

財団は公益法人であり，営利を目的とした法人で

はない。したがって，当該財団法人の運営財源は，

主に基本財産の運用収入により賄われるべきであっ

て，市からの受託業務の中でいわゆる「利益」を得

て，それを財源に本来の公益事業を行う形態は望ま

しいとは言えない。仮に，市が，財団の運営資金を

支援する必要があるのであれば，補助金や助成金な

ど直接的な形で資金支援を行うべきである。

また，市が，委託料の名目で関連公共団体等に対

し実質的な補助金又は助成金の性質を有する資金援

助を行う手法は，市が行っている支援の実態を不明

確化させる恐れがある点でも問題がある。本件契約

の場合，平成１２～１４年の各年度において，市から財

団に対し委託業務に係る実費以上に支払われた４００

万円は，使途を限定した支援資金ではないため，正

確な使途は明らかではないが，市も共催している新

潟ビジネスメッセの共催負担金に使われたと思われ

る。この場合の財団の資金使途等は，その目的から

見て不当なものではなく，市が財団の事業の支援を

行うこと自体に問題はないと考えられる。しかし，

市がこのような手法で資金支援を行うと，表面的に

は財団が独自の運営資金で新潟ビジネスメッセを共

催したように見えるため，実質的には共催者である

市が共催資金を負担しているといった実態は影に隠

れ，市の会計から資金支援の事実を把握することが

困難となる。市が，関連公共団体等の事業に対し何

らかの資金援助を行う場合は，事業や関連公共団体

等に対する資金支援の必要性，資金使途などを明ら

かにした上で，直接的に資金支援を行い，支援の実

態を明確にするべきである。

１５ 再委託（下請・外注）

� 指摘事項

新潟市契約規則第４３条によれば「契約の相手方

は，契約により生ずる権利又は義務を譲渡し，承継

させ，若しくは担保に供し，又は工事，製造若しく

は供給を一括して他人に請け負わせ，若しくは委任

することができない。ただし，あらかじめ市長の書

面による承諾を得た場合は，この限りでない。」とさ

れている。

また，新潟市委託事務の執行に関する要綱及び要

綱実施綱目に基づき作成されている業務別標準委託

契約書には，いずれも再委託の制限（公の施設の管

理委託契約書では再委託の禁止）条項が付されてい

る。

こうした規定にもかかわらず，委託契約書に再委

託の制限条項を付さず，また，市長による書面によ

る承諾なしに事実上再委託ないし，下請，外注に出

されている事例があり，更には，受託業務を処理で

きる技術や能力や体制がないのに委託契約を締結し

ている事例があった。

� 契約事例

① フラワータワー製作管理委託（公園水辺課）

これは，ワールドカップサッカー新潟開催に向

けて来訪者の歓迎と大会運気の高揚を図る目的で

市内の主要７カ所に花壇等を設置する事業で，平

成１３年度分委託金額３０４５万円，平成１４年度分の委

託金額４１１６万９４５０円で，いずれも，社団法人新潟市

造園建設業協会と業務委託契約を締結しているも

のである。

同協会は，新潟市内に本社又は事業所を有し，

建設業法３条の許可を受けて造園工事業を含む者

によって組織されている公益法人で，平成１５年５

月現在２８の業者が加盟している。

同協会の設立趣意書と定款によると，業界内の

情報交換，調査研究，緑化事業の推進などを主た

る事業としているだけで，実際の造園工事など

は，同協会に加盟する会員企業が行なっている。

本件の委託業務も，協会が受託窓口になるだけ

で実際には，現場代理人として届け出ている会員

業者の Y造園が中心となって委託業務を処理し

ている。本件の委託契約書には，再委託の制限条

項が定められていない。なお，平成１５年４月から

前・公園水辺課長が同協会の専務理事に就任して

いるとのことである。

② アメリカシロヒトリ防除作業委託契約（公園緑

地課→公園水辺課）

これは，新潟市が管理する学校や公園，街路樹

などのアメリカシロヒトリ等の防除作業を，平成

１２年度の委託金額１１０１万９７６円，平成１３年度の委託

金額１１４７万５２４８円，平成１４年度の委託金額１１４７万

５２８６円で，財団法人新潟市緑化推進協会と業務委

託契約を締結しているものである。
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同協会は，新潟市の資金援助を受けて設立された

公益法人で，新潟市から役職員が派遣されてい

る。

同協会の平成１４年度の受託事業会計収支計算書

によれば，病害虫防除事業費の８０％以上が，雇い

入れた臨時作業員の賃金とトラックの借上料とト

ラック持込作業員の謝礼等であって，受注した防

除作業の大部分を外注に出していると変わりがな

いものである。

市と同協会との委託契約書には再委託禁止の条

項が定められているが，前記のとおり実質的に骨

抜きになっている。協会の委託業務の処理の実体

は管理業務のみであって，現場での防除作業を受

注して処理できる体制にないものと思われる。

③ 新潟市ふれあい健康センター管理業務委託契約

（清掃課）

新潟市ふれあい健康センターは，新田清掃セン

ターで排出される余熱を利用したプール施設で，

「アクアパークにいがた」の名称で財団法人新潟

市開発公社によって管理運営されている。市が業

務委託契約を締結しているのは，市の関連団体の

新潟市開発公社であるが，同施設に配置されてい

る公社の職員は２名だけであって，同施設の実際

の管理運営業務を担っているのは，Ａ社という別

の民間会社である。書面による再委託の承諾はあ

るが，開発公社に実質的な受託業務の処理能力が

ないことは明らかである。

なお，財団法人新潟市開発公社は，これとは別

に，新潟市が所有する西堀地下駐車場の管理業務

を市から受託しているが，実際には，市から派遣

されている所長の人件費だけ残して，新潟地下開

発株式会社に再委託している。

④ 本庁舎貯水槽点検清掃業務委託契約書（管財

課）

ア 本件契約は，本庁舎における貯水槽清掃業務

を委託する契約である。

イ 新潟市は，Ａ協会新潟支部（以下「協会」と

いう。）と本庁舎の貯水槽点検清掃業務に関して

平成元年から委託契約を締結している。

経費執行伺書によると，一者随意契約の理由

として「Ａ協会は民法第３４条に基づき設立され

た公益法人で，市内の貯水槽清掃業者の殆どが

（４３社）会員となっており，業界及び住民に対

しての啓発を主に目的としている公共団体であ

る。実際の業務は協会が公平に加入業者に配分

しているため，協会と契約することで公平性及

び機会均等が確保され業界の育成につながる。

また市に対する実績も大きく信頼性が高い。」と

記載されている。すなわち，協会に委託するこ

とにより公平性及び機会均等が確保されること

が随意契約の主な理由となっている。

しかし，平成１４年度及び平成１３年度は，協会

が同一業者３社に委託しており，また，平成１２

年度も１社に変更があったのみである。市は，

協会がどの業者に委託するかについて関与して

おらず，協会が公平かつ適切に業者を選択して

委託しているか否かを把握していない。

よって，経費執行伺書に記載されているよう

な「公平性及び機会均等が確保」されているか

は疑問である。むしろ，協会が同一業者に毎年

委託している場合には，業者間の競争，機会均

等が阻害されているともいえる。

ウ 新潟市は，どの会員が協会から受託している

かについては把握しているが，各会員が何円で

受託しているかを把握していない。また，市は，

協会の決算書を徴収していないため，協会にど

のくらい利益が計上されているかも認識してい

ない。協会が３年間ほぼ同一の業者と契約を締

結していることに鑑みると，市は，協会をを介

入せずに，業者と直接契約を締結したほうが経

済的合理性に適うものとも思える。

� 考察

新潟市の関連団体の中には，受託した業務を処理

できる体制や能力がないにもかかわらず，契約名義

人として形だけ市から業務委託をうけ，役職員の人

件費など管理的費用を残して，受託した業務を一括

して下請に出したり，外注に廻したりしているケー

スが見受けられる。このような受託業務について十

分な処理能力がない団体が，公共的事業を受託する

こと自体が問題であるといわなければならない。

平成１５年８月末に発生した新潟市万代島のコンベ

ンション複合施設「朱鷺メッセ」の連絡通路落下事

故でも指摘されているように，連絡通路などの設計

業務を受託した新潟市の設計協同組合が技術的対応

能力がないのに関連する設計管理業務を受託したこ

とから，連絡通路部分の設計業務を東京の別の業者

に再委託して事故が発生したと問題視されているの

である。

今回の外部監査の一環として実施した全件調査の

結果によれば，再委託された委託業務は，件数で３．

４％，金額で１６．９％となっている。しかし，今回の

個別事例の監査の過程で，市の契約担当者は委託先

の団体や企業が，業務を再委託したり下請に出した

りしていることについて，さほど関心を示さず組織

的に確認や調査もしていないことが判明した。委託

契約書に再委託の制限条項を定めないものも多く，
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実際には各課からの回答数以上に多くの委託業務が

再委託に出されたり，下請や外注に出されているも

のと推定されるので全庁的レベルで再調査のうえ，

改善が図られるべきである。

１６ 契約の履行確認

� 指摘事項

契約の相手方は，契約を履行したときは，直ちに

その旨を市長に届け出なければならない（規則３９

条）。契約執行職員又は検査執行職員は，履行届出を

受けた後，検査をし，原則として検査調書を作成し

なければならない（規則４０条）。

履行届は，「委託契約を履行したので届けます。」

と不動文字で記載された書面に，契約の相手方が委

託番号，委託件名，履行場所，契約金額，履行期間，

履行年月日等を記載することによって完成する定型

の書面である。契約相手方から，定型の履行届の提

出を受けることのみをもって履行の確認としている

契約がみられた。

また，今回個別監査を実施した各課の契約事例の

中には，現場での作業を伴う委託業務について，単

に報告書や写真だけで履行を確認したとされている

ものがかなり多く，実際の作業を監督したり，完了

した業務の現場確認がなされているものはごく僅か

であった。

� 契約事例

① 市庁舎空調設備保守点検業務委託契約（管財

課）

ア 本件契約は空調設備保守点検業務を委託する

契約である。

イ 市は，本件契約を平成元年から平成１４年まで

連続してＡ社に委託している。しかるに，業務

は，Ａ社が単独で行っている分野はなく，Ａ社

から委託（再委託）を受けた６社，更に，６社

のうちの１社から委託（再々委託）を受けた１

社が実際に行っていた。Ａ社は，年に１度，全

ての業務を終了した時点において，「下記点検業

務が完了致しましたので，点検結果報告書を添

えてご報告致します。」と記載した報告書を提出

している。当該報告書の各機器点検結果表は，

「１」蒸気ボイラー」「２」第一種圧力容器」「３」

ユニット型空調機・還風機・全熱交換器」「４」

送排風機」「５」パッケージ型空調機」「６」自

動制御設備」「７」フィルター廃棄」の項目から

成る。この７項目の履行に関する報告書は，全

てＡ社から委託を受けた業者が作成している。

報告書の中には，「御注文先Ａ社，御納入先新潟

市庁舎」と記載されている事例もあった。

ウ 管財課担当職員によると，当該業務は，全て

Ａ社の監督のもとにＡ社から委託を受けた業者

が行っているとのことである。本件契約におい

て市に対するあらゆる債務を負担するのはＡ社

であること及びＡ社の監督のもとに当該業務が

行われていることに鑑みると，市は点検結果報

告についてもＡ社の名前で提出を受けるべきで

ある。

② 新潟市郷土歴史博物館開館準備業務委託（歴史

文化課）

ア 本件契約は，歴史博物館開館準備業務，すな

わち，企画展の計画・教育普及計画の立案その

他開館準備に関する事項を財団法人新潟市芸術

文化振興財団に委託することを内容とする。同

博物館は，開館後，同財団が管理を行うため，

本件委託も同財団を相手方として行っている。

イ 本件契約金額は，財団が業務の執行をするた

めに要する人件費及び館長予定者に対する報酬

によって決められる。財団は，館長予定者に対

して，顧問料金２０万円を毎月支払っているが，

どういう頻度でどういう内容の顧問業務が行わ

れたかの報告書を作成していない。顧問業務の

頻度を検証し，次年度以降の顧問契約に関する

価格の適否を判断する資料とすべきであった。

� 考察

市は，契約を締結する際に業者から提出を受けた

見積書の項目に対応させて，履行内容の報告を受け

検査することにより，翌年度に同様の契約を締結す

る際に価格を決定する資料とすべきである。

また，現場での作業を伴う委託業務については，

必要に応じて現場立会，現場での監督，現場で報告

を受けるなどの確認手段を講ずべきである。

１７ 採算性の考慮が不十分な委託契約

� 指摘事項

業務委託契約において，委託契約の採算性が十分

に考慮されない方法で契約されていると思われる事

例がみられた。

� 契約事例

① 新潟市ふれあい健康センター管理業務委託（清

掃課）

ア 新潟市ふれあい健康センターは，新潟市新田

清掃センターで排出される余熱を利用したプー

ル施設であり，「アクアパークにいがた」の名称

で運営されている。その管理業務を財団法人新

潟市開発公社に委託し，さらに同公社は，Ａ社

（１００％民間会社）に管理業務を包括して再委託

している。

同施設の公社職員は２名に過ぎず，同施設の

実質的な管理運営はＡ社が行っているものと思
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われる。

イ 開発公社に対する委託料は，年度当初に決め

られた概算委託料に入館料等の公社営業収入を

加えた収入額から，経費等の支出額を差し引い

て清算し，そこで残額が生じた場合には市に返

納されることとされている。

初年度の平成１２年度は，概算委託料が３４００万

円，公社営業収入が９０１７万１７３６円，支出額が１億

１４４９万２０６８円，差引額９６７万９６６８円であり，実質

委託料は２４３２万３３２円であった（７月２０日開館の

ため，実質８か月の営業である。）。

平成１３年度は，概算委託料が４６００万円，公社

営業収入が９４６８万３９６８円，支出額が１億６８４０万

５２４２円であり，差引額マイナス２７７２万１２７４円で

あったため，委託料の変更契約が行われ，実質

委託料は７３７２万１２７４円となった。

平成１４年度は，概算委託料が９１８７万２０００円，公

社営業収入が９５０７万９７２円，支出額が１億８５４４万

０２８５円，差引額１４９万３６８７円であり，実質委託料

は９０３７万８３１３円である。

ウ 平成１３年度に概算委託料が大幅に不足して経

費流用という事態に陥った原因は，来場者及び

新規会員が見込みより大幅に伸び悩んだことに

よるものであるが，確かに，実質８か月の営業

でしかない平成１２年度と大差のない営業収入し

か上がらない事態は予測の範囲外であったかも

しれない。

平成１４年度は，当初の概算委託料を倍増させ

たために，年度末における委託料の不足こそ生

じなかったが，営業収入が平成１３年度並にもか

かわらず，支出額が約１７００万円増額し，それが

そのまま実質委託料の増額に結びついている。

そもそも，同施設は清掃工場のある新潟市外

れの田園地帯に立地し，施設的にも歩くプール

のみで泳げるプールはなく，魅力や集客力に乏

しいと言わざるを得ない。もちろん，焼却場の

余熱の有効利用やいずれ耐用年数を迎える新田

清掃センターの地元用地対策という側面を考慮

したとしても，公費より多額の委託料を支払っ

て運営するに値する施設であるのか疑問の余地

がある。

また，営業収入が不足するのであれば，経費

を最小限にして支出を抑えるのが通常の経営で

あるが，現在の委託状況においては，いくら予

算不足となっても，開発公社やＡ社は市の委託

料によって補填される一方で，経費を節減して

委託料を残しても，差額を返納しなければなら

ないわけであるから，およそ自社の経営維持の

ために経費を節減する動機付けが働く余地がな

い。委託料の増額傾向は，このような問題点を

如実に示している。

今後は，地方自治法の改正により，公の施設

の管理についても指定管理者制度によって純然

たる民間委託が可能となったのであるから，競

争原理が働くような入札による委託先の選定

や，経営原理の働くような委託料算定方式（例

えば，十分な来客や経費の予測を前提とした委

託料の固定化など）にする方向で真摯な検討が

なされるべきである。

エ なお，年度途中に耐用年数の長い備品を購入

する場合，予め備品費を委託料に含ませた上

で，開発公社が備品を購入後，市に寄付すると

いう運用がなされているが，市の財産となる備

品は，市の物品購入手続に従って購入されるべ

きであり，このような運用には疑問がある。

� 考察

新潟市市政改革・推進本部が平成１５年１１月に発表

した「市政改革・創造推進プラン」によれば，新潟

市は今後，民間委託等を推進し，民間活力を活用し

て公的サービスの質の確保・向上を図るとともに，

効率化・コスト縮減を図ることを市政改革の方向性

としている。

しかし，民間委託を行えば，即効率化，コスト縮

減に結びつくものではない。民間委託であっても，

そこに競争原理や経営原理が働かなければ，むしろ

市のコスト増大に結びつく可能性がある。のみなら

ず，本来，民間に委ねるべき仕事をも行政が抱え込

み続ける危険性すらある。

したがって，「民間委託」イコール「民営化」では

ないことを十分理解し，念頭においた市政改革が望

まれるところである。

１８ 事後評価と事業の見直し

� 指摘事項

業務委託の必要性や合理性を判断するためには，

契約担当者レベルだけでなく，全庁的レベルでの事

後評価が不可欠であり，事業の行政効果を判定（政

策評価）し，財政効果を判定（経済性・効率性の評

価）するためにも，絶えず事後評価に基づく事業の

見直しが必要である。

今回の監査の一環として実施した全件調査の結果

では，平成１２年度から平成１４年度の３年間に，民間

委託した委託業務について事後評価を実施している

のは僅か１５％程度であって，残りの約８５％は，事後

評価もそれに基づく事業の見直しも実施していない

ことが明らかにされている。

本来なら当然見直されてしかるべき委託業務が，
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長期間見直されることなく継続されていること自体

が大きな問題である。

� 契約事例

① 黒埼地区ポンプ場及び関連施設維持管理委託契

約（黒埼支所下水道課）

ア この委託契約は，合併前の黒埼町が昭和６１年

に事業を開始して以来，現在まで，継続して，

Ｓ社との間で，毎年，随意契約で業務委託契約

を繰り返してきているものである。

イ 委託金額は，平成１２年度分が一般会計と特別

会計合計で２３９４万円，平成１３年度分が一般会計

１７９５万５０００円，平成１４年度分が，一般会計１４２５万

９０００円である。

ウ 旧黒埼町では，昭和６１年のポンプ場施設の供

用開始にあたり，直営方式と委託方式について

検討した結果，他に類似設備がなく専門的技術

職員もいなかったことから，業務委託方式を採

用したとのことである。そして，同施設の維持

管理業務の開始に際しては，指名競争入札の方

式によりＳ社を業務委託先に選定したが，２年

目以降は，随意契約によってＳ社を委託先に選

定してきたとのことである。

旧黒埼町が長期間Ｓ社と随意契約を継続して

きたのは，Ｓ社の職員が施設に常駐する形で

日々管理を行ってきたこと，毎年業者が代わる

と機器類等の保守・管理に支障を来す恐れが

あったこと，などの理由によるものであるが，

経済性・効率性などの面から問題もあったの

で，この間，機器類の改善を含む施設改善など

に取り組み，常駐方式を改善して経費の削減に

努めるなどの環境整備に努めてきたとのことで

ある。平成１３年１月の新潟市との合併時には，

市による直営方式も検討したが，遠隔操作シス

テムの配備等の施設改善が進んでいない中で，

市への管理移管は時期尚早と判断し，施設改

善・組織統合の方向で見直し作業を進めていく

方針とのことである。

なお，本業務委託については，他の民間業者

でも受託可能であるため，平成１６年度に指名競

争入札方式による委託契約を検討しているとの

ことである。

② 公衆浴場入浴事業業務委託（高齢者福祉課）

ア 本契約は，６５歳以上の高齢者の健康保持と生

きがいの推進を目的に公衆浴場の利用券を交付

し，市内の公衆浴場２４軒の加盟する新潟市公衆

浴場協同組合に入浴業務を委託するものであ

る。

昭和４８年から実施されており，昭和６０年４月

１日に「新潟市公衆浴場無料入浴事業実施要

綱」が施行され，平成１０年４月１日に改正がな

されている。

新潟市に居住する６５歳以上の高齢者のうち，

自家風呂を有する者に対しては入浴券（大券）

を月２枚，自家風呂を有しない者に対しては入

浴券（小券）を月４枚交付しており，公衆浴場

への委託料は，大券１枚につき２７０円，小券１枚

につき３１０円が支払われ，年６回に分けて委託料

が支払われる内容になっている。

イ 本委託による委託料の実績は，次のとおりで

ある。

平成１４年度…１億１５７２万４９９０円

大券：３３万８３５４枚，委託料９１３５万５５８０円

小券：７万８６１１枚，委託料２４３６万９４１０円

平成１３年度…１億１６１５万４６１０円

大券：３３万３５５０枚，委託料９００５万８５００円

小券：８万４１８１枚，委託料２６０９万６１１０円

平成１２年度…１億１４９３万９４２０円

大券：３２万４６４５枚，委託料８７６５万４１５０円

小券：８万８０１７枚，委託料２７２８万５２７０円

ウ 上記実績によれば，委託料実績はおおよそ１

億１５００万円前後で推移し，そのうち自家風呂を

有する高齢者に対する入浴券相当額が約７６～７８

％を占めていることが分かる。

本委託事業の目的は高齢者の健康保持と生き

がいの推進であり，自家風呂のない高齢者に対

してはもとより，自家風呂を有する高齢者に

とっても，一人暮らしで入浴が困難であった

り，公衆浴場を社交の場として充実した生活を

送ることを可能にするという意義を有すること

は否定するものではない。現に，対象高齢者の

約２０％が本制度を利用し，高齢者生きがい動向

調査においても，今後の利用意向が３９％あった

とのことである（但し，生きがい動向調査の対

象者は，５５歳～７４歳の男女であり，若年者層や

中年者層の意向は反映していない。）。また，大

券は県の設定した正規料金より１３％安い価格で

ある反面で，各公衆浴場の全体収入のうち約１

／３が高齢者入浴券の入浴料で占められてお

り，結果的には公衆浴場業の経営補助的効果も

あろうかと思われる。

ただ，市の財政状況が逼迫した状況下におい

て，６５歳以上の高齢者であるという理由だけで

自家風呂を有する者に対しても入浴券を交付す

る政策的な妥当性は検証されるべきであり，実

際，予算編成や議会審議においても議論がなさ

れてきたとのことであるが，結果的には存続す
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る結果となっている。

現在の高齢化社会，財政危機の状況下におい

て，高齢者の生きがい推進という理由だけで年

間１億１５００万円前後もの公費支出をすることが

果たして妥当であるのか，世代間公平や公費支

出の優先順位が求められている現状に即したも

のであるのか，将来的に高齢化が一層進展する

中でむしろもっと緊急度の高い公費の使途があ

るのではないのか，引き続き財政状況と政策効

果を多面的に検証していく必要がある。

� 考察

平成１５年１１月に定められた新潟市の市政改革・創

造推進プランによれば，民間委託等の改革項目とし

て次の７項目があげられている。

①民間委託等の推進

②ごみ収集車の２人乗車化とごみ収集業務の民間委

託の検討

③道路清掃業務の民間委託の実施

④道路補修業務の民間委託の検討

⑤新田清掃センター新焼却施設の運転管理委託の検

討

⑥新卸売市場の管理運営方式の検討

⑦浄水場運転管理体制への統括監視システムと民間

委託の導入

市は，市政改革・創造推進のための基本指針の中

で重点項目の一つとして評価の徹底をあげており，

その中で，「行政評価システムの充実と活用」「市民

参加型評価システムの導入」を重点推進項目として

あげている。

もし，市のこうした方針を徹底しようとするので

あれば，大小３０００を超える委託業務について，早急

に全面的な事後評価を実施し，民営化できるものは

民営化するなどして，委託業務全般の見直しを大胆

に推進すべきである。

なお，市が予算づけをして事業の全部を市の関連

団体などに業務委託するのは，民営化とは似て非な

るものであって，市の公共事業からの受託収入だけ

で運営されているような関連団体（外廊団体）につ

いては，整理縮小も視野に入れて見直しがなされる

べきものと思われる。

１９ 委託料の名目で支出される派遣職員の人件費負担

� 指摘事項

① 市では，平成１４年度より，派遣職員が専ら派遣

先の業務に従事することから，派遣職員には，原

則として，その派遣の期間中，給与を支給しては

ならないことになった。但し，その例外として派

遣職員が派遣先において従事する業務が，市の委

託を受けて行う業務であるなど一定の場合には，

市は，条例で定めるところにより給与を支給する

ことができるものとされる《公益法人等への一般

職の地方公務員の派遣等に関する法律（以下，「派

遣法」という）第６条》。したがって，市が，例外

的に派遣職員に給与を支給する場合には，派遣法

や条例などに抵触することの無いように慎重な検

討が必要となる。

しかし，調査の結果，市が，こうした検討を行

うことなく，派遣職員への人件費相当額を委託料

などの名目で派遣先に支払う手法により，形式的

には市から派遣職員の給与を支給することなく，

実質的には給与を負担し続けている実態が明らか

になった。このような市の対応は，派遣法の規制

趣旨に反するだけでなく，本来，法の例外規定に

基づいて給与として支給していれば発生しない消

費税等の負担を新たに発生させ，著しく経済性を

損なう結果となっており問題である。

② また，市が例外的に給与相当額を負担する場合

でも，その全額を市が負担するかどうかは別の問

題であり，派遣先での業務の従事割合などに応じ

て派遣先に一部負担させることも可能なはずであ

る。しかし，大半は市が全額負担しており，一部

で派遣職員の時間外手当などを負担させている場

合があるものの，派遣先での業務の内容や従事割

合などを勘案して負担させている例は見当たらな

い。

例外的に市が給与相当額を負担する場合でも，

派遣先での業務の従事割合などを勘案した負担を

検討する必要がある。

� 契約事例

① 市職員の派遣先との間の委託契約全般（人事課

ほか）

ア 市は，派遣法により職員を派遣する全ての場

合において，派遣職員への人件費を給与として

支払うことなく，委託料，補助金，負担金など

の名目で派遣先に支出している。

派遣先ごとの支出の状況をまとめれば，以下

のとおりである。
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イ 市は，上記のように委託料や補助金，負担金

などの名目で，派遣職員の人件費相当額を派遣

先に支払う手法により，形式的には派遣法の原

則どおり給与を支払わず，実質的にはこれまで

通り給与相当額を負担している。このため，市

では上記に派遣されている派遣職員の給与や時

間外手当などの人件費を市が負担すべきか否

か，負担するとしてどこまで負担すべきかと

いった派遣法適用に係る実質的な問題点の検討

が十分に行われていない面がある。

上記の派遣先ごとに，派遣法適用に係る問題

点の有無を検討すべきである。

ウ また，市が例外的に派遣職員に給与を支給で

きる場合でも，派遣先での業務の従事状況によ

り，派遣先に給与の一部を負担させる必要性の

有無を検討することも必要であろう。この検討

に当たっては，派遣先ごとの業務従事状況を個

別に吟味していく必要があるが，ここでは簡便

に派遣先ごとの総事業費に占める市関連事業費

の割合を算出した資料を入手し，派遣先におけ

る業務従事状況を推測することにする。

なお，市関連事業費は形式的に集計されたも

のであり，必ずしも派遣先における業務従事割

合などと整合するものではなく，あくまで参考

値に過ぎない。

派遣に基づく派遣職員の人件費等

※H１４年度決算の状況 〔単位：千円〕

№ 団 体 名
市からの派遣職員

人件費総額のうち市の実質的負担

派遣職員の人件費のう
ち実質的に派遣先団体
が負担しているもの

市が支出する際の名目
（派遣法施行までは市の
人件費として支出） 計

人数 人件費総額 委託料 補助金 負担金
その他

１ �新潟市国際交流協会 １人 ８，５４２ ８，５４２ ８，５４２

２ �新潟市芸術文化振興財団 ２３人 ２０３，６９５ １８４，２５２ １０，１７５ ９，２６８ ２０３，６９５

３ �新潟市開発公社 ３３人 ２９１，２４７ ２８９，６１８ ２８９，６１８ 管理職手当
超過勤務手当

４ �新潟市福祉公社 ８人 ７３，３２７ ２６，６７２ ４６，６５５ ７３，３２７

５ �新潟ミートプラント ２人 ２２，１６５ ２２，１６５ ０ ０ ２２，１６５

６ �新潟県産業貿易振興協会 １人 １０，６８２ １０，６８２ １０，６８２

７ �新潟市勤労者福祉
サービスセンター ２人 １７，５１６ １７，４９７ １７，４９７

８ �新潟勤労者福祉振興協会 ２人 １７，８６２ １７，８６２ １７，８６２

９ �新潟インダストリアル
プロモーションセンター ２人 １４，３１６ １４，３１６ １４，３１６

１０ �新潟観光コンベンション協会 ３人 ２８，８８２ ２８，８８２ ２８，８８２

１１ �新潟市都市緑化推進協会 ３人 ３２，７６９ ３２，５２１ ３２，５２１ 時間外勤務手当

１２ �新潟水道サービス ２人 ２０，３５８ ２０，３５８ ２０，３５８

１３ 新潟市健康保険組合 ３人 １５，１７６ ０

１４ 新潟市土地開発公社 ８人 ７１，８６０ ６８，３６８ ６８，３６８ 管理職手当
時間外勤務手当

１５ 社会福祉法人
新潟市社会福祉協議会 ３人 ２９，４８０ ２９，３２５ １５５ ２９，４８０ 時間外勤務手当

管理職員特別勤務手当

合 計 ８５７，８７７ ５３１，２４９ ２８５，９５９ ２０，１０５ ８３７，３１３
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派遣先の総事業費に占める市関連事業費の割合（参考）

※H１４年度決算の状況 〔単位：千円〕

№ 団 体 名 総事業費 備 考
市関連事業費

市関連
事業費
の割合

単 独 事 業 費

事 業 名 金 額

１ �新潟市国際交流協会 ５４，７７０ ２４，５８３ ４４．９％ 国際理解・異文化理解促進 ７，８１２
在住外国人・留学生支援 ４，３０１
国際交流・協力活動支援 ３，９５３
その他（管理費等） １４，１２１

計 ３０，１８７
２ �新潟市芸術文化振興財団 １，７４１，５３７ １，６９９，６３０ ９７．６％ 付帯事業（売店等） ４１，９０７
３ �新潟市開発公社 ２，１６１，３３２ １，８２９，５５６ ８４．６％ 霊園管理 １２，２０１

各種貸付事業 ２３，２７６
体育施設等付帯事業（売店等） ６５，６７６
駐車場 ６１，６４８
賃貸住宅等管理 １，７９５
温浴施設運営 １６７，１８０

計 ３７３，６８３
４ �新潟市福祉公社 １，８３１，８３４ １，０７７，６０２ ５８．８％ 介護保険サービス事業 ６７８，６５３

自主事業（まごころヘルプ等） ７５，５７９
計 ７５４，２３２

５ �新潟ミートプラント ５２９，４３６ １２０，３０９ ２２．７％ 特別会計（と殺解体，冷蔵庫保管事業） ３９５，２９３
特別会計（固定資産取得支出） １３，０１２
一般会計（食肉普及，啓発，管理） ８２２

計 ４０９，１２７
６ �新潟県産業貿易振興協会 ５８，０８６ １２，４８０

（＝市の負担金額を
計上）

２１．５％ （総事業費一市の負担金額を計上） ４５，６０６ 広く新潟県の貿易振興を業
務としているため，市の関
連事業を金額的に表現する
ことは困難。

７ �新潟市勤労者福祉
サービスセンター

２７６，４６５ ０ ０．０％ サービスセンター事業
（市内の中小企業の福利厚生事業）

２７６，４６５ 厚生労働省の施策を，市が
受皿を作って行っているよ
うな形態。

８ �新潟勤労者福祉振興協会 ２４８，４６８ ０ ０．０％ 新潟テルサ運営事業等
（コンサート，教養講座の開催等）

２４８，４６８ 厚生労働省の施策を，市が
受皿を作って行っているよ
うな形態。

９ �新潟インダストリアル
プロモーションセンター

５５，１５８ ４６，８８６ ８５．０％ 管理費 ３２８
地域産業育成支援事業 ７，９４４

計 ８，２７２
１０ �新潟観光

コンベンション協会
１０３，４０１ ０ ０．０％ 観光客・コンベンション誘致関係事業 ８１，８７８ 業務内容が新潟市に限定されて

いないため，市の関連事業に計
上しなかったが，市の観光行政
の一環という意味が多分にあ
る。（財源の７割が市の補助金）

広報宣伝 １６，４４８
その他 ５，０７５

計 １０３，４０１
１１ �新潟市都市緑化推進協会 ２２２，７８４ ２１０，７７０ ９４．６％ 民有地緑化推進事業費 １，９０５

信濃川係留場運営事業費 ４，０１０
やすらぎ堤緑地管理事業費 １，４９３
自動販売機等管理事業費 １，８３３
その他 ２，７７３

計 １２，０１４
１２ �新潟水道サービス ３２８，８５１ ３０７，７１３ ９３．６％ 日本海タワー運営管理費 １６，０７１

喫茶運営管理費 ５，０６７
計 ２１，１３８

１３ 新潟市健康保険組合 ２，７１７，７２７ ２，７１７，７２７ １００．０％ － ０ 人件費は，全て健保組合で負担
１４ 新潟市土地開発公社 ６，５１５，９０６ ６，２１８，８１３ ９５．４％ 保育土地賃貸等事業 ８２，８５６

一般管理費 ２１４，２３７
計 ２９７，０９３

１５ 社会福祉法人
新潟市社会福祉協議会

１，１５９，９９１ １２９，３７４ １１．２％ ボランティア活動振興，共同募金事業へ
の協力等

１，０３０，６１７
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エ 派遣法では，派遣職員の従事する業務が，市

の委託を受けて行う業務であり，それが派遣先

における主たる業務である場合には，派遣職員

の業務の内容を問わず，市は派遣職員の給与を

支給することができるものとされる。

この資料を見ると，派遣職員の従事する業務

は，市の委託を受けて行う業務であり，派遣先

における主たる業務に該当する例が多いのでは

ないかと思われるが，�新潟ミートプラントな
どは市の委託業務と直接関連しない事業費の占

める割合が高く，派遣職員が派遣先の独自事業

に従事している割合も高いのではないかと推測

される。このような状況の派遣先の場合，派遣

法上，市が実質的に派遣職員の給与を負担する

ことができるのか否か，市が給与を支給できる

としても，派遣先に一部を負担させる必要性が

ないか慎重に検討する必要があると考える。

� 考察

市は，派遣職員への人件費相当額を委託料などの

名目で派遣先に支払い，実質的に給与相当額を負担

するような行為を行うべきではない。派遣法の規制

趣旨に反するばかりか，消費税等の追加負担まで必

要になるからである。市は，派遣先ごとに，派遣法

上，市が給与を支給できる場合に該当するのか否か

を検討し，可能な場合は，給与として支給する方法

を検討すべきである。

また，市が例外的に派遣職員に給与を支給できる

場合でも，市の業務に従事していない部分について

は，派遣先に給与の一部を負担させる対応を検討す

る必要がある。

２０ 委託料の使途をめぐる住民トラブル

� 指摘事項

委託料の趣旨について，十分な周知徹底がなされ

ていなかったために，委託料の使途について住民ト

ラブルが発生した事例がみられた。

� 契約事例

① 自治会等事務委託（自治振興課）

ア 本契約は，新潟市内の自治会・町内会等の住

民組織（以下「自治会等」という。）に対し，行

政連絡事務，調査事務，一般行政協力事務を委

託したものである。

具体的には，「行政連絡事務」とは，文書の回

覧・配布等であり，「調査事務」とは，住民を対

象とする各種調査であり，「一般行政協力事務」

とは，上記以外の協力事務（物品の配布等）を

指す。新潟市内の自治会等の数は，平成１４年度

当初で約１１００あり，これらとの間の事務委託に

かかる委託料の合計額は，平成１４年度で２億２１

８３万９０６０円であり，世帯数及び自治会等の数の

増加に伴い漸増傾向にある。

委託料の算出方法は，「新潟市自治会等事務委

託要綱」によって定められ，世帯割と均等割の

合計額となっている。「世帯割」は，１世帯につ

き月額９２円とし，基準日における自治会等の世

帯数を乗じて得た数に月数を乗じた数，「均等

割」は，自治会等の世帯数に応じた年１回の額

であり，１００世帯未満が年額５５００円，１００世帯以上

５００世帯未満が年額６０００円，５００世帯以上が年額

６５００円となっている（平成１０年４月から現在ま

で変更がない。）。

したがって，例えば，世帯数１００の自治会等に

おける委託料は，年額１１万６４００円となる。

イ 本契約は，多数の自治会等との業務委託であ

るが，平成１３年から１４年頃にかけ，一部の自治

会において委託料の使途及び会計処理について

の住民トラブルが発生した。その中には，委託

料を自治会等の予算書や決算書に計上せず，自

治会長が生活費や役員手当として流用している

ものが見られ，平成１４年４月には新潟日報誌上

において「検証・自治体委託料問題」として２

回にわたり特集記事が掲載されるなど市民の耳

目を集めた。

新潟市は，同年４月２４日付の各自治会長・町

内会長宛の文書にて，事務委託料の趣旨を予算

書等で明確にし，会員の周知を図ることを求

め，周知状況の確認のために，各自治会等の決

算書又は予算書の写しを提出することを求めた

（平成１５年１２月の段階で，自治会等１１７７のうち

５２自治体が未提出である。）。

提出された決算書等には，委託料や役員手当

が収入，支出に計上されていないものが見られ

た。

ウ 新潟市の自治会等事務委託の制度の変遷は，

次のとおりである。

� 連絡員制度（昭和２２年７月から昭和２３年３

月）報酬対応

� 嘱託員制度（昭和２３年４月から昭和３２年１

月）報酬対応

� 慣例による委託制度（昭和３２年２月から昭

和４８年３月）

� 要綱・契約による委託制度（昭和４８年４月

から現在）

このような制度の沿革から，自治会長の委託

料の個人的流用問題が起きたのは，自治会長個

人との契約だった嘱託員制度の名残が原因であ

るとの指摘もなされたが，自治会等との契約に
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よる委託制度が開始されてから既に３０年近くも

経過している以上，あまり説得的とは言えな

い。

委託料に関するトラブルの発生する背景に

は，地域の顔役による自治会等支配という問題

とともに，住民が労多くして報いの少ない自治

会役員になりたがらないという最近の問題があ

り，いずれも自主的かつ民主的な自治意識の欠

如が根本にある。

市としては，自治会活動に過剰な干渉をしな

いという原則論を堅持しながらも，市の公金を

支払って事務を委託するに相応しい自治会等で

あるか十分に意を用いるべきであり，再三要請

しても決算書等を提出しない自治会等に対して

は，事務委託を取りやめることも選択肢に入れ

て再検討すべきである。

� 考察

委託料は，言うまでもなく委託業務の対価である

が，その趣旨が必ずしも明確でないものも見られ

る。

その場合には，委託事務の実効性を期するために

も，委託料の趣旨の周知徹底を図るべきであり，さ

らには，委託という形式が真に適切であるかどうか

も検討されるべきである。

２１ その他不自然な契約事例

� 指摘事項

平成１５年９月末から１０月初めにかけて，公正取引

委員会は，談合などの独禁法違反の疑いでもって，

工事の発注元である新潟市と請負側の建設会社を一

斉に立ち入り検査し，契約関係書類などを押収した

とされている。

公正取引委員会の今回の立ち入り検査は，新潟市

が発注した建設・土木工事の契約をめぐって建設業

者らによって談合などが行なわれたのではないかと

の容疑を裏付けるためのものとされている。こうし

た疑いは工事契約に限られるのか，それとも業務委

託契約などにも共通しているのか定かではない。し

かし，今回の全件調査の結果分析と個別事例監査に

よる指名競争入札などの契約の実態，それに次のよ

うな不自然な契約事例などを加えて委託業務全体を

客観的・総合的に観察すると，新潟市の全部の業務

委託が法令の趣旨に即して適法かつ適式に行なわれ

てきているとは断じ難い。

� 不自然な契約事例

① 西新潟地区除塵及び処理作業委託契約（西土木

事務所）

この契約の相手方は，市と関連のある A社であ

る。この契約は A社～D社の４社が指名されて指

名競争入札の方式で行なわれたが，３年間とも A

社が落札している。しかも，A社の入札価格は，

市が設定した予定価格と全く同一か，ほぼ同一で

あって，極めて不自然である。

② 庁舎の汚水・雑排水槽清掃業務委託契約（管財

課）

この契約の相手方も，市と関連のある A社で

あって，つぎのような不自然な状況が重なってい

る。

ア 指名業者の５社は３年間変わらず

イ Ａ社の入札価格はいずれも予定価格と同額

ウ Ａ社は３年間同一価格で落札

③ 庁舎の清掃業務委託契約（管財課）

この契約の相手方は，市と関連のないＢ社であ

るが，平成１２年から平成１４年の間，前記②のＡ社

の場合とほぼ同じ状況の下で落札している。

④ 給食排水処理装置維持管理業務委託契約（施設

課）

この契約の相手方は，同業三社で，三つの小学

校毎にＣ社，Ｄ社，Ｅ社が各々受注している。契

約額は３年間各校毎に同一であり，Ｃ社，Ｄ社，

Ｅ社から提出されている各年度の見積額も３年間

同一である。

しかも，見積書にはいずれも年月日がない。

⑤ 市の違法駐車等防止対策業務委託契約（土木企

画課）

この契約の相手方はＦ社であるが，平成１２年か

ら平成１４年にかけて，３年間，同じ入札価格（予

定価格と同額）で落札している。指名業者も毎年

３社～４社で同じ顔ぶれである。

⑥ 堤防の緑地樹木・芝生等管理委託契約（西土木

事務所）

この契約の相手方は，H社で平成１２年度は指名

競争入札であったが，H社が予定価格と同額の入

札価格で落札し，以後３年間は同一金額でもって

随意契約している。

⑦ 森林関連の６事業に係る業務委託契約（水産林

務課）

これらについては，「３ 指名競争入札の形骸

化」で分析した。

⑧ ３年連続して同一事業者が乖離率０％で落札し

ている契約

第３部・第４「全件調査とその分析」１４「指名

競争入札の実情」で述べたように，指名競争入札

で予定価格が公表されていない限り乖離率が０％

となることは通常考えられないにもかかわらず，

乖離率が０％の契約が平成１４年度で件数にして１

５．９％，金額にして１０．２％も存在する。これが３年
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連続乖離率０％というのは明らかに不自然であ

る。

� 考察

① 建設工事や土木工事の契約をめぐっては，新潟

市においても「談合情報」が後を絶たず，全国の

自治体で入札制度の改革が進められている。新潟

市でも平成１５年秋から一部の工事について一般競

争入札方式を採用し，その適用範囲を徐々に広め

るとしている。そして，違反業者への罰則の強化

などを盛り込んだ談合防止対策の強化策などを実

施に移してきている。

工事契約における談合問題が，業務委託契約に

おける不自然な入札問題と本質的に全く同じと見

ることはできないが，市民からはそのように見ら

れるおそれがある。

今回の監査に際して実施した全件調査の結果，

市への業務委託契約の約８５％が随意契約によって

行なわれていることが明らかになった。約１５％の

指名競争入札も，指名業者が少数の特定グループ

に限定され，そのグループに入っている指名業者

の多くが，件数や金額は別として，市の委託業務

のいずれかを受託できる形になっていることがほ

ぼ判明した。本来，契約担当者などごく限られた

人しか知り得ないはずの予定価格が，特定の入札

参加者にすぐ知られるということは一体何を意味

するものであろうか。「予定価格の漏えい」などは

ないと信じたいが，そうであれば予定価格と同額

の入札者はどのような手段・方法でそうした情報

を入手するのか業者に対する厳しい調査が必要で

あろう。

前記の不自然な契約例からだけではなく，全件

調査の結果から判明した予定価格と落札価格（契

約額ないし支出額）を対比した平均落札率が，ほ

ぼ９８％を超えていることを見ても何らかの作為が

介在している可能性を否定できない。工事契約と

同様，全庁的なレベルでの対策が必要と思われ

る。

② 具体的な対策として，次のようなものが考えら

れる。

ア 指名競争入札の結果についての実態把握と監

視を行うための体制整備

現行の発注体制の中では，指名競争入札の結

果が不自然かつ異常な契約推移となっていて

も，こうした状況を把握，監視し得るような資

料は作成されておらず，実態把握と監視が不十

分である。「３指名競争入札の形骸化」に示した

契約推移のように過去の落札業者や指名業者な

どの推移や予定価格に対する支出額の割合など

の情報を容易に入手し得るような情報システム

を導入するなど現状把握のための体制を整備

し，不自然な動きがあれば事情聴取や指名業者

の入れ替えを行うなど監視機能を強化する必要

がある。

イ 担当課から独立した審査部門の設置

指名競争入札の実態把握と監視は，発注する

担当課で行うだけでは十分とは言えない。全て

の担当課において，不自然かつ異常な契約を発

見，防止するだけの能力を備えることは事実上

困難であるし，発注側の不正関与行為に対して

は無力であるからである。指名競争入札の実態

把握と監視の仕組みを十分に機能させるために

は，発注担当課とは独立した外部の人材を含む

専門の審査部門を設け，業者側の不正行為を監

視するだけではなく，発注担当課の事務の執行

状況の検証を行い得るような体制整備を行う必

要がある。

ウ 指名競争入札結果に係る情報公開

さらに進めれば，新潟市民が市が行う指名競

争入札の実態把握と監視の状況を検証し，評価

することが可能となるような情報の公開が必要

であろう。守秘義務など法律などの制約に抵触

しない範囲で，上記契約推移のような指名競争

入札の結果に係る情報を開示し，適正な指名競

争入札が実施されていることを明らかにするこ

とを検討すべきである。

エ 疑わしき契約についての報告の義務化

指名競争入札の実態把握と監視を行うと言っ

ても，担当課や担当者によって問題意識の程度

に違いがあり，担当者ごとの対応に大きな差が

生じる可能性が高い。そこで，各担当者にはチ

ェックリストのような形式で，不正行為の存在

が推測される疑わしき契約の標準的な類型や事

例等を示し，これに該当する事実が生じている

契約については審査部門に報告する義務を課す

など，市全体の観点から一定の監視水準を保つ

ような工夫が必要となろう。

また，審査部門に集約された疑わしき契約の

内容や事実によっては，公正取引委員会などの

外部関係機関にも連絡し，両者の協力のもと不

正行為の発見，解消，防止を図っていく必要が

ある。この点に関連して，既に公共工事におい

ては，市に対して入札談合等の不正があると疑

うに足りる事実が存在する場合の公正取引委員

会への通知義務が法定されており（公共工事の

入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１０

条），業務委託の場合も同様の取り扱いとするべ
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きである。

オ 発注過程の透明化

現在の指名競争入札の手続では指名業者の具

体的な選定基準や選定理由を明確にすることな

く業者を指名することも可能であるが，不正行

為やそれに関与する行為を防止するためには，

業者の指名基準と指名理由を文書化して保存す

ることを義務付けるなど指名業者の選定過程の

透明性を高める取り組みを行なう必要がある。

また，一定の要件を満たす場合には，指名基準

と指名理由の公表も検討する必要があろう。よ

り透明性を高めるのであれば，現行の発注担当

課が指名業者を選定する仕組み自体を見直し，

担当課とは独立した部門で指名業者を選定する

体制を整備することも考えられる。

さらに，いかなる部門が指名するにしても指

名業者に選定されなかった業者などから照会や

異議を受け付ける制度を設け，指名過程に問題

がなかったかどうかを審査する仕組みを導入す

ることも有効ではないかと考える。

カ 業者の受注意欲を反映する工夫

現行の指名競争入札では，発注者である担当

課が自らの判断で適当と認めた業者を指名する

だけで指名された側の意向を確認しないため，

受注意欲の無い者が指名され，実質的に競争性

が機能しない形式的な入札に陥る可能性があ

る。

そこで，入札参加意欲のある者から広く申込

みを受け付け，その中から一定の選定基準に基

づき適当な者を指名する，いわゆる公募型指名

競争入札や希望型指名競争入札などを導入する

ことにより，受注意欲のある業者間において活

発な競争が行われるような工夫を検討する必要

がある。

また，業者の受注意欲を反映して競争性を高

めるためには，一定の選定基準を満たす業者

は，原則として全て指名するのが望ましい。指

名業者の増加によって増えると予想される事務

負担については，いわゆる電子入札などの新し

い手法を活用することによって軽減を図ること

ができないか併せて検討が必要である。

キ コンプライアンス・マニュアルの策定と活用

委託に関するコンプライアンス・マニュアル

（コンプライアンス＝法令遵守を実現するため

に遵守すべき法令などを解説し，違法行為等を

発見した場合の対処方法などを具体的に示した

手引書）を策定し，委託業務の管理に活用する

のも有効である。

具体的には，委託に関するコンプライアン

ス・マニュアルで示された項目に準拠した行動

を行っているかどうかチェックしつつ委託に関

する事務を執行することにより，不正関与行為

の防止はもちろんのこと，法の趣旨に反して競

争によらず随意契約を締結するような行為に対

する牽制が可能となる。また，チェック項目に

準拠しない行為があった場合における適切な対

処方法を示すことにより，不正の隠蔽行為を防

ぎ，問題の早期解消に役立てることが可能とな

る。

発注体制の整備の一環として，このような委

託に関するコンプライアンス・マニュアルの策

定と活用を検討して頂きたい。

第５部 監査の結果及び意見

第１ 包括外部監査の結果

１ 包括外部監査の結論

今回監査の対象とした平成１２年度から平成１４年度の

新潟市の行政各部における業務委託については，地方

自治法と同法施行令が原則的な契約方法と定めている

一般競争入札の方式が全く行われず，しかも実際の契

約方法の大半を占めている指名競争入札方式と随意契

約方式の全般に，看過することのできない大きな問題

点のあることが判明した。

しかし，このような業務委託契約をめぐる問題状況

は，新潟市だけの特有な状況でなく，他の中核都市や

政令指定都市さらには都道府県などかなり広い範囲で

共通して認められる異常現象である（これまで公表さ

れた包括外部監査の結果報告書など参照）。

しかも，このような現象は，近年に至って発生した

ものではなく相当以前からあったが，これまでは特別

に問題にされることがなかっただけのことである。

このような異常現象がこれまで特別に問題にされな

かったのは，各地方公共団体が業務委託契約の改善に

正面からきちんと取り組んでこなかったことが主たる

原因と思われる。それとともに法令を遵守して事務事

業を処理しようとする基本的姿勢と意欲が，契約担当

者をはじめ市の関係者や業界関係者にも不足していた

からではないかと思われる。

市当局をはじめそれぞれの関係者が，業務委託をめ

ぐるこうした異常な状況を正面から真剣に受けとめ，

他の地方公共団体などと協議のうえ，一日も早く正常

な状況に回復するよう所要の対策を講じて頂きたい。

２ 業務委託に関する共通の問題点

本報告書の第３部と第４部で指摘した個別の問題点

を第１部の審査の要点に沿ってあらためて整理・総括

すると以下のようになる。

� 業務委託に関する条例，規則，要綱，要領，指針
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などは，住民自治の本旨に沿った内容で必ずしも十

分に整備されているとは言えないので，先進的な自

治体の条例，規則，要綱，基準などを入手し，新潟

県や国とも問題点を整理・検討・協議して，地方分

権一括法下の地方の時代にふさわしい条例，規則，

要綱などの整備を進められたい。

� 業務委託の必要性，相当性についての判断や評価

が，事前・事後を通じて担当者若しくは担当課レベ

ルにとどまっており，全庁的・全市民的レベルで行

われていない。業務委託を円滑に進めるためには関

係する市民や職員組合などからも理解を得ることが

重要と思われるので，今後は，より客観的な評価に

基づいて委託の可否を決定するべきである。そのた

めの全庁的・全市民的レベルでの評価の仕組みにつ

いて，早急に検討して頂きたい。

� 市の業務委託契約の多くが随意契約で行われ，そ

れも，特定の業者一者の見積りによる契約が大半を

占めている。また，指名競争入札によるものも指名

業者の選定方法などに問題が多いので，建築や土木

の工事契約の見直しと同じように，業務委託契約に

ついても，契約方式の全面的な見直しが行われるべ

きである。

� 業務委託契約の相手方となる業者の選定理由や選

定経過が記録上明瞭でなく，外部の者からはほとん

どわからない状況にある。

もし，今後とも一般競争入札方式でなく指名競争

入札の方式を主たる契約方式として採用していくの

であれば，指名業者の選定に外部の有識者や市民等

を参加させる仕組みなどを検討すべきである。

特に市と利害関係の深い団体に億単位の大型の業

務を継続的に委託する場合には，委託料の決定など

で他の民間企業等が不公平とならないよう配慮する

ことも必要であろう。

� 業務委託費（委託料）の積算には，国や県の積算

基準や積算資料だけでなく，広く民間の情報や資料

を入手して，より市場価格に近い価格を算定すべき

である。現在の国・県の資料を基準にした委託料の

算定では，民間の相場より高めとなるおそれがあ

り，また，随意契約の参考資料として特定の一者の

見積額で契約額（予定価格）を決定する現在のやり

方も高めになるおそれがあるので，早急に改善する

必要がある。

� 委託契約の内容は，委託業務の内容や性質によっ

て同じでないため，それぞれの内容や性質に応じて

適切な条項を設定すべきであるが，契約担当者に契

約当事者としての意識が希薄であると契約交渉や契

約手続がなおざりとなるおそれがある。契約条項の

うち委託金額，委託期間，履行の確保，再委託の当

否，変更事由など重要条項については事前に十分に

検討しておく必要がある。ともするとそうしたこと

が契約担当者に十分意識されないまま手続が進めら

れているおそれがないとは言えず，契約書が単なる

形式文書として取り扱われてしまうおそれも大き

い。契約の締結手続は，利害の対立する両当事者が，

真剣な交渉によって合意点を見い出す共同作業であ

ることを全ての契約関係者が再認識すべきである。

そして，業務委託先である契約の相手方に対し，価

格交渉などでもっと真剣に対応する必要がある。委

託料（予定価格）の設定に当たっては，相手方業者

の見積書を安易に受け入れているきらいがあるの

で，契約担当者らに対し，倫理研修や専門研修等を

通じてもっと全体の奉仕者としての意識と契約意

識・コスト意識を植えつけるべきであろう。

� 委託した業務の履行確認と検査・検収は，作業報

告書，履行届，検査調書，成果品の受け渡しなどに

よって一通り実施されているが，そのほとんどは，

文書と写真などの報告書形式によるものである。委

託した業務の内容によっては，作業の状況や業務処

理の結果を現地で確認することが求められるが，現

地立会による履行確認は実際にはほとんど行われて

いない。害虫駆除など委託業務の種類や内容によっ

ては，周辺の環境に害を及ぼす場合があり，また，

業務処理の方法が防災などの面で不適切な場合もあ

るので，業務の種類や内容に応じた履行確認のシス

テムを再検討すべきであろう。

� 見積書，予定価格書，契約書，入札調書，執行伺

書などの必要書類は，概ね適正に作成され，保存さ

れていたが，一部の書類に後で手を加えられた形跡

のものがあり，一部の書類には不備や欠落が認めら

れたので，早急に所要の改善がなされるべきであ

る。見積書や入札書など契約関係書類について，日

付は重要であって，それに手を加えるようなことは

あってはならず，今後はそのようなことのないよう

に上司による書類のチェックを強化すべきである。

第２ 包括外部監査人の意見（提言）

１ 委託業務と契約方式の抜本的見直しを求める

� 今回の包括外部監査の一環として実施した新潟市

の行政各部に対する業務委託（外部委託・民間委

託）に関する全件調査の結果によると，平成１４年度

の業務委託件数は３６８５件，委託料の総額は２５７億６６５５

万円となっている。今回の全件調査には市民病院と

水道局が含まれていないので，その分を含めると委

託件数，委託金額とも更に大きな数字になるはずで

ある。

今回の全件調査の対象となったのは，新潟市の行

政各部の７６課（出先機関を含む）であるが，各課で
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毎年行われている委託業務の種類は多種多様なもの

に及んでいる。

新潟市が行っている委託業務の中には，市民サー

ビスを直接的に目的としている業務も含まれてお

り，そうでない業務でも市民生活と深くかかわって

いる業務が多い。住民の関心の深い学校給食業務を

はじめ，市立の保育園業務などの外部委託（民間委

託）も検討され，実施に移されつつあることから，

業務委託に対する一般市民の要望などもますます多

くなっていくものと思われる。

� これまで新潟市の事務事業を委託により執行する

場合には，監理課（現在は契約課）が定めた要綱に

基づいて行われてきたが，実際の事務事業について

は外部からはほとんど窺い知ることができなかっ

た。ほとんどの事務事業は，対象となる事務事業の

所管課で企画・立案され，予算づけが行われて新規

事業ないし継続事業として事業化され，そのうちの

全部または一部が外部の民間企業等へ委託に出され

ているというやり方で行われてきた。そして，ほと

んどの業務委託が一者の見積書を基に委託料が定め

られ，業務委託の契約方式は，随意契約方式による

ものが大部分であった。また，一度事業化され，委

託に出された各課の業務は，特定の調査やイベント

など短期間で終わることが予め予定された業務を除

いて，そのまま毎年継続されることが多かった。さ

らに，一部の部課や一部の事業を除いて新潟市全体

として委託業務の行政効果や経済効率を評価すると

いうことも行われず，委託業務全般を抜本的に見直

すということも特にされてこなかった。

� 包括外部監査人が今回の包括外部監査でこの業務

委託を取り上げたのは，建築工事や土木工事などの

工事契約に関しては，これまで指名競争入札の際の

談合疑惑などをめぐって市の内外で活発な議論が交

わされ，入札改革や契約改革もそれなりに実施され

てきたが，業務委託契約に関しては，そのような議

論もなく，業務見直しや契約方式の改革などもほと

んど実施されてこなかったことによる。工事の請負

契約や土地の売買契約などと対比しても，業務委託

契約は件数的にも金額的に決して小さくなく，しか

も，一旦，事業化されると長い期間継続して外部委

託されることが少なくないので，民間業者にとって

は，工事契約以上に委託によって受ける経済的利益

が大きい。そうしたことから新しい事業が業者サイ

ドから積極的に市に持ち込まれ，各課の担当者を通

じてそれが市の公の事業として採択され，企画を持

ち込んだ業者らに外部委託に出されていくという

ケースも多くなってきているとのことである。最近

では新規事業の企画・立案の段階から事業に関係の

ある地元住民らが参画するケースも少しずつ増えて

きているとのことで，当然のことながらそうした

ケースでは事業に対する住民の関心も高くなってき

ている。

新しい市立中央図書館の建設や新しい自然公園の

建設などがそうしたケースとしてあげられている。

� こうした状況の下で，平成１５年９月３０日から１０月

初旬にかけて，公正取引委員会による一斉立入検査

が新潟市と県内の建設業者に対し行われ，公共工事

に対する契約のあり方と入札のあり方が，あらため

て市内外の関心を呼び起こしている。公正取引委員

会の検査結果については，そう遠くない将来に関係

者に示されることになると思われるが，その結果を

待つまでもなく公共事業の契約のあり方について

は，業務委託のあり方を含めて，今こそ，全庁的・

全市民的レベルでの再検討が必要であり，それに基

づいて委託業務と契約方式を抜本的に見直すべきで

あると考える。

２ 条例制定によって新しい市民参加型の業務委託制度

の確立を求める

現在，新潟市が行っている業務委託の進め方は，監

理課（現在は契約課）の定めた「新潟市委託事務の執

行に関する要綱」とそれに基づいて定められた「新潟

市委託事務の執行に関する要綱実施細目」によって事

業を採択し，事業を継続する各課によって行われてい

る。予算づけの際に議会での検討対象になることは

あっても，事業それ自体や事業計画そのものが議会で

直接審査されるということがない。事業の採択から外

部への委託，事業の廃止（民営化による事業の移譲を

含む）までの大枠と手続の基本くらいは，市の担当部

局任せでなく，市民の声や要望を反映できる議会での

条例によって定めることが肝要と思われる。地方分権

が積極的に推進され，市民参加が強く求められている

今日こそ，住民生活と関わりの深い公共事業の再評価

とそれに基づいての事業の見直しが必要であり，指名

競争入札などの契約方式の抜本的見直しが必要である

と考える。そして，そのための最も有効な見直し策と

して，現在の要綱に代わる住民参画型の新しい条例の

制定が必要であると考え，あえて提案するものであ

る。

参考までに包括外部監査人が検討中の条例試案の骨

子を以下に記す。

記

＜外部監査人が検討中の条例試案の骨子＞

１ 名称

新潟市の公共的事務の外部委託に関する条例

２ 目的

この条例は，新潟市が採択した公的業務を外部に委
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託する際の基準と手続を定めることによって，委託手

続の透明性と公平性を確保し，もって，民間企業等へ

の外部委託を促進し，市の公共的事務の効率的運用と

住民サービスの向上を図ることを目的とする。

３ 外部委託の基本原則

市が自ら採択した公共的業務を外部に委託する場合

には，委託目的を明確にするとともに，行政サービス

の質の低下を招くことのないよう業務委託先の選定な

どに万全の措置を講じなければならない。

４ 外部委託の対象事業

市が外部委託できる事業は次の類型の事業とする。

� 単純で大量な作業をともなう業務

� 特定の時期・期間に集中する一時的・臨時的な業

務

� 特別な調査・研究及び特別なイベント業務

� 市の保有する公共施設の管理・運営業務

� 国家資格等がないと処理できない業務

� 先端技術やノウハウなどの先端技術の活用に関わ

る業務

� その他外部に委託することによって行政効果が高

まり，経費の削減効果等が明らかに期待できる業務

５ 外部委託の制限

� 委託業務についての制限

住民の福祉，安全・安心，プライバシーを損なう

おそれのある業務

� 委託先業者についての制限

① 「暴力団関係」「各種ブローカー」「反社会的団

体」など公共事業を喰いものにするおそれのある

者

② 委託された業務を処理する技術，技能，体制（人

的・物的）を明らかに欠くと認められる者

６ 委託先の選定方法

� 委託先の選定に際しては，「一般競争入札方式」「総

合評価型競争入札方式」などの透明かつ公正な手続

によらなければならない。

� １年以内に終了する事業，契約金額が１００万円未満

の事業，入札参加者が５社を超えないと見込まれる

場合などには，「指名競争入札」又は「随意契約」な

どの他の方式によることができる。

７ 市長の責務

� 市長は，外部委託の目的で新規事業を採択し，当

該事業を外部委託し，当該事業を廃止して民営化す

る場合には，できる限り早い時点で関連する情報・

資料を公開し，広く関係住民等の意向を聴取するよ

う努めなければならない。

� 市長は，外部に委託した業務について，市が別に

定める評価基準に基づき毎年その業績等を評価し，

業務の見直しをするとともに，その結果を議会に報

告しなければならない。

８ 受託者の責務

� 受託者は，業務委託契約を遵守するほか，本条例

及び関係法令を遵守しなければならない。

� 受託者は，契約条項に定められているといないと

にかかわらず，市との業務委託により知り得た個人

情報その他業務上の秘密を漏らしてはならない。

� 受託者は，委託を受けた業務に従事する従業員等

の安全に配慮するとともに，関係する住民の安全に

配慮するものとする。

� 受託者は，委託業務に関し，市長から報告を求め

られたときは，これにすみやかに応じなければなら

ない。

９ 契約条項の設定

� 市が業務委託先と業務委託契約を締結する場合に

は，原則として市が別に定める類型別の「標準委託

契約書」によるものとする。

� 市の「標準委託契約書」には，特別の場合を除く

ほか，次の条項を設定しなければならない。

① 再委託（下請・外注）の制限条項

② 委託業務の履行の確保措置条項

③ 法令違反及び契約違反に対する制裁措置条項

④ 業務の報告，立入検査，引継等に関する条項

１０ 「委託業務審査会」（仮称）の設置

� 新規事業の採択，廃止，事業の運営方式，契約方

式，事業の見直しなどを審査するために委託業務審

査会を設置する。

� 委託業務審査会を次ぎの三者で構成する。

① 市の局長（および行政委員会等の事務局長）

② 議会代表（若干名）

③ 市民（又は有識者）代表（若干名）

１１ 関連する規則の制定

� この条例の執行に必要な規則の選定について市長

に委任

� 市長は「委託業務審査会」の設置，「標準委託契約

書」の作成，その他について，規則を制定

１２ 罰則も検討

新監査公表第７号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９号第４項の規

定に基づき監査を実施したので，同条第９項の規定によ

り次のとおり公表いたします。

平成１６年３月３０日

新潟市監査委員 熊 田 光 男

同 金 井 哲 朗

同 今 井 ヨシイ

同 真 島 義 郎
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課 名 等 主 な 調 査 事 項

財 政 課 ・財政調整基金積立金等の支出事務

管 財 課 ・本庁舎駐車場使用料等の収入事務
・山田他地内単管柵設置工事費等の支出事務
・財産の管理状況（松浜７未利用地他５１か所）

用 地 対 策 課 ・代替地売払収入等の収入事務
・土地開発公社貸付金等の支出事務
・黒鳥緒立農道整備事業等の公有財産取得事務

契 約 課
工 事 検 査 管 理 室

・万代長嶺小学校校舎移転改築衛生設備工事等の工事請
負契約事務

・展示ケース等の物品購入契約事務

市 民 税 課 ・市税証明手数料等の収入事務
・市民税過年度賦課システム保守管理委託料等の支出事
務

資 産 税 課 ・固定資産税減免等の収入事務
・固定資産税補完システム開発業務委託料等の支出事務

納 税 課 ・滞納整理等の収入事務
・税収納オンラインシステム開発業務委託料等の支出事
務

市 民 病 院 総 務 課
市 民 病 院 医 事 課
市民病院新病院建設課

・損害賠償保険金等の収入事務
・病院機能評価に関する委託料等の支出事務
・財産の管理状況（市民病院他１か所）

水 道 局 総 務 課 ・諸手当の支給に関する事務
・委託料に関する支出事務
・財産の管理状況（水道局本局庁舎他）

水 道 局 財 務 課 ・企業会計システム運用支援業務委託料等の支出事務
・工事請負契約等に関する事務
・ガス事業清算事業会計に係る収入，支出事務
・財産の管理状況（旧第一供給所用地他）

水 道 局 業 務 課 ・水道料金その他諸収入金等の収入事務
・窓口収納業務委託料等の支出事務
・財産の管理状況（東営業所）

水 道 局 計 画 課 ・信濃川浄水場建設工事等の支出事務
・現地調査（信濃川浄水場建設工事現場）

水 道 局 工 務 課 ・消火栓設置負担金の収入事務
・老朽管改良工事等の支出事務
・現地調査（曽川地内他配水管幹線布設工事現場）

水道局給水装置課 ・加入金等の収入事務
・水道メーター等施設購入費等の支出事務

水道局維持管理課 ・消火栓維持管理負担金等の収入事務
・給配水管管理業務委託料等の支出事務
・現地調査（白山浦地内他配水管布設替工事現場）

水 道 局 浄 水 課 ・共同施設受託金等の収入事務
・共同施設維持管理費等の支出事務
・財産の管理状況（青山浄水場他）

水道局水質管理課 ・水質検査受託料の収入事務
・検査機器購入費等の支出事務
・財産の管理状況（水質管理センター）

選挙管理委員会事務局 ・新潟県議会議員一般選挙委託金等の収入事務
・時間外勤務手当等の支出事務

１ 監査の種類

定期監査

２ 監査の対象部課

� 財務に関する事務の執行

企画財政局 財 政 部 財政課，管財課，用地

対策課，契約課・工事

検査管理室，市民税

課，資産税課，納税課

市 民 病 院 総務課，医事課，新病

院建設課

水 道 局 業 務 部 総務課，財務課，業務

課

技 術 部 計画課，工務課，給水

装置課，維持管理課，

浄水課，水質管理課

選挙管理委員会

３ 監査の範囲

平成１５年度の財務に関する事務の執行

４ 監査の実施期間

平成１６年１月２２日～平成１６年３月２９日

５ 監査の方法

� 財務に関する事務の執行

あらかじめ監査資料の提出を求め，関係帳簿及び

関係書類の調査をするとともに，関係職員からの説

明聴取を行った。

なお，財産の管理状況等については，現地に出向

いて調査した。

６ 監査の主な調査事項

� 財務に関する事務の執行

７ 監査の結果

監査の結果は，おおむね適正に処理されていると認

められた。

監査の際に見受けられた軽微な事項については，そ

の都度担当職員に対して改善又は検討を要望した。

なお，以下に記述する事項については，今後改善又

は検討を加え，事務処理の適正な執行に努められた

い。

� 市民病院

旅費及び研究会参加費などで，病院事業財務規則

第６５条第１項に規定する精算がされていないものが

複数見受けられた。
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負担水準の区分 負 担 調 整 率

０．４以上のもの １．０２５

０．３以上０．４未満のもの １．０５

０．２以上０．３未満のもの １．０７５

０．１以上０．２未満のもの １．１

０．１未満のもの １．１５

農業委員会公示

新潟市農業委員会公示第４号

新潟市農業委員会第５７回定期総会を次のとおり招集す

る。

平成１６年３月１８日

新潟市農業委員会

会 長 小 泉 栄重郎

１ 日 時 平成１６年３月２６日（金）午後４時００分

２ 会 場 メルパルク

３ 会議に付すべき案件

議案第１７号 平成１５年度新潟市農業委員会業務報告

について

議案第１８号 平成１６年度新潟市農業委員会業務方針

および事業計画について

議案第１９号 委員の辞任による同意について

新潟市農業委員会公示第５号

３月定例農地部会の招集について

新潟市農業委員会３月定例農地部会を下記のとおり招

集する。

平成１６年３月２４日

新潟市農業委員会

農地部会長 近 藤 武 正

１ 日 時 平成１６年３月３０日（火）午後２時から

２ 場 所 新潟市役所 第２分館 ４０１会議室

３ 会議に付すべき案件

議案第２０号 新潟市農用地利用集積計画の決定につ

いて

議案第２１号 農地法第３条許可申請に関する処分決

定について

議案第２２号 農地法第４条許可申請に関する意見決

定について

議案第２３号 農地法第５条許可申請に関する意見決

定について

議案第２４号 買受適格証明願に関する処分決定につ

いて

水道局管理規程

新潟市水道局行政財産目的外使用料規程の一部を改正

する規程を次のように定める。

平成１６年３月２４日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局管理規程第１号

新潟市水道局行政財産目的外使用料規程の一部

を改正する規程

新潟市水道局行政財産目的外使用料規程（昭和４２年新

潟市水道局管理規程第１３号）の一部を次のように改正す

る。

附則第４条の２の次に次の１条を加える。

（平成１６年度から平成１８年度までの使用料の特例）

第４条の３ 平成１６年度から平成１８年度までの別表に規

定する上記以外の使用によるものに係る各年度分の使

用料の額は，当該年度分の使用料の額が前年度分の使

用料の額（当該年度から新規のものは，前年度使用料

を仮に算出したもの）に次の表の左欄に掲げる負担水

準の区分に応じ，同表の右欄に掲げる負担調整率を乗

じて得た額（以下「調整使用料額」という。）を超える

場合には，当該調整使用料額をもつて当該年度分の使

用料の額とする。

備考 負担水準とは，前年度使用料（平成１５年度分に

ついては，附則第４条の２の規定により算出した

ものをいう。）を当該年度基準使用料（別表に規定

する上記以外の使用によるものにより算出したも

のをいう。以下この条において同じ。）で除したも

のをいう。

２ 当該年度の前年度の固定資産評価額の下落率（（１－

当該年度の前年度の固定資産評価額／平成１４年度固定

資産評価額）により求められるものをいう。）が０．１５以

上であり，かつ，当該年度の負担水準が０．４５以上であ
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役 職 名 氏 名 所 属 名

理 事 土 田 豊 維持管理課東工事事務所

選 挙 区 当選人の氏名 所属部局名

第３選挙区 坂 井 雅 博 水 道 局

役 職 名 氏 名 所 属 名

理 事 坂 井 雅 博 鳥 屋 野 浄 水 場

るものに係る第１項の規定の適用については，同項表

中「１．０２５」とあるのは「１」とする。

３ 当該年度の負担水準が０．６以上０．７以下のものに係る

第１項の規定の適用については，同項の表中「１．０２５」

とあるのは「１」とし，当該年度の負担水準が０．７を超

えるものに係る同項の規定の適用については，当該年

度基準使用料に０．７を乗じたものを使用料の額とす

る。

附 則

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

水道局告示

新潟市水道局告示第２号

新潟市指定給水装置工事事業者の指定について

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３第１項の規

定により，下記のとおり新潟市指定給水装置工事事業者

に指定したので同条第２項の規定により告示します。

平成１６年３月１５日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

記

１ 指定番号及び指定工事事業者名

第３４４号 株式会社植木組新潟支店

第３４５号 小山金属工業株式会社

第３４６号 本田土木建設株式会社

２ 指定年月日 平成１６年３月２日

職員共済組合公告

新共済公告第６号

新潟市職員共済組合役員の退職について

平成１６年３月１０日をもって下記の役員が退職したの

で，地方公務員等共済組合法第１４条第４項の規定により

公告する。

平成１６年３月１０日

新潟市職員共済組合

理 事 長 加 藤 健 一

記

新共済公告第７号

新潟市職員共済組合定款（昭和３７年新共済公告第１

号）第１１条の規定に基づき，組合員が選挙する議員の補

欠選挙の日時及び場所について次のとおり公告する。

平成１６年３月２３日

新潟市職員共済組合

理 事 長 加 藤 健 一

１ 選挙の日時 平成１６年３月３０日 午前１０時

２ 選挙の場所 新潟市職員共済組合の組合員が選挙

する議員の選挙の方法に関する規程

（昭和３７年新共済規程第５号）第２

条に定めるところによる。

新共済公告第８号

新潟市職員共済組合定款（昭和３７年新共済公告第１

号）第１８条第２項の規定に基づき，組合員が選挙する議

員の当選人を次のとおり公告する。

平成１６年３月３０日

新潟市職員共済組合

理 事 長 加 藤 健 一

記

新共済公告第９号

新潟市職員共済組合役員の就職について

平成１６年３月３０日をもって下記の役員が就職したの

で，地方公務員等共済組合法第１４条第４項の規定により

公告する。

平成１６年３月３０日

新潟市職員共済組合

理 事 長 加 藤 健 一

記
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辞 令

市長事務部局

３月３１日

主 事 吉 田 民 治（産業経済局長）

願により本職を免ずる

技 師 浅 井 三 郎（都市整備局理事）

財団法人新潟市都市緑化推進協会への派遣を解く

願により本職を免ずる

主 事 渡 辺 佑（市民局理事・市民病院事務局長）

願により本職を免ずる

主 事 中 島 正 雄（企画財政局参事）

財団法人新潟市開発公社への派遣を解く

新潟市土地開発公社への派遣を解く

願により本職を免ずる

主 事 武 藤 紘 一（市民生活部長）

〃 本 間 弘（東地区事務所長）

〃 熊 倉 忠 保（坂井輪地区事務所長）

技 師 菅 原 宗 人（開発建築部長）

〃 西 澤 正 恒（工事検査管理室長）

願により本職を免ずる（各通）

技 師 川 村 紀 男（衛生試験所長）

定年により退職

技 師 佐 野 信（下水道管理センター所長）

総務局総務部参事を命ずる

願により本職を免ずる

技 師 細 川 孝 子（市民病院看護部長）

主 事 近 藤 束（環境部参事・環境対策課長）

〃 田 中 智（市民病院事務局
参事・市民病院
医事課長 ）

〃 三 本 諄（納 税 課 長）

〃 佐 藤 芳 明（石山地区事務所次長）

技 師 藤 井 青（市民病院診療部長）

〃 宮 山 邦 利（工事検査管理室副参事）

主 事 富 岡 富 男（資産税課副参
事・資産税課長
補佐 ）

定年により退職（各通）

技 師 樋 口 トウ子（
保健福祉総務課
副参事・石山地
域保健福祉セン
ター所長

）
主 事 長谷川 仁 司（黒埼支所保健福祉課長）

願により本職を免ずる（各通）

技 師 本 間 大 助（黒埼支所建設課長）

定年により退職

技 師 寒河江 豊（市民病院診療部
医療参事・眼科
副部長 ）

願により本職を免ずる

技 師 小 柳 恭 子（市民病院看護部
副参事・看護部
副部長 ）

定年により退職

技 師 高 橋 美枝子（市民病院看護部副部長）

願により本職を免ずる

技 師 伊 藤 和 子（市民病院医療技
術部栄養管理科
長 ）

定年により退職

技 師 伊 藤 年 成（文化振興課主幹）

財団法人新潟市開発公社への派遣を解く

願により本職を免ずる

技 師 黒 田 豊 平（工事検査管理室主幹）

〃 野 沢 良 朗（ 〃 ）

〃 伊佐早 武（資産税課主幹・家屋第２係長）

定年により退職（各通）

主 事 吉 井 美津恵（市民課主幹・国民年金係長）

〃 武 田 和 子（児童福祉課指導保育士）

〃 松 尾 愛 子（児童福祉課主幹・桃山保育園長）

願により本職を免ずる（各通）

主 事 金 子 香代子（児童福祉課主幹・内野保育園長）

〃 中牟礼 洋 子（児童福祉課主
幹・宮浦乳児保
育園長 ）

定年により退職（各通）

主 事 中 島 百合子（厚生福祉課主幹・庶務係長）

〃 白 井 文 男（清掃課主幹・料金係長）

〃 歌 川 優（港湾空港課空港対策室主幹）

願により本職を免ずる（各通）

技 師 中 村 和 幸（東土木事務所建
設課主幹・公園
緑地係長 ）
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〃 渡 辺 正 吉（市民病院医療技
術部診療技術科
主幹 ）

定年により退職（各通）

主 事 吉 田 和 子（太夫浜保育園長）

願により本職を免ずる

主 事 間 富美子（大野保育園長）

技 師 白 川 妙 子（大山台高齢者福
祉センター看護
係長 ）

主 事 古 山 米 子（大山台高齢者福
祉センター介護
第１係長 ）

定年により退職（各通）

技 師 浅 間 淳 子（保健所保健予防課母子保健係長）

〃 高 野 光（市民病院診療部整形外科医長）

〃 湯 川 貴 男（市民病院診療部放射線科医長）

〃 木 下 秀 則（市民病院救命救急センター医長）

願により本職を免ずる（各通）

主 事 小 熊 敏 子（大山台高齢者福
祉センター主任
介護員 ）

定年により退職

技 師 岩 本 裕 子（市民病院看護部副看護師長）

主 事 関 由佳里（秘 書 課 主 査）

〃 石 山 う月志（歴史文化課主査）

願により本職を免ずる（各通）

主 事 松 田 一 章（広域合併推進課主査）

新潟市主事の併任を解く

主 事 森 山 敏 朗（管 財 課 主 査）

定年により退職

主 事 細 川 幸 子（契 約 課 主 査）

願により本職を免ずる

主 事 前 田 君 子（国民健康保健課主査）

総務局総務部人事課主査を命ずる

願により本職を免ずる

主 事 栗 原 順 子（市 民 課 主 査）

定年により退職

主 事 涌 井 優 子（山ノ下保育園主査）

〃 山 川 恵 里（坂井輪保育園主査）

〃 野 村 恵 美（ひしのみ園主査）

〃 平 山 登久子（ 〃 ）

〃 澁 谷 陽 子（厚生福祉課主査）

願により本職を免ずる（各通）

主 事 渡 辺 彬（大山台高齢者福祉センター主査）

定年により退職

技 師 片 桐 桃 子（保健所保健予防課主査）

〃 北 村 ハ ル（ 〃 ）

主 事 冨 川 三代子（清 掃 課 主 査）

〃 松 岡 早 苗（建設指導課主査）

願により本職を免ずる（各通）

主 事 小 熊 和 宏（土 木 企 画 課）

新潟市主事の併任を解く

技 師 加 藤 恵 子（市民病院看護部主査）

〃 永 井 恵美子（ 〃 ）

〃 伊 藤 和 枝（ 〃 ）

主 事 永 井 久 子（国 際 課）

願により本職を免ずる（各通）

主 事 武 藤 修 一（広域合併推進課）

〃 真 島 洋（ 〃 ）

〃 今 井 亮（ 〃 ）

〃 岡 村 康 浩（ 〃 ）

〃 坂 上 伸 治（ 〃 ）

〃 吉 田 元 基（ 〃 ）

新潟市主事の併任を解く（各通）

技 師 伊 藤 勉（管 財 課）

〃 田 中 靖（ 〃 ）

〃 富 所 彦一郎（ 〃 ）

〃 加 藤 公 子（上五十嵐保育園）

定年により退職（各通）

技 師 高 橋 秀 子（寺 地 保 育 園）

願により本職を免ずる

主 事 中 川 由 久（障 害 福 祉 課）

新潟市主事の併任を解く

技 師 南 波 雪 夫（太夫浜処分地管理事務所）

〃 長谷川 三 男（赤塚処分地管理事務所）

〃 青 木 秋 夫（新田清掃センター）

定年により退職（各通）

主 事 稲 垣 里 恵（産 業 企 画 課）

〃 高 橋 智 子（港 湾 空 港 課）

願により本職を免ずる（各通）

主 事 櫻 井 賢 哉（東土木事務所維持管理課）

願により本職を免ずる

技 師 清 野 政 治（東土木事務所維持管理課）

〃 桑 野 征 一（下水道管理センター）

〃 佐久間 勉（ 〃 ）
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定年により退職（各通）

技 師 山 際 輝 繁（下水道管理センター）

〃 古 泉 貞 勝（船見下水処理場）

総務局総務部人事課勤務を命ずる

定年により退職（各通）

技 師 笠 原 隆（市民病院診療部）

〃 河 内 浩 美（市民病院看護部）

願により本職を免ずる（各通）

技 師 渡 辺 洋 子（市民病院看護部）

定年により退職

技 師 笹 川 久美子（市民病院看護部）

〃 村 上 真美子（ 〃 ）

〃 藤 田 佳奈子（ 〃 ）

〃 渡 部 絵 美（ 〃 ）

〃 片 桐 博 子（ 〃 ）

願により本職を免ずる（各通）

技 師 山 添 優（市民病院副院長）

市民病院医療管理部長事務取扱を免ずる

主 事 高 橋 潔（議会事務局次長）

新潟市主事の併任を解く

主 事 佐 藤 信 幸（総務部参事・人事課長）

職員研修所兼務を免ずる

総務局総務部人事課長事務取扱を免ずる

教育委員会に出向を命ずる

技 師 田 中 秀 明（農林水産部参事・農業振興課長）

産業経済局農林水産部農業振興課長事務取扱を免ずる

農業委員会に出向を命ずる

主 事 野 口 芳 郎（総務課副参事・総務課長補佐）

総務局総務部総務課総務係長事務取扱兼務を免ずる

主 事 加 藤 留美子（文化振興課副参
事・文化振興課
長補佐 ）

財団法人新潟市芸術文化振興財団業務のための新潟市

職員の職務に専念する義務の一部免除を解く

総務局国際文化部文化振興課管理係長事務取扱兼務を

免ずる

主 事 片 田 幹 博（国民健康保健課
副参事・国民健
康保健課長補佐）

市民局市民生活部国民健康保険課長補佐事務取扱を免

ずる

教育委員会に出向を命ずる

主 事 池 田 伸 一（児童福祉課副参
事・児童福祉課
長補佐 ）

福祉事務所児童福祉課長補佐事務取扱兼務を免ずる

福祉事務所児童福祉課副参事兼務を免ずる

市民局保健福祉部児童福祉課長補佐事務取扱を免ずる

議会事務局に出向を命ずる

主 事 饒 村 公 英（障害福祉課副参事・明生園長）

知的障害者デイサービスセンター所長事務取扱兼務を

免ずる

主 事 小 林 幸 一（都市開発課副参事）

教育委員会に出向を命ずる

主 事 手 島 敏 男（住宅課副参事・住宅課長補佐）

都市整備局開発建築部住宅課長補佐事務取扱を免ずる

教育委員会に出向を命ずる

主 事 眞 島 幸 平（総合企画課長補佐）

〃 野 田 美智代（保健所食品衛生課長補佐）

教育委員会に出向を命ずる（各通）

技 師 古 田 美千子（市民病院看護部副部長）

市民病院医療管理部広報広聴室長兼務を免ずる

主 事 星 野 道 男（文化振興課主幹）

財団法人新潟市芸術文化振興財団への派遣を解く

教育委員会に出向を命ずる

主 事 加 藤 正 人（歴史文化課郷土
歴史博物館建設
室主幹 ）

教育委員会に出向を命ずる

主 事 大 関 洋 一（情報政策課主
幹・情報化推進
係長 ）

企画財政局企画部情報政策課情報化推進係長事務取扱

を免ずる

教育委員会に出向を命ずる

技 師 大 淵 博 行（工事検査管理室主幹）

教育委員会に出向を命ずる

主 事 高 橋 源 吾（中地区事務所主幹・厚生係長）

中地区事務所厚生係長事務取扱を免ずる

教育委員会に出向を命ずる

主 事 水 沼 真 一（西地区事務所主幹・市民係長）

西地区事務所市民係長事務取扱を免ずる

議会事務局に出向を命ずる

主 事 飯 島 章 衛（北地区事務所主幹・地域係長）

北地区事務所地域係長事務取扱を免ずる

主 事 武 田 源 一（保健福祉総務課主幹）

社会福祉法人新潟市社会福祉協議会への派遣を解く

教育委員会に出向を命ずる

主 事 玉 木 一 彦（児童福祉課主幹）
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財団法人新潟市福祉公社への派遣を解く

教育委員会に出向を命ずる

主 事 中 山 昌 吉（厚生福祉課主幹・保健第１係長）

福祉事務所厚生福祉課保護第１係長事務取扱兼務を免

ずる

福祉事務所厚生福祉課主幹兼務を免ずる

市民局保健福祉部厚生福祉課保護第１係長事務取扱を

免ずる

教育委員会に出向を命ずる

主 事 朝 妻 厚 雄（高齢者福祉課主
幹・生きがい推
進係長 ）

市民局保健福祉部高齢者福祉課生きがい推進係長事務

取扱を免ずる

教育委員会に出向を命ずる

主 事 佐 藤 正 昭（農業振興課農政室主幹）

教育委員会に出向を命ずる

主 事 小 柳 日出夫（街づくり推進課主幹・推進係長）

都市整備局都市計画部街づくり推進課推進係長事務取

扱を免ずる

教育委員会に出向を命ずる

主 事 柳 雅 己（都市開発課主幹・組合指導係長）

都市整備局開発建築部都市開発課組合指導係長事務取

扱を免ずる

教育委員会に出向を命ずる

技 師 遠 藤 良 博（建築指導課都市環境整備室主幹）

教育委員会に出向を命ずる

主 事 渡 辺 郁 夫（西土木事務所維
持管理課主幹・
管理係長 ）

西土木事務所維持管理課管理係長事務取扱を免ずる

教育委員会に出向を命ずる

主 事 早 川 周 作（市民税課主査）

企画財政局財政部納税課兼務を免ずる

教育委員会に出向を命ずる

主 事 眞 野 善 弘（国民健康保険課主査）

〃 藤 崎 克 己（市 民 課 主 査）

〃 村 山 二美子（ 〃 ）

教育委員会に出向を命ずる（各通）

主 事 宮 川 亜紀子（厚生福祉課主査）

福祉事務所厚生福祉課主査兼務を免ずる

教育委員会に出向を命ずる

主 事 下 川 康 介（介護保険課主査）

技 師 藤 井 秀 人（下水道建設課主査）

水道局に出向を命ずる（各通）

主 事 佐 藤 美菜子（文 化 振 興 課）

財団法人新潟市芸術文化振興財団への派遣を解く

主 事 本 田 秀 幸（広域合併推進課）

聖籠町への派遣を解く

教育委員会に出向を命ずる

主 事 梨 本 浩太郎（市 民 税 課）

〃 樋 口 育 美（ 〃 ）

〃 媚 山 さおり（坂井輪地区事務所）

〃 鈴 木 力（ 〃 ）

教育委員会に出向を命ずる（各通）

主 事 堀 越 幸 弘（障 害 福 祉 課）

福祉事務所障害福祉課兼務を免ずる

教育委員会に出向を命ずる

主 事 佐 藤 彰（厚 生 福 祉 課）

福祉事務所厚生福祉課兼務を免ずる

農業委員会に出向を命ずる

主 事 新飯田 健（厚 生 福 祉 課）

福祉事務所厚生福祉課兼務を免ずる

選挙管理委員会に出向を命ずる

主 事 鈴 木 和 隆（介 護 保 険 課）

厚生労働省への派遣を解く

主 事 森 かほ里（保健所総務課）

教育委員会に出向を命ずる

技 師 高 山 典 子（保健所健康増進課）

栄養士を免ずる

教育委員会に出向を命ずる

主 事 真 田 俊 之（産 業 企 画 課）

監査委員事務局に出向を命ずる

主 事 風 間 義 樹（中央卸売市場建設課）

教育委員会に出向を命ずる

主 事 工 藤 勇 一（建 築 指 導 課）

議会事務局に出向を命ずる

技 師 高 橋 隆 行（建 築 指 導 課）

〃 齋 藤 真 一（営 繕 課）

〃 渡 辺 厳（ 〃 ）

教育委員会に出向を命ずる（各通）

技 師 斎 藤 由里子（東中野山保育園）

給食調理員を免ずる

教育委員会に出向を命ずる

議会事務局

３月３１日

主 事 高 橋 潔（議会事務局次長）

議会事務局総務課長事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 大 屋 道 幸（議会総務課主幹・調査係長）
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議会事務局総務課調査係長事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 上 田 巌（議会議事課主幹・委員会係長）

議会事務局議事課委員会係長事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

教育委員会

３月３１日

主 事 今 井 昭 友（教育委員会事務
局参事・中央公
民館長 ）

定年により退職

主 事 江 端 周 二（学校教育部参
事・教育委員会
学校指導課長 ）

〃 吉 村 正 史（教育委員会学校指導課副参事）

〃 福 井 義 隆（ 〃 ）

〃 稲 田 陽 子（ 〃 ）

〃 遠 藤 正 尚（
教育委員会事務
局副参事・教育
相談センター所
長

）
〃 小 林 裕 史（教育委員会事務

局副参事・総合
教育センター ）

〃 柳 修 二（教育相談センター主査）

〃 佐 藤 博 子（総合教育センター主査）

〃 佐 藤 英 朗（ 〃 ）

願により本職を免ずる（各通）

教 諭 横 田 誠（万代高等学校）

新潟市教育委員会指導主事を免ずる

願により本職を免ずる

主 事 伊 比 宗 宏（教育委員会青少年課主査）

〃 阿 部 潤（教育委員会体育課主査）

〃 羽 豆 知 恵（関屋中学校主査）

〃 山 田 美恵子（木戸中学校主査）

願により本職を免ずる（各通）

主 事 佐 藤 正 子（小針中学校主査）

定年により退職

技 師 大 越 美智子（西 幼 稚 園）

〃 佐 藤 保（教育委員会体育課）

願により本職を免ずる（各通）

技 師 小 池 セツ子（鏡 淵 小 学 校）

〃 館 三 郎（白 山 小 学 校）

〃 廣 澤 アサ子（新 潟 小 学 校）

〃 相 澤 和 子（ 〃 ）

〃 小 林 洲 二（万代長嶺小学校）

〃 松 田 キヨ子（山 潟 小 学 校）

定年により退職（各通）

技 師 伊 田 雄 二（山 潟 小 学 校）

〃 佐 藤 八重子（鳥屋野小学校）

願により本職を免ずる（各通）

技 師 高 野 義 仲（女 池 小 学 校）

〃 高 橋 荀 子（桃 山 小 学 校）

〃 桜 井 芳 子（太夫浜小学校）

〃 長谷川 栄 一（新 通 小 学 校）

〃 小 暮 ミツル（大 淵 小 学 校）

〃 山 田 カナル（曽野木小学校）

〃 鈴 木 克 子（酒 屋 小 学 校）

定年により退職（各通）

技 師 猪 股 ヨシ子（木 山 小 学 校）

願により本職を免ずる

技 師 酒井原 和 枝（南中野山小学校）

〃 渡 辺 武 彦（東曽野木小学校）

〃 林 圭 子（東青山小学校）

〃 鍋 谷 アサ子（曽野木中学校）

〃 吉 田 亜今夫（両 川 中 学 校）

〃 小 山 秀 夫（小 新 中 学 校）

〃 相 川 和 子（沼 垂 幼 稚 園）

〃 山 田 ユリ子（西 幼 稚 園）

〃 田 村 幸 子（ 〃 ）

定年により退職（各通）

主 事 貝 瀬 寿 夫（学校教育部参
事・教育委員会
総務課長 ）

学校教育部総務課長事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 貝 瀬 功 一（学校教育部参
事・教育委員会
保健給食課長 ）

黒埼学校給食センター所長兼務を免ずる

学校教育部保健給食課長事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 伊 深 敦 郎（
教育委員会総務
課副参事・教育
委員会総務課長
補佐

）
学校教育部総務課長補佐事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 金 子 一 徳（
教育委員会事務
局副参事・総合
教育センター所
長補佐

）
総合教育センター所長補佐事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 遠 藤 勝 栄（
教育委員会生涯
学習課副参事・
生涯学習施設建
設室長

）
生涯学習部生涯学習課生涯学習施設建設室長事務取扱

を免ずる
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市長事務部局に出向を命ずる

主 事 藤 井 隆 三（中央公民館副参
事・中央公民館
長補佐 ）

中央公民館庶務係長事務取扱を免ずる

中央公民館長補佐事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 青 池 真佐子（教育委員会事務
局副参事・坂井
輪地区公民館長）

坂井輪地区公民館長事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 近 藤 敬（教育委員会事務
局副参事・北地
区公民館長 ）

北地区公民館長事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

技 師 河 田 弘 毅（教育委員会施設課長補佐）

主 事 高 桑 文 夫（教育委員会保健給食課長補佐）

市長事務部局に出向を命ずる（各通）

主 事 石 塚 隆 昭（教育委員会総務
課主幹・経理係
長 ）

学校教育部総務課経理係長事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 藤 田 毅（教育委員会学校
指導課主幹・庶
務係長 ）

学校教育部学校指導課庶務係長事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 西 片 正（
教育委員会事務
局主幹・総合教
育センター庶務
管理係長

）
視聴覚センター兼務を免ずる

総合教育センター庶務管理係長事務取扱を免ずる

農業委員会に出向を命ずる

主 事 白 井 国 男（
教育委員会生涯
学習課主幹・西
新潟市民会館主
任

）
小針青山公民館兼務を免ずる

西新潟市民会館主任事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 小 川 正（沼垂図書館主幹・庶務係長）

沼垂図書館庶務係長事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 前 田 秀 子（教育委員会青少
年課主幹・管理
係長 ）

生涯学習部青少年課管理係長事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 青 木 藤 好（教育委員会青少
年課主幹・万代
市民会館主任 ）

万代市民会館主任事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 斎 藤 淳（教育委員会体育
課主幹・庶務係
長 ）

生涯学習部体育課庶務係長事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 斎 藤 虚 志（体 育 課 主 幹）

財団法人新潟市開発公社への派遣を解く

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 佐 藤 修 二（教育委員会事務
局主幹・万代高
等学校主任 ）

万代高等学校主任事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

技 師 大 屋 均（教育委員会施設課建築第２係長）

主 事 大 竹 和 浩（教育委員会総務課主査）

技 師 清 水 隆 志（教育委員会施設課主査）

主 事 真 田 裕 子（教育委員会保健給食課主査）

〃 隅 木 信 利（教育委員会生涯学習課主査）

市長事務部局に出向を命ずる（各通）

主 事 江 端 完 治（教育委員会体育課主査）

財団法人新潟市開発公社への派遣を解く

主 事 清 水 善 博（教育委員会体育課主査）

〃 西 脇 覚（ 〃 ）

財団法人新潟市開発公社への派遣を解く

市長事務部局に出向を命ずる（各通）

技 師 中 村 美 鈴（内野小学校主査）

西幼稚園兼務を免ずる

技 師 赤 原 友 子（真砂小学校主査）

青山小学校兼務を免ずる

栄養士を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 煤 賀 順 子（江南小学校主査）

〃 小笠原 明 子（五十嵐中学校）

保育士を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる（各通）

主 事 山 田 昭 一（高志高等学校主査）

〃 風 間 千 佳（教育委員会総務課）

市長事務部局に出向を命ずる（各通）

主 事 佐 藤 貴 央（教育委員会総務課）
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水道局に出向を免ずる

技 師 大 谷 恭 子（教育委員会施設課）

主 事 佐久間 淳（ 〃 ）

技 師 関 行 道（ 〃 ）

主 事 鬼 山 理 恵（教育委員会学校指導課）

〃 長 島 里 佳（ 〃 ）

〃 本 間 武（教育委員会保健給食課）

〃 杉 本 久 子（ 〃 ）

〃 小 山 瞳（教育委員会生涯学習課）

〃 赤 沼 里 絵（中 央 公 民 館）

〃 南 雲 洋 子（坂井輪地区公民館）

〃 林 森二郎（東地区公民館）

〃 小 川 理 香（沼 垂 図 書 館）

〃 佐 藤 久美子（ 〃 ）

〃 渡 辺 真 弓（教育委員会青少年課）

〃 吉 井 崇（教育委員会体育課）

〃 加 藤 優 子（ 〃 ）

主事補 船 山 伸 次（ 〃 ）

市長事務部局に出向を命ずる（各通）

選挙管理委員会

３月３１日

主 事 川 � 健（選挙管理委員会事務局主査）

監査委員事務局に出向を命ずる

監査委員事務局

３月３１日

主 事 小 田 均（監査委員事務局
主幹・第２監査
係長 ）

監査委員事務局第２監査係長事務取扱を免ずる

教育委員会に出向を命ずる

主 事 藤 崎 哲 朗（監査委員事務局主査）

市長事務部局に出向を命ずる

４月１日

選挙管理委員会主事 川 � 健（選挙管理委員会事務局主査）

新潟市監査委員事務局主事に任命する

監査委員事務局第２監査係長を命ずる

主 事 哥 武 弘（監査委員事務局）

監査委員事務局主査を命ずる

新潟市主事 真 田 俊 之（産 業 企 画 課）

新潟市監査委員事務局主事に任命する

監査委員事務局主査を命ずる

農業委員会

３月３１日

主 事 沢 野 征 夫（農業委員会事務局長）

願により本職を免ずる

主 事 西 村 勝 久（農業委員会事務局主査）

定年により退職

主 事 横 山 行 松（農業委員会事務局農政係長）

教育委員会に出向を命ずる

主 事 近 藤 守（農業委員会事務局主査）

市長事務部局に出向を命ずる

消 防 局

３月３１日

消防士長 松 田 壽（
西消防署礎分隊
１部分隊長・水
上消防隊１部分
隊長

）
〃 五十嵐 徹（西消防署附船分隊３部副分隊長）

〃 富 山 勲（東消防署沼垂分隊１部副分隊長）

〃 本 多 智 彦（東消防署石山分隊３部副分隊長）

消防司令補に任命する

定年により退職（各通）

消防副士長 斉 藤 登（東消防署駅南分隊１部警防員）

消防士長に任命する

定年により退職

消防監 鈴 木 奨（消 防 局 参 事）

願により本職を免ずる

消防司令 間 博 之（西消防署黒埼出張所長）

消防司令長に任命する

願により本職を免ずる

消防司令補 高 見 雄 治（西消防署白山浦分隊３部分隊長）

消防司令に任命する

願により本職を免ずる

消防士長 松 田 義 司（東消防署下所島
分隊２部副分隊
長 ）

願により本職を免ずる

消防副士長 野 村 一 男（西消防署小針救助分隊１部隊員）

〃 金 井 俊 範（指令課指令第１係）

消防士長に任命する

願により本職を免ずる（各通）

水 道 局

３月３１日

技 師 永 沢 八洲明（技 術 部 長）
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願により本職を免ずる

技 師 飛 田 喜 正（技術部給水装置課副参事）

〃 円 山 康 春（技術部給水装置課主査）

〃 土 田 豊（東工事事務所主査）

〃 大 野 均（鳥屋野浄水場主査）

定年により退職（各通）

技 師 佐 藤 智（技術部水質管理課主幹）

技術部水質管理課水質第二係長事務取扱を免ずる

市長事務部局に出向を命ずる

主 事 本 間 浩一郎（業務部業務課）

〃 佐 藤 博 文（ 〃 ）

技 師 小戸田 勇（技術部給水装置課）

市長事務部局に出向を命ずる（各通）
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